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三重県議会におけるＲＤＦ関連の発言（構想段階） 

           ＜平成 4年度～平成 6年度＞ 

 

○平成 4年第 3回定例会（平成 4年 9月 18日） 

（藤田正美議員） 

３番目として、先ほども申し上げましたように、日本全体の５％強のごみ焼却場がもう

既にその廃熱で発電を行っております。古いところでは、東京の練馬で 23年も前から実施

されているようです。 

 ところで、県内の施設を調べてみますと、もうそろそろ建てかえの時期に来ているもの

が多いようです。県内でも廃熱発電の計画があるのではないかと内心期待をしながら調べ

てみましたが、この平成４年度から平成７年度までの計画には全く影も形もありません。

確かに発電に関しましては、ある程度のごみの量が必要ですし、その量により投資効果な

ども無視できないところでございますが、だからこそ、本当は広域的な角度から県が市町

村を取りまとめていくのが重要になってくるものではないのでしょうか。 

 それに、自治省が発電機能を備えたごみ焼却施設を含め、地方単独事業に総額で 2000億

円の補助を出すということでございます。そういうことを考えますと、なぜ建てかえの施

設にこの廃熱発電のシステムが計画されていないのか。また、今後そういうふうな計画な

ど全く頭の中に入っていないものなのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 続いて４番目に、これは前の質問の延長線上になるかと思いますが、国が地球温暖化の

防止ということでＣＯ2の排出削減に取り組み、それとともに自治省がスーパーごみ発電構

想というのを打ち出しました。これは未利用エネルギーの活用を含む一般廃棄物による発

電を推進していくもので、もちろん、これまでのごみ発電よりエネルギー効率を従来の 15％

から２倍の 30％に高めたものでございます。これはごみ焼却という目的より、むしろ事業

としての発電、質と量を高め、そしてその発電エネルギーとしてのごみの最大限の有効利

用をしようということで、それによる公営事業としての発電の計画に 10億円を上限として

起債を認可する方針でございます。 

 何度も申しますように、ごみ対策が市町村に帰属するものであっても、このごみイコー

ル未利用エネルギーの資源というふうに観点をほんの少し変えて考えるならば、また、将

来ふえ続ける下水道から出る活性汚泥も、今は嫌われものですが、エネルギー資源として

有望であるという調査結果も出ております。 

 そういうことを考え合わせますと、これは例えば企業庁であるとか、いわゆる県の総合

的な関与が必要であろうと思いますし、また発電に伴う 50度前後の低温排水や、その余剰

電力を、例えば地域の活性化に役立てるという考えや、実際に方針として打ち出すなど、

複合で考えていけば、まさにごみのごとく嫌われているごみ焼却場が、逆に地域活性化の

目玉として各市町村の誘致合戦の的になることすら考えられると思いますが、この私の提
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案も含め、今後、こういうことに県としてどう取り組んでいくのか、御所見をお伺いした

いと思います。 

 また、最後に、これらのことに本格的に取り組もうとするならば、例えばごみ対策室で

あるとか、未利用資源対策室など、名称はお任せいたしますが、そういうセクションを設

け、ごみの減量、また有効利用を進めていく必要があると考えますが、これらも同時にお

聞きしたいと思います。 

 

（田川亮三知事） 

そういう中で、未利用エネルギーのごみ発電の問題を大変細かく御報告をいただき、非

常に御研究をいただいておりますことを敬意を表したいと存じます。 

 そういう中で、今御指摘いただきましたように、ごみ焼却施設の中から、現在本県で利

用いたしておりますのは、いわゆるこの余熱というものを活用いたしまして、お湯を沸か

す、あるいは暖房用に使う、こういうことで、県下では鈴鹿市の清掃センターが隣の厚生

センターに給湯しておる。それから松阪の第二清掃工場が多目的な研修所に対して、いわ

ゆる給湯、ふろのお湯として使っておる。同じように河芸町の美化センターの隣にござい

ます憩いの家に対しましても給湯をいたしておるというようなことで、一部そういう利用

の仕方が従来は一つございました。 

 確かに全国的に見ますと、これらの温水プールでありますとか、あるいは給湯でござい

ますとかというのを、今度は発電という視点から活用がなされております。全国的に 102

のごみ発電を行っておるところがあるやに伺っておりますけれども、この発電能力は 32万

3000キロワットで 94万世帯分の使用電力に相当するものということで、確かに省資源の分

野からも、あるいはこれからの資源のあり方からも貴重なことでございます。したがいま

して、いろいろ御所見ございましたけれども、いわばこういうごみ焼却等につきましての、

これからのあり方、たまたま今回もうそれぞれの焼却施設が、償却期限が来ておりますと

ころから整備をし直す、そういう機会に的確に対処でき得るように検討をさせてまいりた

いと思います。いわば市町村との合作ということになり得ますかどうか、この辺もあわせ

て検討をいたしてまいりたいと思います。 

 

（藤田正美議員） 

もう一つ、あと１点でございますが、私は特に、このごみ発電というのを現地を見てき

ました。名古屋の富田工場で、先ほど３億円という─自家発電が２億円で、売電が１億 3000

万円、基本料金を取られて実質は２億 9000万円ですけど、それにかかった発電施設は７億

円でございます。そういうふうな観点からいくと、発電に関しては、した方が得じゃない

かと、そういう気持ちが強くした次第でございます。 

 ごみの量をずっと集めるには、今度ごみ発電ということになってくると、ごみの量とい

うのが資源という感覚に変わってきますので、ぜひともその辺は広域的な観点、それはも
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う県しかそういうことを考えることができません。そういう中で、そういうことを下水道

のカロリー、含水比がゼロの場合 4000カロリーの発電量を持ちます。 

 そういう意味や、いろいろなことをこれから研究して、地域に、三重県に４カ所ぐらい、

最後は三重県の将来はそのようなエネルギー基地となるような、地域と本当にマッチング

した老人福祉施設とか、また冷暖房のある体育館とか、いろいろな項目にそういう廃熱利

用をしてやっていただきたいと思います。 

 そういう意味で、知事にもう一度お伺いしたいんですけど、未利用エネルギー対策室と

いうような、名前はいろいろこれから考えていただきたいと思いますけど、そういうもの

をぜひもう一度御検討されることを、その件に対してもう一度お伺いしたいと思います。 

 

（田川亮三知事） 

先ほど、若干触れましたけれども、現在幸い協議会の中で検討をさせております。した

がいまして、これからの課題ということで、この御意向を踏まえて対処をさせてまいりた

い、こういうふうに考えております。 

 

 

○平成５年第１回定例会（平成 5年 3月 4 日） 

（津田勉議員） 

自治省財政局長の私的諮問械関である地球エネルギー事業推進に関する調査研究会の報

告書であるごみ燃焼発電推進に沿う形で、平成７年度実現を目指してごみ発電事業の調査

研究に取り組むと聞いておりますが、その制度、内容、方針についてもお聞かせください。 

 

（田川亮三知事） 

次に、廃棄物発電の問題でございます。 

 平成５年度に調査研究の予定で企業庁が取り組むことにいたしておりますけれども、こ

の廃棄物発電事業の仕組みは、ごみ焼却余熱を直接利用しておる従来型のものではなくて、

ごみ発電と言われておりますけれども、それではなくて、市町村の廃棄物処理事業として

のごみの固形燃料化処理を前提にいたしまして、これを量的に広域的に集めてまいります。

そして、それを専焼施設で燃焼いたしまして、安定的な高効率の発電を行うと、こういう

システムにしておりますので、この県営の発電事業というものを基幹事業として、市町村

との共同による新たな廃棄物のリサイクルシステム、こういうことを目指しておるのでご

ざいます。 

 しかし、現在のこの構想では、果たして専焼施設、県が受け持って採算性に乗ってくる

かどうか、あるいは売電の価格をどのくらいで引き取ってもらえるだろうか、全く不明で

ございますので、これらの点を含めてまず調査に取りかかりたい。 

 幸い、国の段階でも、自治省におきましては若干方法は異なっておりますけれども、ス
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ーパーごみ発電という事業化の枠組みと、これに対する起債措置というものを講ずるとい

うふうになっておりますし、また通産省におきましても、環境調和型エネルギーコミュニ

ティーという整備促進のモデル事業ということで、廃棄物の固形燃料の利用施設、これを

補助対象にしようと、こんなことを検討しております。したがいまして、徐々に事業化へ

の環境も整いつつございますので、この実現可能性の調査をもとにして、さらに問題点を

摘出し、国と十分連携をとりながら行財政支援措置というものの創設等も図ってまいりた

いというふうにいたしておりますので、ぜひ御理解と御協力をいただきたいと思います。 

 

 

○平成 5年第 2回定例会（平成 5年 6月 16日） 

（藤田正美議員） 

 質問に先立ちまして、さきの企業庁によるごみ発電事業における固形燃料への取り組み

が、地球規模での環境保全という流れに沿い、三重県独自のものとして、他の都道府県に

先駆け実現化へ向けてスタートされましたことは、県の執行部の前向きな取り組みと御努

力に敬意を表しますとともに、今後とも常に行政の最先端を進まれますことを、心よりお

願いを申し上げます。 

 さて、県会の場に立って私も丸２年が経過し、その間、また特に、最近は地元の人と懇

談会など、地域住民の方々との会合を持ってまいりますと、度会郡という、すばらしいな

がらも、過疎化であるとか、また高齢化であるとか、深刻な悩みを持つ地域的な問題を、

より一層感じる機会が多くなりました。これは国全体が抱かえる東京への一極集中、その

反作用としての地方の過疎化、高齢化、また少子社会の現実化など、日本全体にとっても

非常に重要な問題であり、もちろん我が三重県といたしましても、一刻の猶予もならない

問題として、今盛んに論議されているところでございます。 

 私の今回の質問は、そういう観点の中から、地元地域の抱かえる諸問題も含み、活性化

をテーマとして、三重県独自の活性化に向けての基本姿勢について取り上げてみたいと思

います。 

 さきのごみ発電の際も、もともとは各市町村の固有事業であったものを、ごみイコール

エネルギーであるという発想転換をしていただくことによって、県としてなし得たもので

ございます。この時代のニーズと発想の転換ということは、この県の活性化に当たっても、

執行部の英知を真に発揮する上においても、ぜひ心がけていただきたいと思います。 

 

（田川亮三知事） 

ただいまの藤田議員の御質問に、逐次私の所見も織り込みながらお答えを申し上げたい

と存じております。 

 三重県独自の活性化の基本方針と、こういうことでございますので、勢いお尋ねが広範

囲であったり、ユニークな御発想をお聞かせいただいたわけでございます。まさに時代が
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変革期に入っておりますから、当然、ユニークな発想が出てくること、これを私どもも大

きく期待をいたしております。 

 前には、ごみ発電について大変高く御評価をいただきましたが、重ねてごみ発電問題、

実は企業庁、積極的に対処をする姿勢をとってまいりましたのが、国の段階でもこの問題

を取り上げていただけるようになってまいりました。したがって、単なる一企業庁におけ

る調査事業ということばかりではなくて、まさに御指摘のように、ごみ即エネルギーと、

こういう方向に徐々に動きつつありますこと、大変御同慶の至りでございます。 

 

 

○平成 5年第 4回定例会 決算特別委員会討論（平成 5年 12月 21日） 

（落合郁夫議員） 

続いて水道事業、工業用水道事業、電気事業については、反対理由をさておき、企業庁

の進める事業に対し、１点要望をつけ加えることをお許しいただきたいと思います。 

 企業庁の手がけてきた事業が縮小していくことを見込んで、駐車場経営とか、リゾート

事業とか、中にはゴルフ場経営などの提案も聞きましたが、いずれも実現性のないものば

かりであります。これらの検討の必要はありませんが、既に計画の進む、ごみ発電につい

ては一言触れておきたいと存じます。 

 本来は、いかになきものにするかで腐心するはずのごみでありますが、その再利用を図

り、しかも熱源として発電に役立てるという計画については、注目を集めてきました。 

 ただ、その発想が生かされて全国トップのこの事業が成功するには解決しなければなら

ない多くの問題があります。私は成功を願いつつも、特に市や町がその対応に苦慮してい

る実態は、ぜひ協力しながら解決していかなければならないものと考えます。 

 既に、小規模ながら稼動しているお隣の榛原町などは、徹底した分別収集が一つのかぎ

だと答えています。その例に照らすなら、県下の市町村の分別収集はそれなりに進んでは

いますが、ここに到達するには、自治体職員を初め、多くの住民の並々ならぬ努力があり

ました。 

 今、市町村を督励しての指導は熱心でありますが、かといって、県が求める段階までは

かなりの隔たりがあります。この中にあって、県からは分別収集の強要や押しつけと受け

とめる市や町が多く、一体どうなるだろうというまじめな声が聞かれます。現に県下でも

最も進んでいると目される自治体の分別収集でも、その程度では発電原料の基準に及ばず、

受け入れ拒否となってしまいます。 

 要は、企業庁、保健環境部、市町村がばらばらの状態から抜け出して、このごみ発電を

初めとするリサイクル運動、ごみ行政の効率的な推進を一体となって図らなければなりま

せん。その時期であるだけに、あえて要望を申し述べた次第であります。 

 

 

6 

 

○平成 5年第 4回定例会 委員会報告（平成 5年 12月 21日） 

（田中覚商工労働企業常任委員長） 

また、このたび企業庁が行おうとしておりますごみ発電構想は、地域未利用エネルギー

活用の一つとして、また世界的にも問題となっている地球環境の保全に寄与するものとし

て時宜を得たものであり、その重要性を十分に認識するものであります。 

 特にこの構想は、企業庁の発電事業のみでなく、市町村の一般廃棄物行政、県の環境行

政、地域振興等広範囲な分野にかかわる大きなプロジェクトであると考えるところであり

ます。 

 よって、当局においては、経済の構造的変化に対応できる体制の強化を図るとともに、

これらの施策の実施やごみ発電構想の実現等に当たっては、各部局が協調し、格段の努力

を払われるよう強く要望するものであります。 

 

 

○平成 6年第 1回定例会（平成 6年 3月 4 日） 

（岩名秀樹議員） 

次に、ごみ発電についてお尋ねをいたします。 

 企業庁は新年度予算において、ごみ発電に関する調査費２億 6800万 3000円を計上、ま

た、環境局でもこの発電構想を踏まえ、市町村のごみペレット化への転換を検討するため

8359万 8000円が予算化されていますが、私はごみ発電の是非について私見を申し上げ、こ

の事業について再考をお願いしたいと思います。 

 平成 10年運転開始を目途に計画されているごみ発電は、毎日県民が排出する生ごみを含

む可燃性の家庭ごみを市町村にペレット化させ、県内の４地点で企業庁がこれを発電燃料

にしようとするものであります。いわば水力発電によって利益を上げている企業庁が、今

市町村の厄介者と言われているごみ問題に着目をし、リサイクルにより、さらなる売電利

益を得ようとするこの発想は評価をするものでありますが、市町村の固有義務であるごみ

問題は、長年にわたり市町村が試行錯誤を繰り返しながら、大変な費用と労力をかけてき

た懸案の仕事であります。現在、市町村が全面的に関与している一般廃棄物に県がかかわ

ることは心配な面も大変多く、特に県の環境局の責任で実施されるのであれば、話も少し

は変わってくるのですか、公営企業体である企業庁が、事業採算を考えながら実施するこ

とには賛成できかねるのであります。 

 売電するという事業である以上、極めて厳しいペレットの規格が求められるのは当然で

す。市町村でのペレット化の過程で、ペレットのカロリーや混入物へのクレームや注文が

ついてくれば、市町村は、今までのごみ処理以上の苦労が要求されてくるのは当然であり

ます。ごみ戦争と言われるほど、このごみ問題は大きな行政課題ではありますが、ここで

ごみ発電という大きな綱をかぶせることによって、ごみ問題を固定化してしまうならば、

一つ間違えば市町村を混乱させ、今後の技術革新や、ごみの量や質の変化に対応できない
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危険性をはらんでいるように思います。 

 以下、私の反対の理由について述べてみたいと思います。 

 まず１番目は、分別収集が不徹底な我が国の現状でエネルギーのリサイクルを考えた場

合、一たん収集したごみを分別し、エネルギーや添加剤を加えて燃料化するということは、

それ自体莫大なエネルギーを必要とし、たとえ発電でエネルギーが回収されたとしても、

ペレット化に使ったエネルギーを補うにすぎません。この点では、従来のように単に収集

し、焼却して発電する方が、エネルギーのリサイクルという視点から見ればすぐれている

と言えます。経済的に考えても、ペレット化に要するコストは、売電のコストに見合うも

のではないと思います。またそのことに加え、先ほども申し上げましたとおり、市町村の

苦労ははかり知れないものがあります。 

 ２番目の理由として、社会問題としてごみをとらえた場合、家庭から出るごみは極力少

なくし、徹底した分別をし、再利用できるごみは資源として活用をし、残ったごみだけを

出すという、住民や行政の意識改革が唯一最良の方法であり、ごみの固形化は、このよう

な世界の流れに反し、住民のごみに対する意識の停滞を招くものであります。なぜならば、

ごみが家庭から出る際に完全に分別をされているならば、可燃物はペレット化するまでも

なく、それ自体が既に高いエネルギーを持った原料になっているからであります。また、

日本のごみは世界中で一番プラスチックの割合が高いと言われており、言いかえれば、世

界一エネルギー価の高いごみ燃料資源を我々は持っていることになります。 

 ３番目の理由として、環境汚染問題です。 

 ごみの固形燃料化工程では強い臭気を発生し、焼却に当たっては添加剤が加わるため、

有害物質の発生が一層助長される危険があると聞いております。 

 ４番目は、発電施設の巨大化に伴い、建設コストの増大、広域からのペレット収集によ

る運搬費の増高や交通渋滞、処理施設付近の住民の反対、さらに用地確保の困難さ等々、

このような県単位の広域ごみ処理システムは、時代に逆行していると言わざるを得ません。 

 最後に申し上げたいことは、今日、生ごみは貴重な農業肥料として活用される時代を迎

えており、四日市でも、有効微生物群ＥＭ菌による発酵分解によって、生ごみが立派な肥

料となり、花づくりや自家菜園の野菜づくりに生かされています。岐阜県の可児市でもこ

の手法をごみ行政に取り入れ、減量化が進み、生ごみが 15％も減量されたということが報

告をされており、今後、生ごみの減量化も、さまざまな方法で市町村が工夫をしていくも

のと思われるのであります。こうした状況の中で、ごみ発電は一考を要することを申し上

げ、再考を促すものであります。企業庁長の御所見をお伺いしたいと思います。 

 

（知事職務代理者副知事尾崎彪夫） 

ごみ発電につきましては、ごみ戦争とまで言われておりますごみ対策として、今日的課

題として取り組もうといたしておるものでございます。もちろん、これからクリアしなけ

ればならない問題も多くございますし、企業庁の押しつけで進めるものであってはなりま
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せん。何よりも市町村と一体となって、市町村の理解、協力が大前提でございます。 

 岩名議員から御高見をちょうだいいたしました。具体的には企業庁長からお答え申し上

げたいと存じます。 

 

（水原恒士企業庁長） 

 ＲＤＦに関しまして御質問がありましたので、お答えいたします。 

 御指摘のようにＲＤＦにつきましては新しい課題でありまして、種々の問題があるとい

うことは、我々は十分承知しております。現状の企業庁の考え方につきましてお答えした

いと思います。 

 まず、ごみ減量化再利用促進の思想の中で、それと矛盾するんじゃないかというような

御指摘でございます。私どもの考えを申し上げますと、この減量化再利用促進対策という

ものは、三つの柱があるんじゃないかと思います。一つは、まず、包装、容器の簡素化あ

るいは厨芥類の堆肥化といったような、いわゆるごみの減量対策、これが一つであります

し、第２番目は、古紙や鉄くず等を分別いたしまして、それを再利用するという方法。そ

れからもう一つは、残った可燃ごみを熱エネルギーに回収いたしまして有効活用する方法

と、この三つがあろうかと思います。 

 私どもが取り上げようとしておりますのは、この第３点でございまして、熱エネルギー

として活用するために、ＲＤＦをいわゆる固形燃料にいたしまして、それを発電の燃料に

したいということでございます。 

 御指摘のように、確かにいろいろな対策、減量化することによって可燃ごみが減ってく

るんではないかというような考えは、当然起こり得るわけでございまして、私どもとしま

しては、これらの対策と並行してＲＤＦ発電というものを考えていかなくちゃならないと

思っておりまして、当然その減量する分についてもカウントしなくちゃいけない。あるい

は当然増量が予測されますところの下水道汚泥についても、我々は今後推計をしながら、

その基本設計の中で発電所の規模等を考えていかなくちゃいけないと思っております。い

ずれにしましても、廃棄物処理の方向にそごを来すことのないように考えてまいりたいと

思っております。 

 それから、具体的にペレット化することによって、かえってエネルギーが必要じゃない

かというふうなことでございます。私どももそれも心配いたしまして、いろいろフィージ

ビリティースタディーを行ったわけでございますが、現状を調べた限りにおきましては、

ペレット化に要するエネルギーが 27％、いわゆる発生電力量の 27％ですというような調査

結果になっております。 

 それから、県の環境行政との関連性についてでございますが、御指摘のように、一般廃

棄物処理行政は市町村の固有事務でありまして、本構想には市町村の協力がまず前提でご

ざいます。このため、各市町村のごみ処理行政を所管する関係部局におきまして、ごみ燃

料化シテスム導入調査を平成６年度に行おうとしております。この調査は、市町村の現状
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や意向を十分に反映した内容になると聞き及んでおります。企業庁の構想の事業化につき

ましては、この調査結果を踏まえまして、また、市町村の参画を得て着手すべきであると

考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 それから、公害問題についての御懸念がございました。 

 近年、地球温暖化、オゾン層の破壊等の地球環境規模での環境問題が大きな課題になっ

ております。この解決のためには、国はもとより、地方公共団体におきましても、環境保

全への具体的な取り組みが強く求められております。ＲＤＦ発電の固形燃料化は、固形化

の過程で石灰等を添加剤として加えますために、従来の焼却施設に比べまして、塩化水素

や硫化酸化物の排出濃度を大きく低減するということになっておりますし、窒素酸化物に

つきましても、現状に比べて低減ができるというようなＦＳの結果になっております。そ

ういう意味から、地球の環境保全に寄与するものと考えておりまして、企業庁の発想はこ

れが大きな基礎になっておるわけでございます。 

 それから、ＲＤＦを大量集積いたしますから、当然、発電所の立地場所周辺に輸送車両

等が集中して、交通障害が起こるんじゃないかというような御指摘は、そのとおりであり

まして、当然、立地場所におきまして、いろいろなアクセス処理等々の効率的な輸送体制

にも十分に配慮していく必要があると思っております。 

 それから、ＥＭボカシについてありましたが、確かに、これも一つのごみ減量化の一環

でありまして、非常に私ども評価しておりますが、こういうものと並行しながら、ＲＤＦ

発電をやりたいという発想でございますので、御理解を賜りたいと思います。 

 御指摘のようにいろいろな問題があります。しかし、これらを十分解決していきながら

計画を進めていきたいと、企業庁としては思っているわけでございます。よろしく御理解

を賜りたいと思います。 

 

（岩名秀樹議員） 

 皆さん大変御親切に御答弁をいただくものですから、時間がほとんどございません。 

 財政問題は了といたしますし、一つだけ申し上げたいのは、ごみ発電であります。 

 全国的にまだこういうことが取り上げられていないわけですから、余り前例がないわけ

ですから、大変難しい問題だと思います。しかし、我々の足元にこれとよく似たことがご

ざいました。ここにパンフレットがありますけれども、朝日町と川越町の一部事務組合で、

やはり固形燃料化をやったことがございます。これは約９億円ほどのお金をかけてつくっ

たんですが、２年使って、そのまま雨ざらしになっております。これは大変なことであり

ますが、こういうこともよく勉強してもらいたいと思うんですが、これは固形燃料にした

んですが、エネルギーが足りなくて、火力が少なくて使い物にならなかった。 

 その次がコンポスト、いわゆる土の方は堆肥にしようとしてやったわけですが、ガラス

のかけらとか、いろんなものが入っていて、田んぼや畑に使えない、こういう問題があっ

た。また、再生鉄というのがあったんですが、これも結局は全部ごみとして処分をしたと、
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いずれもですね。こういう結果がありますので、十分慎重にこの問題は取り組んでいただ

かないと大変な問題になります。 

 それから、先ほども申しましたように、市町村との連携が一番大事だと思いますし、も

しこれが万が一失敗するようなことがあれば、三重県じゅうの市町村のごみというものは

大混乱を起こすわけでありますから、十二分に慎重に図っていっていただきたい。 

 それから、市町村で聞いてみますと、３億 5000万円も予算が今回ついておりますけれど

も、市町村段階での説明が過去に２回行われただけで、それも末端の行政官が出てきて話

を聞いたという程度。これはやはりもう少し…… 

十分な説明を市町村にやってもらいたいと思います。 

 もう時間がないので要望にとどめまして、これで終わります。 

 

（伊藤正則君）  

午前中の岩名議員のごみ発電について、関連を申し上げたいと思います。 

 実は今、私の住んでおる桑名市並びに桑名郡、東員町を合わせて広域清掃事務組合がご

ざいます。もうできてから二十数年有余たっていると思います。したがって、その区域の

中の家庭から出るごみを一切処理をいたしておるわけでございます。 

 聞くところによりますと、２年ほど前に、先ほど岩名議員さんが言われたように、県に

おいて固形燃料にして発電をするという話があり、もう３年ほど前から、老朽化のために

新しく焼却場をつくろうと、こういう組合の議決までもしておるわけでございます。とこ

ろが、そういう問題がありまして一時とんざをいたしております。早く言えば、二重投資

はもったいないんやと、こういうことでございます。したがって、これについての、きょ

う岩名議員に対する企業庁長からの答弁がございました。それについて質問をいたしたい

と思うわけでございます。 

 というのは、そういうような事柄でございますので、その後、組合とのどういうよう

な話し合いをしておるのか。これからごみ発電がこういうような形になるから、ひとつ市

とも協力してもらたいと、こういうような話になっておるんかどうか、これをひとつ聞き

たいと、こう思うわけでございます。 

 あわせて、その場合に、固形燃料にする場合に、どこであの大量のごみを処理するのか、

固形にするんか。これが構想があったら聞かせてもらいたい、こう思うわけでございます。 

 以上が大体の質問の内容でございますが、肝心なのは、これからどうやっていくんだと、

もう一遍、広域清掃に設計をやってくれと、こういうような形になるんか。実は、先ほど

申し上げましたように、基礎設計まで一時やったことがあります。もう一度そういうこと

で、広域清掃事務所で単独にひとつ焼却場をつくるような話になっていくんかどうか、こ

れもあわせてお聞きいたしたいと思います。 

 以上、３点ほど聞かせていただきたいと思うわけでございます。 
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（川邊憲三理事兼環境局長）  

ごみの発電の関連で御質問いただきましたですが、桑名市の広域組合、御承知のように

桑名、それから多度、長島、木曽岬、員弁、東員、６市町で、先生の御指摘のとおり、桑

名の広域の一部事務組合を、処理場は東員町で行われておるという現状でございます。 

 現在の施設は、54 年８月に 100 トン２基ということで稼働しておりまして、正しい数値

ではないかもわからぬですが、私どもの承知しておりますのに、１日 120 トンの量のごみ

を処理しておるというふうに聞いております。 

 今後の計画としては、さらに 100 トン３基ぐらいというふうな計画をされてみえるかと

思いますが、まだ調整中だろうと思います。平成４年度に基本構想を立てまして、５年度、

６年度でおいて、現在市町村の場合、一般廃棄物の処理基本計画というのをつくる必要が

ございますので、これを現在調整中というふうに聞いております。また、アセスにつきま

しては、５年度で現況調査だけは行ったということで、来年度は地質調査をやろうという

ふうに伺っております。建設場所は、同じ場所でやりたいということでございまして、こ

の関係で来年度については検討の上、どちらでいくかという検討をやりたいというふうな

お話を伺っておるところでございます。 

 これまで市町村にどういうアプローチと申しますか、桑名市に対してしてきたかと申し

ますと、昨年の６月、市町村に清掃協議会というのがございまして、市町村清掃協議会の

方と、あるいはその幹事会といろいろ折衝をしてまいったところでございます。第１回が

昨年６月、第２回が昨年８月、第３回が 10月ということで検討会を持っております。これ

は、企業庁と私どもと同じ出席しましてやっておるところでございます。さらに昨年 11月

に、北勢ブロックの研修会でいろいろ説明をさせていただき、去る２月 25日に、近々に改

修改築される施設をお持ちの市町村団体につきまして説明をさせていただいたところでご

ざいます。 

 私ども環境といたしましては、この固形化をするということにつきましては、いわゆる

環境保全の立場ということを考え、そして増加するごみに対処していくという考え方のも

とに固形化をしていただいて、それを企業庁の方で発電処理していただこうと、こういう

ふうな考え方でございまして、来年度 4100万円ほどの予算を計上させていただいておりま

すが、この中では、基礎調査、そして応用調査。中身といたしましては、いわゆる先ほど

岩名先生の方から御指摘がありましたＲＤＦの質の問題、あるいは量の問題であるとか、

あるいは処理体制、分別体制をどこまですべきか、あるいはそのものの輸送体制であると

か、あるいは労働条件のかかわりと、それと、もちろん技術的な診断、それから法上の問

題、あるいはコストの問題、当然、御指摘ありました朝日、川越のクリーンセンターのこ

とも踏まえてやってまいりたい。各市町村ごとのシミュレーションを行ってまいりたいと

いうふうに考えておりますし、また、既に先発しております滋賀県の湖東であるとか、あ

るいは富山県の礪波の組合、あるいは奈良県の榛原、あるいは大分県の津久見と、そうい

った固形化の施設につきまして十分その調査をしながら、市町村の方々に、同時にその調
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査の中へ入っていただいて、そして企業庁ともどもそういった調査をしてまいって、その

中で、市町村に大局的な見地に立って御判断いただこうと、こういうふうに考えておると

ころでございます。 

 

 

○平成 6年第 3回定例会（平成 6年 9月 21日） 

(岩倉歓治議員) 

第２点は、廃棄物発電計画についてであります。 

 県企業庁は、資源再利用の側面から、全国でも初めての、家庭ごみを固形化して燃焼さ

せ、発電するＲＤＦ発電、すなわち、廃棄物固形燃料発電を計画し、平成５年度より調査

研究を始めてきたわけであります。 

 ここに来て、新聞などでの報道が先日来、幾つかございました。そういう中から何点か

について、当局の考え方をお伺いしたいというふうに思います。 

 ただ、私は、一昨日、水谷俊郎議員の質問にございましたような、県の電源開発政策と

は直接関連するものではなく、ここでは、ごみ発電に絞っての質問とさせていただきます。 

 ＲＤＦ発電計画は、資源・エネルギー対策という意味で大変関心があります。今日では

国際的にも重要な課題となっている地球温暖化環境問題に視点を据え、地域未利用エネル

ギーの有効利用を図るべく、社会的要請も高まりつつある廃棄物の焼却余熱を活用した発

電事業、いわゆるごみ発電の発想には、大きな期待と、同時に不安もあるというふうに思

います。 

 ところで、先般の新聞報道によりますと、既に発電所の建設計画として、95年度に造成

に着手し、96年度に本格着工、98年度に稼働させるとあります。既に建設予定地も、津市

に、安芸郡河芸町に近いところに、約 500ヘクタールを造成し、中勢北部サイエンスシテ

ィーの計画地内、もしくはその周辺とありました。９月 14日付の新聞、さらに 18日付の

新聞等でも報道されておりましたが、当該自治体が勉強会を開催し、その中で指摘されて

おりますように、「まず発電所ありき」ではなく、地域住民の納得と理解が必要と考える

わけであります。 

 そこで、項目的には、次の５点について、十分配慮をお願いしながら、見解を伺いた

い。これらにつきましても、既に新聞等で発表がございましたが、一つは、ごみ発電の事

業内容の規模そのものであります。二つは、ごみ収集地域と量の問題であります。三つは、

立地場所、住宅地域に隣接をしていないのかどうか。四つは、環境汚染に問題はないか。

五つは、温排水問題、いわゆる地域の水源などに影響はないかということでありますが、

このほかにも、専門的な視点での御検討をくれぐれもお願いするところであります。 

 いま一つは、その前段の、家庭ごみから固形燃料をつくる作業を市町村が受け持ち、ま

ず収集した紙類や生ごみなどを乾燥させて細かく砕き、石灰などを加えて親指大に圧縮、

成型し、固形燃料、ペレットをつくるとあります。 



13 

 

 市町村はこの固形燃料をトラックで発電所へ運ぶ。したがって、焼却処分とは違って、

市町村では煙公害というものはないということでありますが、自治体や広域組合の 14団体

には、焼却炉の建てかえ時期に、あわせて固形化施設への転換を要請するというふうにあ

るわけであります。 

 しからば、その経費負担の問題や採算性、さらには自治体の、小さな規模によっては、

そのこと自体が大変難しい、ごみの分類等も含めまして大変難しいというふうにもお聞き

しております。これら市町村の意向や要望も十分聞く場を設けていただくこと昼当然であ

りますが、慎重な対応をしていただきたい、これらについての当局の見解をお伺いしたい

と思います。 

 

(田川亮三知事) 

次に、廃棄物発電計画、いわゆるＲＤＦの問題については企業庁長等からも御答弁申し

上げますけれども、この問題は、もともとこのごみ処理ということが非常に最近大きな課

題になってまいりました。したがって、本来、市町村がこのごみ処理に対してこういう発

想を持って、それを広域的に処理するという際に、県の段階でこういう形のものをと、こ

ういう形になってくるのが、私は、本来の姿ではないかなというふうに思っております。 

 したがいまして、そういう意味で、何かトップダウン的にこれを市町村に押しつけてい

るというふうに言われておりますけれども、本来、ごみ処理は市町村の固有の事務であり

ますから、当然、ちょうど今、この切りかえ期に来ておる、このごみ処理の施設整備をす

る際に、そういう方向でやっていく、こういうことが大事であります。 

 したがいまして、そういう意味では、まだこの発電所問題は、そういう意味で問題がな

いとも言い切れませんけれども、しかし、やはりこの方向というものは、私どもとしては

一つのごみ処理の方途というふうに考えております。したがって、どちらかというと問題

があることは事実でございますので、市町村とさらに連携をとって対応をしてまいりたい。 

 

（川邊憲三理事兼環境局長） 

二つ目のＲＤＦ発電の関係でございますが、先生御指摘のとおり、最近のその地球環境

問題、あるいは地球資源の保全、こういう観点からしますと、今後は廃棄物の循環という、

廃棄物行政の柱として据えていかなきゃならぬというふうに私ども考えておるわけでござ

いますが、こういった観点から、厚生省におきましても、単に燃やして埋める処理といっ

たことから、リサイクル、あるいは熱エネルギーの利用を徹底して行います廃棄物循環型

処理、こういったものへの移行ということを打ち出されまして、特に余熱利用等の何らか

の循環型の処理でないと、原則として国庫補助の対象にしないといったような意向も示し

ております。 

 一方、市町村の焼却炉は最近、40年代につくられたもの、あるいは 50年代の初めという

ことでございまして、更新期を迎えております。これらの施設、排出されますばい煙等の
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問題、あるいは地元の忌避感ということで、非常に更新、あるいは立地が難しくなってき

ておるというふうな現状でございます。 

こういったことから、私どもといたしまして、燃やさずに固形燃料化して、そして発電

に利用するといった、今回のＲＤＦ発電でございますけれども、これが問題解決の一つの

手段というふうに考えております。 

 環境局といたしましても、ごみの燃料化システム導入調査というのを現在実施しており

ます。これは市町村ともども、ごみ固形燃料化施設の導入の可能性について調査検討を行

っておるものでございまして、その内容につきましては、県下の市町村のごみ処理の実態

を調査いたしました上で、ごみ処理体制への影響、あるいはごみ固形燃料化技術の評価、

建設費あるいは維持管理費等の比較、さらには輸送体制のあり方等につきまして検討を加

えておるところでございます。 

 調査の構成といたしましては、学識経験者と県下の主要市町村の代表で構成します検討

委員会、そしてその下部組織で、いわゆる焼却炉の更新を迎えております 14市町村の一部

事務組合と企業庁、そして県民局を入れました連絡部会、そして 14市町村の中でも、早急

に建てかえが必要といった７市町村につきまして、シミュレーション調査と、それぞれ規

模に応じたシミュレーション調査部会を設置いたしまして、それぞれの場で調査検討を行

っておりまして、急ぐ市町村がございますので、10 月末を目途として中間報告書をいただ

こうというふうな考え方で考えております。 

 先生御指摘のスケールメリット等ございますが、これはシミュレーション調査の中で、

その検討結果を出してまいりたいというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、市町村の今後のごみ、これの処理体系を構築していくために

早期に必要だということでございまして、この調査の結果で市町村の判断材料というもの

を早急に提出いたしたいというふうに考えておりますので、市町村ともども、この調査に

邁進してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

（水原恒士企業庁長） 

 廃棄物発電計画につきまして、知事答弁を補足させていただきます。 

 ＲＤＦ発電事業は、市町村が行っておりますごみの減量化、再資源化、リサイクルの取

り組み等が行われておりますが、なお残ってまいります可燃物を固形化いたしまして、こ

れを燃料にいたしまして発電しようとするものでございまして、地球環境に優しい手法で、

エネルギーとして有効利用しようとするものでございます。 

 そしてこれは、市町村の一般廃棄物処理行政が直面しております諸課題の解決の方策の

一つであるということを構想いたしまして提案したものでございまして、企業庁では平成

５年からこの調査を実施いたしております。 
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 この調査におきまして、平成 10年前後に焼却施設が更新を迎える 14団体がＲＤＦ化施

設にされることを前提といたしまして、発電出力、焼却施設との比較、環境負荷低減効果、

概算事業費等々、事業化への諸課題を検討しております。 

 規模ですが、日量約 500トンから 600トンを想定いたしまして、発電出力は約２万 9000

キロワットを予定しております。なお、先ほど環境理事が申し上げましたように、ごみ燃

料化システム導入調査事業の中で、市町村と協議をしながら、最終的にはその量が決まっ

てまいりますが、発電所の規模につきましては、この基本設計においてそれを反映させた

いと思っております。 

 それから、環境への影響でございますが、ＲＤＦ発電事業の環境への影響につきまして

は、通産省の資源エネルギー庁傘下である新エネルギー産業技術総合開発機構、通称ＮＥ

ＤＯと申しておりますが、そこから５年、６年と２カ年にわたりまして調査委託を受けま

して、現在種々調査を行っているところでございます。 

 その中で、受託をいたしております中で、学識経験者と自治省、中部通産局の行政機関、

事業関係者によります委員会を構成しまして、ＲＤＦの燃焼特性、ボイラーとの適合性等

の燃焼試験をもとに、ＲＤＦ発電システムの技術的、経済的諸課題等について検討してき

たところであります。 

その結果、第１番目に、ＲＤＦ製造プロセスの中で、カルシウムを添加いたしますが、

それの脱塩効果によりまして塩化水素が非常に発生量が抑えられる、10 分の１以下に抑え

られるという結果になっておりますし、 

なお、さらに脱硫効果がありまして、ＳＯｘがほとんど発生しない。それから、ＮＯｘ

についても発生が抑制される。一番問題のダイオキシンにつきましては、これはもう極め

て非常に少ない数値になっております。厚生省が目標値として置いております数値の半分

以下であるということで、極めて大きな効果をあらわしております。 

 さらに、炭酸ガスの抑制につながるということが言われておりまして、先ほど先生が申

されましたように、地球温暖化の原因であります炭酸ガスの抑制、これはまさに世界的、

日本的な課題でありまして、これに大いに寄与するということでございます。なお、本年

度さらに詳細調査を進めておるところでございます。 

 それから、排水についてどうかということでございますが、排水温度は大体、日量 700

リッターから 1000 リッターでございまして、28 度から 32 度でございます。これは減温池

で温度を落として排水いたしますので、問題はございません。 

 それから、立地に際しての影響でございますが、環境アセスにおいて最終的には報告さ

れるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、環境負荷は非常に高いというこ

とでございます。 

 いずれにいたしましても、地域の市町村等の御理解、御協力が必要でございまして、十

分地域の方々と御意見を交わしながら、御意見を拝聴しながら、的確に事業化の条件整備

に努めてまいりたいと思います。 
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 以上でございます。 

 

 

○平成 6年第 4回定例会（平成 6年 12月 9日） 

(藤田正美議員) 

次に、ＲＤＦ構想に関しての件でございますが、私は、約４年前、選挙に臨む際、環境

と調和した文化的な営みのできる都市空間ということで、「エコロポリス」という造語を

つくり、その思いで県政に全力投球してまいりした。環境問題が世界的規模で叫ばれてい

る今日、本当に必要であると感じたからでございます。 

 以前の私のごみ発電に関する質問も、そういう思いのあらわれとして提案させていただ

きました。当局におかれましては、いち早くこのごみ発電事業に取り組まれ、また、企業

庁の方では、さらにＲＤＦ構想にまでレベルアップし、我が三重県が全国で初のＲＤＦ構

想として、最先端の口火を切ることができたことを県民の一人として大変誇りに思ってお

ります。 

 このＲＤＦは環境問題としても、また、県の独自性という面からも、本当にすばらしい

ものであります。国もそれを認め、通産省、資源エネルギー庁の新しいエネルギー計画の

３本柱の一つにも取り上げられたのも納得のいくことだと思います。 

 しかし、残念なことですが、新聞報道によりましても、県の正当な理念がまだまだうま

く伝わらず、その計画が若干おくれているようでございます。県内の既存の焼却炉の建て

かえ時期のこともありますし、環境問題はどれも一刻の猶予もないほどに深刻化してきて

いるものと考え合わせまして、二、三質問をさせていただきたいと思います、 

 まず、企業庁長へお伺いをいたしたいと思います。 

 時折出てくる新聞報道によりましても、環境保全という大きな視点から見て、この夢の

ある計画が少し足踏み状態になってしまっているような感じがいたします。事の経過が新

聞だけでは私も完全には把握できませんので、その点少し御説明いただくと同時に、今後

の取り組み方針についてもお聞かせをいただきたいと思います。 

 また、あわせて、ごみのデパートという発言もありますように、ダイオキシンの問題な

どに関しましても、具体的な数字などがありましたら、一緒にお願いをいたしたいと思い

ます。 

 次に、ごみというのは、本来出した地域が責任を持って処理するのが基本でございます。

しかし、ＲＤＦの場合は、処理するというより、むしろ地元で出したごみを地元の人がエ

ネルギーとして利用できるという大きな発想の転換が最も大事でございます。なぜなら、

これはごみではなく、今までは気づかなかっただけで、実は効率のよい燃料として生まれ

変わった新しいエネルギーの一つだからでございます。これが基本であり、このエネルギ

ー源をつくり出した産地がまず有用活用して、それでも余った分であるとか、また、さら

にもっと電気にまで有効利用しようというときの受け皿がＲＤＦ構想であるという世論を
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つくり上げるべきではなかったかと思います。 

 例えば、電気まではいかなくとも、地域で出たごみ、その地域でエネルギーとしてフル

に活用してもらえるという構想を前面に押し出す必要があったのではないでしょうか。な

ぜなら、住民のコンセンサスを得るためには、ただごみで発電をするという説明では何ら

具体的ではなく、例えば、その町で苦労されたお年寄りの方々が、老人施設の温泉でゆっ

くり体を休めるエネルギーにするとか、スポーツ施設や体育館の照明や冷暖房に使います

とか、その地域の学校や図書館などの電気に利用することができますなど、その地域に合

った具体例を示すことが必要であり、ごみの分別から始まって、自分たちが出したごみを

高度加工することによって、その焼却熱を自分たちのまちづくりに役立てる。しかし、そ

れ以上出るエネルギーは、電気に変えて売電することにより、さらに地元に還元する。ま

た、環境に大きく貢献するという大きな意義をわかってもらわないと、何も割高になるよ

うな施設を建てる意味をなし得ません。 

 また、県全体といたしましても、その延長線上に、ごみから資源へというエコサイクル

的な構想を今後進めていくに当たって、住民をその気にさせるという観点からも、住民の

皆さんが、ＲＤＦ構想が実現したらこの地域にこんなメリットがあるんだということがは

っきりと打ち出されていないと、この構想自体の全体像が想像しにくいのではないでしょ

うか。 

 企業庁の方々においては、大変御努力をいただきましたが、やはり日本初ということも

ありまして、御苦労も多かったことだと思います。しかし、結果として、その思いが地域

に十分に伝わらなかったのではないかと強く思う次第でございます。 

ＲＤＦという環境問題をも考慮に入れたエネルギーの問題の改善策として、最先端のすば

らしい構想を県として打ち出したわけですし、たとえその担当が企業庁であるといえども、

広い分野の問題であり、さらに、三重県だけの問題で終わるほど小さな課題ではありませ

ん。国からの評価も高く、また、他の地方自治体も、この成否の動向を必ず注目いたして

おります。 

 それにこたえるためにも、全庁的にバックアップ体制をとる意義は十分あると思います

し、田川知事も間もなく後任に後を託される決意をされましたが、特に私は、この問題は

三重県の将来に大きくかかわってまいりますし、ぜひ田川知事が御在職中にその方向性だ

けでもつけていただきたいという思いが強くありますので、御所見をお伺いいたしたいと

思います。 

 最後に、ＲＤＦに限ったことではありませんが、地方の時代と言われる昨今に当たっ

ては、各都道府県は、その力を発揮していくためにも、また、今後こういう広域での施策

もどんどんふえてくるでしょうし、その構成市町村の一致団結を得るべく、強力なリーダ

ーシップをとっていくことがますます重要になってまいります。このＲＤＦ構想自体でも、

地元自治体との十分なコミュニケーションをとりながら、いかに地域に対し強力なリーダ

ーシップをとるかが成功へのかぎを握るものと考えますが、知事のお考えをお聞かせいた
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だきたいと思います。 

 

（川邊憲三理事兼環境局長） 

 ＲＤＦ発電関係について御答弁させていただきます。 

 最近、都市化の進展、あるいは生活様式の多様化ということで、いわゆる大量生産、大

量消費、そして大量廃棄ということから、ごみがどんどん増加の一途をたどっておるとい

うことでございまして、一方では、都市化の進展と同じく住民のコンセンサスが得にくい

ということで、廃棄物処理施設の立地場所が困難というふうな状況がございます。 

 本県ではこれまで、まずは排出を抑制するというふうな観点で取り組んできたわけです

が、排出されたものは極力、そして再生利用、あるいは資源等のリサイクルを図るという

ことで、重点を置いてきたわけでございますが、市町村におきましても、分別収集、ある

いはごみ袋の有料化等の排出抑制、あるいはコンポストとか発酵菌を利用した処理、堆肥

化と、こういった資源化施策を実施しておりますが、それを行った後でも、どうしても相

当量のごみが残る。これにつきまして市町村では焼却処分を行っておるところでございま

して、こういった問題が、地球資源あるいは地球環境の点からも、さらに効率的な活用を

図る必要があると、環境と共生の時代に入っております。 

 したがいまして、国におきましても、厚生省におきましては、単に燃やして埋める処理

から廃棄物循環型の処理を目指した方針を打ち出しておりますし、また、通産省におきま

しては、高効率の廃棄物発電等を念頭に置いた新エネルギー大綱の策定を検討しています。

また、自治省では、廃棄物発電における県と市町村との役割等を検討いたします地域エネ

ルギー等の事業推進に関する調査研究会、こういったものを発足させて、いわゆる国の方

でも、廃棄物処理に密接した施策の展開を図る動きがございます。 

 こういった背景を持ちまして、今後の廃棄物処理行政のとるべき一つの有効な手段と

いう考え方で、ＲＤＦ発電を構想しておるところでございまして、私どもの方としても検

討をいたしておるところでございます。先生御指摘いただきました製造したＲＤＦにつき

まして、地域内で独自利用と。具体的には、温水プール、あるいはスポーツセンター、ま

たは社会福祉施設の給湯、温室等への熱源と、こういった利用につきましては、いわゆる

ＲＤＦが持ちます保管性、あるいは移動性、無臭性、高カロリー性等の利点を生かした利

用ということで、私どものごみ燃料化システム導入調査を現在実施しておりますが、この

中のシミュレーション部会でも、個々の市町村の実情に応じた独自利用計画について検討

をしておるところでございまして、これらの未利用エネルギーの有効利用を図っていくこ

とで、従来の廃棄物処理が持ちますイメージ悪化というものを払拭いたしまして、新たな

処理体系を構築していくというふうな考え方で取り組んでおるところでございます。 

 なお、現在鋭意調査いたしておりますが、調査の中間報告につきまして、当初の予定よ

り大分おくれておりますが、これは市町村にとって、従来のごみ処理体系を根本的に転換

するということになることでございまして、現場の意見も尊重しながら、慎重に検討いた
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しておるからでございます。 

 いずれにいたしましても、市町村のごみ処理体系を新たに構築する必要があるというこ

とでございまして、さらに検討を深めて、そして市町村の判断材料というふうにいたした

いと考えております。 

 以上でございます。 

 

（水原恒士企業庁長） 

 ＲＤＦ発電につきまして、経緯と、それから御質問のダイオキシンにつきましてお答え

いたします。 

 ＲＤＦ発電構想につきましては、前にも御説明申し上げましたように、地球環境問題に

寄与する。それから、未利用エネルギーの活用であるということ。それからもう一つは、

構想によりまして、市町村においては焼却、埋め立てを行っておりますが、そういう処理

が軽減され、最終処分場の延命につながるということから、市町村の一般廃棄物処理行政

が直面している諸課題の解決方策の一つであるということを構想いたしまして、提案した

ものでございます。そういうことで、このような趣旨から、平成５年度から、ＲＤＦ発電

についての研究、調査を実施してまいりました。 

 一方、国の方の動きでございますが、関係各省、まず通産省におきましては、資源エネ

ルギー庁傘下の新エネルギー・産業技術総合開発機構、通称ＮＥＤＯと申しておりますが、

そこが環境調和型エネルギーコミュニティー事業調査というのを行っておりますが、それ

を三重県が受託いたしまして、２年間にわたりまして調査をいたしました。それは、主に

ＲＤＦ化いたしましたごみを、いわゆる燃料を材料といたしまして燃焼実験を行いまして、

ＲＤＦの貯蔵性、あるいは運搬性等々の調査を２カ年にわたって行っております。そうい

う通産省におけるＲＤＦに関する動きがございます。 

 自治省におきましても、地域エネルギーの事業推進に関する調査研究会というのを設け

まして、これも２カ年にわたりまして、委員会を発足し、内部検討をいたしております。 

 それから、厚生省におきましても、平成６年度から、ごみの固形化燃料化施設につきま

して、廃棄物処理施設として認めまして、補助金を出すようになっております。 

 それぞれ平成７年におきましても、関係各省庁、このごみ固形化燃料に関しまして、財

源措置あるいは予算措置等々を企てております。 

 このようにＲＤＦ発電につきましては、関係省庁が、地球環境問題、未利用エネルギー

の利用の観点から、重要な課題として取り組んでおります。先ほど環境理事の方からも説

明がありましたように、県といたしましても、本年度、ごみ燃料化システム導入調査を行

っておりまして、市町村のＲＤＦ化施設導入の動向を見きわめながら、発電施設の規模等

を含めまして、関係機関と調整を行い、県としての方針を定めることといたしております。 

 いずれにいたしましても、発電所の立地等、ＲＤＦ化施設導入には、この構想の趣旨

に対する地域及び市町村の御理解、御協力が前提となりますので、十分に地域の方々の意
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向を拝聴しながら事業化に努めてまいりたいと思います。 

 それから、もう一つのダイオキシンの問題でございますが、これは先ほど申しましたよ

うに、ＮＥＤＯの方からの調査委託を受けまして、燃焼実験を行っております。ダイオキ

シンについて申しますと、昭和 59年にごみの焼却場から発生するダイオキシンが大きな問

題になりまして、厚生省はその発生メカニズムを研究いたしまして、平成２年に全連続式

焼却炉の新設に際しまして、0.5ナノグラム／立米以下に抑制するというガイドラインを設

けております。 

ＮＥＤＯが２カ年にわたりまして行いましたこの調査によりますと、このガイドライン

を示す値を大幅に下回っております。これは学問的にも非常に重要な調査結果であるとい

うことが言われております。 

 その他の排出ガスにつきましても、塩素ガス、塩化水素(ＨＣＬ)、それからＳＯｘ、Ｎ

Ｏｘ、これらにつきましても、ほとんど発生しない、抑制されているというような数値が

実験データ等出ております。また、地球環境問題として一番重要な、地球温暖化の問題に

寄与するところの炭酸ガスの抑制、これに関与いたしまして、炭酸ガスの抑制につながる

ということが言われております。 

このようにＲＤＦ発電は、環境への影響が少ない施設であるということが試験の結果か

らは出ているわけでありますが、実際の発電所の立地に際しましては、環境影響評価等に

関する調査を行うことによりまして、さらに安全性を確認することが必要であると認識い

たしております。 

 いずれにいたしましても、環境保全につきましては、十分な対策を講じてまいりたいと

思います。 

 以上でございます。 

 

 

○平成 7年第 1回定例会（平成 7年 2月 24日） 

（水谷俊郎議員） 

２番目、ＲＤＦ発電についてでございます。 

県は津にこの発電所の建設を計画、ことしの進展が期待されているわけでございますが、

これに対し、県の、この間出されましたごみ燃料化システム導入調査の中間報告にも耳を

かさない、議論のテーブルにも着こうとしない一町長のごり押し反対のため、暗礁に乗り

上げていると聞いております。そのため、焼却炉の寿命がせっぱ詰まっておる久居広域の

清掃組合は、固形燃料プラント建設が非常に苦しい状況に立たされ、焼却炉の建てかえに

よる継続の可能性が強くなっていると聞いております。もしそうなれば、桑名広域、ある

いは四日市などへの影響、また、市町村の県に対する信頼感の失墜ということが心配され

るわけですが、このような状況を踏まえ、環境に配慮したＲＤＦ発電を導入をされた理念

のもと、県の責任において、この状況にどのように対応されるのか、お尋ねをいたします。 
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(田川亮三知事) 

次に、二つ目の大きなＲＤＦ発電の諸問題でございます。 

 若干、昨年１年かけて諸調査を進めてまいりました。少し、この問題につきましては、

勇み足的なところがなきにしもあらずということも、よく言われておりますけれども、そ

うではなくて、これからのやはり環境問題、ごみ問題を考える最も大切な課題の一つとし

て、私どもは取り上げさしたわけでございます。 

 御承知のように、一般廃棄物は市町村の事務ということで処理をいたしておりますけれ

ども、最近、環境問題に対する認識が随分変わってまいりました。特にこの廃棄物処理施

設、あるいはごみ処理施設、こういうものの立地条件の中に、必ずこの環境的要素という

ものが強く前面に出てまいっておることは御承知のとおりであります。 

 県下のこのごみ処理施設は、ちょうど昭和 40年代から 50年代にかけてつくられたもの

が多いんでございまして、既に一部に老朽化や運転管理の問題等で、適正処理が困難な施

設も見受けられる。また、他府県には多いんでございますが、広域処理体制というものが、

余り本県では、残念ながら進んでいないという実態がございます。 

 そこで、この地球環境問題の時代を迎えておるわけでございますけれども、その大きな

柱に、やはりこのリサイクル社会をつくっていこうということが掲げられておることも御

案内のとおりであります。 

 したがって、国の段階におきましては、厚生省なり通産省が既に積極的にその取り組み

をいたしておるわけでございます。そういうことを背景にいたしまして、県では今後の廃

棄物処理行政というものを有効な一つの手段として、ＲＤＦ発電を計画づけたわけでござ

います。このＲＤＦ方式によるごみ処理全体のシステムにつきまして、まず調査検討をす

るということを昨年は実施をいたしました。 

 また、ちょうどここ数年のうちに焼却炉の更新時期が参ります市町村並びに一部事務組

合等につきましては、ぜひこの構想を取り込んで、導入をしていただきたい、こういう強

い御要請もあったわけでございますけれども、やはりその際に、この問題については、的

確に理解、協力をしていただくということが大事でございますので、ごみ燃料化システム

の導入調査、基礎調査と応用調査を実施をしてまいったわけでございます。 

 今回、そのうちの基礎調査の中間報告というのをいただいたわけでございますけれども、

中間報告では、ごみの固形燃料化技術の信頼性や、試作したＲＤＦの燃焼特性試験等につ

きましては良好な結果が得られたというふうに報告をいただいておりますけれども、なお

今後解決すべき諸問題が提起されておる。 

 一部この問題に関心のある市町村長の間におきましては、いろいろと雑音が入ってきて

おりますので、そしゃくを十分されないまま御判断をされる向きがなきにしもあらずでご

ざいます。したがって、そういう意味において、当初の計画づけが必ずしも具体化でき得
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なかったということの反省の上に立ちまして、さらにこの問題を、もう一遍この年度に取

り組んでまいりたいと思っております。 

 もちろん、このＲＤＦ発電方式をとるかとらないか、一般廃棄物の場合には、市町村長

にゆだねざるを得ないわけでございますけれども、現在、基礎調査に引き続いての応用調

査を行っております。したがって、平成７年度は、昨年の中間報告書に提言されておりま

す今後の課題、県と市町村の役割分担、廃棄物等処理のあり方、こういうことを考えてい

く必要があります。 

 また、昨年実施をいたしましたＲＤＦの試作、あるいは燃焼試験についても、引き続き

実施をすることが大事でございますし、ＲＤＦ化予定市町村の動向を踏まえながら、発電

所などについて検討を行うことというふうにいたしておるのが７年度の段取りでございま

す。 

 そして８年度、廃棄物処理施設整備国庫補助事業というものの対象にしていただいて、

そして施設の整備を進めるということになってまいります。そのためには、本年の 10月ま

でにこの整備計画書の提出が必要でございますので、ＲＤＦの応用調査、シミュレーショ

ン調査でございますけれども、あるいは発電所の立地場所等を踏まえて、その判断を今春

の後半に決定する市町村があることは十分認識しておるところでございます。 

いずれにいたしましても、発電所の立地とＲＤＦ化施設導入につきましては、この構想

の趣旨に対する市町村などの認識、理解、協力、これが大前提でございます。したがって、

今後とも、この循環型の廃棄物処理体系の構築に取り組んでいく所存でございますので、

引き続き御支援、御協力を腸りたいと思っております。 
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三重県議会におけるＲＤＦ関連の発言（計画段階） 

           ＜平成 7年度～平成 10年度＞ 

 

○平成 7 年第 2 回定例会（平成 7 年 6 月 16 日） 

（川岸光男議員） 

ＲＤＦ発電ですが、この計画の県の真意について、地元市町村にうまく伝わっていない

のではないかなという感じをしております。一般廃棄物に対する県と市町村との役割分担

について十分な詰めがないまま、発電所立地が先行したのかなと見させていただいており

ます。北川知事は、環境問題について、かなり関心が高いと承っております。県と市町村

の役割分担という観点から、ＲＤＦ発電の問題を伺わせていただきたいと思います。 

 いずれにしても、第３次長計の見直しを中心に、知事がひそかに見直しを行いたいなと

思っていらっしゃるものがあれば、御披露いただきたいと存じます。 

 

（北川正恭知事） 

さらに、一般廃棄物等々に対しましての県と市町村の役割分担、ＲＤＦの問題について

お尋ねがございました。 

 近年、環境問題は、地域的な課題から地球的規模のものまで幅広く複雑多様化し、単に

環境分野のみならず、社会問題として大きな関心と注目を集めている現状でございます。 

 来るべき 21世紀を目前に控えまして、国、県、市町村、住民、事業者等が、その立場、

役割等を十分理解し、良好な環境を次世代に継承していかなければならない責務を有する

ことは、当然のことでございます。 

 このような中、大量生産、大量消費による大量廃棄の社会構造を変革していかなければ

ならない状況下におきまして、廃棄物処理のあり方についても、単に燃やして埋める従来

の考え方から、これを燃料等として再利用を図る資源循環型社会への転換を強く求められ

ているところでもございます。 

 しかし、現行法制度では、一般廃棄物処理事業は市町村固有の事務となっておりますが、

市町村単独では限界があることから、本県では、昨年度から市町村参加のもと、循環型廃

棄物処理のあり方について検討を重ねてきたところでございます。 

 ＲＤＦ化構想は、環境負荷の低減、未利用エネルギーの有効利用のみならず、従来市町

村が抱えている廃棄物処理施設の立地の困難さ等を解決する有効な方策ではあるものの、

さまざまな課題もございます。 

 今後は国の動向を踏まえ、市町村と一体となって廃棄物処理全体の体系を構築する中で、

ＲＤＦ化構想についても幅広い観点から議論を進めてまいりたいと思っております。 
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○平成 7 年第 3 回定例会（平成 7 年 9 月 22 日） 

（芝博一議員） 

さて、先日の９月６日付で環境安全部から、ごみ燃料化システム導入調査が発表されま

したが、まず最初に、ＲＤＦ（ごみ固形燃料化システム）推進のための県の役割について

お尋ねいたしたいと存じます。 

 私は先日、９月４日、５日と、政策集団波動 21のメンバーの皆さんとともに、富山県は

西砺波郡福光町にあります、砺波広域圏事務組合が事業主体となって既に稼働しておりま

す南砺リサイクルセンターの、ごみ固形燃料化プラント施設の現地調査に行ってまいりま

した。既に企業庁や環境安全部等の関係者の皆さんも、現地調査を済まされた施設であり

ますけれども、ここであえて、現地調査の内容を申し述べてみたいと存じる次第でありま

す。 

 南砺リサイクルセンターの処理能力、処理対象人口は２町１村にまたがる３万 4000人で

あります。そして、このセンターには、ごみ固形燃料化プラン卜施設とリサイクルプラザ

プラント施設を持ち、あわせて管理棟、固形燃料倉庫等の施設を有しております。総事業

費は 26億 9216万円、ごみ処理能力は、ごみ固形燃料化プラントで、１日７時間の稼働で、

現在 28トン、併設しますリサイクルプラザプラントにおいては、１日５時間稼働で現在８

トンの処理をしております。このごみ固形燃料化プラントは、１時間当たり４トンの処理

能力を持つそうでありまして、24時間のフル稼働では 100トンの処理も可能と聞いてまい

りました。 

 従来までの焼却式のごみ処理施設といいますと、大きくて高い煙突が立ち、そこからも

くもくと煙が昼夜にわたって立ち上り、あたり一面には悪臭が漂っているというイメージ

がありました。しかし、この南砺リサイクルセンターには、その横に従来までの焼却式の

ごみ処理施設がありますが、現在は使用されていないものの、高くそびえている煙突は、

本当に異様に思えるほどでありました。新しいこの施設は、煙がない。少々のにおいはす

るものの、それは悪臭ではなく、まさに私の従前までのごみ処理施設のイメージを一新す

るものでありました。 

 今回の、ごみ燃料化システム導入調査でも報告されましたように、建設費では、処理能

力が１日当たり 100トンまでの規模の施設では、ほとんどその建設費に差はなく、むしろ、

それ以上の規模ではＲＤＦ施設の方が安くなる。さらには 15年から 20年先の見直しが必

要な際には、環境基準をクリアするために、焼却式では 10億円単位の補修費がかかるわけ

でありますが、これに対しＲＤＦ方式では何千万円で済むという現地の報告もありました。

調査の報告からも、しかりであります。 

 また、南砺リサイクルセンターでは、固形燃料を処理対象地域の特別養護老人ホームの

冷暖房や給湯用の燃料として使用していましたが、その施設もにおいはなく、排ガス並び

に設備等の問題もなく、今後も、学校、もしくはプール等の熱源として大いに利用してい

くとのことでありました。 
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 また、利用後に残る焼却灰の量につきましても、初期のごみ量についてみますと、何と

７％に当たる、焼却式のこの約半分であります。よって、最終処分場の延命化にも資する

ことになるわけであります。 

 現在、私たち国民１人が１日に、何と 1.1キログラムのごみを排出すると言われる昨今、

ごみは焼却し埋めるものという従来の観念から脱却し、ＲＤＦ化することによって、エネ

ルギーとしても活用することができます。さらに排ガス等、環境安全対策上の向上も図ら

れ、また、有害な排ガスを出さないことから地域住民の理解も得られやすく、さらには住

民のごみに対する意識の向上、すなわち、ごみの減量化と分別化にも寄与。既に調査いた

しました南砺リサイクルセンターでは、住民のごみの減量化、分別化が著しく進んでおり

ます。このような利点を持つＲＤＦは、ごみ行政や環境問題、さらにはエネルギー問題を

も包括した大変大きな施策であると考えます。 

 そこで、県としては、ＲＤＦ化の利点を十分に理解、認識をしながらも、「ＲＤＦイコ

ールまず発電ありき」に力点を置き過ぎたのではないかと思うのであります。まずは、市

町村がＲＤＦを進め、固形燃料の利用方法を考えた後の最後の受け皿として、さらには余

った燃料の受け皿として、ごみ発電を考えていくべきであったと考えています。 

 残念ながら、現在、二、三の市町村において既にＲＤＦ化への離脱を決定したところも

あるようですが、ここ数年のうちに各市町村は、焼却式の施設が老朽化して、見直しが迫

られている今こそ、県当局は率先してＲＤＦの利点を説き、十分過ぎるほどの指導と施策

を展開していかなければならないと認識をしております。 

 さきの第２回の定例会で川岸議員の質問に対し、知事は、「今後は国の動向を踏まえ、

市町村と一体となって廃棄物処理全体の体系を構築する中で、ＲＤＦ化構想についても幅

広い観点から議論を進めてまいりたいと思っております」と、こう答弁されておりますが、

今、この時期に、各市町村にＲＤＦ化の導入を方向づけていただく努力をしないと、県の

ごみ環境行政は 10年はおろか、30年ものおくれをとると言っても過言ではないと考えてお

ります。今後、このＲＤＦ化を推進していくための知事の決意のほどをお聞かせいただき

たいと存じます。 

 あわせてまた、関係部局には、具体的にどのような方法、どのような施策を持って、さ

らには予算づけを持って各市町村に対応、対処していくのかもお尋ねいたしたいと存じま

す。 

 

（北川正恭知事） 

まず、ＲＤＦ推進のために県の役割はいかがかと、こういうことでございましたが、廃

棄物を取り巻く情勢は大変厳しいものがございます。社会問題ともなってきていると思い

ます。 

 そのために、まず第１に、ごみゼロ社会の実現を目指し、行政が講じる各般の施策のみ

ならずに、県民、事業者等すべてが、それぞれの立場、役割に応じ、ごみ減量化、再資源
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化に積極的に取り組んでいかなければならないことは当然の責務であると、こう思ってお

ります。 

 しかしながら、一般廃棄物の処理に責任を有する市町村にとっては、廃棄物処理施設の

整備に際して、いわゆる迷惑施設として住民のコンセンサスが得にくい等、多くの問題を

抱えております。 

 市町村が抱えている一般廃棄物処理問題の一つの大きな解決方策として、ＲＤＦ化構想

は、環境負荷の低減、未利用エネルギーの有効利用のみならず、廃棄物処理施設の立地困

難さ等を解決する有効な方策であると考えております。 

 ＲＤＦ化構想につきましては、ややもすると先に発電所の立地が先行した印象を、本県

の場合、少し与えたのではないか。したがいまして、今後は市町村と一体となって廃棄物

処理全体の体系を構築する中で、市町村との役割分担を含め、廃棄物総合対策を確立をし

て、資源循環型社会づくりの一環として、ＲＤＦ化構想についても、さらに幅広い視点か

ら調査検討し、市町村への技術的支援及び情報提供を行わせていただきたいと思います。 

 議員の皆さんみずからが現地視察をしていただいたり、御提言をいただいていることに

敬意を表させていただきたいと思いますが、県もＲＤＦ化構想につきましては、さらに一

層のスピードアップに努めてまいりたいと、そのように思います。 

 

（森下巖環境安全部長） 

 ＲＤＦ化の今後の取り組みにつきましてお答えいたします。 

 本県におきますＲＤＦの基本方針につきましては、先ほど知事から答弁したところでご

ざいますが、単に燃やして埋める処理から、資源循環型処理へと廃棄物処理体系を見直し

ていくために、平成６年度に実施いたしましたごみ燃料化システム導入調査を受けまして、

本年度におきましては、循環型廃棄物処理検討会議、これは市町村等が参画いたしまして、

そういった会議を開催いたしたいと考えております。 

 また、ごみ燃料化システムにつきましての講演会、セミナーの開催とか、また南砺リサ

イクルセンターの視察、研修会の開催、それからＲＤＦの試作、燃焼試験等、今後の循環

型処理のあり方につきまして調査研究いたしまして、市町村への技術的支援を行うことと

しております。 

 さらに、昨年度の調査で残された課題でございます。一つは、ＲＤＦの利用先の可能性

の問題、それから二つ目として、ＲＤＦ困難物、例えばスプリングマットとか、布団、畳

等のそういう困難物の処理体系等の検討及び技術的検討、それから粗大ごみ等のＲＤＦ化

可能性実態調査及び将来予測等につきましても調査検討いたしまして、市町村へ情報提供

を行うことといたしております。 

 なお、ごみ燃料化システム導入調査におきまして最大の技術的課題でございました自動

選別技術につきましては、本年４月に稼働いたしました富山県の南砺リサイクルセンター

におきまして自動選別が実用化されております。先生も先ほどお話がありましたとおり、
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昨年度、県内で２団体の、ごみを用いたＲＤＦの試作結果は、安定性等においていずれも

良好でございました。 

 さらに、この試作いたしましたＲＤＦの燃焼試験結果につきましても、窒素酸化物、硫

黄酸化物、塩化水素、ばいじん及びダイオキシン類とも規制値等を大幅に下回る結果が得

られまして、環境保全上極めて効果的であることが実証されております。 

 

（芝博一議員） 

 御答弁ありがとうございました。 

 そこで、知事も御答弁いただいたわけでありますけども、改めてＲＤＦ化推進のための

御質問をさせていただきたいと、こう思うわけであります。 

 十分に、その意義と内容については理解をさせていただいているわけでありますけれど

も、知事の御答弁の中で、地域的な問題も含めて、その対策にスピードアップをしていき

たいと、このようなことも言われました。 

 そこで１点、御提案と、検討いただきたいと思っているわけでありますけれども、この

ＲＤＦ化を今推進していかないと、本当に三重県のごみ体制が 20年、30年のおくれをとっ

ていく。ごみ問題のみならず、環境問題、エネルギー問題をも包括するこんな大きな問題

を、ぜひとも推進していただきたいという立場から、ぜひともこのＲＤＦ化について、関

係する各部局で構成するＲＤＦ化推進対策室のようなものを設置できないか。 

 現在、今までの流れを見ますと、最初の部分は企業庁からの御提案であったようにも考

えております。そして現在は、環境安全部の方にも窓口になっておる。大変そういうやや

こしい状況も生まれているわけでありますので、ぜひとも推進対策室等を設置して、各市

町村にアプローチをしていただく。そんな対策を希望するわけでありますけども、その点

についての所見をお伺いをしたい。 

 

（北川正恭知事） 

 ＲＤＦで推進対策室を設けてはいかがかということでございますが、突然のお申し越し

でございますから、検討してみたいと思います。 

 

 

○平成 7 年第 4 回定例会（平成 7 年 12 月 7 日） 

（岩倉歓治議員） 

最後に、ＲＤＦについてであります。 

 これは既に御承知のような、ごみ固形燃料化システムについてでございます。過去何人

かの議員より指摘があったところでありまして、私も昨年の第３回定例会におきまして、

このときはＲＤＦ発電について、これを主に質問をいたしました。 

 それは、当時の新聞発表等によりますと、発電所の建設計画が、95年度に造成に着手し、
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96年度に本格着工、98年度に稼働させるとの日程の発表がございました。さらに、建設予

定地も津市と安芸郡河芸町にまたがる約 500ヘクタールの中勢北部サイエンスシティの周

辺と既に決定したかのような、実は報道に接したわけであります。 

 間髪を入れず、当該自治体が実はこぞって反対の意思表示をし、私ども議員に対しても、

当時、反対の陳情があったわけであります。いわゆる最初にごみ発電ありきの印象を一般

的に与えたことによりまして、いわばカウンターパンチを食ったような感じでございまし

た。その後の当局の取り組みは、なぜか非常に消極的、あるいは意欲が減退したというか、

前向きな姿勢が見られないようになってしまったように私は思います。 

 廃棄物処理問題は、産業廃棄物処理についても県当局としては大変頭の痛い問題だとい

うふうに思いますが、一般家庭ごみの処理は市町村の責任でというものの、いずれもこれ

は地球規模で、あるいは我が国におきましても大変厳しく、また、どうしても避けて通れ

ない、まさに生活者優先施策の根幹にかかわる事業の一つであるというふうに考えるわけ

であります。 

 前回の定例会で同僚の芝議員の方から、富山県の砺波広域圏事務組合南砺リサイクルセ

ンターや、実際に固形燃料で冷暖房や給湯用の燃料として活用している地域の特別養護老

人ホームの実感、あるいはこれらに伴う建設費の節約、一般焼却炉より耐用年数も長く、

さらに補修費についても少額で済む。もちろん環境基準をクリアするための煙やにおいの

問題につきましてもほとんど影響がないというように、相当詳細にわたって実はその視察

の実感というものを披露されたわけでありまして、私も同行した一人として全くの同感で

ありまして、できるだけ早く県が音頭を取って市町村にそのメリットをＰＲし、施設の更

新の際にはＲＤＦの採用に向けて国の考え方なり、あるいは県の方向性を示す必要がある

のではないかと考えているところであります。 

 去る 11月 27日に、今申し上げました富山県の南砺リサイクルセンターの所長を招いて、

県を初め市町村の廃棄物処理担当者が出席して講演会を開催されたという新聞報道を見ま

した。我が県は全国でも非常に早い時期にこの発想をしたというふうに私は理解しており

ますが、結果的には他の府県、あるいは他の自治体の後塵を拝することになりつつあるの

ではないかと。 

 特に県下最大の都市である四日市市が、11月 29日の新聞によりますと、このＲＤＦ方式

を不採用にすると発表されたわけであります。その内容については当局も十分承知のこと

だと思いますが、それによりますと、学識経験者らによる検討の結果、一つはＲＤＦの利

用が少ない。いま一つは、自動ごみ選別工程などへの不安から時期尚早との報告がなされ、

これを受けて四日市市では、新施設建設が急がれておる。ＲＤＦ発電所建設の見通しが立

たない、採用した場合、日量 150トン生産されるＲＤＦの利用のめどが立たない。いわゆ

る受け皿がないということだと思いますが、そういう理由をもって、実は不採用という発

表になったわけであります。これは、他の市町村に与える影響は非常に大きなものがある

のではないかというふうに思います。 
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 前回、知事は芝議員の質問に対する答弁で、今後は市町村と一体となって廃棄物処理全

体の体系を構築する中で、市町村との役割分担を含め廃棄物総合対策を確立して、資源循

環型社会づくりの一環としてＲＤＦ化構想に幅広い視点から調査検討し、一層のスピード

アップに努めたいとありました。そこで、次の点について、改めて担当部の見解を伺って

おきたいと思います。 

 一つは、県下の市町村や一部事務組合等で比較的早い時期に廃棄物処理場の更新をする

ところについて、どの程度掌握されておるのか。あるいは、二つ目は、四日市の今回の発

表について、当局はどの程度承知をしておったのか、あるいは連携、相談はなかったのか

という点であります。三つ目は、県としてＲＤＦの受け皿として何を具体的には考えてお

るのか。さらに、ＲＤＦの発電所も視野にあるのかという点について、担当部長の見解を

お伺いしたいと思います。 

 

（森下巖環境安全部長） 

次に、ＲＤＦの問題でございます。 

 本県におきましては、資源循環型社会の構築、ごみゼロ社会、それから清潔で快適な生

活環境の創造を施策の基本方向といたしまして、廃棄物総合対策を確立すべく、現在各般

の方策について検討を行っているところでございます。 

 一般廃棄物の処理につきましても、従来の単なる燃やして埋める処理から、資源循環型

処理へと転換を図っていくことを強く求められていると考えております。 

 このため県におきましては、昨年度実施いたしましたごみ燃料化システム導入調査の結

果についても市町村の正しい理解を得るよう、引き続き努力していきたいと考えておりま

す。 

 また、本年度におきましては、県内５カ所、二つの市と三つの一部事務組合でございま

すが、そこで実際に収集いたしましたごみをＲＤＦへの試作試験を実施いたしまして、こ

れが問題なく試作できております。懸念されておりました自動破袋とか自動選別技術も含

めまして、システムは確立されていると考えております。この技術の進歩状況をもっと市

町村にも的確に理解していただき、ＲＤＦ化推進を検討していただければと考えておりま

す。 

 また、市町村職員等で構成いたします廃棄物循環型処理検討会議や講演会の開催等を実

施しているところでございますが、今後ともこのような機会を利用いたしまして、ＲＤＦ

化についてさらに理解を深めていただくこととしております。実際、幾つかの市町村にお

きましては、県の進めるＲＤＦ化構想について、環境負荷の低減や廃棄物処理のイメージ

アップ等に有効であると理解を示していただき、実用化に向けた研究を進めたいと、そう

いった申し出もありますので、資源循環型社会の構築に向けましてさらに努力してまいり

たいと考えております。 

 それから、利用先の問題ですが、この利用先につきましては、各市町村におけるまちづ
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くりの一環といたしまして、地域社会の中で活用することは極めて有効な手段であると考

えております。例えば、病院等の公共施設の冷暖房用燃料や、ほかにも温水プールの熱源

とか、いろいろの用途への利用を検討していかなければならないと考えております。 

 このために、県におきましては、市町村がごみ燃料化施設導入に当たって最重点課題と

しておりますのは、このＲＤＦ利用先可能性調査と、あわせてＲＤＦ化困難物の処理体系

及び技術的検討、それに粗大ごみ等のＲＤＦ化可能性実態調査及び将来予測等につきまし

て現在調査を進めており、今年度中に結論を出すことといたしております。 

 ＲＤＦの大量かつ安定的な利用が見込める施設といたしましては、発電所が非常に重要

でございます。市町村もその認識を強く持っているところから、市町村の要望にこたえら

れるような方策について現在検討しているところでございます。 

 各市町村の焼却炉等の更新状況等につきましては、各自治体の状況について把握してお

ります。今後、それぞれ更新に関してこだわっておりますので、長期スパンの中で有効な

ごみ処理方式を確立することが重要と考えておりますので、現実の処理方針との、時期と

の合わない点があると思いますが、それはやむを得ないと考えております。 

 四日市市からの今回ああいった発表がされたわけですが、四日市市につきましても、こ

のごみ燃料化検討実態調査、それの検討にも加わっており、現在のそういった状況等も理

解していただいておると考えております。四日市につきましては、要は分別の問題とＲＤ

Ｆの利用の問題でそういったことを言っておりますが、問題は利用先の有無の問題が最大

の事情じゃなかったかと私は思っております。 

 

 

○平成 8年第 1回定例会（平成 8年 3月 6 日） 

（藤田正美議員） 

次に、ＲＤＦに関してのことですが、これは三重県独自の施策として出てきたものです。

その第１号への取り組みが、やっと先日、桑名広域１市４町で取り組んでいくことと新聞

紙上で発表されました。大変喜ばしいことですし、ぜひ成功するように積極的に進めてい

ただきたいと思います。 

 しかし、ここに至るまでは順調とは言えなかったということも、皆様御承知のとおりで

すし、今後順調に進んでいくという保証もまたありません。今後は桑名広域圏とは別の角

度で、ごみの排出量が少ない中山間地域などどう取り組んでいくかということが課題とな

ってくると思います。 

 まず、ここまでおくれた原因は何かと考えてみますと、もちろんこれがすベてとは申し

ませんが、このＲＤＦの持つハードのよさを過信する余り、自己満足の域を出ることがで

きず、ハードに対するソフトの検討が余りされなかったということが最大の要因だと思い

ます。 
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 では、さわやか運動の中で知事も言及されているソフトというのは、一体どんなものな

のかということですが、一言で言えば、このＲＤＦと組み合わせることのできる電気と熱

源を利用するノウハウづくり、また、それを地域別にどう組み合わせていくかというノウ

ハウづくりということができるかと思います。 

 私のところにも、ごみの排出量が広域で 20トン未満、いわゆる発電までの容量がない地

域でも、ＲＤＦに取り組みたいという話が出てきております。しかし、いわゆる中山間地

域であり、住環境にさまざまな問題を抱えております。 

 例えば、こういうふうに考えをしてみてはどうか、これはあくまで私見でありますが、

地域の学校の温水プールの熱源としてＲＤＦを組み込んでみたといたします。設備や環境

に対して新たな負荷がかかるかもしれませんが、そのかわりに最近特に問題になっている

子供たちの体力低下を防ぐ、また、学校開放の問題まで考えると、地域のコミュニケーシ

ョンの場となり、地域活性化のよい発信地になり得るかもしれません。高齢化社会におけ

る健康維持という新たな価値を生み出せる可能性もあります。そして、こういうソフトを

生み出すためには、いろんなセクションが一緒になって考えていく必要があったのではな

いでしょうか。 

 ＲＤＦというのは、この計画推進に当たった人たちを除いては、全く未知の新しいもの

で、この未知のものが地域に受け入れられるためには、幾らそのハードがよくとも、それ

を使いこなすソフトも同じぐらい重要な事柄です。 

 三重県は、かの高度成長時代に四日市公害というありがたくない経験をしてきました。

当時、この公害を何とかするために、自主的な努力のもと、ついに公害という問題に対す

る国の姿勢を変えるという地方分権の発信地となったことがございます。同じように、当

初このＲＤＦ構想は、自治省の財政支援という新制度を創設することという大きな成果を

上げることができました。 

 これまで県が、ごみ問題は市町村の固有事業だということで余り関与しなかったのに、

市町村と一緒になって進めていくという、新しい角度に向かっていく絶好のプロジェクト

だと言えるものなのです。 

 今後の推進に当たりまして、地方分権をかち取るという大義のもとに、ぜひ自信を持っ

て進めていただきたいと思う次第でございます。また、ＲＤＦというものは、コストだけ

を議論するより、むしろＲＤＦがもたらす住環境を総合評価することによって、未来に向

かって新しい社会環境循環システムをつくり上げるという大きな意義を持ち得るものだと

思います。 

 これは単にごみをどう処理するかという問題だけでなく、地域のいろいろな分野にかか

わり得ることだと思いますので、各部長さんたちに、例えば、あなた方のセクションであ

れば、こういうソフトがあるということがございましたら、一言ずつお答えをいただきた

いと思いますが、時間の関係もございますので、少しまとめた形で環境部長に御所見をお

伺いしたいと思います。 
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 次に、今回桑名広域で取り組まれるということで、第１号でもありますので、企業庁長

にこのＲＤＦ全体像として、特にこの場でアピールすべきことがあれば、少しお聞かせい

ただきたいと思います。 

 最後に北川知事に、総責任者としてこのＲＤＦの推進に当たりましての御決意のほどを

お伺いしたいと思います。 

 

（北川正恭知事） 

ＲＤＦについて、かねてから先進地域を御視察をいただいたり、あるいはさまざまな御

指摘をいただいておりまして、感謝をいたしておりますが、本県では、自然との共生を基

調とした環境先進県づくりを目指すことを県政の重要な政策の一つとして位置づけ、廃棄

物総合対策など各般の施策の確立に取り組んでいるところでございます。特に環境循環型

社会の構築のためには、再資源化、減量化、再利用、エネルギー活用といったライフスタ

イルへの転換、新たな地球環境を創造するために、循環、共生、参加、国際的取り組みの

四つのキーワードを念頭に置いて、地球環境保全政策の展開が求められているところでご

ざいます。 

 そこで、ＲＤＦ化の推進は、資源循環型社会を構築するための一環として非常に有効で

あるということ、技術的な問題は解決されていること、従来のごみ焼却方式に比べ、環境

保全上格段に有利であること、市町村の廃棄物処理諸施設の立地困難さ等を解決する有効

な方策であること等から、今後とも県では、市町村と一体となってその推進を図っていき

たいと考えております。 

 ＲＤＦは、各種施設における冷暖房、給湯等幅広い利用が可能でありますが、安定的、

大量にＲＤＦの有効利用が図り得る施設としては、発電施設の施設が有力な方策であるた

め、県では、市町村等からの強い要望もあり、まず北勢地域において、ＲＤＦ発電施設の

設置を検討することといたしております。 

 いずれにいたしましても、市町村等におけるＲＤＦ化施設等の資源循環型廃棄物処理施

設の整備に対する県費補助制度を創設するなど、一層のＲＤＦ化の促進を図っていきたい

と考えております。 

 

（森下巖環境安全部長） 

 ＲＤＦ化推進におけるソフト面、利用先の対応につきましてお答え申し上げます。 

 ＲＤＦ化の推進を図る上で大きな課題となっております利用先につきまして、県におき

ましては、発電施設についての検討にあわせ、市町村に情報提供をするため、本年度、県

内の事業所等を対象にいたしまして、ＲＤＦの利用可能性調査を実施してきたところでご

ざいます。 

 また、ＲＤＦの利用先といたしまして、温水プール、施設園芸、社会福祉施設、病院等

の冷暖房等がございます。やはり自分たちの町のＲＤＦにつきましては、自分たちの町で
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有効活用し、地域の実情に合わせた町おこし、村おこしに役立てていただくことも重要で

あると考えております。 

 県におきましても、ＲＤＦを活用した地域活性化の方策にどのようなものがあるのかな

どにつきまして、横断的、総合的な検討を行うために、平成８年度ＲＤＦ利用推進会議、

仮称でございますが、こういった会議を設置いたしまして、積極的に検討を進めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

 

（藤原康司企業庁長） 

 ＲＤＦによる発電所の建設に取り組む企業庁としての所見をというお尋ねでございまし

たので、お答えをさせていただきたいと思います。 

 ＲＤＦによって発電をするということ、これは従来の未利用エネルギーの有効利用とい

うことから、大変やはり有効な、効果的な方法であるというふうに考えております。既に

企業庁では平成５年度、６年度と、通産省の関係機関であるＮＥＤＯの委託を受けまして、

事業化の可能性の調査、あるいはまたＲＤＦの燃料としての特性、これの把握、あるいは

また環境への負荷の軽減効果、そういったことについて燃焼試験等を通じて調査を重ねて

きております。燃焼試験等の結果は、環境に与える影響が非常に少ないという結果が出て

おります。 

 市町村が従来の焼却方式、ごみを焼いて捨てるというその処分からＲＤＦのプラントに

よってやっていこうという切りかえが出てまいりますと、どうしてもその発電所が安定的

な受け皿として大量のＲＤＦを引き受けると、そういうことが今の段階、やはり私は不可

欠なものだろうというふうに考えております。 

 企業庁といたしましては、この公営企業という立場から採算性を十分に考慮に入れなが

ら、ＲＤＦのエンドユーザーとしての役割を担っていきたいというふうに思っております。 

 今後は、このＲＤＦをやろうという市町村と一緒になって、地元の方々にこの発電所に

ついての御理解を得ながら、その実現化を目指していきたい。そして、そのための環境ア

セス等にも積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 このＲＤＦ発電所は、資源循環型社会の構築の一翼を担うという立場から、できる限り

燃焼効率の高い省エネ化された、また排ガス、あるいは排水、そういったものにも十分に

配慮をして、新しい施設でございますから、モデル的な施設と、そういうふうになるよう

に整備を図っていきたいと、そのように考えておりますので、今後とも引き続き御支援を

いただきたいと思います。 

 

（藤田正美議員） 

ＲＤＦは、特に三重県がこれから地方分権を進める上において、やっぱりみずから奪い

取る地方分権という意味でも大きな意義がございますし、環境をトータルとして考えるた
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めにも、どうしても成功していただきたいと思いますので、応援の質問をさせていただい

た次第でございます。 

 

 

○平成 8年第 1回定例会（平成 8年 3月 8 日） 

（児玉好広議員） 

第２に、ごみ問題についてお尋ねをいたします。 

 生活様式の変化に伴い排出されるごみの量も多様化し、ごみの排出量も飛躍的に増加し

てきております。その処理処分問題は大きな社会問題となっております。このため、各自

治体では、ごみの減量化、再資源化、分別収集の促進等を含め、啓発活動を実施されてい

るところであります。 

 特に県では、廃棄物の循環型の社会構築のため、ＲＤＦ化構想について平成６年から７

年度にかけて検討会議を設けられ、調査検討されてこられたところであります。 

 一方、ごみの焼却施設の更新時期は 20 年から 30 年かと聞いておりますが、そういった

市町村においてＲＤＦ化を含め種々検討されているやに聞いておりますし、27 日ですか、

伊勢新聞にも出させていただいております。また、そういった意味でも、北勢地域におい

て、特に市町村のＲＤＦ化にあわせ、ＲＤＦが安定的、大量に有効利用が図り得るＲＤＦ

発電を県において整備するとの報道がなされております。このようなＲＤＦ化推進の自治

体の判断を、資源循環型社会の構築の観点から、県は全面的に支援すべきであろうかと考

えるものであります。その件につきまして、県のお考え、また御支援いただけるなら、ど

のような支援をいただけるのか、単刀直入で結構ですので、お聞かせをいただきたいと思

います。 

 

（北川正恭知事） 

 まず、ＲＤＦ化を推進する自治体に対する支援策についてでございますが、本県では、

ＲＤＦ化の推進は資源循環型社会構築の有力な一手段であると考えております。 

 県では、既に実施したごみ燃料化システム導入調査や、ＲＤＦ利用先可能性調査等を通

じ、市町村に対しＲＤＦ化に関する情報提供に努めるとともに、ＲＤＦの試作燃焼試験を

実施するなど、技術的な支援を行なってまいりました。ＲＤＦの試作燃焼試験の結果、Ｒ

ＤＦ化は技術的にも問題がなく、環境に対する負荷も非常に低いことが実証されたため、

今後とも資源循環型社会の実現に向け、市町村とともにＲＤＦ化を推進していきたいと考

えております。 

 また、市町村等から要望の強い一般廃棄物処理施設整備に係る県費補助制度のあり方に

ついて検討してきたところですが、他県が既に実施している補助内容とは異なった三重県

固有の特色を持つ資源循環型処理施設整備費補助制度を創設し、その一層の促進を図るこ

とといたしております。 
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 補助対象者は、市町村、一部事務組合とし、これらの団体が整備する廃棄物処理施設で

国庫補助対象となったもののうち、主たる目的が資源循環型処理の用に供する施設に対し、

県費で上乗せ補助することといたしております。 

 補助対象施設といたしましては、ごみ固形燃料化施設のほか、ストックヤード、リサイ

クルプラザ、リサイクルセンター等を考えております。今後も市町村等に対して技術的な

支援を行なっていくとともに、本補助制度の有効な活用に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 さらに、国の制度を活用して産業廃棄物処理施設の設置を促進する考えやいかにという

お尋ねでございますが、年々産業廃棄物処理施設の新増設に際して、地域住民の理解を得

がたいこと等から、その確保がますます困難になってきております。 

 

（児玉好広議員） 

それからＲＤＦ発電については、藤田先生の質問で御回答もいただいておりますし、地

域桑員にとりましても非常に大きな目玉となるということ、時代の要請の中で、そういっ

た中で、桑名市も非常に心して頑張っていただけるように聞いておりますが、県としての

施策の一つとして、できる範囲の助成をお願いしたいなと、こういうふうに思います。 

 

 

○平成 8年第 1回定例会 委員会報告（平成 8年 3月 22日） 

（伊藤多喜男環境・防災対策特別委員長） 

まず第１点といたしましては、ＲＤＦ化構想についてであります。 

 近年、大量生産、大量消費により排出される廃棄物処理の問題が大きな社会問題となっ

ております。我々は、良好な環境を次の世代に継承するために、廃棄物処理のあり方につ

いて、今、真剣に考える必要があると思います。 

 本委員会においては、特にＲＤＦ化構想の有効性についてさまざまな論議がなされまし

た。その中で、資源循環型社会を構築するにはＲＤＦ化構想は有効ではあるものの、今な

お事業主体となる市町村の理解と十分なコンセンサスが得られていないという意見が多く

出されました。一般廃棄物処理事業が市町村固有の事務となっている現行法制度のもとで、

各市町村が抱える問題点もさまざまであります。 

 当局におかれましては、それらの点に配慮しつつ、市町村との十分な連携のもとに対応

されるよう要望するものであります 

 

 

○平成 8年第 2回定例会（平成 8年 6月 18日） 

（辻本進議員） 
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三重県は、ＲＤＦ構想、つまり、ごみ固形燃料につきましては、かなりの先進県でござい

ます。しかし、事業化がややおくれておるのではないかと私は思っておるわけでございま

す。その原因はいろいろあろうかと思いますが、その進め方も工夫してみる必要があるの

ではなかろうかと思います。私は民間サイドにおりまして、そのようなことは何となくわ

かるわけでございます。 

 まず、ＲＤＦという名前でございますが、これはやはり難しいわけでございます。何の

ことかわからないわけでございます。こういう難しい名前を使うよりも、例えば、町の石

炭とかいう名前を使う方が、もっともっと一般に理解されやすいわけでございます。それ

から、ＲＤＦ発電という名前もございますが、これもある国会の先生に言わせますと、あ

あいう難しい名前よりも、リサイクル発電にした方がもっと市民に理解されるのではなか

ろうかと言われておりました。私もそのとおりだと思います。 

 また、次に、こういうもののプロジェクトを進めようと思いますと、やはり専従の担当

者を何年も置かなければいけないと思います。時々定期異動で異動するようではどうかと

思うんです。一生懸命に頑張ってもらって、成功したら抜てきすると、そういう発想でお

願いいたしたいわけでございます。 

 例えば岐阜県の可児市、これはＥＭの生ごみ処理で有名でございますが、ここではやは

りそのような課長もおられます。また、プラスチックごみを石油にしております島根県安

来市、ここにおきましても、そのような、いわゆるごみ課長というか、私はごみ気違いと

言われておりますというような方がおられるわけでございます。やはりそのような発想が

必要ではなかろうか。背広を着てＲＤＦと言うておるよりも、菜っぱ服を着て長靴履いて

一生懸命に関係者と折衝する、こういうのがこういう事業の推進には必要ではなかろうか

と思うわけであります。 

 それから、このつくっている現場を見てもらうことが大事ではなかろうかと思います。

私も、議会の厚生とか環境の委員会におりまして、いろんな資料をたくさんもらいました。

こんな分厚い資料をもらったんですけども、それよりも、百聞は一見にしかず、一遍見に

いったら一遍でわかったんです。「波動 21の会」の皆さんと御一緒に富山県の南砺リサイ

クルセンターを訪問して、初めてわかったんです。こんないいものはないなあと。それか

らまた、こんな煙も出ない、においも出ない、もちろん灰も出ない、排水も出ないと。こ

んなコンパクトな形でやっていると。だから焼却場ではなくて、そこは加工工場なんです

ね。ただ、福光町では、そのものを、今のところ老人ホーム等の熱源に利用しておるわけ

でございますが、三重県はこれを発電に使うわけでございますから、大変進歩したもので

ございます。福光町にもありますが、奈良県の榛原町でもやっております。これも同じよ

うに、煙もにおいも出ないわけでございますので、関係市町村の方をぜひ御案内して見て

いただく、そしてまた市民運動家にも見ていただくことが大切ではなかろうか。 

 ごみ問題は大変微妙でございます。この市民運動の方を味方につけると、強い、すばら

しいエネルギーになるわけでございますが、対応が非常に難しいわけでございます。この
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点について御提案を申し上げたいと思います。 

 

環境安全部長（秋田一民君） 辻本議員からの廃棄物のリサイクル問題につきまして、知

事の御答弁を補足させていただきます。 

 先生からの御所見にもございましたように、私どもも廃棄物のリサイクルについて、そ

の一つの方法であるＲＤＦ、いわゆるごみの固形燃料化の方策が大変有効なものであると

いうふうに考えております。 

 このため、平成７年度から専任職員を配置いたしまして、それまでに進めておりました

ごみ固形燃料化システムの導入調査とか、さらにはＲＤＦの試作、燃焼試験調査、さらに

はＲＤＦの利用可能性調査等々を実施いたしまして、市町村に対しましても、ＲＤＦ化に

関する情報提供に努めてまいったところでございます。 

 また、御所見にもございましたが、市町村の職員を対象にいたしましたＲＤＦ化の施設

が本格稼働しております――先生もごらんになられたというお話でございますが――富山

県の南砺リサイクルセンターの視察をいたしまして、ここでの研修をいたしました。 

 またこれに加えまして、循環型の廃棄物のあり方等をテーマといたします講演会とか、

それから固形燃料化にかかわる諸問題についてのセミナー等も実施いたしまして、より一

層御理解を深めていただくよう、その普及に努めているところでございます。 

 こうした結果、県が提唱いたしますＲＤＦ化の推進につきまして、市町村の方からも理

解を深めていただきまして、これについての検討を進めていただいておる市町村があらわ

れてきているところでございます。 

 さらに、本年度から新規事業といたしまして、ＲＤＦ化の施設を初めといたしまして、

資源循環型の一般廃棄物処理施設の設置を促進するために、県単による資源循環型処理施

設の整備に対する補助制度を創設いたしますとともに、ＲＤＦ化を初めとする資源循環型

のいわゆるリサイクル社会を構築するための、いろいろな情報交換を行うためのネットワ

ーク会議を市町村ともども開催いたしますなど、その一層の推進を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、御所見にもございましたように、私どもは市町村とともによ

く連携を図りながら、真剣に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

 

 

○平成 8年第 3回定例会（平成 8年 9月 27日） 

（与那覇尚議員） 

次に、地元桑名市に関することで質問させていただきます。 

 第１は、桑名におけるＲＤＦ及び関連施設の推進について質問をいたします。 

 本年１月、前市長の死去に伴い、県議会議員であった水谷 元氏が市長に就任され、桑
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名市も新しい市長のもとで 21世紀のまちづくりに向けて精力的に取り組んでいるところで

あり、市民の一人として心強く感じているところであります。 

 水谷市長は、約８年余にわたる県議の経験から、県全体の政策についても精通しておら

れ、就任早々にＲＤＦ施設やそれに関連するエネルギー循環型完結システム事業の実現に

向けて鋭意取り組んでおります。 

 ＲＤＦに関しては、県も独自の施策として積極的に取り組んでおり、知事も環境先進県

づくりの一環として県政の重要施設と位置づけられており、心強く思っておるところであ

ります。桑名市におきましても、桑名広域清掃事業組合でその導入が検討され、関係市町

への説得、説明、関係者との調整もようやく一段落し、いよいよ具体的に施設の設計計画

に取りかかるように聞いております。 

 そこで、その進捗状況とこの施設から出る固形燃料を有効利用する形で検討されている

発電施設の建設の見通しについてお尋ねしたいと思います。またあわせて、この廃熱を利

用した地域住民への利便施設についても、計画があればお聞かせいただきたいと思います。 

 

（秋田一民環境安全部長） 

 桑名市のＲＤＦ並びに関連施設につきましての御質問にお答えを申し上げます。 

 御承知のとおり、本県ではＲＤＦ化構想を積極的に進めているところでございます。先

ほど御質問の中にもございましたように、桑名市広域清掃事業組合におきましては、老朽

化に伴いまして、次の新しい施設をこのＲＤＦ化を採用していただくということで昨年決

定していただきましたが、その際にＲＤＦ発電所を燃焼施設として併設するということに

ついての御要望を私どもにもいただいておるところでございます。このため県におきまし

ては、資源循環型社会の構築のための広域的なモデル事業といたしまして、このＲＤＦ発

電所の整備を、企業庁を担当部局として整備を計画いたしたところでございます。 

 このスケジュールでございますけれども、桑名広域清掃事業組合ではこのＲＤＦ化施設

につきまして、平成９年度に整備計画を作成いたしまして、10年度に建設を着手し、12年

度に稼働をするような計画をいたしております。したがいまして、県におきます発電所の

整備計画につきましても、この進捗に合わせて整備をしていくというふうに考えておりま

す。現在、地元等の構成市町村との説明等を重ねているところでございます。 

 こんな中で、御質問の発電所からの熱利用等関連施設の整備についてどうかということ

でございますが、私どもではこの庁内関係部課で構成いたしておりますＲＤＦ化の構想推

進委員会というものを設置いたしていまして、ここでＲＤＦ化の推進に伴う諸課題を検討

していくことにいたしておりますけれども、この桑名市広域清掃事業組合の問題につきま

しても、この組合、それから地元の市町の御意向を十分踏まえるとともに、県と地元自冶

体との役割分担等につきましても考慮しながら、この委員会におきまして今後は積極的に

検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 
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○平成 8 年第 3 回定例会（平成 8 年 9 月 30 日） 

（水谷俊郎議員） 

本年３月発行の「三重県における科学技術振興の基本方向」の中で、生活者という視点

からの科学技術振興がうたわれております。この大前提を基本として、数点お尋ねをいた

したいと思います。 

 この大前提からして、産業振興策との整合性が必要と考えられ、本県に進出した企業と

の連携協力、中小企業の育成強化が図られねばならないと考えます。そこで、商工労働部

長にお尋ねいたしますが、平成５年から６年の１年間に 500社以上もの倒産、廃業のあっ

た県内中小企業の抱える課題は何か。そしてその分析と、それに対する解決策をお示しく

ださい。 

 この基本方向の中で、環境技術を特化させ、環境先進県を目指すことを掲げていますが、

ならば、環境行政も特徴ある戦略が必要と考えます。例えば、県が先進的に取り組んでい

るＲＤＦ構想については、先日、与那覇議員の質問にもありましたが、ＲＤＦ化構想推進

委員会で御努力をいただいておりますが、その進捗状況を考えるとき、より積極的な取り

組みとして、副知事を頭とした県の体制を整え、その積極姿勢を関係市町村はもとより、

県内外にお示しをいただかなければならないんではないかなと思いますけれども、いかが

でありましょうか。 

 

（北川正恭知事） 

 水谷議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、ＲＤＦの件に触れられましたが、これ副知事をキャップにということでございま

す。かねてから庁内の関係課長なり、あるいは県民局の振興事務所長等で三重県ＲＤＦ化

構想推進委員会を設置いたしまして、諸課題に対応しているところでございますが、私ど

もも庁内的には議論をいたしておりまして、副知事等をキャップにして、さらに一層循環

型社会を構成するためのＲＤＦのための体制を整えていくように努力をさせていただきた

いと思います。 

 

 

○平成 8年第 4回定例会（平成 8年 12月 9日） 

（田中覚議員） 

 廃棄物は生産、販売、消費といった過程においてできるだけ発生させないように努力す

ることが重要でありますため、まず廃棄物の排出抑制を優先課題として数々のごみ減量化

対策が実施され、また排出されたごみについての再生利用、再資源化についても取り組み
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がなされているところであります。 

 しかし、減量化と再生利用を図った上でも、なお相当量のごみが排出されることにより、

それらについては個々の市町村で焼却や埋め立てが行われております。これからはこれま

での単に燃やして埋める処理から、地球資源、地球環境保全の観点を取り入れた資源循環

型の処理が行われる必要があろうかと思います。 

 このような背景のもとに、三重県におかれましては、今後の廃棄物行政のとるべき一つ

の有効な手段として、既に皆様方も御案内のとおりＲＤＦ化構想が推進されているところ

であります。私は、従来の焼却方法に比べ環境に与える影響が少ないなど多くの利点を有

するＲＤＦ化が将来のごみの処理方式であるということを考えております。既に幾つかの

市町村では、次のごみ処理施設としてＲＤＦ化を検討され、早いところでは平成９年度か

ら着工される自治体もあるように聞いております。三重県におかれましては、市町村に対

してＲＤＦ化の採用を指導をされておりますけれども、一般廃棄物の処理は市町村の固有

事務でありますけれども、すべての市町村のごみ処理施設がＲＤＦ化されますように強力

なリーダーシップを発揮すべきじゃないかと考えますけれども、御所見を承りたいと思い

ます。 

 

（秋田一民環境安全部長） 

 田中議員の御質問の中の連携協働の三重の国づくりについてのＲＤＦ化の問題について

御答弁申し上げます。 

 先生から御所見ございましたように、ＲＤＦ化につきましては、環境保全と未利用エネ

ルギーの有効活用の観点のみならず、廃棄物処理施設の立地の困難さ等を解決する有効な

方策であるということに考えておりまして、市町村と一体となりまして推進し、また指導

をしているところでございます。 

 この取り組みの現状についてでございますけれども、本年度はＲＤＦ化の施設、それか

ら例えばリサイクルプラザとかストックヤード、いわゆる資源循環型の処理施設に対しま

して、国補に加えて県単制度として補助制度を設けておりまして、これ１億円を限度とい

たしておりますが、創設をいたしたところでございます。 

 また、市町村間におきますＲＤＦ化に向けての情報交換、またＲＤＦ化に向けた研修等

を目的といたしまして、資源循環型社会形成ネットワーク会議という命名をいたしており

ますが、この会議の開催、それからＲＤＦ化のＲＤＦの試作燃焼試験と、また焼却灰の利

用可能性調査の実施とか、ＲＤＦ化に向けて取り組んでいる自治体、先生も御所見の中に

ございましたけれども、今取り組んでいる自治体がございますので、そういう自治体に向

けてのきめ細かな情報提供等を実施しているところでございます。 

 なお、環境科学センターにおきましても、ＲＤＦの焼却灰からのアルミニウムとか燐等

の資源回収及び残渣物の有効利用につきまして、去る 11月に特許の出願を許されたところ

でございまして、今後その実用化に向けても研究を行うことといたしております。 
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 そういう情勢の中で、庁内におきましては従来のＲＤＦ化の委員会を強化いたしまして、

副知事をキャップといたしました三重県ＲＤＦ化構想推進委員会を設置いたしまして、総

合的、横断的に協議調整を図ってまいる体制を整えたところでございます。今後はこれら

のＲＤＦ化に係る諸事業及び体制を有機的、効果的に活用いたしまして、引き続き全県下

ＲＤＦ化の実現に向けて努力をしてまいりたいというふうに考えております。 

 

（田中覚議員） 

第６番目、ＲＤＦにつきましてお尋ねを申し上げたいと思います。 

 亀山がＲＤＦじゃないごみ発電の方式をお考えいただいております。桑名広域では、反

対の署名が出ているように伺っております。これももっと県は、やはり言葉を一つにしま

すと「強力なリーダーシップ」となるんでしょうけれども、これじゃなくて、こういうふ

うな仕組みでやるということをお決めいただいて、市町村の方と十分にお話をしていただ

いて、それで年次計画をお立ていただいて、逐次やっていくというのが私は県の今のある

べき役割だと思うんですけれども、改めてお尋ねを申し上げます。 

 と同時に、例えば今、北勢、中勢、随分と下水道の処理が行われております。これに対

しましては、汚泥の処理が必ず問題となってきておりますけれども、私はこのＲＤＦと汚

泥の処理の、いわゆる余熱と汚泥の乾燥をうまく組み合わせて、いわゆる市町村の固有の

業務と県の発電にかかわる業務をうまく一体化することによって、県も市も助かるんじゃ

ないかと思うんですけれども、御意見ありましたら、お聞かせをいただきたいと思います。 

 

（秋田一民環境安全部長） 

それから、もう一つ、ＲＤＦ化につきましては桑名広域の御指摘がございましたが、私

どもも現地にも桑名広域の事務所とともに参りまして、地域の方々、もちろん市町村を含

めまして詰めを行っているということでございますが、先ほども御答弁申し上げましたよ

うに、それぞれの市町村にはそれぞれの施設の耐用年数というのがございまして、そうい

うサイクルの年限がございますので、そういう機会をとらえてＲＤＦ化について図ってい

くように努力してまいりたいというふうに思っております。 

 

 

○平成 9 年第 2 回定例会（平成 9 年 6 月 19 日） 

（水谷俊郎議員） 

次に、ＲＤＦ化構想に関連してお尋ねをいたします。 

 先日、愛知県田原町にある通産省やＮＥＤＯと民間企業共同で研究開発するエコセメン

トの実証プラントを視察いたしました。エコセメントとは、各種都市ごみ焼却灰、下水道

汚泥、産業廃棄物等を原燃料として製造する資源リサイクル型のセメントでありまして、

それは成分に塩素分が高くて鉄筋が使えない、こういう性質があります。こういうエコセ
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メントですが、その実証プラントを視察した結論から言いますと、本県における無筋構造

物用セメントの需要は年間約 15万トン程度あり、県内一般廃棄物をすべてＲＤＦ化したと

して、その焼却灰からリサイクルされるセメント量の約２倍あります。そういうことで、

十分実用化の可能性があるとのことでした。付加価値の低い路盤材や建設資材だけでなく、

魚礁やアントラーブロックなどの２次製品として利用することも可能ですが、ただ、その

安定的な利用先の確保が重要とのことでした。 

 県でも、ことしから環境科学センターや窯業試験場を中心に環境廃棄物の資源化に向け

た研究に取り組んでいただいていると聞いておりますが、土木や農林部も入れてリサイク

ル品の市場化を含めた研究をマトリックスで検討をしていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

（秋田一民環境安全部長） 

それから、若干順序異なりますけれども、焼却灰の有効利用の問題でございますが、御

所見にございましたように、平成８年度、環境科学センターにおきましては、焼却灰から

アルミニウムとか燐、カルシウム等の資源回収技術を開発いたしまして特許申請をしてい

るところでございます。今後、これの実用化に向けての取り組みをいたしておりますとと

もに、あわせて本年度から産・学・官共同研究事業としてＲＤＦ焼却灰の資源化とか無害

化技術とかリサイクル製品の開発などを実施してまいりたいというふうに思いますが、御

所見ございましたように、やはりリサイクル製品の安全性とか規格化はもとより、販売ル

ートの確立、情報の提供等によりますリサイクル製品の拡大が極めて重要であります。こ

うしたことから、御所見ございましたように、関係各部とも協議いたしまして、今後の検

討課題とさせていただきたいと思います。 

 

 

○平成 9 年第 3 回定例会（平成 9 年 9 月 24 日） 

（岩名秀樹議員） 

ＲＤＦにつきましては、私はこの本会議場を通じて、北川知事の前の田川知事の時代で

ございましたが、私は反対の意向を表明をさせていただいたものでございますけれども、

ドイツではもう既に 10 年以前にＲＤＦは撤退をしたというふうに伺ってまいりましたし、

北川知事の時代になって、ＲＤＦを企業庁がやるというスタンスから、市町村でやるなら

ば広域的にやりなさいと、それに対して県が助成をいたしましょうというちょっと違った

方向へ進んだように理解をいたしておりますけれども、しかし現在、例えば海山町で計画

をされておりますＲＤＦに対して、隣の紀伊長島町が参入ができないでいるというような

ことも漏れ承っておりまして、これではやはり広域行政というもの、あるいは広域ごみ処

理ということが現実のものになるには大変難しい問題ではないかというふうに考えるもの

でございます。 
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 先ほども申し上げましたように、やはりごみは燃やすか埋めるということから、リサイ

クルをするという循環型社会への転換がぜひとも必要でありますから、やはりごみに対す

る今度は、先ほど知事がおっしゃいましたように、県民の意識改革をぜひとも進めるべく、

ひとつ御指導を願えればありがたいと思いますし、同時に、先ほど来再三申し上げており

ますように、財政的な支援をお願いを申し上げておきたいと思います。 

 

（北川正恭知事） 

ＲＤＦにつきましては、先に電力設備があるということでは私はいかがなものかという

問題提起をいたしまして、やはり循環型社会をつくり上げていくためにはいかにあるべき

か。そしてその結果として、いわゆるその熱をどう利用していくか、そういったことから

一つの考え方として電力というのは有効な手段ではなかろうかと、こういうふうなことで

考え方を変え、そして今推進をしているところでございます。少し三重県の特徴等につい

ては担当部長からお答えをさせたいと、そのように思います。 

 

（秋田一民環境安全部長） 

 ＲＤＦ化につきましての本県の特性と申しますことにつきまして若干御説明を申し上げ

ます。 

 まず、先生の御所見ございましたガス化溶融でございますけれども、これは従来のいわ

ゆる溶融で使われております電気とかコークスなどの熱源にかえまして、ごみ等を蒸し焼

きにして発生するガスやカーボン等を原料として利用するシステムでございますけれども、

これにももちろんそれぞれ利点がございますけども、現在御所見にございましたように、

ドイツでは実証炉ができておりますけども、今現在商業化へ向けての工事がなされている

やに私どもも伺っております。 

そうした中で、私どもは特に現在の日本における制度の中で、特に本県は中小都市が散

在いたしまして、そういうごみ処理施設を従来整備してまいりましたけれども、ダイオキ

シン対策等で中小規模の対応ではもうできないという中で、厚生省におきましても今年度

中に広域化計画をつくっていくことになっておりますが、三重県といたしましては、そう

いう中でこれまでの実験等検討を加えまして、減容性、いわゆる容積が小さくなるとか、

それから小さなごみ、市町村から生ごみを輸送するのは非常に問題が多いということもご

ざいまして、これを無臭化ないしは乾燥させることによります無臭化等、いわゆる輸送性、

それから保存性、その点にすぐれておりますＲＤＦ化を進めたいということで現在努めて

おります。 

 海山町のことで事例ございました……（48 番議員、「もういい、わかった」と呼ぶ）─

─以上、今後ともそれぞれの施設の利点については引き続き調査検討もしてまいりたいと

いうふうにも思っております。 

 以上でございます。 
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○平成 9年第 3回定例会（平成 9年 9月 24日） 

（杉之内議員） 

その二つとして、ダイオキシンの排出抑制対策についてでございます。 

 これは、ごみ焼却場の構造基準と維持管理基準を遵守するための施設の改善と、根本的

な解決方法としてごみ自体の減量化が主なものになると思いますが、住民への啓蒙を含め

て、今後の方針をお伺いいたします。 

 三つ目として、今回の厚生省の調査では対象外であった産業廃棄物関係の状況でありま

すが、市民団体、環境団体の専門家の意見としても、調査すべきであるという声が多く出

ておりますので、このことについても今後の方針をお伺いいたします。 

 最後に、法的規制についてでありますが、ダイオキシン対策はこのことに尽きるとも言

えるものでありますけれども、今回の政省令の改正に伴う今後の市町村指導、県の役割は

大きくかかわってくるものと思いますので、このことについても御所見を伺うところでご

ざいます。 

 

(北川正恭知事) 

次に、ごみ焼却施設の改善についてお答えをいたします。 

 ダイオキシン類の発生については、ごみ焼却施設による排出が全体の約８割を占めると

言われております。厚生省廃棄物焼却施設から発生するダイオキシン類の排出削減のため

の措置として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく政省令を平成９年８月 29日付

で改正し、本年 12月１日から施行することといたしています。 

 この主な内容は、燃焼ガス温度を 800℃以上とする等構造基準の強化、排ガスの中のダイ

オキシン類濃度を規模別に、新設は、本年 12 月から 0.1から５ナノグラム以下、既設は、

１年間の猶予期間を経て、暫定基準 80ナノグラム以下、５年後には１から 10ナノグラム

以下とする維持管理基準の強化、排ガス中のダイオキシン類濃度を年１回以上測定記録す

ることの義務化等があります。 

 市町村の現在稼働している焼却施設の現状は、御所見のとおり、暫定基準 80ナノグラム

をすべて下回っていたものの、政省令改正に伴い、５年後の平成 14年 12月から既設施設

に適用される新基準をクリアするための施設整備を推進していかなければなりません。 

 このため、既設の焼却施設については、新たな構造基準を遵守させるため、国庫補助制

度を活用し、施設の改善を促進します。また、小規模な焼却炉については、ダイオキシン

類抑制のための連続運転やＲＤＦ化など行えるよう、市町村と十分協議検討し、広域化、

集約化を図るための計画を策定することとしています。 

また、抜本的な対策として、中小規模の都市が散在する本県においては、貯蔵性と輸送

性にすぐれ、ダイオキシン類の低減効果が大きいＲＤＦ化を引き続き積極的に推進してい
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きます。 

 

 

○平成 9年第 3回定例会（平成 9年 9月 26日） 

（西塚宗郎議員） 

第３の質問は、環境問題、とりわけごみ問題についてであります。 

 さきの代表質問で岩名議員から、ごみ問題はドイツに学べと触れられました。環境問題

は、フロンガスによるオゾン層の破壊、炭酸ガスによる地球温暖化、硫黄酸化物による酸

性雨など、今や地球的規模の深刻な問題となっております。また、香川県豊島に象徴され

る産業廃棄物問題についても、大変厳しく、深刻な問題であります。 

 一方、家庭から排出されますごみも、生活が豊かになればなるほどふえ続け、その処理

に市町村は、みずからの責務とはいえ、悩まされております。自然環境の保全による自然

循環体系を維持し、負の遺産を残すのではなく、よりよい環境を将来の世代に伝えていく

ためにも、一人一人がふだんからの生活様式を見詰め直し、国民総ぐるみで総合環境保全

に取り組んでいくことが求められています。先ほど申し上げましたヨーロッパ調査団に参

加をし、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、スイスにおけるごみの減量化、分別収集と

その処理、リサイクル社会実現への努力など調査してまいりました。各国ともごみの徹底

した分別収集と減量化、そしてリサイクルに大変な努力が払われていました。日本におい

ても、各自治体において分別収集の努力が行われておりますけれども、調査をさせていた

だいた４カ国に比べてまだまだの感があります。 

 こうした中にあって、三重県においてもごみの分別収集とその有効利用の一つの手段と

して、ごみのＲＤＦ化とＲＤＦ利用による発電所建設が進められています。ごみのＲＤＦ

化とその有効利用について、ＲＤＦ全国自治体会議を結成するため、北川知事は発起人の

先頭で頑張っていただき、155自治体を結集され、その会長に就任されるとともに、関係機

関に積極的に働きかけを行っておられます。こうした環境先進県を目指した北川知事の積

極的な姿勢に対し、心から敬意を表しますとともに、県民の一人として心強く思うところ

であります。 

 そこで、具体的なお尋ねをいたしますが、その一つは、環境影響評価の始まっています

桑名広域清掃事業組合にかかわるＲＤＦ発電所計画を初めとするＲＤＦ化構想の進捗状況

についてお伺いいたします。 

 二つ目は、新総合計画・三重のくにづくり宣言に示されているキックオフプロジェクト

についてお尋ねをいたします。 

 桑名地域においてＲＤＦ発電所建設に反対する声があったと聞いておりますし、また他

の地域においてもＲＤＦプラントの立地場所について反対運動があるとマスコミが報じて

います。ごみの減量化と分別収集の徹底、リサイクル社会の実現には、地域住民の理解と

協力が不可欠な要素であります。そのためには、子供からの教育の徹底とＰＲがこれまた
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不可欠な要素であります。スイスのジュネーブでは、子供に対する教育の一環として、ご

みからリサイクルされた定規を全児童、全生徒に配布をしたり、小学校の玄関にその地域

の分別用のごみ箱を設置するなどされております。また、ごみの減量化と分別収集を徹底

するため、全家庭、全企業に対しパンフレットを配布をし、ＰＲが行われております。 

 桑名地区に計画されているＲＤＦ発電所は、ごみの分別収集とリサイクル社会の実現、

そして環境先進県を目指す三重県の目玉であり、全国にＲＤＦ化を広める起爆剤ともなる

大変意義のあるモデル施設であります。今、新しい総合計画、三重のくにづくり宣言の策

定作業が最終段階を迎えておりますけれども、その中で環境先進県を目指すプログラムが

示され、具体策の一つとして、桑名・員弁生活創造圏におけるキックオフプロジェクトと

して、ごみのＲＤＦ化処理の広域的整備にあわせ、ごみを出さないリサイクルを進めるな

ど、住民の主体的な活動を支援する廃棄物と生活科学情報などの提供や、広域的な研修、

交流の場づくり、市民活動のネットワーク化など、生活面から資源循環型社会の形成に取

り組む圏域づくりを目指すこととされています。 

このキックオフプロジェクトの具体策として、ＲＤＦ発電に限らず、ごみの減量化と分

別収集、産業廃棄物の処理問題、リサイクル社会の実現、地球環境問題など幅広い環境を

テーマとしたテーマパーク等、その周辺にフラワーパークを整備をし、新総合計画に示さ

れた情報提供の場、研修、交流の場とし、子供から大人までが楽しみながら幅広く学習で

きる場とされることを提案したいと思います。そしてこのことは、地域からの強い要望で

もありますし、私からも強く要望しておきたいと思います。 

 

（清水郁夫企画振興部長） 

 新しい総合計画の中に書いてありますキックオフプロジェクトについてお答えいたしま

す。 

 今度の、今作業しております新しい総合計画の中では、生活創造圏づくりというのを書

いております。都市と周辺の地域を一体としてとらえまして、住みよい地域、魅力ある地

域をつくっていこうということでありますけれども、その生活創造圏づくりを進めていく

ために、住民、市町村、県が一体となりまして取り組んでいく先導的なプロジェクトとい

うことで、キックオフプロジェクトを、九つの生活創造圏、それぞれに二つずつ提案して

おります。 

御指摘のありました桑名・員弁の生活創造圏につきましては、新しく移り住んでくる住

民が非常に多いといったようなことを踏まえまして、いろんな生活意識を持った住民が連

帯感を持ちながら居住圏域をつくれるようにということで、住民運動とか、それから生涯

学習、こういったものを通じて圏域づくりをしていく。その中でＲＤＦ構想がありますの

で、ごみ処理施設等の整備にあわせまして、循環型社会の形成に取り組むことがいいので

はないかということで、一つのプロジェクトを提案しています。 

 御指摘のありましたテーマパークでありますけれども、テーマパーク構想なり、または、
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おっしゃった環境問題、廃棄物問題につきまして情報を提供する機能なり学んでいく場、

そういった機能を検討していくことにつきましては、私どもも関係市町村と生活創造圏づ

くりの議論をしていく中でやっていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

（秋田一民環境安全部長） 

 西塚議員のＲＤＦ化構想の進捗状況について御答弁を申し上げます。 

 廃棄物のＲＤＦ化につきましては、御所見にもございましたように、私どもも未利用エ

ネルギーの有効利用を初め、貯蔵性と輸送性にすぐれ、ダイオキシン類の低減効果も大き

いことなどから、市町村ともどもごみ処理のＲＤＦ化について推進をしているところでご

ざいます。 

 こうした中で、少しお触れもいただきましたけれども、現在、ＲＤＦ化施設の整備に当

たりましては、国庫補助制度が設けられておりますものの、さらなる充実を求めて、また、

法制度上の課題などを解決するための政策提言とか技術開発などを促進するために、本県、

全国の自治体に呼びかけまして、本年６月にＲＤＦ全国自治体会議を発足させ、去る７月

にはこの会議の会長であります北川知事を中心に、全国の数多くの会員の自治体ともども

関係省庁へ陳情を行ったところでございます。 

 そんな中で、御質問の県内におけますＲＤＦ化の進捗状況でございますけれども、現在、

桑名広域清掃事業組合、香肌奥伊勢環境美化共同組合、これは仮称でございますけれども、

それと海山町などにおきまして、今、積極的な取り組みが行われているところでございま

す。 

 まず、御指摘にございましたように、桑名市ほか５町で構成いたします桑名広域清掃事

業組合では平成 10年度を着工目途に、現在、鋭意準備を進めているところでございます。 

 また、あわせまして、立地場所の周辺住民に対しまして御理解をいただくために、桑名

広域組合と県が一体となりまして、これまで延べ 24回に及びます説明会を実施いたしまし

たほか、ＲＤＦ講演会を開催するなど、その周知に御理解を得るための努力をしてまいり

ましたところでございます。 

 また、香肌峡環境美化共同組合と大台町ほか４カ町村衛生施設利用事務組合とが広域化

し、設立する予定になっております、先ほど申し上げました香肌奥伊勢環境美化共同組合、

これ仮称でございますけれども、ここではその準備委員会によりまして、平成 10年度を目

途に、ＲＤＦ化施設を整備するための準備を現在進めてございますけれども、現在、立地

場所についての住民に対するいろんな御意見が出ておりまして、地元町村でこれの説明が

なされておりますが、県におきましても、町村の要請をいただきまして、説明会に出席し

ているところでございます。 

 また、海山町につきましては、海山町の計画では本年度からＲＤＦ化施設とリサイクル

センターの建設に着手し、平成 11年度から稼働することになっております。 
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また、その他の市町村におきましてもＲＤＦ化が検討されるなど、着実な取り組みが広

がりつつありますが、今後とも未利用エネルギーの活用と資源循環型社会の構築に向けま

して、県としても全力を挙げてまいりたいというふうに考えております。 

 

 

○平成 10年第 1回定例会 委員会長報告（平成 10年 3月 23日） 

（中島隆平総合エネルギー対策特別委員長） 

次には、エネルギーを総合的に議論していこうということであります。 

 安全でクリーンエネルギーである太陽光発電を初め風力発電、ＲＤＦ発電等の導入、普

及が非常に重要となっております。昨今、地球の温暖化が世界で大きな問題となっており、

昨年の 12 月には京都においてＣＯＰ３と呼ばれる国際会議が開催され、ＣＯ2 の削減が決

められたことは記憶に新しいところであります。現在の技術では、これらは水力発電や火

力発電の補完的なエネルギーの位置づけでありますが、今後は人類が生存していくための

環境の維持という点で大きな意味を持つものと考えます。 

 

 

○平成 10 年第 4 回定例会 予算決算常任委員会討論（平成 10 年 11 月 24 日） 

（萩原量吉議員） 

最後に、電気事業の中でＲＤＦ発電が具体的に進められてきていますが、議会の委員会

の中でも、ドイツでは時代おくれ、今ごろ三重県はそんなことを始めたんですかなどとい

う発言も紹介をされていました。桑名広域の長島町の中では、ＲＤＦは火力が強くないと

いけないから、ペットボトルも一緒にごみに入れてくださいと指導しているなど、これが

ごみの分別化、減量化につながらないことが今でさえ既に示されているところです。ダイ

オキシンなど環境ホルモンが大きな社会問題化しているとき、塩素系の廃プラスチックを

含むごみを一緒に燃やして発電しようという発想は、もう一度考え直すことを強く求めま

す。 

 また、企業会計で本当に採算が合うのか、これに一体とれだけ県費の投入がなされなけ

ればならないのかなどが県議会にも示されていません。こんな不安なＲＤＦ発電を推進す

る本決算に、日本共産党は反対であり、認定に不同意であることを表明して、討論を終わ

ります。 
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三重県議会におけるＲＤＦ関連の発言（整備段階） 

           ＜平成 11 年度～平成 14年度＞ 

 

○平成１１年第２回定例会（平成 11年 06月 18 日） 

（山本勝議員） 

 桑名広域清掃事業組合が整備を進めるごみの固形化施設については、平成 14年度完成を

目指して、用地取得もほぼ終わり、実施計画、建設計画の作成に入っているようでありま

す。今後、県としては事業のスムーズな進捗に対してどのようなかかわりというか、助成

を行っていくのか、まずお伺いをいたします。 

 また、厳しい財政状況のもとで、多額の費用を要することから、構成自治体ではかなり

の財政負担になることが予想されており、補助率や補助基本額の引き上げ並びに用地の取

得・造成に係る補助の対象の拡大を望んでいるようでございますが、当局の考え方はどう

か、お伺いをいたします。 

 

（濱田智生環境部長）  

お尋ねいただきましたＲＤＦ化処理に対する補助率の話と産業廃棄物行政についての知

事答弁を補足させていただきます。 

 まず１点目のＲＤＦ化施設に対する助成の拡大についてでございます。ＲＤＦ化施設の

整備に対する財政支援措置につきましては、国の制度といたしまして、補助対象事業費の

４分の１について、国庫補助金が交付されます。そのほかに地方交付税措置がなされてお

りまして、補助対象事業費に対する市町村の実質的な負担割合は、おおむね 32％程度とい

うふうになっております。 

 一般廃棄物は、市町村の責任において処理することとなっておりますけれども、県とい

たしましても、こうした市町村の取り組みを支援するため、平成８年度に資源循環型処理

施設整備費補助金を創設いたしまして、補助対象事業費に対する市町村の実質的な負担割

合を 30％程度に、さらに平成 10年度に補助制度をさらに改正いたしまして、16％というふ

うに軽減することとしたところでございます。 

 今後とも国に対しまして市町村に対する財政支援の拡充について強く要望していきます

とともに、市町村の円滑な施設整備の促進に努めてまいりたいと考えております。 

 

 

○平成１１年第２回定例会-（平成 11 年 6月 22 日） 

(水谷俊郎議員) 

 審査内容、あるいは選定理由を事後公開をしていくと、こういうことについてお聞かせ

をいただきたいと思います。一つ、現実、具体的な事例としてお聞かせをいただきたいん
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ですが、これは企業庁長にお聞かせをいただきたいんですけれども、８月か９月ごろにＲ

ＤＦ発電を出していくということなんですけれども、やっぱり情報公開に耐えうるような

やり方をしていかないかんということで、審査基準を事前公開をしていくということにつ

いて、お考えがあるのかどうか、お聞きをさせていただきたいと思います。もう一つ、桑

名広域のプラントがある、それと一体の施設を考えた時に、プロポーザルを桑名広域と話

し合いして、一緒になってプロポーザルをしていったらどうだと、コストダウンが図れる

んじゃないか、あるいはいろいろな機能的な優位性が図れるんじゃないかというふうなこ

とを思いますので、この点もお聞きをさせていただきたいなと思います。 

 

（安井清企業庁長） 

 水谷議員お尋ねの、ＲＤＦ焼却・発電施設のプロポーザル審査基準の事前公開について

でございますけれども、このたび計画をいたしておりますＲＤＦ焼却・発電施設の整備事

業につきましては、新たな廃棄物焼却・発電システムを構築しようとする、全国的にも初

めての試みでございまして、民間事業者の最先端のノウハウを生かしたシステムの構成に

なるものと考えております。このことから、公募型のプロポーザル方式を採用いたしまし

て、金額的要素や技術的信頼性、施設稼働後の運転・維持管理も含めた技術提案を求める

ことといたしております。審査内容の審査項目につきましては、公開募集要領の中で周知

をしていこうと考えておりますけれども、公平性、透明性の確保の上から、学識経験者等

で構成いたします、仮称ではございますけれども、三重県ＲＤＦ焼却・発電施設整備事業

受注者選定委員会を設置する予定でございまして、この委員会で審査基準を定めるととも

に、公表の可否につきましても検討をしていただくことといたしておりますので、御理解

を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 次に、ＲＤＦ焼却・発電施設と桑名広域清掃事業組合のＲＤＦ化プラントを一体として

プロポーザル方式で取り組めないかとのお尋ねでございます。ＲＤＦ焼却・発電施設は、

桑名広域清掃事業組合が計画をしておりますＲＤＦ化施設に隣接して整備をすることから、

操作とか監視する部屋など、建物の一部の共同利用等を図る方向で考えております。議員

御指摘の趣旨を踏まえまして、今後、桑名広域清掃事業組合と協議を行う中で、合理的な

発注形態について検討をしてまいりたいと、さように思っております。 

 

 

○平成１１年第３回定例会（平成 11年 9月 30日） 

（萩原量吉議員） 

 ごみ固形燃料としてのＲＤＦは、廃プラスチック類なども含めて固形化すれば火力は増

しますが、廃プラスチック類や紙類などを徹底して分別すれば、ほとんど生ごみだけのＲ

ＤＦとなり、ごみ発電所としては極めて効率の悪い燃料となってしまいます。その上、県

外各地のＲＤＦ化構想が破綻していることは多く報道されているところです。ごみの分別
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や減量化にこのＲＤＦ発電所構想はまったく矛盾するもので、今や再検討すべきときでは

ないでしょうか。ましてや市町村にも負担を求めるということは、当初の計画と大きく食

い違ってきています。今こそ再検討を強く求め、知事の見解をただしたいと思います。 

 あなたは、先日、行政システム改革のバージョンアップ推進大会で、ごみ箱を県庁内か

らなくすこととかかわって、燃やす文化からごみは出さない文化、あるいは埋める文化へ

と切り変えていかなければならない、こう力説されました。このあなたの言ったことを実

行するなら、ＲＤＦ発電所は凍結中止し、再検討すべきと思いますが、御見解をお聞かせ

ください。 

 

(北川正恭知事) 

市町村のごみ処理方法の中で、ＲＤＦ化は、ごみを貯蔵性、輸送性にすぐれた形状に加

工することで、小規模分散型の都市形態の本県において広域集積が可能となり、環境保全

と未利用エネルギーの有効活用ができる方式です。また、ごみ焼却施設と比べ、ダイオキ

シン類などの環境汚染物質の排出量がほとんどなく、環境に優しい安全な施設であること

から、住民に理解されやすい施設であると考えています。 

 しかしながら、市町村のＲＤＦ化施設で製造されたＲＤＦの安定的な利用先が不可欠で

あるため、広域的なモデル事業として、県においてＲＤＦの焼却発電施設を整備し、市町

村と一体となってＲＤＦ化構想を推進しているところでございます。市町村が分別収集を

進める中で、廃プラスチックについて、原材料としてリサイクルするよう御指摘いただい

ておりますが、平成 12年４月から完全施行されます容器包装リサイクル法に基づき、市町

村の分別収集への取り組みが促進され、リサイクルが一層進むものと考えています。 

 しかし、この制度に乗らない廃プラスチックについては、現状のリサイクル技術の動向

や再生品の利用先の状況等から、ほとんどのものが単に焼却されたり埋められている実情

であります。そこで、ＲＤＦ化等により、化石燃料にかえて熱エネルギーとして利活用す

るサーマルリサイクルへの転換が望ましいと考えています。 

 また、運営に伴う市町村負担につきましては、今後とも国庫補助金の確保等に努力する

とともに、その動向を見据えながら判断していきたいと考えています。 

 

 

○平成１１年第４回定例会 委員会報告（平成 11 年 12月 21 日） 

（田中覚予算決算特別委員長） 

ＲＤＦ焼却発電施設整備事業の推進について、他の団体が取り組んでいる方法も幅広く

参考にするとともに、特に、収支がいまだ不明確なため、もし市町村の負担があるのなら

早い時期に提示し、市町村の理解を得るように努力することを要望いたします。 
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○平成 12 年第２回定例会（平成 12年 6月 28日） 

(野田勇喜雄議員) 

次に、産業廃棄物対策のうち、ＲＤＦ施設についてお尋ねいたします。 

 県下のＲＤＦ施設については、現在の予定では、ＲＤＦ製造プラントは、桑名広域、奥

香肌伊勢広域、上野市広域、海山町南牟婁広域など、実施もしくは予定がされてるところ

でございます。このＲＤＦ焼却について、桑名郡に建設予定のＲＤＦ焼却発電施設は、ほ

ぼ平成 14年度以降の焼却処理に対応しようと計画しているところでございますが、今後、

他市広域において、ダイオキシン対策や焼却場の耐用年数からの建てかえなど、新しいＲ

ＤＦプラントの固形燃料の処理をする必要があるというふうに思います。 

 そこで、県のＲＤＦ焼却発電施設におけるＲＤＦ処理に関しまして、この地域の市町村

からの処理費が必要と思いますが、どうでしょうか。また、県南部からの長距離輸送コス

トなどを考えると、地域の負担コストの軽減策をぜひ御検討いただきたいと、こういうふ

うに思います。 

 各市町村がすべてＲＤＦ製造プラントを計画しているわけではございませんが、ダイオ

キシンや焼却場の維持管理費の高騰などで管理効率を考慮しますと、ますます増加すると

予測しております。2003年以降ダイオキシンが規制され、それに伴う環境への地域の対応

が高まる中、県下全体の問題としてＲＤＦ処理プラントの計画を見直すことも生じるので

はないかと思います。 

 また、ＲＤＦ処理プラントの廃棄物エネルギー源として定義されていることは賛成でご

ざいます。しかしながら、電気エネルギーとしての効率等考慮しますと、地域行政負担の

変動を発生してしまうため、地方財政に不安定さを与えてしまいます。いわゆる固形燃料

の不安定さのための電力需要の変動と売電の価格の変動でございます。そこで、社会基盤

整備と同時に推進できるような地域環境を形成させ、地域の行政の提案等を含め、地域振

興の立場からも、効率のよい蒸気熱源としての利用について提案させていただきます。 

 例えば、紀北交流拠点の熱源利用として、環境に優しい熱源エネルギーとしてごみから

つくり出す計画を、また、住宅の供給熱プラントとして、地域貢献型の振興計画として、

２次的利用の計画を考えていくのはどうでしょうか。当然、地域の自立の中で提案してい

くことが不可欠でございます。将来において、これまで廃棄していたエネルギーの有効利

用として、２次的利用が地域基盤整備につながるような計画が、地域の声を聞いた地域密

着型と言える計画ではないかと思います。当然、電気エネルギーとしての利用は賛成です

が、地域の熱エネルギーとしての利用について、県としてどのように考えていくのか、前

向きな御答弁をよろしくお願い申し上げます。 

 

（濱田智生環境部長） 

 ＲＤＦ施設の推進についてのお尋ねのうち、３点について御答弁させていただきます。 

 まず、製造されたＲＤＦの受け皿は大丈夫かと、こういうお尋ねでございます。 
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 ＲＤＦ化施設につきましては、県内の 24市町村が整備あるいは計画をしていますが、Ｒ

ＤＦの安定的な利用先の確保が最大の課題となっております。こうしたことから、広域的

なモデル事業として、県においてＲＤＦの焼却発電施設を整備することとし、市町村と一

体となってＲＤＦ化構想を推進しているところでございます。 

 なお、計画していますＲＤＦ焼却発電施設は、ＲＤＦで日平均 200トンを処理する能力

を持っておりますけれども、それに対して、三重県ごみ処理広域化計画や現在の市町村の

ＲＤＦ化の動向から判断いたしますと、平成 20年度における処理計画量としては約 160ト

ンとなっており、当面、県内市町村で製造されるＲＤＦの受け入れは十分可能であると考

えております。 

 ２点目は、電気エネルギー源としての利用だけではなくて、地域の蒸気熱源としての利

用が考えられないかとのお尋ねでございます。市町村のＲＤＦ化施設で製造されたＲＤＦ

につきましては、地域エネルギーとして活用していくことも有効な手段であり、例えば、

富山県の南砺リサイクルセンターや北海道熱供給公社のように、冷暖房や融雪の熱源とし

て地域内活用を行っている事例や、海山町リサイクルセンターのように、民間事業者の熱

源としてＲＤＦを供給している事例もございます。 

 しかしながら、地域活用に必要な小型燃焼ボイラーは、ダイオキシン対策や灰処理の必

要性からコストが割高となり、地域での活用、普及の妨げとなっているのが現状でござい

ます。このことから、県はもとより知事が会長を務めるＲＤＦ全国自治体会議といたしま

しても、地域でのＲＤＦの利活用を進めるため、より安価に導入できる小型燃焼ボイラー

の開発について国に要望しているところでございます。 

 三つ目のＲＤＦの輸送コストについてのお尋ねでございますけれども、本県のように南

北に長い地理的条件では、広域化を進める上で、ＲＤＦの輸送コストの課題がございます。

このため、市町村が負担する輸送経費についての財源措置につきましても、国に対して要

望しているところでございます。ＲＤＦ化構想は、資源循環型社会を構築するための有効

な手段の一つであることから、今後とも国に対する制度要望を積極的に行うとともに、市

町村と一体となって推進していくこととしております。 

 

（堀田晃企業庁長） 

 ＲＤＦ施設の市町村からの処理費についての御質問にお答えします。 

 ＲＤＦ焼却発電事業につきましては、現在、公募型プロポーザル方式により、受注予定

者が選定をされたところでございます。現在、契約締結に向けまして、施設整備費及び運

営管理費をできるだけ縮減すべく、受注予定者との協議を進めておるところでございます。 

 このうちＲＤＦの処理を含めた運営管理費につきましては、発電による買電収入を充て

ることとしておりますが、近年の電力自由化の流れ等から売電単価が下がりつつあり、売

電収入のみで維持運営をしていくことが非常に厳しい状況にあります。こうしたことから、

今後とも、環境特性を配慮した売電料金とするよう電力会社等との折衝を重ねるとともに、
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運営管理費の縮減についても最大限努力をすることとしておりますが、それでもなお不足

する場合には、市町村と協議の上、御負担を求めざるを得ないと考えておるところでござ

います。 

 

 

○平成 12 年第４回定例会（平成 12年 11月 30 日） 

(山本勝議員) 

初めに、ＲＤＦ化構想についてお伺いをします。 

 捨てればごみ、使えば資源、ごみが資源に変わる夢のリサイクル施設として大々的に宣

伝をされ、環境先進県を標榜する我が三重県の広告塔となっているＲＤＦ化構想も、最近、

市町村の対応を聞いてみますと、風向きが少々おかしくなってまいりました。一つに、処

理費用の地元負担でございます。たしか平成５年か６年ごろ、前田川知事の時代にこのＲ

ＤＦ化構想の話が桑名広域清掃事業組合にあり、まさに夢の構想のような話で、県も積極

的に無料でＲＤＦを引き受ける、焼却灰も責任を持って処理をするという前提で、桑名広

域清掃事業組合に説明があったと認識をいたしております。 

 しかし、各位御承知のとおり、ことしの９月になって、１トン当たり 4900円を上限に引

き取り料をいただくという方針転換をされ、桑名広域清掃事業組合の事務局長も、過日の

新聞等では、議会も住民説明でも無料だと説明をして理解をいただいてきており、行政が

今さらうそをつくわけにはいかん、こういうような話で、きっぱりとこれについて否定を

されてみえます。まさに燃料を前提にごみ処理のＲＤＦ化を進めてきた関係自治体にとっ

て、このような方針転換は、屋根に上がってはしごを外されたような状態で、戻ることも

できず、大変厳しい環境に置かれておることも事実であります。 

 そこでお伺いしますが、処理費用の問題でございますが、１トン当たり 4900円を上限に

負担をいただくとの根拠をいろいろ分析いたしますと、まず施設の建設費用は約 69億円で、

その内訳は、国及び県より４割ずつ、残りの２割を企業庁会計より立てかえ払いをして償

還を求めることになり、この２割分の資本費と物件費、人件費が処理費用に含まれると、

こういう分析をいたしますが、これらの約 100億円強の運営経費や発電効率、売電料金な

どは不確定要素も多く、15年間のコスト試算についてどのようにお考えになってみえるの

か、まずお伺いをいたします。 

 また、処理費用について、桑名広域事業組合には、正式にはことしの 10月初めに企業庁

より話があったと聞き及んでおりますが、組合議会に議題として、正式にはいまだ上がっ

ておりません。過去の経緯もあり、組合議会で否決をされるような事態になる可能性も十

分あり、周辺環境も地元住民は大変関心を持っており、周辺環境なり道路アクセス等の問

題は一体的な問題として取り入れなくては解決に至らないと仄聞をいたしております。桑

名地区にごみを燃焼して発電する施設を建設するには、地域住民に十分理解をしてもらう

ためにも、周辺環境のパラダイムなり、桑名北部東員線の新設、道路整備 10箇年計画に入
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っておりませんが、早急に考えていただくことがまず先決ではなかろうかと思います。当

局のお考え方をお伺いいたします。 

 次に、処理灰の問題でございますが、現状では焼却施設の処理灰は埋め立て方式にて処

理をされておりますが、国の補助対象の関係でこの方式では難しくなり、そのため新たな

方式を導入せざるを得なくなったと聞き及んでおります。ＲＤＦの焼却灰について、どの

ような処理方法を考えておみえになるのか、お伺いをいたします。 

 次に、本県は環境先進県を標榜し、先ほどもお話がございましたように、積極的に環境

問題に取り組んでいることは理解できますが、現在のような姿勢で果たして環境先進県と

言えましょうか。大変疑問を感じます。今、全県下でＲＤＦ製造施設に 25市町村が取り組

んでおられるとお聞きをしますが、まず、モデル施設の桑名広域のＲＤＦ施設が全国から

脚光を浴びるような優良施設になることが肝心なことでございます。現在のような県の姿

勢では、他の市町村も消極的な姿勢にならざるを得ないと思いますし、知事は、ＲＤＦ全

国自治体会議の会長も引き受けられており、全国規模的な立場からも、環境先進県に相ふ

さわしい施策を大いに期待いたしたいと思います。知事の御所見があればお伺いをいたし

ます。 

 最後に、提言として、先週の 25日には、オランダで京都議定書のルールづくりの国際的

な環境会議がありました。合意には至りませんでしたが、日本国として環境問題の取り組

みは重要課題であると考えますことから、ＲＤＦ発電による電力会社の電力購入価格につ

いて、環境特性などを考慮した売電制度を積極的に国等に働きかけてみてはどうでしょう

か。所見をお伺いしたいと思います。 

 

（北川正恭知事） 

 ＲＤＦの処理費等々について、考え方だけ私から申し述べて、具体的なことについては

担当部局から説明をいたします。 

 ＲＤＦは、この三重県の地勢上、それぞれ南北に 170 キロと非常に細長い県で、ダイオ

キシン対策等々新たな問題については、私どもが努力をして、各市町村でやっていただく

よりはより効率的であり、うまく回転するだろうと、こういうことで今日まで取り組んで

まいりました。したがって、時間はこういうことについてはかかるものでございますが、

その間に、さまざまな世の中大変化のときでございますので、制度とかあるいは法律的な

ことが変わっておりますので、今後、処理費の問題については、現在の準備を進めていた

だいておる市町村の皆さんとそれぞれ担当部局とあわせまして、私どもが協議会等を開い

て市町村の皆さんの御理解を求める努力をしていきたいと、そのように考えております。 

 

（梅田次郎地域振興部長） 

  多度町のＲＤＦ焼却発電施設整備と一体的な問題として検討している地域づくりにつ

いてでございます。 
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 このＲＤＦ施設がもたらすインパクトを活用しながら、環境をテーマとした圏域内外の

交流を活発化させて、新しい地域づくりを図るために、平成 11年度と本年度の２カ年で桑

名・員弁生活創造圏環境交流エリア構想の策定を北勢県民局を中心に進めているところで

ございます。 

 これまで、この施設の圏域に与えるインパクトの想定、分析、また、構想の基本コンセ

プトの整理等を行ってきておりますが、現在、その構想に位置づける事業の検討の作業中

でございます。この構想に位置づける事業につきましては、まずは、民間の活力を引き出

せないかという考え方で検討しておりますけれども、公共による支援や整備の可能性もあ

わせて検討を行っているところでございます。 

 県としても、桑名・員弁生活創造圏の広域的なプロジェクトとして重要と考えておりま

して、市町村とともに円滑な推進が図れるよう努めていきたいと考えております。 

 

（原田禮嘉県土整備部長） 

 まず、ＲＤＦに関連いたしまして、都市計画道路桑名北部東員線の整備について、県は

積極的に関与すべきではないかということでございます。この都市計画道路桑名北部東員

線は、平成４年度に都市計画決定された延長約 8.5キロの都市計画道路でございます。こ

の道路は、現在、県道としての位置づけがございません。県として整備の前提となります

県道昇格につきましては、現在大変厳しい環境にある中で、県がこの道路を取り上げて整

備するということは現状では困難であると考えています。 

 なお、ＲＤＦ化発電へのアクセス道路として、県道四日市多度線を考えており、道路整

備 10箇年戦略におきまして着手を検討している区間としております。 

 

（堀田晃企業庁長） 

 まず、ＲＤＦ処理費用の見通しと環境特性を考慮した売電料金制度の創設についてでご

ざいます。 

 ＲＤＦ焼却発電施設の運営に関する諸条件は、平成７年の電気事業法の改正により売電

料金制度が変わりましたこと、また、平成 10 年度以降は、焼却灰の無害化、安定化処理、

排ガス対策が必要となったことで、計画当初に比較して大きく変わってまいりました。そ

のため、従来の廃棄物発電に比較いたしまして、より高効率のＲＤＦ発電を行うことによ

り、安定的な発電収入を確保するとともに、売電料金に関しましては、現在最も有利な廃

棄物余剰電力メニューを適用することを考えております。 

 議員御提言の環境特性を考慮した新たな料金制度の創設につきましては、ＲＤＦ全国自

治体会議等を通じて引き続き国に対して要望するとともに、電力会社に対しましては、安

定的な長期契約や、太陽光発電、風力発電のようにグリーン料金制度をＲＤＦ発電にも適

用されるよう折衝を重ねてまいります。 
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 また、処理費用につきましても、現在設置準備を進めております県、市町村等で構成を

いたします三重県ＲＤＦ運営協議会、仮称でございますが、この場で関係市町村の御理解

を求めていきたいと考えております。 

 次に、ＲＤＦの焼却灰はどのように処理されるのかとの御質問でございますが、ＲＤＦ

を焼却する際に発生する焼却灰の処理につきましては、平成 14 年 12 月からの国のダイオ

キシン類の排出基準の規制強化に伴い、新設の焼却施設は、原則として焼却灰の溶融固化

設備が必要となります。この規制強化を受けまして、焼却灰の再資源化、再利用について

調査をしたところ、現在、セメント原料としての利用のほか、人口ゼオライト化やタイル

等の陶磁器製品としての利用が技術的に可能とされており、さらに、メーカー等において

利用技術や利用拡大の研究が進められているところであります。 

 したがいまして、これらの利用技術等の動向も注視しながら、より経済的で有効な方法

を採用すべく、受注者ともども種々の方策について検討をしてまいりたいと考えています。 

 

（森本繁史議員） 

 企業庁長にＲＤＦ発電についてお尋ね申し上げたいと思います。 

 今、処理費については、有償か無償かということで、市町村の方を回っていただいてい

るということでございますけれども、桑名広域については、無償でという説明を行ったと

いうことで、これは県も認めておるわけでございますけれども、上野市ほかの市町村につ

いては、いわゆる電気事業法が改正されたからとだれかが言ったはずであります。そのだ

れかはわからないけど、だれかが言ったはずであるというような発言もありますし、いわ

ゆる打ち合わせメモだとか、あるいは復命書等の記録も全くないということですし、こう

いうものについては、環境部あるいは企業庁があるわけですから、庁内の統一見解なり、

そういうふうなものをつくるわけですけれども、そういうものも存在していないというこ

との中で、やっぱり言っていないというふうなことで処理すべきじゃないか、いわゆる行

政の範疇の中では、いわゆる文書がない、そういうものについて全くきちっとしたものが

ない場合は、これはやはり言っていなかったということの中で、改めてもう一度、我々は

言っていなかったけれども、こういうふうな社会情勢になったんだからひとつお願いした

いというあれが筋であって、いわゆる言った言わんの論議というのは、これは非常に極め

て遺憾ではないかと。ここらについてのちょっと企業庁長の見解をお尋ねしたいのと、そ

れと、もう一つ非常に重要な問題は、これは、いわゆるこの関係市町村が了解しないまま

進んだ場合に、企業庁がいわゆるこの処理物を発電所へ受け入れるのかどうか。いわゆる

解決しないまま、このまま行ったときに、いわゆる処理費を払わなければお断りするとい

うような状況が出るのか。市町村が、どんどんこれ、処理場ができてきます。これ、野積

みして、山積みにしてそのまま放置するわけにはいかない。結局市町村が泣き寝入りをす

るということになるんではないのかなというようなことも懸念されます。 

 それからもう１点、県費負担を市町村に負担を求めたいというような見解でございます
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けれども、いわゆる市町村であったとしても、負担というものは県民に負担をさせるわけ

です。ですから、市町村を通して県民に負担をさせようが、県が直接県民に負担を求めよ

うが、これは県民に負担をさせるということについては変わらないわけですから、今まで

のいきさつ上からいって、県がやっぱりこの問題は負担してもいいのではないかという、

以上３点について、時間がないですから簡潔にお答えいただきたいと思います。 

 

（堀田晃企業庁長） 

 ＲＤＦの処理費用に関する市町村への説明につきましては、本年 10月から 11月にかけ

まして、環境部ともどもＲＤＦ関係の 26市町村に説明に伺いました。市町村では、処理費

用は無料であるという認識でございます。そこで、処理費用が必要となった経緯といたし

まして、当初計画では、想定していなかった電気事業法の改正や灰処理の無害化等の状況

の変化について説明をさせていただきました。 

 企業庁といたしましては、施設の効率的な運営やコストダウンを図るとともに売電収入

の安定確保に努めまして、具体的な金額は、提示できるようになった段階で、近く設置予

定の三重県ＲＤＦ運営協議会の中で関係市町村の御理解を得てまいりたいと思います。 

 また、処理物を云々ということですが、これは御理解を得て処理をさせていただきたい

というふうに考えております。 

 また、市町村の負担でございますが、企業庁といたしましては、効率的な事業運営や灰

処理費用等の低減に努めるとともに、安定的な売電収入を確保することによりまして、で

きるだけ市町村の負担の軽減に努めまして、事業の円滑な推進を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 

 

○平成 13 年第 2回定例会（平成 13年 6月 21日） 

（山本勝議員） 

 このＲＤＦ構想の全体像につきまして、県としては、ダイオキシンの発生の抑制のモデ

ル施設と言うてみえるんですけれども、地元の方としては、関係者は、やはり迷惑施設だ

と。迷惑施設というとらえ方をして意識を持っておるわけです。ですから、幾ら話をして

おっても、なかなか地元と行政の間には、発言とか姿勢にはギャップがあるわけでござい

まして、なかなかかみ合わんときておるというのが現状でございますから、その辺のとこ

ろのギャップを、どうこれから埋めていかれるのかということもお伺いをしたいと思いま

す。 

 最後に、ＲＤＦ処理料の問題でございますけれども、対象市町村でつくられております

運営協議会、これの現状の報告と地元負担金の問題、市町村の年度予算の時期も、平成 14

年 12月ぐらいからスタートしますと、たとえ３カ月と言われても、期間がございますから、

予算を組まなければいけませんから、そういうぐあいにたぐっていくと、平成 13年の９月、



 

59 

 

10 月ぐらいには、やっぱりそういう金額というのも提示をしなければいかんというような

時期になろうかと思いますので、いつごろそういうような金額を提示されるのかというこ

とをお伺いをしたいと思います。 

 

（濱田智生環境部長） 

ＲＤＦ化構想に絡みまして、県行政の取り組み姿勢についても尋ねがございました。県

において多度町地内に計画を進めておりますＲＤＦ焼却・発電施設は、未利用エネルギー

の有効活用を図るためのモデル事業といたしまして、市町村の施設で製造されたＲＤＦの

安定的な受け皿として、全国に先駆けて整備するものでございます。 

 こうした観点や施設について、地元の皆さん方の御理解をぜひお願いしたいと思います。

一層の理解が得られますように、努力していきたいと思います。 

 

（服部卓郎企業庁長） 

 ＲＤＦ運営協議会の活動等についてお答えいたします。 

 本年１月に設置しました三重県ＲＤＦ運営協議会の中に総務運営部会と技術部会を設置

しておりますが、総務運営部会におきまして、経済的で効率的な維持管理について協議を

進めているところでございます。 

 御質問の地元負担金、いわゆるＲＤＦ処理費につきましては、現在、ランニング費用等

を精査している段階であり、この総務運営部会におきまして検討を深め、年内の解決をめ

どに努力してまいりたいと考えております。 

 

 

○平成 13 年第 4回定例会 委員会報告（平成 13 年 11月 26 日） 

（櫻井義之予算決算特別委員長） 

現在推進中のＲＤＦ焼却・発電施設については、関係市町村と十分協議して、早期に算

定根拠を明確にした料金設定を行うとともに、安定した事業運営を図るため、売電料金、

ＲＤＦ量の確保等について関係機関と協議されるよう要望いたします。 

 

（真弓俊郎議員）   

引き続き、認定３号の電気会計決算では、ＲＤＦ焼却発電施設に関するものがあります

が、私たち日本共産党は、次の二つの点で問題点を指摘したいと思います。 

 まず第１は、ＲＤＦが新エネルギーとされていることです。しょせんごみをプラスチッ

クやビニールと一緒にして燃やしてしまうのがＲＤＦではありませんか。こんな古い、否

定されるべき旧思想に基づく施策です。これではごみの分別と減量化にはつながりません。 

 もう一つは、運営費のいい加減さです。15年間の売電収入引く 15年間の物件費、人件費、

そして資本費、残ったものがすべて市町村負担になります。そして、がらがらぽんで、ト
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ン当たり 4900円。これもやっぱり住民負担。県の医療や福祉施設の民営化が声高に叫ばれ

ていますが、こんな工水事業や電気事業こそ見直すべきではないでしょうか。 

 

 

○平成 13 年第 4回定例会（平成 13年 12月 7日） 

（吉川実議員） 

ごみ固形燃料焼却・発電施設の運営に関してでございますが、県、企業庁では、資源循

環型社会を構築する上で、極めて有効な手段として、ごみ固形燃料、いわゆるＲＤＦ焼却・

発電施設の整備を多度町地内で平成 12年 10月に着手され、来年の 14年 12月稼動に向け

て鋭意進められております。 

 また、このＲＤＦ焼却・発電施設の整備に呼応して、県下の市町村におきまして、桑名

市ほか５町で構成する桑名広域清掃事業組合、勢和村ほか７町村の香肌奥伊勢資源化広域

連合、御浜町ほか３町村の南牟婁清掃組合、及び上野市ほか４カ町村で構成する環境衛生

組合と、海山町、浜島町、紀伊長島町を合わせ７団体 26市町村が、一般廃棄物の焼却炉の

更新時期の到来と、平成 14年 12月から、ごみ処理に係るダイオキシン類の排出基準が、

現在の 80ナノグラム以下から、既設施設の改修の場合は１ナノグラム以下、新設の場合は

0.1ナノグラム以下となること等によりまして、ＲＤＦ発電施設の燃料となるごみ固形燃料

化施設の整備を進めているところでございますが、三重県において、市町村等のごみ処理

施設をＲＤＦ化施設として整備するよう促進され、県、市町村連携して取り組まれており

ますことは、三重のくにづくり宣言におきまして、ごみを単に燃やして埋める処理から循

環型の処理システムへと転換し、環境負荷の低減を図るとともに、ごみの持つ未利用エネ

ルギーの有効活用を行うため、市町村などのごみ処理施設をごみ固形燃料化施設として整

備し、地域の燃料とするよう誘導し、ＲＤＦの大量で安定的な利用先としての発電施設の

整備を進め、電気エネルギーとして有効に活用するとしたことの実現でございまして、高

く評価したいと存じております。 

 こうした施設の整備が進められる中で、ＲＤＦ焼却・発電施設の稼動後の運営経費につ

きましては、ダイオキシン類等の排ガス対策などに多くの経費がかかることや、電力自由

化に伴います売電料金の低迷から、売電収入によって維持管理費を確保することが難しい

と予想されるとされまして、昨年９月の県議会定例会の中で、運営経費について関係市町

村等に、ＲＤＦトン当たり 4900円を上限として負担をお願いすると表明されたところでご

ざいます。 

 先日放送されましたＮＨＫの「クローズアップ現代」の番組の中で、関係市町村の職員

の「ごみ固形燃料化施設整備の着手時には、発電施設への持ち込み料は無料であると認識

していた」という声もあります。また、今後運営することとなる市町村等の施設の維持経

費も、従来のごみ処理施設に比べ大幅に上回り、さらに、それぞれの施設から発電施設へ
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の運搬料、いわゆる横持ち料も必要になる。関係市町村等は憂慮し、困惑している状況に

ございます。 

 県当局が、今回のＲＤＦ焼却・発電施設整備のハード部分に対しまして、一般的には市

町村が行う一般廃棄物処理施設整備事業を採用し、また、発電事業部分についても一般会

計からの出資を行い、国の制度を活用しながらも、多くの県費を投入し、さらに、施設の

運営収支不均衡や市町村等の新たな負担に対しまして、国の関係省庁へ、ＲＤＦの輸送に

対する市町村への交付税措置の創設や、ＲＤＦを再生利用認定制度の対象に追加すること、

及びＲＤＦ等新エネルギー導入促進売電制度の創設などを強く提言、要望されていること

は、十分承知いたしております。 

 そこで、地域住民に光とエネルギーを供給される公益事業として貢献されております電

力会社にいま一つご理解をいただき、売電料金のアップをお願いしてはどうか。また、企

業庁として、ＲＤＦの熱カロリーを高める努力と、エネルギーのばらつきを補う石炭等化

石燃料の削減に努められ、コストダウンを図られ、持ち込み料金の軽減に努力されるお考

えをお聞かせをいただきたいと思います。 

 

（濱田智生環境部長） 

 ＲＤＦに関する御質問に御答弁申し上げます。 

 資源循環型社会の構築を図るとともに、未利用エネルギーの有効活用を促進するため、

ＲＤＦ化構想を提唱いたしまして、市町村のＲＤＦの安定的な受け皿を確保するために、

ＲＤＦ焼却発電施設を広域的なモデル施設として整備するなどの取り組みを進めてまいっ

たところでございます。 

 この構想を進めるに当たりましては、本県が全国の自治体に積極的に呼びかけましてＲ

ＤＦ全国自治体会議を設立し、知事みずからが会長となりまして、国等の関係機関に要望

を行う中で、県が行うＲＤＦ焼却発電施設の整備に対する補助や起債制度の拡充などの成

果を上げてきたところでございます。 

 ごみのＲＤＦ化は、市町村にとって、貯蔵性や輸送性などのメリットがございますが、

一方、南北に長い本県では、ＲＤＦの輸送経費が新たな負担となるため、市町村の強い要

望も受けまして、ＲＤＦ全国自治体会議や県の国家予算要望活動においても、ＲＤＦの輸

送に対する市町村への交付税措置の創設などを国に強く要望しているところでございます。 

 今後も、これらの要望が実現されますように、国に対して引き続き提案、要望活動を行

うなど、ＲＤＦ化構想の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 

（服部卓郎企業庁長） 

 ＲＤＦ発電関係に関して二つお答え申し上げます。 

 まず、県は電力会社に対して売電料金のアップを求められないかといった御趣旨でござ

いましたが、ＲＤＦ発電など新エネルギーの優遇買い取り制度の創設につきましては、予
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算要望活動や「ＲＤＦ全国自治体会議」等を通じまして、経済産業省あるいは新エネルギ

ー庁などに対し要望を行ってまいりました。しかしながら、優遇買い取り制度の創設は電

力自由化に反する動きでもありまして、国からの買い取りには厳しい状況がうかがえます。 

 また、電力会社の電力購入メニューにおきまして、ＲＤＦ発電の電力は、現在では、廃

棄物発電の余剰電力として比較的安価に買い取られることとなっています。これに対しま

して、太陽光発電、風力発電に電力会社が配慮しているように、ＲＤＦ発電にも、グリー

ン料金的発想から、電力購入価格の引き上げと安定的な長期計画がなされるよう、県とい

たしましても電力会社に要望いたしているところでございます。 

 次に、県はＲＤＦ処理費の軽減をどのように努力しているかといったような御趣旨でご

ざいました。 

 ＲＤＦ焼却発電施設につきましては、建設費、運営費を軽減することをねらいといたし

まして、民間事業者のノウハウを活用したＰＦＩ的手法を導入することといたしました。

公開公募によるさまざまな提案を受けまして、技術的、経済的に最もすぐれた案を採用す

るなど努力を行ってまいっております。 

 来年の運転開始に備えまして、三重県ＲＤＦ運営協議会の中に、総務運営部会あるいは

技術検討部会を設けまして、市町村とともにランニングコストの軽減化を図るための研究

検討を重ねております。 

 今後も、市町村と県が一体となり、ＲＤＦ焼却発電施設の効率的な運用開始に備えてま

いりたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。 

 

（吉川実議員） 

ＲＤＦですが、問題は、私が心配するのは、クローズアップ現代でそう言ったから、あ

るいは無料で引き取りますからと、五、六年前の計画当初、26 市町村が７団体になりまし

て、県の御指導よろしきを得て、そうして固形燃料化、こうしていこう。環境を遵守しな

がら住みよいまちづくりをしていこう、きれいな空気にしていこう。今の焼却施設では、

ダイオキシン問題だとかいろんなことで生活する人たちの健康に害するから、固形燃料化

して焼却をする。発電する電気は二の次でございますけれど、そうした環境浄化のために、

ともに三重県と一緒になって 26市町村が参画をしてきた。 

 そこで、持ち込み料の話でございますが、当初そういうことが聞かされておらなかった。

しかし、電気事情やいろんなことで難しい問題が起こってきた。それには、企業庁として

はどうしてもやっぱり、名前のとおり企業庁ですから、採算を度外視して赤字でやってい

くわけにもいかない。だから、最低限このぐらい頼みますわと、このようなことを思われ

ているのかどうか。巷間そのように、昨年９月にもそういう提案というか話がありました。 

 そこで、私が考えますのに、やっぱり企業庁努力というのも大事であります。それは言

うまでもございませんが、そうした地域住民の肩に全部かかってくる。そうして、4900 円

にプラス、平均しまして四、五千円の運賃、横持ち運賃も要るわけです、約１万円。そう
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して、固形燃料いわゆる廃棄物を収集して、そうして固形燃料をつくるための各市町村の

工場に運んできまして、そうして、そこで固形燃料をつくる原価といいますか、そのコス

ト、これがどのぐらいかかるか私には一向わかりませんし、まだつくっておりませんので

答えも出ておりませんけれど、企業庁として大体の、固形燃料をつくるためにどのぐらい

要りますよということもおわかりになっておれば、あらましで結構ですが、御答弁いただ

きたい。お聞かせをいただきたいと思いますのと同時に、やっぱりこれだけ地域住民のす

べて肩にかかってくるわけですから、やっぱり公益性を重視された電気会社さんに、非常

に難しい、今安価で電気を製造できるかもわかりませんけれど、ひとつもう一段の御奮発

をお願い申し上げたい、このように思います。 

 

（服部卓郎企業庁長） 

 ＲＤＦ化の費用につきましては、それぞれの施設の状況によりまして若干差が出ており

ます。規模によりましては、安いところでは１トン当たりの計算でいきますと１万 5000円

程度から４万円程度まで開きがございます。そういった事情で、それぞれ規模のメリット

というものの差があろうかと思いますが、私どもの方へ持ち込んでいただきますＲＤＦ処

理費の問題につきましては、4900円というお話が去年議会答弁でも出ておりましたですが、

その軽減化のための努力をいたしてまいりたいというふうに考えております。 

 

 

○平成 14年第 1回定例会（平成 14年 3月 4日） 

（山本勝議員） 

最後に、ＲＤＦ焼却発電施設に関連してでございますが、当該市町村も、当初の説明で

は無料で引き取るとの空気が根強く、そして、構想の推進者としての県の今後の予定とか

問題の解決への決意をお伺いし、土地問題についてもいろいろ新聞等で騒がれておりまし

て、土地賃貸借契約なり保安林指定の問題についても正確な状況と、着工が果たして間に

合うのかと、こんなこともお伺いをして、以上、壇上からの質問を終了させていただきま

す。明快な御答弁をお伺いして、終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

（濱田智生環境部長） 

 ＲＤＦ焼却発電施設の諸問題のうち、保安林解除につきましてお答え申し上げます。 

 桑名広域清掃事業組合が実施いたしますＲＤＦ化施設及び県が実施いたしますＲＤＦ焼

却発電施設建設に係ります保安林の指定の解除につきましては、農林水産大臣が行う事案

でございます。 

 この事業は、用地取得につきまして土地収用法が適用されるため、森林法第 26条第２項

に基づきまして、公益上の理由で保安林が解除されております。 
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 土地収用法が該当する事業の解除申請に当たりましては、土地収用法が適用される土地

所有者の同意書等は許可の要件とはなっておりません。したがいまして、今回の報道にあ

ります一部土地関係者の問題につきましては、保安林の解除処分の効力とは直接は関係す

るものではございません。 

 

（服部卓郎企業庁長） 

 処理費の問題でございますが、昨年 12月 15日に開催されました三重県ＲＤＦ運営協議

会総会におきまして、ＲＤＦ処理費の負担のあり方について議論を行っていただきました

が、結論を得るに至りませんでした。現在、ＲＤＦ運営協議会理事会において調整を進め

ていただいております。県といたしましても、今後、理事会の議論を深め、ＲＤＦ処理費

の負担について皆様の理解を得て、早い機会に取りまとめていく方向で協議していきたい

と考えております。 

 次に、用地問題でございますが、用地取得業務をお願いしております桑名広域清掃事業

組合に確認いたしましたところ、県のＲＤＦ焼却発電施設用地と組合が整備するＲＤＦ化

施設用地を含めた関係用地に関する使用貸借契約書の書類の中に、地権者に関して不明で

ある用地が２筆ございましたが、これらの用地について、その後、正当な地権者が判明し

たということで、適正な手続を行い、既に誤りを訂正いたしたということでございまして、

問題はございません。 

 また、きょうの一部報道にございます土地区画整理事業につきましては、詳しい情報は

入っておりませんけれども、いずれにいたしましても、操業におきまして最善の努力をし

てまいりたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

○平成 14 年第 3回定例会（平成 14年 9月 25日） 

（西場信行議員） 

ＲＤＦという新しい技術利用は、県と市町村で検討されてきました。そして、本年度に

は発電が稼働するという状況まで来ておりますが、貯蔵性、輸送性、また、リサイクルと

いう利点を評価して、環境先進県の三重県がＲＤＦ構想として積極的に取り組んできたも

のだと、このように理解をしております。私の地元でも、香肌奥伊勢資源化広域連合とし

て、勢和村にこのＲＤＦ工場をつくって、日量 44トンで稼働しておる状況であります。 

 そんな中で、先般、６月であったかと思いますが、ＲＤＦ発電の市町村負担金の問題が

運営協議会で議論されまして、一応の決着を見たところであると聞いております。しかし

ながら、当面の市町村負担であります灰処理費との差額であります５億 3700万円の収入不

足が生じる試算となっておるということも聞いております。この収入不足は企業庁の経営

努力で賄うとのことでありますが、公営企業体にそんな余力はないのではないか、また、

企業活動で得た利益は県民の公共福祉のために還元していくシステムの公営企業体にその
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ような余力があってはならないのではないか。このようなことを考えるときに、このたび

のことは、電気の自由化、ダイオキシンの法規制により起こった不測の事態であることを

考えれば、この問題は、国、県、市町村等の行政責任で対応していくべきであろうと思う

んです。そこで、環境先進県を標榜されて、本県のＲＤＦ構想をリードしてきた、全国の

ＲＤＦ自治体会議の会長でもある北川知事の見解をお聞きいたしたいと思います。 

 ＲＤＦの２点目ですが、新エネルギー法が国会を通過しております。この新エネルギー

法の政令によって、ＲＤＦ発電が新エネルギーとして認知されるかされないか、この問題

がこれからの我が県のＲＤＦ発電に及ぼす影響というものは大変重大であると、このよう

に思います。県は、これに対してどのような見解を持って、新エネルギー法に位置づけら

れるよう国に対して働きかけているのか、御説明をお願いいたしたいと思います。 

 また、ＲＤＦに関係する市町村から運賃助成の要望が出ておりますが、これに対する対

応もあわせて伺っておきます。 

 

（長谷川寛環境部長）   

ＲＤＦ化構想について、県の見込みが甘かったのではないかということでございます。 

 三重県では、ごみの持つ未利用なエネルギーの有効活用やごみ処理の広域化を図るため、

市町村と一体となってＲＤＦ化構想を進めてまいりました。この構想を進めるに当たって

は、三重県が全国の自治体に積極的に呼びかけ、ＲＤＦ全国自治体会議を設立し、知事自

らが会長となって国等の関係機関に要望を行うことで、県が行うＲＤＦ焼却発電施設の整

備に対する補助制度や起債制度の拡充を図ることなどの成果を上げ、事業運営経費の削減

を図ってきたところでございます。 

 また、電力の自由化に伴う売電収入の減少等により、計画当初に比べ、ＲＤＦ焼却発電

施設の運営に係る諸条件が大きく変化してまいりましたが、県といたしましては、資源循

環型社会の構築を図るため、ＲＤＦ化構想を推進している立場から、ＲＤＦ焼却発電施設

の全体事業費の 72.5％に当たる焼却施設分 67億 2841万 1000円を一般会計で負担している

ところでございます。 

 また、さらに、市町村のＲＤＦ化施設の整備に対しましても、国の補助制度に加え、県

独自の措置として、起債の元利償還金などに対して各施設ごとに１億円を補助し、市町村

の負担を少しでも軽減できるよう努力してきたところでございます。 

 今後とも、ＲＤＦ化構想の推進につきましては、企業庁との連携のもとに鋭意取り組ん

でまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、ＲＤＦ発電の関係市町村への運送費補助でございます。 

 ごみのＲＤＦ化は、貯蔵性や輸送性にメリットがあります。しかしながら、南北に長い

三重県では、ＲＤＦの輸送経費が新たな負担となりました。このため、市町村の強い要請

を受け、知事が会長であるＲＤＦ全国自治体会議や県の国家予算要望活動において、ＲＤ
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Ｆの輸送に対する市町村への交付税措置の創設等を環境省、総務省に対して強く要望して

いるところでございます。 

 県といたしましては、これらの要望が実現されるよう、今後とも引き続き国に対して提

案要望活動を行い、ＲＤＦ化構想の推進に努めてまいります。 

 

（濵田智生企業庁長） 

 １点は、市町村負担額の減少に伴う事業収入不足への対応でございます。このことにつ

きましては、企業庁におきましても、決定までの経緯を踏まえまして、理事会の御決断に

感謝いたしまして、新たな決意で再度運営管理費の縮減に向け、関係者の御協力もお願い

しながら、今日まで様々な縮減等に取り組んでいるところでございます。 

 現在の検討状況でございますけれども、例えば、企業庁の直接管理部門での人件費の削

減や、中部電力送電線負担金の協議に理解が得られましたことによる削減など５項目ほど

の見直しを行っておりまして、確定したものばかりではございませんけれども、関係者の

御協力により、一定のめどがつけられる見通しとなってきております。 

 いずれにいたしましても、長期の事業運営におきましては、様々なコスト増要因が生じ

るものと考えていますので、運営管理の見直しを不断のことといたしまして、効率的な事

業運営に当たってまいります。 

 また、もう一つ、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の適用の

問題でございますけれども、この件に関しましては、ＲＤＦ発電がこの法律の対象エネル

ギーとなりますように、国に対して制度要望するとともに、知事が会長を務めております

ＲＤＦ全国自治体会議でも要望を行ってまいりました。今後とも努力を続けてまいります。 

 

 

○平成 14 年第４回定例会 委員会報告（平成 14 年 11月 25 日） 

（辻本進予算決算特別委員長） 

 今年 12月運転開始予定のＲＤＦ焼却・発電施設については、この施設の維持運営に要す

る関係市町村の費用負担について、関係市町村の一層の理解を得るとともに、安定した事

業運営を図るために、売電料金、ＲＤＦの量の確保等について関係機関と協議されるよう

要望します。 

 

（萩原量吉議員） 

反対の理由の二つ目は、ＲＤＦ焼却発電所の建設を含む電気事業会計であります。 

 当初、無料で引き取ると言っていたＲＤＦ持ち込み料は、結局 3790円トン当たりも取る

ことになりました。今なお 18の市町村議会でこの支出も議決がされていません。まさにだ

ましであり、うそをついてまでＲＤＦ化を強行したことが証明されました。 
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 しかも、このＲＤＦ、ごみ固形燃料による焼却発電所は、塩素系プラスチック類など本

来燃やしてはならないものまで燃やして有毒ガスが発生する危険性や、また、ごみの減量

化や分別に逆行するもので、いまだに新エネルギー法の対象として位置づけられていませ

ん。さらに、この発電所での焼却後の飛灰についても、この 12月１日から本格稼働すると

いうのに、今なお太平洋セメントの地元藤原町住民の了解が得られていません。建設現場

の地元東員町での搬入道路の問題でも、７年間も要求し続けているのに全く解決していな

い。さらに、建設用地の土地問題まで、訴訟まで提起されているというありさまです。 

 四日市のガス化溶融炉の強行と同じく、このＲＤＦ焼却発電所も、結局は産業廃棄物の

処理に携わる巨大廃棄物処理産業、産廃業界の大企業が中心で結成している廃棄物研究財

団の言いなりで、住民の納得、合意も得ず、まず建設ありきの巨大な実験が県民犠牲で強

行されているものです。これがまさに北川県政の環境先進県の実態であります。 

 北川知事は、外では環境経営などで今度も講演をするようですが、格好よく宣伝はする

ものの、足元の県民の願いに応えないばかりか、会うこともせず、説明責任を果たしてい

ません。このようなＲＤＦ焼却発電所の強行とこの決算に賛成するわけにはいきません。 

 

 

○平成 15 年第１回定例会（平成 15年 2月 21日） 

（田中覚議員）  

 循環型社会の構築、リサイクルなんていうて、この当初予算の事業をずっと見ておった

んです。少し時間がいただけましたので、企業庁長、企業庁長から出されている資源循環

型社会実現に参画するための活動、ＲＤＦ償却発電事業７億 4000万余りですか。上野から

お願いして、上野の一般廃棄物、家庭ごみをお願いしているあの灰はどこに行っているん

ですか、焼却灰は。 

 

（濵田智生企業庁長） 

 かねて議会の方へも御報告をさせてもらっておりますが、三重県内の焼却灰については、

方向といたしましては、セメント資源化に役立てたいということで、そういう方向での今、

努力をしているところでございますが、現時点ではまだ地元の理解が得られておりません。

そういうことで、暫定的な処理といたしまして、岐阜県の方でお引き受けいただいたとい

うことは、先般議会の方へも御報告をさせてもらったとおりでございます。 

 

（田中覚議員） 

 いや、私が尋ねたのは、資源循環型社会の実現に参画するという企業庁が、ＲＤＦの焼

却灰をどう資源循環型にしてもうてまんのやということを尋ねてますの。 

 

（濵田智生企業庁長） 
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 私たちの求めるところは、やはり出てきたごみ、そういったものを資源循環という格好

で最後まで利用したいという強い思いは持っています。そういう思いの中で、先ほどのよ

うな行動をとっておるということで、しばらくのお時間をいただきたいと思います。 

 

（田中覚議員） 

 上野市に確認しましたら、岐阜の市町村の名前はわかりませんが、廃掃法上のＥ通知と

いうのが出てないということなんですが、そのＲＤＦの焼却灰がどんな手法で、岐阜県の

ある市町村に行ってらっしゃるのかお尋ねさせてください。 

 

（濵田智生企業庁長） 

 実は、ＲＤＦの市町村とのお話の中で、昨年の６月に 3790円のＲＤＦの１トン当たりの

負担をいただくという話の中で、我々も懸命の努力をしてきました。そういう中で、厳し

い運営状況になりまして、実は富士電機が運営委託をされていますけれども、そういう話

の中で、一部何らかの格好の富士電機としてもこういう厳しい状況を踏まえて、県、市町

村に向かって何らかの協力をお願いできないかというような話の中で、基本的な契約の枠

組みは変えられないという話でしたが、ＲＤＦの引き受け１トン当たり、一定の期間、灰

処理が軌道に乗るまでの間は、200円程度なら支援できると、こういうふうな話がありまし

て、一たんその部分で買い取ってもらった形にはして、その分の負担軽減を県の方が受け

ておると、こういう形でございます。 

 そういう話の中で、一般廃棄物として処理するか、いわゆる産業廃棄物として処理する

かというような話については、各県ともばらばらでございますが、こういった部分を踏ま

えまして、１年と４カ月ごとの期限の中ではございますが、200円のＲＤＦの購入をしても

らうということで、その焼却灰については産業廃棄物の扱いで処理してもらおうと、そう

いうような処理でございます。 

 

（田中覚議員） 

 もう一度整理させてください。そうすると、企業庁から出てくる焼却灰は、一般廃棄物

なんだけども、富士電機さんが 200 円で、いわゆる有価で買うから、一般廃棄物として企

業庁には残らない。富士電機さんは、灰をもらった、200円で有価物で買ったんだから、あ

とは産廃処理をすればいいだけ。したがって、岐阜県の、どこの市町村かわかりませんが、

Ｅ通知は要らないと、こういうロジックなんですね。確認だけさせてください。 

 

（濵田智生企業庁長） 

 そういうことでございます。 

 

（田中覚議員） 
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 手法はいかな手法であろうとも、ちょっと循環型社会の構築と書いていただいて、ＲＤ

Ｆの焼却とか発電事業で書いてあったら、もう少し知恵ないの。 

 もう一つ、せっかく 200円でも買うてくれておるんやったら、もう上野はトン当たり 3790

円出さないでいいわけですから、焼却灰の灰処理代として 3790円くれということですから、

200円の分け前をもうてもいいわけやな、上野は。私は、そのロジックの中でそう思います

が、何ぼぐらい上野市としては分け前をもらえるんやろう。お尋ねさせてください。 

 

（濵田智生企業庁長） 

 その前に申しましたように、4500円で我々提案いたしまして、当面 3790円というところ

で運営の努力をしようと。長丁場でございまして、14 年４カ月という経営収支の中でござ

います。そういう中で、当初予定したよりも少し計画的に遅れるとか、そういうふうなこ

とで、経費的にも懸念されるということで、先ほど言いましたように、受託事業会社へも

協力を求めたという経緯でございますので、当面、我々企業庁としては、3790 円のときの

それぞれの市町村との話ができるだけ達成できるようにというような話での努力の中でご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。 

 

（田中覚議員） 

 知事のお好きな言葉に「朝令暮改」ですか、まあ、いいやないかと、少々、最初間違っ

た後でちゃんと直していけばいいやないかという話。例えば有価で買っていただくのだっ

たら、有価で買っていただくところをまず探すべきじゃないか。次に、やっぱり処理代が

要るんやということであれば、処理代は、富士電さんに委託してあるんだからということ

じゃなくて、どんどん入札かけて、より安く処理をしてもらうところを求めるべきじゃな

いか。三つ目に、全く循環型社会の構築なんていうのは頭にない。 

 何せ自分の手元からごみがなくったらいいというのは、化石のような発想だと私は思う。

環境部長、ああいう答弁をしているのをどう思う。環境部長にお願いします。 

 

（長谷川寛環境部長） 

 ＲＤＦ発電の焼却灰につきましては、大変私ども環境部も関係しておるわけでございま

すが、計画が地元調整の結果うまくいかなかった、いってないということの中で、緊急避

難的に企業庁が考えられて処理されているということでございますので、私どもといたし

ましては、ぜひ御理解願いたいと思います。 

 

（田中覚議員） 

 さっき私、褒めてんで。循環型社会もよう頑張ってもうてるというて。片方では全然あ

かんのや。積極的に知恵を絞るという努力をしたの、環境部長。ちゃんと指導したの。企

業庁長は環境部長にちゃんと相談したの。一体どうなっておるの、これ。ただ三重県から
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持ち出せばいい。 

 ただ埋め立てればいい。そういう発想で三重県の環境先進県、語れんではないかと、こ

のように思いますが、もう一度環境部長、どうぞ。緊急避難的になんて言ったらあかんの

と違う。シミュレーションしたの。努力してくれた。 

 

（長谷川寛環境部長） 

 今後、環境部と企業庁と連携して、きちっとやってまいりますので、どうぞよろしくお

願いします。 

 

（田中覚議員） 

 今のお答えを尊重したいと思います。 

 企業庁長、今の環境部長のお話を伺っていただいてどのように、御所見があれば。 

 

（濵田智生企業庁長） 

 暫定的な処理ということでございまして、一日も早く資源循環になじむような形の努力

をしたいということでございます。 

 

（田中覚議員） 

 今、最後のお話を聞いて、知事にお話を聞いていただいたように、まだまだ県庁の職員

さんの意識を変えたと知事はおっしゃるけれども、困難に立ち向かったときに自分の身を

守ろうとしてしまう。その都度その都度、最良の方法を決めていかない、こういうふうな

ことに移ったのだろうと思います。したがいまして、知事にはおやめいただいても、一層

御意見番として県政に御参画いただきますよう心からお願いを申し上げ、終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 
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三重県議会におけるＲＤＦ関連の発言（稼働段階） 

         ＜平成 15年度：事故関連＞ 

 

○平成１５年第２回８月臨時会（平成１５年 8月 25日） 

（野呂昭彦知事） 

 開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 本日は、議員の皆様方の招集請求によります臨時会開催のため、御参集をお願いしまし

たところ、お集まりをいただきましてありがとうございます。 

 このたびの三重ごみ固形燃料発電所のＲＤＦ貯蔵槽の爆発事故に関しまして、消火活動

に当たってこられた方々の尊い人命を失う事故の発生について深くおわびを申し上げます。

亡くなられた方々の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、御家族への哀悼の意を

表します。また、けがをされた方々の一日も早い回復を念願しております。さらに、施設

周辺住民の方々にも多大な御迷惑をおかけし、県民の皆様に不安を与えましたことにつき

ましても、大変遺憾に思っております。 

 今回のこのような事故の発生については断腸の思いであり、当該施設により発電事業を

行っている地方公営企業の設置者として大きな責任を感じております。現在、貯蔵槽の完

全消火に緊急に取り組むとともに、ごみ固形燃料発電所事故調査委員会の設置、水質、土

壌、大気の調査、健康相談所の開設などの対応を行うほか、今後、市町村のごみ処理、汚

水対策など、あらゆる対策を講じていく所存ですので、議員の皆様方におかれましても、

格別の御理解、そして御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

 

○平成 15年第３回定例会（平成 15年 9月 24日） 

（萩野虔一議員） 

まず、冒頭に、先のＲＤＦの爆発事故によりまして犠牲になられましたお二人の方に心

から哀悼の意を表させていただきます。また、御家族の皆さんには衷心よりお悔やみを申

し上げます。そして、けがをされた皆さん、一日も早い回復を心から御祈念申し上げたい

と思います。 

 通告に従いまして、順次質問をさせていただきますけれども、今回、私は基本的なもの

に少しこだわりまして、念頭に置いて発言をさせていただきたいと思います。 

 まず、今のＲＤＦの貯蔵タンクの事故についてお伺いをいたします。 

 このことにつきましては、県も調査委員会を設けて調査していますし、議会も特別委員

会で原因の究明やら再発防止について議論をしているところでございますし、警察本部も

捜査をしている途上でございますので、基本的なものについて事故後の初の議会でござい

ますので、知事の認識をお伺いしておきたいというふうに思います。 
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 ＲＤＦは、夢のリサイクルとも呼ばれ、ＲＤＦ施設、それが稼働後わずか８カ月、最先

端の施設で起きた２人の犠牲者を出すという、まさに深刻な爆発事故でございました。野

呂知事をして「県政史上の一大汚点として記録されるもの」との言は、まさに宜なるかな

と思います。 

 「ＲＤＦって何だ」というふうなことをよく県民の皆さんから聞かされます。今日はち

ょっとＲＤＦそのものを借りてきました。（実物を示す）これは、南牟婁郡御浜町のクリ

ーンセンターでつくっているものなんですけれども、こういうものなんです。チョークよ

り少し短いといいますか、これ、固いんですけれども、これがごみからつくられた固形燃

料です。長さが違うんだそうでございますけれども、これは３センチぐらいで直径が１セ

ンチぐらい、こういうものが貯蔵槽にたまっていて爆発事故を起こした。これ、固形燃料、

こういうものなんです。ここに置いていても爆発は起こりません。 

 この件につきましては、今から７年前、1996年（平成８年）に、今日もお見えですけれ

ども、藤田正美議員が当時の北川知事に質問されています。 

 お許しをいただきましたので、少し紹介をさせていただきます。このようなことを藤田

さんは言っております。「ＲＤＦというのは、この計画推進に当たった人たちを除いて全

く未知のもので、この未知のものが地域に受け入れられるためには、幾らそのハードがよ

くても、それを使いこなすソフト面も同じくらい重要な事柄です」、こう述べております。

さらに続けて、「ここに至るまでも順調とは言えなかったということも皆様御承知のとお

りですし、今後も順調に進んでいくという保証は又ありません」と質問をされています。 

 まさに今日を予測していたような炯眼であったと私は思います。 

 これに対して、当時の北川知事はこのように答弁されています。「ＲＤＦ化の推進は、

資源循環型社会を構築するための一環として非常に有効であること、環境保全上格段に有

利であること、そして、技術上の問題は解決されていることなどを挙げて、市町村と一体

となって推進を図っていきたい」と答弁し、全国に先駆けて環境先進県を目指すと表明さ

れています。北川県政の目玉の一つでありました。 

 しかし、前知事がおっしゃるように、技術上の問題は解決されているにもかかわらず、

事故は起きました。仮に技術上の問題でないとするならば原因は何ですか。 

 昨年 12月に始まったダイオキシンの規制対策が急がれたこともあり、県営では全国初の

施設ということもあり、安全対策や安全への意識が欠如したままで稼働させてしまったこ

とが今日の惨状を招いてしまったのではないかと思います。当時、よく、失敗する自由な

んていう言葉がありましたけど、そんなことは決して言えません。野呂知事の言う「試運

転のまま稼働していた」のとおり、認識の甘さが招いた惨事と言わざるを得ません。 

 確かに、最先端の施設であるがゆえに法の整備もなく、必要な国の基準や規制も薄い状

態でした。今、国もこの事故の重大さに鑑み、年内を目途に保管方法も含めた基準づくり

を急ぐ考えのようでございますが、そんな状態だからこそ、なおさら万全な安全対策と慎

重な運営が望まれたのではなかったでしょうか。 



73 

 

 知事は、この事故につながるか、あるいは、安全に運転できるかというターニングポイ

ントはいつだったとお思いですか。 

 福岡など他の県の施設では、消火設備だけでなく、様々な安全への方策を当初から講じ

ていると聞きますし、ＲＤＦを石炭と同じ扱いをしているところもあると聞いています。

昨年 12月に最初の事故が発生したとき、徹底した検証がなされていたら今回の事故にはつ

ながらなかったのではなかったか。 

 そのときのトラブルの状況や変化に対応し切れないまま再稼働させたことが大事故につ

ながったのではないかという思いを私は捨て切れません。 

 そこでお尋ねいたします。 

 日本のＲＤＦに深刻な打撃を与えたこと、警察の捜査を受けて刑事事件に発展する、そ

ういうことも含めて、今回の事故の原因と責任、そして危機管理について知事は今どのよ

うに認識をされているのか、お答えください。また、情報先進県を標榜する県として、今

回、一連の経過の中で、県民や議会への情報公開が住民への説明会も含めて不十分であっ

たと多くの方が指摘をしています。そして、そのことが不安感や不信感を増幅させていま

す。情報公開や提供は十分であったのか、そのあり方も含めて知事の認識を問いたいと思

います。 

 私は、環境に配慮し、資源循環型社会を目指していく方向は間違いのない理念だと思い

ますが、この事故では尊い人命が犠牲になっていることであり、事は重大であります。し

かし、一方で、県内７カ所のＲＤＦ製造事業所と 26 市町村に深刻な打撃を与えています。

このままの状態が長く続くならば、ごみは行く場を失ってしまいますし、財政負担もまた

深刻です。市町村のＲＤＦ運営協議会は、安全と点検を確認の上、県民の理解を得ながら

早い再稼働を望んでいます。この声に対して、今後の対応と見通しについて、財政負担の

あり方も含めてお答えをいただきたいと思います。 

 また、一般廃棄物行政は、本来市町村であります。循環型社会を市町村と協働で考えて

いくとして、ＲＤＦは県として一歩踏み出した、このことの意義については、もとに戻り

ますけれども、一度確認をさせていただきたいと思います。 

 最後に、この事故は危機管理の重要性を最も深刻な形で教えてくれました。 

 そして、それは県の組織のあり方や体制そのものの議論を呼んでいます。マネージャー

制の導入など、組織のフラット化によって責任の所在があいまいになっていなかったので

しょうか。フラット化はそれ相応の意義はあるとしても、そのことが危機管理を危うくし

たことにつながっていっているという議論に知事の考えを伺っておきたいと思います。 

 以上、第１回目、ここで答弁をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（野呂昭彦知事） 
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 ＲＤＦ一連の事故につきましての御質問でございますけれども、まず、冒頭、私の方か

らも、犠牲になられました消防職員の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族の皆さ

んにお悔やみを申し上げる次第でございます。このような事故に至りましたことを大変遺

憾に思い、御迷惑をおかけしました皆さんにおわびを申し上げたいと思います。 

 さて、今回の事故に関しまして、県議会におきましてはＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員

会を設置していただいております。そこにおきまして事故の原因究明だとか再発防止等に

ついても御調査をいただいておるところでございますが、県の方におきましてもごみ固形

燃料発電所事故調査専門委員会を持ちまして、ここで検討いただいておるところでござい

ます。 

 なぜこの事故が起きたのかと、こういうことでございますけれども、この委員会の方で

９月 16日にいただきました中間報告によりますと、ＲＤＦの貯蔵槽からの発熱要因につき

ましては、発酵による発熱によるところという一定の、これは推察でございますけれども、

爆発に至る原因の究明につきましては、まだ完全に特定するまでには至っておらず、今後

の課題とされておるところでございます。 

 今回のこの事故につきまして、過去の北川県政当時のことも振り返って御質問をいただ

いておるところでございますけれども、この中間報告におきましても、貯蔵槽の管理方法

につきまして他県と比較したときに、他県の方がよりリスクマネジメントに配慮した取り

扱いを行っているということでございまして、こうしたことから事故の発生を未然に防ぐ

ことができなかったということで、大変、当該施設の設置者という立場で遺憾に思ってお

るところでございます。 

 ターニングポイントはいつごろだったのかというようなことでございますけれども、こ

れにつきましては、今、捜査機関も含めまして調査をしていただいておるということでご

ざいますので、こういった中で事故が解明されていくことにより、そういったことも同時

に解明されていくのではないかと、このように考えておるところでございます。私として

は、一日も早く県民の皆様の信頼を回復できますように最善の努力をいたしていきたい、

このように考えておるところでございます。 

 それで、危機管理体制についてのことをお尋ねでございますけれども、今回の事故を教

訓に、９月２日に地域振興部防災監を座長といたしまして、職員 20名から成ります危機管

理体制検討会を設置いたしたところでございます。 

 フラット化といったことにも大きく関係があるのかというようなことを御指摘でござい

ますけれども、この検討会の作業の中で、危機が発生したその背後にどういう問題があっ

たのか、そういう中には組織の体質だとか、あるいは仕組み、御指摘ありましたフラット

化というようなことも含めて、これまでの全庁的な危機管理体制についての問題点を洗い

出さなければならない、こう思っておりまして、そういう中で危機管理の体制をきちっと

整備していく、そして、危機の発生を未然に防止する対策とか、あるいは、発生時に迅速

に的確に対応できる体制の整備、こういったものをしてまいらなければならない、こうい
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うふうに思っておりまして、これは検討いたします中でできるものから早急に実施をして

まいりたい、そして、トータルマネジメントのシステムについての検討も行っておりまし

て、それに先行して危機管理体制の検討会を設置いたしておりますので、マネジメントの

方とも十分に連携をとりながら対応してまいりたい、このように考えておるところでござ

います。 

 それから、財政負担につきまして、これは市町村のごみ処理に係る財政負担というのが

かなりあるということでございます。ＲＤＦの処理ができなくなったことによりまして、

ＲＤＦ化しております 26市町村におきまして多量に発生するごみの処理問題が本当に大き

な問題でございます。県といたしましては、市町村ごみ処理対策本部を設置いたしまして、

市町村あるいは関係機関と協力をいたしましてごみ処理体制を整えて、当面、受け入れ先

というものについては確保しておるところでございます。 

 しかしながら、このごみ処理の受け入れ先でかかります費用というものは、ＲＤＦの処

理にかかる費用を大きく超えておるわけでございまして、市町村において財政的な負担を

抱えておるその状況から、これは大変厳しい状況だと認識いたしております。この費用を

最終的にどこが負担するかという問題でありますけれども、これにつきましては、事故原

因が究明されまして、責任分担が確定した時点で決定されるべきであると、このように考

えておりますけれども、私どもとしては、県議会やあるいは市町村の皆様の御理解が得ら

れるよう、調整につきましては責任を持って県がいたしてまいらなければならない、この

ように考えておるところでございます。 

 それから、事故の安全性とか、いろんな今後の対策について十分取る中で、ＲＤＦ焼却

発電施設の早期稼働を考えていかなければならないという御指摘でございますけれども、

私としましては、このごみ固形燃料発電所の運転につきましては、調査委員会等におきま

すところの調査によりまして原因がしっかり究明され、施設の安全性が確認されるまでの

間は再開しないと、こういうことを申し上げてきたところでございます。 

 ９月 16日に出されました事故調査専門委員会からの中間報告におきましては、同委員会

から県に対しまして次のような点について対応を求められております。 

 その一つは、全国のＲＤＦ関係者が技術や事故情報などにつきまして機敏に交換できる

情報共有手法を検討するとか、それから、地域に対します安全対策等について検討するこ

とということが一つでございます。 

 それから、二つ目は、今回の事故がＲＤＦ貯蔵槽からの発熱・発火に伴うものであり、

焼却や発電施設とは無関係の事象によるものと考えられるが、この際、これらの施設につ

いても、関係機関との協議とか、専門家によります十分な点検を行って一連の装置の安全

性と安定性を確保することと指摘されておるところでございます。 

 これらの指摘につきましては、私が、運転を再開するかどうかという判断を、それにつ

きましては必要不可欠なものであると、こういうふうに今考えておるところでございます。 

 次に、こういった中、これからのごみ政策そのものについてどういうふうに考えていく
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かということでございますけれども、三重県におきますごみ政策につきましては、大量生

産、大量消費、大量廃棄という社会経済のシステムがもたらしました自然環境の破壊等、

今日的な環境問題に対する反省のもとで、最適生産、最適消費、それから廃棄ゼロ、こう

いったことを基本とした持続可能な資源循環型社会の構築を目指して、ごみの発生抑制と

か、あるいは再使用、再生利用の取り組みを促進しようとしてきたところでございます。 

 ごみの減量化が進まない現状におきましては、ごみをどう処理していくかということ、

これは極めて重要な課題でございまして、ごみの効率的かつ安全で安心な廃棄物の広域処

理システムの構築にこれまでも対処してきたところでございます。 

 しかしながら、私も北川県政の三重のくにづくり宣言等を見てまいりまして、こういう

基本的な考え方・理念はあるのでありますけれども、これまでの施策としては、やはり、

ごみを出さないとか、ごみをなくすための施策の展開よりも、出てきたごみをどう処理す

るのかと、こういうことに力点が置かれて展開されてきたと、こういうふうに考えておる

ところでございまして、今後は、ごみをどう処理するかということと同時に、まずはごみ

を出さない、ごみを無くすんだというための施策の展開がより大切なものになっていくと

考えておるところでございます。 

 このために、今後は、ごみの再資源化などをより一層推進するとともに、ごみゼロ社会

の実現に向けてごみの排出量そのものを削減していく取り組みの具体策が求められておる

と、こういうふうに考えておるわけでございます。 

 ただ、この問題につきましては、一朝一夕に実現するものではなく、大変難しい面があ

ると思っております。すなわち、県民あるいは企業、行政、地域のあらゆる主体の皆様に、

ごみを無くそうとする熱意とか、取り組みにおけますところの相互の協力であるとか、あ

るいは、我慢強くそれを続けていくという、そういった取り組みが必要でございまして、

そのことによって初めて実現できるのではないかなと思っています。 

 したがいまして、ごみをゼロに持っていけるような、そういう社会の構築に向けては、

短期・中期・長期的な視点からじっくりと取り組んでいく必要があると、こう考えており

ます。 

 私としましては、是非、今後目指すべき目標につきまして、できる限り早い時期にお示

しできるようにしていきたいな、御相談申し上げていきたいと思いますし、当面の具体的

な施策につきましては、今後、市町村とも十分に連携を図りながら検討を行ってまいりた

いと思います。 

 平成 16年には、やはり新しいごみゼロ社会へ向けての取り組みにチャレンジできるよう

にしてまいりたいなと、こう考えておるところでございます。 

 残りの部分につきましては、関係部長等から答えさせていただきます。 

 

（萩野虔一議員） 

 確かに、今は原因究明をしていく、そのことによって県民の皆さんの信頼感を回復して
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いくということが第一義でありますけれども、やっぱりここはピンチをチャンスに変えて

いくといいますか、今、ごみゼロ化とおっしゃいましたけれども、そういう施策を新しく

打ち出していくことが県民の皆さんに対する県政への信頼を回復していくことにつながっ

てくると思いますので、是非、そのような夢のあるごみ施策というのを、今すぐ出せなく

ても、そういうものを出していってピンチをチャンスに変えていくべきだろうというふう

なことを思います。 

 時間がありませんので、あと、様々な課題があるわけですよ。廃棄物処理法に違反して

いるんじゃないかという議論もございますし、様々な議論については特別委員会の審議に

委ねたいと思いまして、今日は基本的なことをまずお伺いしておきました。今後も議論を

したいと思います。 

 最後に、県警本部長、事故の捜査をされましたけれども、その進捗状況についてお答え

をいただきたいと思うんです。 

 今捜査中のことですから答えられない部分があると思いますけれども、答えられる範囲

でいいですから進捗状況についてお答えください。 

 

（飯島久司警察本部長） 

 それでは、ＲＤＦ貯蔵事故に関します現在の捜査状況についてお答えいたします。 

 御質問の２件の爆発事故につきましては、いずれも業務上過失致死・致傷容疑事件とい

たしまして、桑名警察署に警察署長を本部長とする約 70名の体制で捜査本部を設置し、現

在、現場の実況見分ですとか、県企業庁、富士電機株式会社及び桑名市消防本部などの関

係者からの事情聴取を行うとともに、関係箇所の捜索で押収しました関係書類を分析する

など、鋭意捜査を行っているところでございます。 

 今後さらに、専門家の鑑定によります爆発原因を特定するとともに、本事故に至った背

景を解明するなど、事故の全容解明に向けた所要の捜査を実施する予定であります。その

結果、刑罰法令に抵触する行為が認められますれば、厳正にその責任を追及していく所存

でございます。 

 ただ、これ以上の詳細につきましては、今後の捜査に支障も及びますので、こちらで答

弁を控えさせていただきたいと思います。 

 

（溝口昭三議員） 

 代表質問に先立ちまして、私の方からも、ＲＤＦの爆発事故によりまして殉職された方

に哀悼の意を捧げますとともに、また、御遺族の方には衷心よりお悔やみ申し上げ、また、

けがされた方たちには一日も早い御回復をお祈り申し上げたい、このように思います。 

 それでは、私、通告に従いまして、まず第一に知事の政治姿勢につきまして、１つには

危機管理体制、第２は「県民しあわせプラン」、第３は財政問題、この３点に絞ってお聞

きしたいと、こう思います。 
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 まず第１に、危機管理体制についてでありますが、国では小泉首相の構造改革が進めら

れまして、我々地方も今大きな変革を求められております。我が三重県政におきましても、

北川前知事のもとで県政改革が他県に先駆けて進められてきたのは御承知のとおりであり

ます。 

 その北川改革を継承する野呂新知事が誕生しまして、早や５カ月の月日がたつのであり

ます。知事は、８月の下旬に９日間の休暇計画を立てられまして、この９月の議会に向け

て充電される予定であったと思うのであります。ところが、その矢先にＲＤＦ爆発事故と

いう前知事の負の遺産を継承されるとは予想すらできなかったのであります。 

 ＲＤＦのこの事故につきましては、もう既に県議会で特別委員会が設置されまして、原

因究明や対策等につきましては熱心に議論されているさなかでございますので、詳細な質

問は割愛させていただきますけれども、このＲＤＦの発電所は、前知事が技術的な問題は

解決、環境保全上有利ということで胸を張った自慢の施設であります。 

 しかし、その結果、ＲＤＦの製造基準や、あるいは安全管理対策などを企業庁は委託業

者に丸投げし、運営体制の甘さが暴露されたのであります。 

 知事は責任を感じると言い、企業庁は責任を回避する姿勢でございまして、これでは県

全体の危機管理体制はどうなっておるのか、県民は疑問を覚えざるを得ないのであります。 

 この機会に東海・東南海などの大規模な災害や、あるいはＳＡＲＳに示される新しい感

染症、さらにはまた、これまでにない大規模な事件や事故等の人災、災害など、新たな危

機の発生が予想されるわけでありますけれども、備えあれば憂いなしという観点から全庁

的な危機管理体制をやはり強化すべきだと、このように思うのであります。 

 そこで、私は知事にお聞きしたい第１点は、このたびのＲＤＦの爆発事故を教訓にされ

まして、全庁的に現在の危機管理体制を見直し、強化すべきだと思いますけれども、どの

ようにお考えなのか、お聞かせいただきたいのであります。 

 

（野呂昭彦知事） 

 今回のＲＤＦ貯蔵槽爆発事故を教訓として、今後の危機管理体制についてどのように考

え、見直していくのかということでございますけれども、一応、北川県政のときから、県

民の安全・安心を確保するために危機の発生時だけでなくて未然に防止するというような

ことから、去年の春からリスクマネジメント会議等も開かれて取り組んできておると、こ

ういうことでございます。 

 しかしながら、今回、ＲＤＦのああいった爆発事故が起こったわけでございまして、そ

ういう意味では改めて全庁的な危機管理体制の見直しを行っていくということが必要であ

ると、こう思っております。 

 ９月２日に地域振興部の防災監を座長といたしまして、職員 20名で構成いたします危機

管理体制の検討会を設置しておるところでございます。この中で全庁的な危機管理体制の

問題点の検証を行うとともに、未然に防止する対策であるとか、あるいは、発生したとき
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に迅速かつ的確に対応できるような検討を行っておるところでございます。 

 

（杉之内昭二議員） 

 午前中に引き続きまして、私は、無所属．ＭＩＥを代表いたします杉之内昭二でござい

ます。ひとつよろしくお願いいたします。 

 まず質問に先立ちまして、先月 19日に起きました三重ごみ固形燃料発電所のＲＤＦ貯蔵

槽の爆発事故に対して、殉職されました桑名消防本部の消防士２名の方にまず哀悼の意を

捧げますとともに、御遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げたいと思います。また、14

日並びに 19日の事故でけがをされた皆様の１日も早い御回復をお祈りをいたします。当局

に対しましては、周辺地域住民の皆さんに１日も早く安心していただけるよう万全の対策

をとることを強く要望申し上げます。 

 また、先月は、８日から９日にかけて、台風 10号の襲来によって県内に様々な被害がも

たらされたところであります。お亡くなりになった、また、被災者の方々に心からお悔や

みを申し上げたいと存じます。 

 午前中にも、お二方の代表者による質問の中でも触れられておりますが、私たち会派と

しても、これはきちっと知事の認識を問いただしていく必要があるだろう、こういうこと

で、若干重複するところもありますが、お許しをいただきまして、御答弁を求めていきた

いと思います。 

 そのまず一つは、先月 14日及び 19日に起きました三重ごみ固形燃料発電所のＲＤＦ貯

蔵庫で起きました爆発などの事故に関しての質問に入ります。 

 事故直後の現在は、どうしても施設の安全対策そのものに目が向いておるわけでありま

すが、中・長期的には、県の一般廃棄物処理政策に対して、今回は深刻な課題を突きつけ

ているのが、私は今回のこの事故だと思うところであります。ＲＤＦは県が何年もかけて

取り組んできましたし、公益的なごみ処理システムでもあるわけであります。 

 一つには、個々の市町村では対応の難しいダイオキシン対策を公益的に解決するための

取り組みでもあったわけであります。そのためには、発電所は昨年の 12月までに稼働させ

る必要があり、時間的な制約があったこともひょっとしたらその遠因の一つになっている

のではないか、こう、実は、私もふと思ったところであります。 

 しかしながら、ごみの固形燃料化はより積極的な意味合いもあったはずでもあります。 

 基本的には、ごみはまず減らすことが大事であります。できるだけごみにしない。リユ

ースやリサイクルを心がけることも大事でありますが、最終的に出てしまったごみの処理

についても、単に燃やしてしまうのではなく、発電に利用してエネルギー的なリサイクル

をしよう、また、そう思ったところでもありますが、ごみの固形燃料化だと、それがその

当時の考え方であったと思います。これを安定的に、体系的に行うためには公益的に取り

組む必要があり、本来は市町村の仕事とされている一般廃棄物処理の一端であるはずの三

重ごみ固形燃料発電所の運営に県が乗り出したのではなかったのでしょうか。 
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 21世紀の環境型社会を築く上で、要となる施設として積極的に取り組んできたのも、そ

の発電所で起こった今回の事故は、その県の廃棄物政策そのものに今回は様々な課題を投

げかけているのではないかな、こんなふうに思うところであります。 

 そういったことを踏まえて、以下、幾つか知事にご質問させていただきます。 

 まずその一つは、19日の爆発事故発生後、ごみ固形燃料発電所の発電は停止をしました。

そのために県の政策に同調してＲＤＦ化に踏み切った市町村では、早速そのごみ処理に滞

りが出ておるところでもあります。市町村の処理が滞るということは、直接県民の生活に

様々な影響を与えることになります。 

 県では、県外の処理施設での処理も視野に入れながら、円滑な処理を図ることとして様々

な現場では努力をしているところではありますが、それにしても、市町村の処理にはいろ

んな意味での影響が出ていることは御案内のとおりであります。ＲＤＦ化施設では、処理

の目途が立たずに貯蔵されたままになっているＲＤＦもあり、これらを安全に保管しなけ

ればならないという問題もあります。 

 また、一部の市町村では、隣接市町村に処理してもらっていると聞き及んでおりますが、

市町村にとっては、膨大な、これまた処理費も必要となって、今後、大変な、私は問題を

残すことになるのではないかと思うところでもあります。 

 知事は、今後、事故原因が究明されて、施設の安全性が完全に確認されるまでは運転を

休止するとおっしゃっております。となりますと、場合によっては、相当長期にわたる可

能性があるのではないでしょうか。最悪の事態としては、安全性が確認できないため、運

転再開の目途が立たないといった自体もあり得ないわけではありません。 

 県としては、仮に、休止が何カ月にも及んだ場合にも市町村のごみ処理に大きな影響を

与えないようにと、そこまでも視野に入れながら対策を考える必要があると思います。 

 当面の受け入れについては、それなりに対策がとられておるようでありますが、例えば、

県外での受け入れや、大量のごみの搬送とか、そのためのごみ処理コストの増加だとか、

こういうことは、長期にわたって続けることは大変難しいと考えるところであります。現

在、ＲＤＦ化の市町村にどのような影響が出ているのでしょうか、これがまず１点お聞き

したいと思います。 

 その２点としては、ごみ固形燃料化発電所の休止が長期にわたった場合に、市町村のご

み処理を滞らせないための対策が可能なのか、現時点でどのような方策を視野に入れてい

らっしゃるのか、お聞きをしておきたいと思います。 

 次に、ＲＤＦ化を軸に公益的なごみ処理対策を進めてきました県の政策に変更がないの

かどうか、端的にお伺いいたします。 

 今回の事故は、ひょっとしたらＲＤＦ化そのものに無理があったのではないか、ＲＤＦ

を選択した政策そのものが間違っていたのではないかと、そのような懸念を与えているこ

とは、現実、現在においては、私は事実だと思います。未成熟な技術をベースにした政策

で、民間会社のノウハウに頼って運営をされ、県としては、安全に対して明確な責任を持
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てないままに進められてきた政策だということが今回の事故で露呈をしてしまったわけで

ございます。ＲＤＦ化政策そのものを事故後の現在、どのように評価をしていらっしゃい

ますか。今後、変更がないのかどうか、この点もお聞きをしておきたいと思います。 

 さらに、この事故の発生は、生活者起点を標榜して進めてきました県行政の体質改善が

意外にも不徹底だったことを露呈したという面もあるのではないかと思うのであります。

つまり、何事も生活者である県民が判断の基準だというのが三重県の掲げる生活者起点の

県政だと思っております。 

 ところが、今回の事故に至る経過を見てみますと、昨年の 12 月に運転を開始して以来、

何回か小さな事故を起こしています。ＲＤＦの発熱もわかっていたはずであります。特に、

２月ごろまでにつくられたＲＤＦは、固さが足りなくて発熱しやすい、こういったことも

明らかになっております。 

 本当に生活者起点の県政であるならば、周辺の住民の安全や、県民に、また生活者にと

って重大な影響の出る予兆かもしれないと、この時点で考えなければならなかったのでは

ないでしょうか。それを漫然と委託先の管理に任せたままで、県当局としては、安全性の

チェックを怠ったわけであります。 

 県にノウハウがないとするならば、ノウハウのある委託先によく説明を求め、施設の安

全を、また、安全な運営について、責任ある判断をしなければならなかったはずでありま

す。 

 私は企業庁を責めるために言っておるわけではありませんが、たまたま今回は企業庁の

管理する施設でこのような事故が起こったので、今、指摘をしたところでございます。県

政に生活者起点でない体質が色濃く残っていることの、私は大きな心配をしております。

知事は、県民が主役の県政とおっしゃっておりますので、言いかえをするならば、県の体

質に、県民が主役の県政からほど遠いものが残っているのではないでしょうか。 

 北川県政がスタートしたときも、旅費等の不適正な執行が明るみに出て、県行政に対す

る県民の信頼はまさに地に落ちた感がありました。私もそのときは県会議員としておった

わけでありますが、そのことを通して、北川県政はそのピンチをチャンスに生かして改革

が進められたところでもございます。 

 一方、今回の野呂知事におきましては、安全・安心を掲げてスタートをした県政を見舞

ったのが県の施設の安全性の不備というこのたびの事故でありました。野呂知事にとって

は、せっかくの県政のスタートの出鼻をくじかれたといった感じがおありかと思います。

しかし、私は、これを一つのばねとして県民から信頼される安全・安心の野呂県政になっ

ていただきたいことを心から思っておるのであります。 

 こういったことを通して、私なりの考えを知事に、今、御質問いたしますが、以上のこ

とから、今後のごみ処理について、そしてまた、公益的ごみ処理施策の変更について、行

政の体質改善について、まず第１点目、知事の明確な御答弁を求めて、第１弾の質問を終

わります。よろしくお願いいたします。 
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（野呂昭彦知事） 

 今回、三重ごみ固形燃料発電所のＲＤＦ貯蔵槽の爆発事故に関しましては、関係の皆さ

ん、大変な犠牲を払ってしまいましたし、また、関係市町村の皆さんにもＲＤＦ処理につ

きまして大変御迷惑をおかけしておること、改めておわびを申し上げる次第でございます。

ＲＤＦ処理につきまして、生ごみ等の受け入れ等に御協力をいただいております関係市町

村の関係機関の皆さんにもお礼を申し上げておきたいと、こういうふうに思います。 

 ８月 19日に事故が発生いたしまして、発電所の運転を停止をしたわけでございますけれ

ども、ごみをＲＤＦ化しております市町村は 26でございまして、日々発生をいたしており

ますごみの処理につきまして、大変困難となっておりまして、日常生活への多大な影響が

予想されたところでございます。 

 そこで、事故翌日の８月 20日に三重県市町村清掃協議会を開催をしていただきまして、

緊急的なごみ処理に対しますところの受け入れ協力を協議をいたし、了解を得ておるとこ

ろでございます。それから、近隣の愛知県あるいは岐阜県はもとより、関西方面の各県と

か県外の市町村及び一部事務組合、民間事業者の皆さん等にも緊急的なごみ処理に対しま

す受け入れ協力要請をいたしてきたところでございまして、その結果、多くの方々の御協

力をいただきまして、当面の緊急避難的な措置としてのごみ処理体制は整えることができ

たのではないかと思っております。 

 その後、８月 28日には、環境部の方に市町村ごみ処理対策本部を設けました。そして、

この本部と県民局の生活環境部、それから市町村、一部事務組合等の職員の皆さんとの連

携のもとで、その後も鋭意取り組んでおるところでございます。現在の状況としては、一

応緊急避難的には、その影響は最小限になってきておるのかなと、こういうふうに思って

おるところでございます。 

 さて、この貯蔵槽の爆発事故に関しまして、私としては、安全性が確認できるまでは再

開しないということを申し上げてきたわけでございますが、発電所の休止が長期にわたる

ような状況になったとき、どのようにするのかということでございます。 

 ＲＤＦ化市町村のごみ処理につきまして、これは、新たに生ごみとしての処理、こうい

ったことにお取り組みもいただいておるところもございますけれども、同時に、ＲＤＦ化

が並行して実施されるものもございます。そういう意味では、並行した両方の処理が当面

円滑にできるように、これは県内外の市町村とか民間事業者の処理等もお願いして、多様

な、安定した受け皿を確保していくと、こういうことが大事でございます。 

 そういった確保について対応すると同時に、市町村等におきましても、既存の焼却施設

がございますので、こういったところでのＲＤＦの受け入れの可能性ということについて

も検討していくということにいたしております。 

 それから、本来的に、ごみ処理につきましては、そのごみの減量化に取り組むというこ



83 

 

とが非常に大事でございます。そういう意味では、市町村との連携のもとでごみの減量化

にも取り組んでいきたいと、こう思っておるところでございます。 

 そこで、杉之内議員の方からも、これまで進めてきたＲＤＦ化施策そのものについても

どう考えておるかということでございます。これまで三重県はダイオキシン対策とか、あ

るいは、資源循環型社会の構築を図るとともに、未利用のエネルギーの有効活用を促進す

る施策として、この三重県ＲＤＦ化構想を積極的に推進してきておるわけでございますけ

れども、今日、ＲＤＦ化構想に基づいて設置をされております三重ごみ固形燃料発電所の

貯蔵槽が爆発をいたしまして、７名の死傷者を出すという事故に至ったわけでございます。

そういう意味では、ごみ処理の安全に対する信頼を失ったということにつきまして、大変

残念なことでありますし、事故を未然に防げなかったことに対しまして、施設の設置者と

しては大変遺憾に思って申しわけなく感じておるところでございます。 

 この稼働停止に伴って、市町村のＲＤＦ化しておりますごみ処理につきましては、県内

外の施設の協力のもとで、先程申し上げたような形で処理を進めておりますけれども、こ

のような異常な状態につきましては、１日も早く解消をさせていかなければならないと、

こう思っておるところでございます。 

 今後、事態の正常化を図っていくということと同時に、今後は、ＲＤＦ化構想を含めた

ごみ政策の根本的な見直しも含めて検討をしていかなければならない、このようにも考え

ております。 

 まずは、本来的に、やはりごみを出さない社会をどうつくっていくかということ。この

面は、基本的には、これまでの考え方の中にも理念としては入っておりましたが、これに

対する具体的な取り組みには欠けておったのではないかと、こういうふうに思っておると

ころでございます。 

 そして、当面は、このＲＤＦ化構想の要となります発電所の諸施設の安全とか安定とい

うものを確保してまいりまして、県民の信頼回復が得られるような取り組みをやってまい

りたいと、こういうふうに思っておるところでございます。 

 そこで、こういった爆発事故に至ったことについての危機管理の面、あるいは、行政の

体質改善等についてお尋ねでございます。県といたしましては、北川県政のときから、安

全と安心を確保するため、危機の発生したときの対応だけでなくて、未然防止等を含めた

総合的なリスクマネジメントには取り組んできておるわけでございますけれども、結果的

には、今回こういうふうな事故も発生をいたしておりますから、これを教訓にいたしまし

て、やはり全庁的に危機管理体制の見直しを行っていくということが必要であると、こう

いう認識を持っております。したがって、それに基づきまして、９月２日に危機管理体制

検討会を設置をいたしたところでございます。 

 午前中の御質問の中でもお答えしたんでありますけど、リスクマネジメント、危機管理

というのは、通常の業務の取り組みと同時に、大体、常に形として設けられておるのであ

りますけれども、通常の業務との連携体制等が必ずしもうまく機能できていないというと
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ころがほとんど多いようにも思います。それだけに、不断の取り組む意識だとか、そうい

ったものが余程しっかりしていないと対応できない場合があって、結果的には、発生して

から慌てるというようなことがございます。 

 私としては、やはり大きな事故のもとに隠れておる小さな事故、あるいは、その小さな

事故の裏にある「ヒヤリ・ハット」事例、こういったものをやっぱり見逃すことなく、そ

れをうまく日常の業務に連携をさせていくということが大事なんだろうと思いますね。そ

ういう意味で、ハインリッヒの法則等の考え方を日常の業務の中でどう生かしていくのか、

こういうことが是非必要だと思っておりまして、全庁的に危機管理体制を、問題点を検証

すると同時に危機の発生を未然に防ぐ、起こったときには、また迅速かつ的確に対応でき

ると、こういう体制について検討を行っていきたいと、こう思っておるところでございま

す。 

 私は知事就任以来ちょうど５カ月たってまいりました。当初から安全・安心を実感して

いただけるような県政を展開したいと、こう申し述べてまいりました。そういう矢先、県

政に対します県民の信頼を損ねるような今回の事故が起こったことを極めて残念に思って

おるところでございます。議員御指摘いただきましたように、県民が主役の県政、これを

主とやってまいりますのには、正にこのことも一つの今後への大きな取り組みのさらに大

きな仕事をいただいたと、こう思いまして、これを将来、これがチャンスになったと言え

るような取り組みをひとつさせていただきたいと、こう思っておるところでございます。 

 

 

○平成１５年第３回定例会（平成 15年 9月 26日） 

（山本勝議員） 

二つ目に、ＲＤＦ発電所爆発事故についてでございます。 

 危機管理体制について、三重ごみ固形燃料発電所の爆発事故により、消火活動に当たら

れた桑名市消防本部の消防士２名の方が尊い命を亡くされ、作業に当たっておられた方が

けがをされるという県政史上あってはならない事故が発生し、御遺族の方には心からお悔

やみ申し上げますとともに、けがをされた方の一日も早い回復を念願いたしております。

既に 24日から３名の方が質問されておりますが、私は、地元で発生した深刻な事故ととら

えさせていただいて、地元の抱えている問題も含めて質問をさせていただきます。 

 さて、ＲＤＦ構想は、田川元知事時代に浮かび上がり、北川前知事が初当選をした 1995

年以降、多度町への建設が一気に進みました。そして、北川知事は、全国ＲＤＦ連絡協議

会の会長として全国の旗振り役を務めることとなり、この事業も、資源循環型で環境への

負荷も小さい、夢のごみ処理システムだと、県は声高らかに宣伝をされました。 

 桑名広域としても一度は断ったそうでございますが、最終的に導入に傾いたということ

でございますが、私も当時は市会議員をやっておりましたので、当時の構想についてはバ

ラ色の構想でございまして、県が説明する構想というのはバラ色の構想でございました。
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無料でごみを引き取る、温水プール等あの付近にいろいろな施設を設置するかのような、

飛びつきたくなるような目玉事業をいっぱい並べられて、恐らくいい施設が周りにできる

んだなという、こういう印象を受けたわけでございますが、しかし、現在は、現実には何

もできておらない状況でございますし、今回の爆発事故に至ったということでございます。 

 地元の感情としては、県への理解という面では限界でございまして、とてもいろいろな

諸問題について理解をしていただけるような状況ではございません。折しも、二、三日前

に、福岡県の大牟田リサイクル発電所でも貯蔵槽内の発熱事故が 24日に起きました。現在

は発電をストップしておるようでございますが、そのような状況下の中で、それでは、私

なりにひとつ事故の検証を深めるために事故を振り返ってみたいと思います。 

 昨年 12月１日には発電所が稼働をいたしました。12月 23日には、残念ながら貯蔵サイ

ロ内でのＲＤＦ異常発熱の現象が起こっております。年が変わりまして、５回、６回、小

さい事故が起きておりますが、今年の７月 20日ごろからサイロ内でＲＤＦの異常発熱が始

まりました。７月 27日ごろでは、恐らく 180度以上タンク内の温度はあったでしょう。８

月 14日に、午前３時 12分、第１回の爆発事故、作業員４人負傷、初の消防消火活動。18

日には、消防がサイロ内上部を開放して直接注水。19日午後２時 17分、２度目の爆発、消

防士２名死亡、作業員１名負傷。21日５時５分、サイロから黒煙が出る、地域住民に自宅

待機の要請がされた。22日に緊急消防援助隊の応援を要請された。上部からの直接注水開

始。23日、450トンの水を放水。25日、サイロ内でのＲＤＦ取り出しをする。９月２日に

は県警が強制捜査。６日には、ＲＤＦ搬出、産廃処理開始。このように至っております。

安全安心の県づくりを掲げて誕生した野呂県政に、この爆発事故は重い課題を投げかけた

のであります。 

 そこで、まず２、３点お伺いをいたしますが、８月５日は、私ども県土整備常任委員会

がＲＤＦの発熱の問題で現地の調査を行いました。そのときにタンクの発熱の話は一切出

ませんでした。恐らく 180度以上あったでしょう。知事は８月 11日に視察をしております

が、そのときにタンク内の温度は恐らく 180度以上あったと仄聞いたしますが、知事はタ

ンクの発熱等の説明を受けたのかどうか。もしくは、タンクの状況を知っていたのかどう

か、お伺いをいたします。 

 また、９月 12日の多度町の議会では、19日の再爆発は防げた災害ではないのかとの質問

がありましたが、私も、今回の問題は、ずっと爆発の予兆があったのに、何も対策を取ら

なかったことに原因があり、早期に対応しておれば防げた事故ではあると思いますが、企

業庁長、この発言をどう思いますか、まずお伺いをいたします。 

 次に、契約に関する問題についてお伺いいたします。施設建設は、企業の技術提案を募

集し、審査する公募型プロポーザル方式による随意契約で進められました。最初の応募は

９社、その後３社に絞り、富士電機が受注しました。最終的には、富士電機が提案した外

国でのフラフＲＤＦによる高効率燃焼発電の実績と、28％の発電効率、これが大きく評価
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されて採用されたようであります。しかし、フラフ燃焼炉の実績も国内ではありません。

貯蔵槽に安全対策もなく、今回の大事故につながったわけでございます。 

 当時の選考委員会の審査内容について、学識経験者の元委員は、ＲＤＦを燃やす燃焼炉

や熱エネルギーを電気に変える発電装置の議論が中心だった。貯蔵サイロは、審査項目か

らも外され、企業庁が作成した参考資料にも記載がなかったとしており、行政関係の元職

員も、貯蔵サイロは話題にならなかったと話しています。学識経験者の元委員は、委員の

中に燃焼工学や環境工学の専門家はいたが、ＲＤＦ自体の専門家はいなかった。ＲＤＦが

危険なものとの認識は薄かったと打ち明け、ＲＤＦの性質がよくわからなっただけに、も

っと時間をかけて慎重に審査すべきだったと発言をされております。事故後、富士電機の

ある常務は、我々はＲＤＦの専門家ではない、公然と発言をされております。そんな企業

が今回なぜ選ばれましたか。 

 知事にお伺いします。今回のプロポーザル方式でよかったと思いますか。それとも、悪

かったのであれば、どの部分が悪かったのかお伺いをいたしたいと思います。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、私自身８月 11日に現地を視察いたしております。御指摘のとおりであります。短

い時間ではありましたけれども、ＲＤＦの現状等についていろいろ話を伺いましたが、残

念ながら、その時点で当日のＲＤＦの貯蔵槽の異常発熱等のことについては察知をいたし

ませんでした。それから、爆発につながるような認識を持つに至っていなかったところで

ございます。その３日後、８月 14日になりまして、１回目の事故、そして 19日にあの爆

発事故というようなことでございまして、本当にそういう意味では結果的にああいう事故

につながっていったことを極めて残念に思っておるところです。 

 私は、14日の時点で４人の方がけがをされました。それで、やはりＲＤＦについてはも

う少しきちっと考えていくべきところがあるんではないか、そういうふうに思いました。

とりあえず事故の原因究明、これをしっかりやらなきゃいかんし、そのためには、相当専

門家の皆さんにお願いする必要があるのではないか、こう考えまして、専門委員会を作ろ

うと、こういう決意に至りまして、翌 15日にリスクマネジメント会議を開催いたしまして、

その設置を決めたところでございました。 

 ところが、そのまた４日後の 19日にああいう爆発に至りました。私としては、14日のこ

の事故を契機に、これをピンチをチャンスに変える一つの方向づけというものをとってい

かなきゃいかんと、こう思っていましただけに、結果として、また 19日のああいった事故

にまで至りましたことを本当に痛恨の極みと考え、残念に思っておるところであり、また、

申し訳なく思っておるところでございます。 

 それから、契約に関することについてでございますけれども、プロポーザル方式でよか

ったかどうかということでございますが、ＲＤＦの焼却発電施設整備事業につきましては、

全国で初めての試みの事業でございます。そういう意味では、高度な専門技術、知識が必
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要でございまして、一般的に公募型のプロポーザル方式というのは、そういう際の受注業

者を選定するのに一つの有力な方法であるのではないかなと、こう思っています。当時の

状況までは詳しく私の方ではわかりません。 

 しかし、今、悪かったとすればどういう部分が悪かったんだろうかというお尋ねであり

ますけれども、結果的にこういうことが起こりまして改めて考えるならば、初めての事業

とか技術につきましては、安全が確立されていない内容もございますので、そういう意味

では、安全性につきましてより十分な検討をしておくことが必要でなかったのかと、この

ように考えておるところでございます。 

 

（濵田智生企業庁長） 

 まず、ＲＤＦ貯蔵槽の爆発事故におきまして、消防職員２名の方が命を亡くされました

ことは、痛恨の極みでございます。深い哀悼の意を表しますとともに、残されました御遺

族の方々に衷心よりお悔やみ申し上げ、また、負傷された方々に対し、一日も早い回復を

念願しております。 

 なお、先程、無責任現場を作り上げた幹部がいまだに責任逃れに右往左往していると厳

しい御批判をいただきました。私個人といたしましては、19日の事故が起こった時点で、

辞任も含め、身の処し方については知事に委ねてございます。知事からは、当面の課題解

決に全力で取り組むようにと、こう言われました。私自身も、事態を放り出す結果となり、

無責任な行動となることは本意ではございません。現在の私にできることに全力を振り絞

る決意でございます。何とぞ県議会の皆様のご指導とご協力を深くお願い申し上げます。 

 それと、今回の事故は、早期に対応していれば防げたのではないかと、こういう御質問

でございます。７月 27日にＲＤＦ貯蔵槽の異常発熱があり、これに対しまして、施設の運

営管理を委託しております富士電機株式会社によりＲＤＦの冷却措置を行ったところ、Ｒ

ＤＦの温度が低下し、煙も減少しておりました。このため、発熱は鎮静化すると考えてお

りましたが、結果として、８月 14日の事故発生を防止するに至りませんでした。また、14

日の事故以降、桑名市消防本部による消火活動も続けられており、８月 18日には、ＲＤＦ

貯蔵槽上部から、直接貯蔵槽内部への注水作業がなされ、無事に消火作業を進めておると

思っておりました。こうしたことから、爆発につながるような認識はありませんでした。

このような事態の発生を厳しく受けとめまして、当面の課題一つ一つに全力で取り組んで

まいります。 

 

（山本勝議員） 

 再度お伺いいたしますが、知事、同じ質問ですけど、今企業庁長にお聞きしました 19日

の再爆発は防げた災害ではないかという、こういう質問について、知事のちょっとお考え

をお伺いします。 
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（野呂昭彦知事） 

 私も、そういう意味では、先程契約のお話でもございましたが、プロポーザル方式につ

いても、もう少し安全性を確認しておればよかったのではないか、それから、事故の構造

的なものとしては、その原因にあります爆発に至った事象というのは、そういう意味では、

そのことをきちっと察知しておれば防げたのではないか。ただ、爆発という事態は、なか

なか現場にいる者、携わってきた者にとっても想定し得なかったような事態であったよう

でございますが、その点は極めて残念なことだと思っております。 

 

（山本勝議員） 

 どうも御答弁ありがとうございました。今回の事件が起きて、野呂知事は、県政の一大

汚点と捉えて、早速危機管理体制を確立するために委員会を設立されたということでは、

ある面で対策をされた努力については評価をしたいと思いますが、特に２回目の爆発につ

いては、知事、そしてまた、企業庁長とも、爆発に至るまでの認識がなかったと、こうい

うことで御答弁をされておるわけでございますが、今回いろいろ振り返ってみますと、や

はり恐らく、これで想定でいきますと、８月 11日に知事がタンク内の発熱が恐らく 180度

以上あったということも、ある面では連絡を受けていなかったと、そういう具合に理解を

させていただいたわけでございますが、そういうことになりますと、この程度ぐらいは、

知事もしくは私ども県議会にも、８月５日に発熱の問題で現地視察をしたわけでございま

すが、私たちは、鈴鹿の倉庫の中で、発熱その他についてどうなんやということでお話を

しておったわけでございますが、まさかそのときにタンクの中で 180度以上のＲＤＦの発

熱があったということはみじんも想像ができなかったわけでございますが、やっぱりこれ

からいろいろ体制を、そしてまた危機管理体制を固めていく意味でも、やはり相互の連絡

なり上下の連携というのは、やっぱり十分図っていくというのが、改めて今回の事故を教

訓にして、危機管理体制のある面では欠如の部分のところが判明をしてきたわけでござい

まして、今後ともこの危機管理体制については、十分ひとつ検証をして、よりよいものに

確立をしていっていただきたい、このように思う次第でございます。 

 それから、契約につきましても、知事は、ある面ではベストだったというような発言で

ございますが、十分ひとつ今回のこの現象、事象を教訓にしていただきまして、もうでき

てしまったことでございますので、配慮しながらひとつ県政運営をやっていただきたい、

このように思います。 

 それでは、次に入らせていただきます。原因者負担についてお伺いしたいと思いますが、

ごみの処理について、今回の爆発事故より、一般ごみをＲＤＦ化して当発電所に運んでい

た桑名広域清掃事業組合を始めとする県内 26市町村では、日量 380トン程度を上回る生ご

み、それから、パレット状のＲＤＦ等の処理で大変な事態になっております。ごみの受け

入れ先も、生ごみのままでも、プラスチック等で分別方法が違うため受け入れに敬遠され

るところもあり、日々綱渡りの処理先を探す状況であります。 
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 そのような状況下で、県ＲＤＦ運営協議会の７団体や町村会が、県と合意した 3790円１

トンを上回る処理費と運送費は、県の責任において対処すること等の要望書が出されてお

ります。代表質問の答弁等でも、知事は、事故原因が究明されて、個々の配分で対応した

いと述べられておりますが、県の煮え切らない対応に、水谷桑名市長は、法的な措置はも

とより、考えられる限りの手だてを講じる覚悟だと述べ、損害賠償請求の訴訟も辞さない

姿勢で県に全額負担を求める考えを示しております。県の積極的な対応こそ、問題の解決

につながり、何らかの責任は免れない状況下であり、知事、昔、ＲＤＦの施設を桑名に設

置したい、この当時の気持ちの低姿勢のその姿勢を十分思い出していただきながら、この

際、市町村に何らかの約束をする等の知事の所見をお伺いいたしたいと思います。行政は

脈々と続いておりますから、知事が代わっても、それはその当時の行政の決めたことです

からいいと思います。改めて知事にお伺いをいたします。 

 もう一つは、桑名広域清掃事業組合のＲＤＦ化施設、リサイクルプラザ、管理棟の爆発

による損傷であります。 

 爆発の起きた貯蔵槽タンクの南側に、桑名広域のＲＤＦ製造施設があり、事故後１カ月

も経つというのに、北側のガラスは 100数十枚割れておりますし、外壁の壁は壊れたその

ままです。爆発が起きたその当時の状況がそのままで１カ月放置され、無残な状況をさら

け出しております。知事、爆発の原因者として早急に修理されるお気持ちがあるのかない

のか、お伺いをいたしたいと思います。 

 次に、ＲＤＦ再稼働に向けて、今後の推移に関連してお伺いをいたします。 

 ＲＤＦ事業は、資源リサイクル法の成立を受けて、循環型社会の実現の一翼を担うもの

として、三重県が全国に先駆けて、地方が取り組む国家レベルの事業として脚光を浴びて

きました。しかし、今回の事故で、県民にＲＤＦは危険なものとの意識を植えつけ、信頼

を失ったことは、これまで協力していただいた地域住民の方々には大変迷惑をかけたこと

となりました。このことは、我が県の環境行政の後退につながり、ごみ行政の根幹を揺る

がす事態が生じると危惧をしているところであります。しかし、ごみは毎日出され、とど

めておくことができません。17日に、ＲＤＦを製造する 26市町村の代表が、早急に事故の

究明と安全確保を図った上で、発電所の操業を再開してほしいとの要望も出されており、

一日も早い事故原因の究明、再発防止、安全確保など、危機管理体制の確立が必要であり

ます。前に進むも地獄、後ろに後退するのも地獄、また、三重県の対応が今後の日本のＲ

ＤＦ事業を左右する事態にもなりかねない状況であります。 

 先の代表質問にもありましたが、私なりに事故を検証いたしますと、システム面では、

製造、貯蔵、燃焼、発電の４工程のうち、製造、貯蔵に問題があったわけで、この部分で

の原因の検証は徹底して行われなければなりませんし、現在、事故調査委員会が究明に努

力をしていただいております。しかし、拙速は許されませんが、県の今の姿勢を中国の故

事に例えますと、「あつものに懲りてなますを吹く」、危機の何たるかを理解していると

は思えないのであります。今現在も刻々とごみは出続けており、他の施設に多大な費用を
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支払い続けております。知事は、安全が確保されるまで施設は休止すると発言をされてい

るが、26市町村の要望をどの程度重く受け止められているのか、また、ＲＤＦ事業から撤

退することもあり得るのかどうか。 

 また、このＲＤＦ事業、先進的なシステム構築を指導し、巨額の血税を投資し、巨大な

ＲＤＦを動かしている責任者は誰なのか。私は、三重県知事であり、企業庁長であり、現

場の責任者だと思いますが、知事、どう思いますか。知事は、ＲＤＦを動かしている責任

者は誰と思いますか。あわせて、知事、三重県政得意の評価システムで、このＲＤＦ発電

施設は何点ぐらいつけておられるのかお伺いをいたしたいと思います。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、ＲＤＦでの処理費の問題でございますけれども、ＲＤＦによります処理費を超え

る市町村の費用についてでございますけれども、これについては、県の責任において対応

するようにという御要望をいただいていることもございまして、市町村としては財政的な

負担を抱えている状況というのは、十分に私も認識をいたしておるところです。 

 一方で、その費用を最終的にどこが負担をするかということでございますけれども、事

故原因が究明され、役割分担が確定した時点で決定されるべきであると考えておりますけ

れども、県議会や市町村の皆さん方にもいろいろと御意見をいただいております。御理解

を得られるよう、今後責任を持って調整をしてまいりたいと、こう考えておるところでご

ざいます。 

 それから、桑名広域清掃事業組合の施設でのガラス等が割れていろんな被害が出ておる

ということについてでございますが、この桑名広域清掃事業組合のＲＤＦ化施設と、それ

から、管理棟は、爆風によりまして大きな被害を被っておるところでございまして、被害

拡大防止の観点からも早急な復旧が望まれておるところでございます。 

 この問題について、その費用を最終的にどこが負担するかということにつきましては、

事故原因が究明をされまして、責任分担が確定した時点で決定されるべきであると、この

ように考えておりますけれども、桑名広域清掃事業組合が今後行います復旧作業につきま

しては、県としてできるだけ協力をさせていただきたいと、こう考えておるところでござ

います。 

 それから、ＲＤＦ焼却発電施設の再稼働についてどう考えておるのか、撤退することは

あるのかということでございますが、ごみ固形燃料発電所事故調査専門委員会からの中間

報告におきまして、今回の事故はＲＤＦ貯蔵槽からの発熱、発火に伴うもので、焼却や発

電施設とは無関係の事象によるものと考えられるとされております。一方、この際、これ

らの施設につきまして、関係機関との協議や専門家によります十分な点検を行って、一連

の装置の安全性と安定性を確保することが必要との指摘もいただいておるところでござい

ます。 

 私としましては、これまで施設の安全性が確認されるまでの間は再開しないということ
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を表明しておりまして、この委員会の中間報告におきます指摘につきましても、施設の再

開を判断する際に必要不可欠なものであると、このように考えておるところでございます。 

 ＲＤＦ発電所を動かしている責任者は誰かということでございますけれども、三重ごみ

固形燃料発電所を 24時間体制で運転管理しておりますのは、業務を受託しております富士

電機株式会社でございます。業務を委託しているのは地方公営企業体の方でございまして、

その管理者は企業庁長でございます。地方公営企業の設置者は県であり、その責任者は知

事の私ということになるわけでございます。また、企業庁は、市町村からＲＤＦの処理業

務を受託する契約を締結しておりまして、これに基づきまして、市町村はＲＤＦの品質に

留意することになっておるところでございます。 

 県政得意の評価システムというのは、どの評価システムのことをおっしゃっておられる

のかわかりませんが、この施設は何点かというようなお話でございますが、今回事故があ

った三重ごみ固形燃料発電施設の施設目的は、資源循環型社会の構築を図るため、未利用

エネルギーの有効活用を促進するものでございまして、その構想自体は極めて評価もされ

るというふうに考えております。しかしながら、死傷者を出す事故を起こしまして、ごみ

処理の安全に対する信頼を失ったということは大変残念なことであります。事故を未然に

防げなかったことに対しまして厳しい評価をする中で、この施設の安全性について一日も

早く県民の皆様からの信頼を回復するということが今後の評価につながっていくものと考

えておるところでございます。 

 

（山本勝議員） 

 どうもありがとうございました。 

 まず、ごみの処理費の問題でございますけれども、依然としてこの答弁はそのままでご

ざいますね、知事。そして、あわせて、再稼働についても 24日の答弁がそのままでござい

ますけれども、やはり、特に再稼働については、本日の新聞でも、海山町ではＲＤＦをこ

れからも製造し続けていく、いわゆる製造していかなければ施設がないわけでございます

から、そういうような方向も出ておりますので、知事、できれば、このごみ処理の問題、

新聞なり、それから委員会等で出ておるそのことが全部報道されておりますので、できれ

ばひとつ関係市町村を集められて、一度このごみの処理費の問題とか、それから、再稼働

に向けてについても、公式にひとつ一回説明をされたらどうですか。まず、これについて

後でお伺いをしたいと思いますし、評価については、少し、どれをということで、私もし

まったなと思っていますのやけど、とにかくなかなか具体的に数値が言えやんということ

でございますから、成績がよければ早速おっしゃれると思いますけれども、数値がなかっ

たということでございますので、これは多分に不具合があったなという、こんな形を理解

させていただきたいと思いますが、それと、桑名の関連施設でございますけれども、知事

はそれなりにひとつ対応をしていくということでございますが、既に水面下では、これは

話し合っておられます。９月にも、既にこの企業庁、それから県営繕課、それから桑名市
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とかいろいろ話をされておりますが、９月の最近になってまいりますと、県の建築営繕課

の方は少し離れられて、そして、県企業庁にお任せをしておるというような、こんな状況

で進んでおるわけでございますけども、なかなかやっぱり桑名の広域清掃としても、あの

ままを１カ月置いておくというのはなかなかいけませんから、ひとつ早急に積極的に対応

するということを、例えば桑名広域清掃では、もうこんなことをしておったら、一回念書

も欲しいなという、こんなことを発言しておられる方もお見えになりますので、できれば

ひとつ早急に、前向きに、これは原因者はやっぱり県でございますから、やっぱり早急に

それを対処してやっていただきたい、このように思いまして、ひとつ知事に再稼働とごみ

に向けての知事の一括して説明をしてほしいというものについてお伺いします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 ごみ処理、それから、再稼働につきましては、私も、もうここ、今日から２、３日の間

ぐらいには鎮火という事態に至るんではないかなというふうに期待をしております。した

がって、鎮火宣言もその時点で出させていただくということになりますと、いよいよ一つ

の事故が発生してから、非常に長くかかりましたけれども、鎮火までかかった、その一つ

の節目をまた越えさせていただくということになりまして、そうなりますと、もう後処理

のことにいよいよ集中をさせていただくということになります。その上で大きな課題にな

りますのが御指摘のあったところでございまして、もちろん関係市町村と十分協議をさせ

ていただきたいと、こう思っております。 

 かかる事故を起こしました、その全体の責任、いろんな、富士電機も含めまして、総じ

てどういうふうな形で責任があったのかというようなことをしっかりこれは皆さんにも厳

しく言われておるそのことに応えながら、次のステップに向けて、県民の信頼を回復すべ

く私としてはしっかり取り組んでまいりたいと、こう思っておるところでございます。 

 それから、桑名清掃のいろいろと壊れた建物につきまして修復の関係でございますけれ

ども、お話でございましたように、現実にはいろいろと御相談をさせていただいておりま

す。したがって、私どもとしても、お手伝いできるところはどこなのか、それから、いろ

いろとこういう緊急の時でありますから、災害等の関連から、特別の起債やそういうこと

も活用した取り組みというものが桑名清掃としてもできるんだろうか、私どももしっかり

勉強しまして、わかる情報はしっかりまたお知らせしていきたいと、こう思っております。

最終的な費用負担だとかそういうことにつきましては、先程申し上げましたような問題が

ありますので、したがって、今どういうふうな形をとらせていただくことが清掃組合にと

りましていいのかという観点から、県の方も一生懸命考えさせていただいておるところで

ございます。 

 

（山本勝議員） 

 どうも知事、ありがとうございました。少しほっとさせていただいておりますけど、あ
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と、時間も少のうございますので、最後の質問をさせていただきます。 

 殉職者、負傷者への対応について、今回の爆発事故では尊い２名の犠牲者と５名の負傷

者が出ました。遺族並びに関係者の気持ちはいかほどかと御推察を申し上げます。桑名市

も早速いろいろな手だてを対応され、誠心誠意対応されていると聞き及んでおりますけれ

ども、県も、今までなかなか対応的には少し不手際なところが見受けられたんじゃないか

と思いますけれども、ひとつ今後は、誠心誠意いろいろな形で、対応できることについて

はどんどん対応してやっていただきたい、このように要望をしておきたいと思います。 

 それから、市消防職員の中に心的外傷ストレス障害の方が６名おられるようでございま

すけれども、この辺のところのその後の経過はどうなっておるかということをちょっと御

説明いただきたいのと、それから、あと、地元説明でございますけれども、桑名、それか

ら多度、いろいろ説明をやっていただきましたが、大変不評でございました。できれば、

鎮火宣言をされるというのでございますが、早い時期に再度、これからはやっぱり、先程

最終的な責任というのは野呂知事であるということでお話をされましたように、責任ある

野呂知事なり、濵田企業庁長が現地を訪れて、説明会等もやっぱり開いていただくのが筋

ではないかと、このように思いますので、最後に一つ質問させていただいて、質問を終わ

らせていただきます。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、事故につきまして、総じて今私どもはその後の対策に全力を振り絞っておるとこ

ろでございまして、まず第一に申し上げておかなければいけませんのは、私自らが先頭に

立ちまして今後も指揮をとり、この事故の対処に当たっていきたいと、こういう覚悟、決

意でおりますので、どうぞ一層の御指導、御鞭撻をお願い申し上げたいと、こう思ってお

ります。 

 それから、亡くなられました方々には、私も断腸の思いであり、本当に申し訳ないこと

だと思っております。事故当日に遺族の方々に直接お会い申し上げましてお悔やみ申し上

げてまいりましたし、また、県の施設で起こった事故でありますので、お詫びを申し上げ

させていただいてきたところでございます。その後、企業庁の職員も、機会あるたびに遺

族の方々にはお会いをし、お悔やみ申し上げておるということでありますし、それから、

負傷された方々もございます。お見舞いにも伺っておると、こういうことでございます。

誠心誠意、今後、私どもも十分御説明を申し上げて対応をさせていただかなきゃいかんと、

こういうふうに思っておるわけでございます。 

 

（田中博議員） 

 今定例会、ＲＤＦ貯蔵槽の爆発事故がございまして、代表質問の３名の議員の皆さん、

そして午前中の山本議員と、ＲＤＦに触れられました。私も、事前に通告をいたしており

ますように、ＲＤＦ貯蔵槽事故等に見るマネジメントシステムの問題点と対応についてと
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いうことで、どうしてもこの事故でいろいろ感じましたことを、今までの議論の中でピン

チをチャンスに変えてもらいたいという要望もありましたし、知事の方からもピンチをチ

ャンスに変えるんだという、こういう意思の表明もされました。そういう意味では、チャ

ンスに変えるためのいろんなデータといいますか、気をつけなければいけないこと、改善

しなければいけないこと、そんなことが多々含まれておった、そう感じておるものですか

ら、そのことに触れながら、今ちょうど「しあわせプラン」、そして、トータルマネジメ

ントの検討、それから、財政の検討と、三つを当然のように絡めて検討しておるという時

期でありますから、ちょうど三重県の仕事の進め方、トータルマネジメント、それぞれの

マネジメントシステムがうまく絡み合う、そして、システムそのものがリスクを最小にし

ていく、そんなシステムに是非変わっていただきたい、そんな気持ちを持って質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 冒頭、今回の事故で被害に遭われた皆さん方にお見舞いを申し上げますとともに、この

対策が一刻も早くなされるように、そんな期待を申し述べつつ質問に入りたいというふう

に思います。 

 私も、実は、県土整備企業常任委員会の委員をさせていただいております。今詳しい議

論は議会の特別委員会に委ねておるわけでありますけれども、そうした委員会の活動でマ

ネジメントの欠陥について幾つか感じたところがございます。少し経過を振り返りながら

そのことを申し上げて、最初の質問に入らせていただきたいというふうに思います。 

 ７月 20日に鈴鹿に一時保管をしておりますＲＤＦで発煙の事故があった。消防にお願い

をして冷やしたと、こういうことでありました。この情報を受けながら、８月５日に常任

委員会でＲＤＦ発電設備の方を見学させていただき、そして、いろいろ質問もさせていた

だきました。午前中の質問でも触れられておりましたけれども、炎が出たとは言いません

けど、煙が出た。火のないところに煙は立たないと、こういうふうに言いますから、当然

火事だろうというふうに受け止めをしたんですが、燃料であるＲＤＦ、ごみではあります

けども燃料ですから、安全対策は大丈夫か、こういう議論をさせていただいたんですが、

返答は、ＲＤＦは燃えません、こういうことでありまして、絶対に燃えませんと申し上げ

られた。私ども委員会は、燃料であるんでそういうことはないはずだと思いつつも、時間

の制約もございますので、後々また議論をさせていただきたい、こんなふうなやりとりが

ございました。 

 ８月 14日に熱風事故、こういうふうに聞いておりますけれども、ございました。委員会

としては、再度調査をさせていただこうということで、19日に現場も見させていただきま

したし、そして、議論をさせていただいておりました。企業庁の方の説明では、これは個

人的な見解というふうにおっしゃられておりましたけれども、一両日中に貯蔵槽の発熱、

発煙は収まるだろうという、そういう発言がございまして、その後、質疑に入らせていた

だいたところで事故が発生をしてしまったというところであります。このときに、これも

触れられておりましたけれども、富士電の方も、発電機の専門家ではありますが、ＲＤＦ
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については専門家ではありませんということをはっきり申されましたし、企業庁の方もそ

のように申しておったように記憶をしております。 

 事故が起きまして、これは大変ですから、すぐ対応しなきゃいかんわけですが、実は委

員会はそこで中断をして、それで、それぞれ、帰る者あるいは現場にとどまる者、分かれ

たわけでありますけども、どうも、見ておりますと、実際に災害が起こったときの責任者

がどなたかもよくわからない状況でございました。状況がわかりませんから、そこに待機

という指示も当然ございませんでしたし、避難という指示もございませんでしたし、人の

点検、点呼ですね、もされなかったと、こんなことを体験いたしまして、私は感じたんで

すが、今から私の感じた問題点を申し上げたいんですが、それ以降も、それ以前もいろい

ろ新聞報道がございましたけれども、繰り返しになりますが、12月 23日に一番最初の事故

の前兆がございましたのに、先程言いましたように、ＲＤＦは燃えませんと発言をされて、

実際に慎重な原因究明も対応もされなかった。これはマネジメントのあり方に問題がある

んだろうと感じました。 

 ２点目に、企業庁、富士電機とも、ＲＤＦの専門家ではないというふうに発言をされて

います。専門家でない組織にこの運用を、安全だという間違った確信があったのかもしれ

ませんが、今から見てみますと、そういう組織に任せたというマネジメントのあり方。 

 それから、先程言いましたように、８月 19日、爆発時に事後対応がされなかったという

災害発生時のマニュアルがないという状況のマネジメント。 

 ４点目に、ＲＤＦの、これも出ていましたけれども、安全性について、７月 20日の発言

を聞いて、大丈夫かという話をしておったんですが、当日の貯蔵槽の異常については一言

も触れなかった、そういうマネジメント。我々は８月５日も見学したんですが、広域のＲ

ＤＦ製造施設は見させていただきました。これは時間の問題だというふうに思うんですが、

時間がなかったということなんでしょうが、貯蔵槽と発電所は、管理棟の窓から、あれが

そうですという説明を受けただけでございました。 

 すべてマネジメントに絡めたわけですけれども、私は、三重県のマネジメントシステム

に問題がある。今、経営品質活動ということで、ＰＤＳを回して、自らどんどん進化して

いく。これは、ＩＳＯを取得されていますからよく皆さん方も身につかれておると思うん

ですが、どんどんどんどんよくしていく。したがって、出てきたものには問題がないとい

う、こういうことなんですけれども、これは全く機能していない、こういうふうに思い知

らされました。 

 そういうことで知事にお尋ねをしていきたいんですが、まず、８月 25日に知事は、当面

の課題と対応、４点の項目を示されました。臨時議会の後に議員に説明をされました。そ

れとあわせて、危機管理体制の抜本的な見直しにも言及をされました。今議会の開会日、

９月 17日に現状報告がなされました。いろいろ質問が今までありましたように、まだまだ

課題はあるんですが、これは是非早急に対応していただきたいということが私の１点目の

質問なんですが、この辺の詳しい議論、専門的な議論、あるいは積み残した議論、そんな
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ことは有識者による県が作られた専門委員会の皆さん方、あるいは議会の特別委員会にお

任せをしたい。 

 それと、地元の皆さん方にも説明会をされておりますからいろんな意見も出ておると思

いますが、是非徹底的に情報公開をしていただいて、そして、それぞれの委員会なり地元

の皆さん方からいただいた提言や判断を、指摘も含めて謙虚に受けとめて、早急に対応し

ていただきたいと、こう思っております。今まで触れられておりますから、知事の意思表

明といいますか、強い意思を是非確認しておきたいというのが１点目でございます。 

 次にお聞きをしたいのは、ＲＤＦの諸課題について、前知事から申し送りがあったと、

こういうふうに新聞報道で見ました。４点書かれておったと思うんですが、当然、新しい

知事になられてそういう課題を申し送られたわけですから、対応をしてこられたというふ

うに思います。どのように対応をしてこられたのかということと、あわせて、現実にこう

して事故が発生をしてしまったわけでありますから、今になって反省すべき点が多々あろ

うかというふうに思います。そのことについてもあわせてお尋ねをしておきたい。どう対

応されていくのかもお聞きをしたいと思います。 

 それから、私が一番強く感じておるんですが、３点目に、全部門のマネジメントシステ

ムをやっぱり見直していくべきだということを申し上げたいと思います。知事は、県民の

しあわせ、安全安心、こういうものを県政の柱、背骨、最重要課題、こうして掲げられて

おるわけでありますけれども、今回の事故の教訓をＲＤＦ対策のみで終わらせてしまって

は、これは県民の皆さんの信頼が得られないんだろうというふうに思います。全庁的に見

直す、もう既にこういうふうに知事は意思表明されておりますので、私と同じ考え方だろ

うというふうには思っておりますけれども、是非教訓を全庁で、全職員で共有して、全部

門のマネジメントシステムを徹底的に見直すべき。ただ、つながりが悪いからトータルマ

ネジメントでつながりをよくするだけではなくて、徹底的に見直すべきだというふうに考

えておりますけれども、知事の所見をお伺いしたいと思います。 

 まず、ここまでについて御答弁をお願い申し上げます。 

 

（野呂昭彦知事） 

前知事から引き継ぎましたＲＤＦ発電事業に係ります課題といたしましては、発電所の

操業に絡みまして、初期トラブルとか、あるいはＲＤＦの異常発熱などがあったわけでご

ざいます。発電所の初期トラブルにつきましては、就任前の北川県政の当時、本年１月か

ら４月にかけて、発電タービンの軸受けの一部損傷などにより数回の発電停止があったと

聞いておるわけでございますが、その後、修理を行いまして、おおむね順調に稼働してい

ると、こういう報告を受けておるところでございました。 

 それから、ＲＤＦの発熱防止対策といたしましては、崩れやすいＲＤＦの発酵が発熱の

原因であると、こういう見解から、ＲＤＦの性状改善について市町村と協働して取り組ん

でいくこと、また、貯蔵槽には温度計を設置するなど、温度監視の強化を図っていくと、
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こういうことでございました。 

 しかしながら、結果的にはこうした事故の発生を未然に防ぐことができなかったという

ことでございますから、私たちも大変遺憾に思っておるところでございます。 

 今後、専門委員会等の調査結果、もちろん県議会の特別委員会等のいろんな御指摘も踏

まえて、適切に対応できますよう、そして、県民の皆さんの信頼回復に一層努めて最善の

努力をいたしていきたいと、こう思っておるところでございます。 

 それから、全部門のマネジメントシステムを徹底的に見直すべきであるという御意見で

ございますが、先程少しトータルマネジメントについても触れさせていただきましたが、

トータルマネジメントシステムそのものは、いろんな制度、システムをより有効に組み合

わせ、体系的に効果的に機能するように、そして、結果的には全体最適を常々組んでいけ

るような、そういうものを作っていきたいという目的で取り組んでおるところでございま

す。 

 今回の行政経営品質の考え方に基づきます点検結果を主な課題として中間的に取りまと

めたところでございますけれども、この中で、リスクマネジメントにつきましては、全庁

的に実効のある展開を進めるために、職員一人ひとりへの危機意識の徹底とか、政策推進

システム、率先実行取り組みなど既存システムの活用など、危機管理の仕組み、体制の強

化を図っていく必要性があるということで、そういった課題が上がってきておるところで

ございます。 

 このトータルマネジメントシステムに検討をやっている中で、実は今回のＲＤＦの貯蔵

槽の爆発事故が発生いたしました。そんなことから、私としては、全庁的な危機管理体制

については、これは緊急に見直して検討していかなければならない、こんなことで９月２

日に危機管理体制検討会を設置いたしたわけでございます。 

 この検討会におきましては、具体的に危機管理マニュアルの点検とか、あるいは、危機

発生背後に潜んでおります組織の体質とか仕組み、それから、職員の意識、こういったも

のなど、全庁的な危機管理体制におきます問題点の検証を行っておるところでございます。

さらに、危機発生の未然防止対策とか、あるいは発生時の体制づくりを行うためにリスク

を検知するシステム、さっきヒヤリハット等の事例を申し上げましたけれども、そういっ

たものとか、職員の意識の改革向上、それから、危機発生時の情報収集や県民の皆さんへ

の発信方法、危機管理組織や危機発生時の事故対策本部等のあり方等について検討をして

おるところでございます。 

 今後も、全体のトータルマネジメントシステムの検討と整合性を図りながら、具体的に

実施できる対策から早急に取り組んで、全庁的な危機管理体制の充実強化をしてまいりた

い。その上で県民の信頼を取り戻してまいりたいな、このように考えておるところでござ

います。 
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○平成１５年第３回定例会（平成 15年 9月 30日） 

（木田久主一議員） 

次に、ＲＤＦの問題についてであります。 

 ＲＤＦをどんどんと進めてきた北川前知事がさーっと潮の引くごとくいなくなってしま

いました。その後、始末に追われている野呂知事という構図を県民は見ております。就任

早々、県政最大の危機に直面した知事の思いを聞かせていただきたいと思います。北川前

知事との責任分担をどういうふうに考えておられるのか、できればお話をいただきたいと

思います。 

 

（野呂昭彦知事） 

それから次に、ＲＤＦの問題について、就任後間もない状況で直面したことについてど

う思っておるか、それから、前知事との関係についてもどう考えるかと、こういうことで

ございますけれども、私は就任当初から、新しい県民しあわせプランの策定と同時にトー

タルマネジメントシステムというのを構築していかなければならないと、こう考えてまい

りました。その中でやはりいろいろ新しい県政運営のシステムが持ち込まれたわけでござ

いますけれども、既に多くの皆さんからも御指摘がありましたように、それぞれのシステ

ムそのものが必ずしも効率的、効果的に運用されておるというばかりでもございません。 

 それから、特にやはりいろんな運用のそれぞれのシステムがより連携して、やはりもっ

ともっと県政の運営につきまして、県民に向かってサービスを提供していくという観点か

ら、常に最適化された県の組織であると、こういうことが必要であると、こう考えてきた

わけでございます。特にトータルマネジメントシステムをやる際には、最終的には県民の

皆さんの信頼を欠くようなこと、これが総じて言うところの県政におけるリスクであると、

こう考えておりますだけに、リスクマネジメントとか、あるいは危機管理というのは全体

の運営システムの中でかなり中心的な役割をなすものであると、こういうふうに考えてき

たところでございます。 

 実は、そんな取り組みをこの６月以降始めてまいりましたが、その矢先に今回のＲＤＦ

の貯蔵槽の爆発事故が起こったところでございます。私としては、ああいった尊い命を犠

牲にする、また、お勤めの皆さんが怪我をされるという事故に遭遇をいたしまして、そう

いう意味では、県の施設であるだけに、断腸の思いで残念な気持ちでいっぱいでございま

す。また、県民の皆さんにも、かかる事態がいかに県政に対する信頼を低下させるかとい

うことで、非常に残念に思っておるところでございます。 

 そこで、知事である私がこのＲＤＦの一部局でやってきておるこういった事業のことに

ついてどういった関係があるかということでありますが、私自身は県政の一番責任ある立

場として、そのことを極めて重く考えておるところでございます。北川前知事にありまし

ても、知事という立場という観点からいけば、同じような立場であると、こういうふうに

思っておりまして、前知事のことについて御指摘をされるなら、それは私自身のまた問題
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であると、こういうふうに常に考えておるところでございます。 

 

 

○平成１５年第３回定例会（平成 15年 10月 2日） 

（福田慶一議員） 

 最後になりますが、今議会はＲＤＦの問題で終始をしたようなことかなと思っておりま

す。それで、最後の最後でありますが、ＲＤＦ施設についての質問をさせていただきたい。 

 ８月 19日に三重ごみ固形燃料発電所の貯蔵槽において爆発事故があり、知事は、事故発

生と同時に発電所の運転を停止するという決断をされ、原因究明と安全の確認がなされる

までは運転を再開しないことを表明されました。一方、運転を停止したことにより、ごみ

をＲＤＦ化している 26市町村から発生するごみをどう処理するかという大きな問題が発生

をしました。 

 先日の代表質問での萩野議員の質問に対して、知事から、市町村及び関係機関と協力し

てごみ処理体制を整え、当面の受け入れ先は確保したとの答弁があったものの、ＲＤＦ化

している市町村においては、処理先の確保とその財政負担に悲鳴を上げ、近隣市町村は、

その受け入れによって、自らのごみを調整してでも協力しようと涙ぐましい努力を行って

おります。このような厳しい状況は、ＲＤＦ化施設組合や各市町村からの要望書などから

十分に御承知のことと思います。 

 一方、８月 14日から続いておりましたＲＤＦ貯蔵槽内部の発熱及び火災について、先月

27 日鎮火宣言が出されたにもかかわらず、発電所の再稼働の見通しについては依然として

目途が立たず、先日の代表質問並びに一般質問においても、知事は、相変わらず、原因究

明と安全確認という答弁をされております。原因究明については、県議会に設置をしてい

ただきました特別委員会や専門家による事故調査専門委員会に委ねるとしても、このよう

な市町村の切実な悩みを解消するために、運転の再開について判断する安全性確認のため

の要件を知事から具体的に示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 本日、今日のこの質問が、質問の最終日の最後の質問であります。ぜひとも明快な御答

弁を期待いたしまして、壇上からの質問を終わらせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

（野呂昭彦知事） 

最後に、ＲＤＦにつきまして、安全性の確認要件とはどういうことだと、こういうお話

がございました。まずは中間報告を既に専門委員会の方からいただいております。この中

で、今回の事故はＲＤＦ貯蔵槽からの発熱発火に伴うもので、焼却や発電施設とは無関係

の事象によるものと考えられるが、この際、これらの施設についても十分な点検を行い、

一連の装置の安全性と安定性を確保すること、それから、ＲＤＦの保管中にある程度の高
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温になった場合、そのまま放置すると有機物の自己発熱により更に温度が上昇し、やがて

発火に至ることが考えられるなどの御指摘をいただいておるわけでございます。 

 この中間報告等から、次の３つのことを安全性の確認要件として考えてよいのではない

かと考えております。１つは、専門的な知識、技術を有します第三者に依頼いたしまして

施設を総点検し、施設の安全性と安定性を確認すること、それから、２つ目に、中間報告

で示されましたＲＤＦの保管方法、防災措置、日常の品質検査などのＲＤＦ管理の当面の

留意点というのがございますが、これをクリアできる体制を確立すること。それから、３

つ目に、新たな貯蔵槽の設置につきましては、事故調査専門委員会の最終報告や環境省の

検討結果などを踏まえ、適切に対応するものとし、それまでの間においては、貯蔵槽がな

い場合でも、安全に運転が可能な範囲にＲＤＦの処理を限定するということ。こういう３

つをまず考えるわけでございます。 

 それから、ソフト面の対策といたしましては、確実に機能する発電所の危機管理マニュ

アルが整備されることや、それから、環境行政の経験豊富な県職員の配置とか管理体制の

充実整備、こういったものも必要だと、こう思っておるところでございます。 

 何よりも安全性の確認につきまして、県議会や市町村、あるいは地域住民の方々へ御説

明申し上げまして、今後の御理解を得られるように取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 

（桜井義之議員） 

 お疲れのところ、お許しをいただきまして、先ほどの福田議員のＲＤＦの質問に対して

関連をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、議員の質問に対して、知事が、再開に向けての三つの安全性確保の条件をお示

しいただきました。限られた時間でしたし、少し早口で御答弁されましたが、先ほどの御

答弁は僕は十分ではなかったんじゃないかな、そんな気持ちを持っております。 

 そこで、もう一度、今回、専門的な知識がなかったり、あるいは非常に無責任な体制で

あったと。企業庁の責任あるいは民間の富士電機さんの責任、これは免れないんではない

か。あるいは県民の信頼の回復のためにも、最高責任者としての知事の強い指導力、これ

をやっぱり期待したい、そう思いますときに、もう１回、先ほどの３つのお示しをいただ

いた項目の上に、知事の強い意思というか、ここをお示しいただきたいというふうに思う

わけであります。まずはそこのところを知事のお言葉で是非語っていただきたい。 

 

（野呂昭彦知事） 

先般、16日に専門委員会からの中間報告が出まして、その中で、中間報告では、一つは、

ＲＤＦの貯蔵槽の発熱発火に伴うものであって、焼却とか発電施設とは無関係なものと考

えられるけれども、この際、一連の施設について安全性をきちっと確保しなさいよと、こ

ういうことが一つございました。それからもう一つは、発火そのものについては、ＲＤＦ
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の保管中に、いろいろとそのまま放置すると有機物の自己発熱によって発火に至るという

ようなことがあるということでございましたので、そういったことから、今回、福田議員

の御質問に対して幾つかの点で申し上げたところでございます。 

 一つ目に上げましたのが、まず、専門的な知識、技術を有する第三者に依頼をいたしま

して、施設を総点検して、安全性、安定性を確認するということでございます。 

 それから、二つ目に申し上げましたのは、中間報告の中で、ＲＤＦの保管方法だとか、

防災措置だとか、日常の品質検査等につきまして、ＲＤＦ管理の当面の留意点というのが

この中間報告にございます。その中には、保管方法についてとか、防災措置についてとか、

それから、その他の項目の品質検査に関することとかいうようなことがこの当面の留意点

という中に上げられておるわけでございますので、そういった保管方法、防災措置、日常

の品質管理など、この留意点をクリアできる体制を確立するということが大事だというこ

とを２点目に申し上げました。 

 それから、３点目に申し上げましたのは、新たな貯蔵槽の設置につきましては、事故調

査専門委員会の最終報告とか、あるいは環境省の検討結果などを踏まえて適切に対応する

必要があると考えておりますが、それまでの間、貯蔵槽がない状態におきましても、安全

に運転が可能な範囲にＲＤＦの処理を限定するということ、これが貯蔵槽がない状態の中

でも一つ求められることではないか、こういうふうに考えたところでございます。 

 それから、そのほか、今３つ申し上げました以外に、発電所の危機管理マニュアルが整

備をされるということが必要でございますし、それから、県においてかかるこういった事

故がございました。県職員の配置等についても、管理体制を十分に充実整備をするという

ことが大事だと、こういうふうに考えたところでございます。 

 私が言っておりますことに向けて、やはりそういったことについて、県議会の皆さんや、

あるいは市町村の関係の皆さん、地域の皆さんにも御理解をいただくということが、再開

に向け一定の理解を得られるということが必要になってくるだろうと、こういうふうに考

えて申し上げたところでございます。 

 

（桜井義之議員） 

 ありがとうございました。大切なことだろうという認識を持たせていただきましたので、

あえて知事の言葉でということで申し上げました。 

 その中で、特に福田さんの質問の趣旨の中心にもあったかと思います、今おっしゃって

いただいた 26の市町村のこの対応の問題というのは、もうせっぱ詰まった話であろうとい

うことだろうと思いますが、２つ目の今示されたＲＤＦの保管あるいは一様的な品質、こ

れは、例えば市町村がつくってくるＲＤＦの品質等々も含めて、やっぱり県はトータルと

しての管理責任者としての留意点を持って臨むというふうに今の御答弁の中を解釈させて

いただいてよろしいでしょうか。 
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（野呂昭彦知事） 

 私は、中間報告の今、当面の留意点ということについて、それを引用して申し上げたと

ころでございます。そういう意味では、保管方法についても、ＲＤＦ化施設もやっぱり連

携して取り組む体制が必要であるということとか、それから、品質管理についても、当然

つくっておるのはＲＤＦ化施設でございますから、これも連携した取り組みというものが

必要でございます。そういう意味では、少しそういった連携の相手も、市町村等も含めた

中できちっと対応していくべきことだと、こういうふうに述べられておるものと解釈して

おります。 

 

 

○平成１５年第３回定例会 委員会報告（平成 15年 10月 10日） 

（貝増吉郎地域政策［防災対策］調査特別委員長） 

現在、ＲＤＦ発電施設におけるＲＤＦ貯蔵槽の事故により、県民に対する信頼が大きく

損なわれていることを受け、この事故を教訓に県の危機管理体制について抜本的な見直し

が行われているところでありますが、今後は、県が危機感を持ちリスクマネジメント会議

を開催した場合は、県民の不安を払拭できるよう必要な都度、迅速な情報提供を行うとと

もに、安心・安全な基盤固めに積極的に取り組まれるよう要望いたします。 

 

（田中覚ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員長） 

ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員長（田中覚君） 報告に先立ち、少しお時間をいただきま

す。 

 ＲＤＦ貯蔵槽の爆発事故において、消火活動に当たってこられ、尊い命を亡くされまし

た桑名市消防本部の消防士の方々に対し、心から哀悼の意を捧げます。 

 また、残されました御遺族の方々に、衷心よりお悔やみを申し上げます。 

 同時に、作業に当たり負傷されました方々の一日も早い回復を念願しているところでご

ざいます。 

 それでは、ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会におけます調査の経過等について、御報告

申し上げます。 

 本委員会は、知事が「県政の一大汚点である」と発言されておりますように、事態の重

大さに鑑み、議会としてＲＤＦ貯蔵槽の事故に関する原因究明及び再発防止策等について

調査を行うため、８月 25日に設置されました。 

 以降、８月 28日、９月５日、９月 19日、９月 29日及び 10月８日の計５回開催し、こ

れまで事故の原因の究明及び事故後の対応について調査してまいりました。 

 具体的な調査項目の報告の前に、冒頭申し上げたい事柄は、県企業庁と富士電機株式会

社の姿勢についてであります。 

 事故原因の究明に係る調査において、県企業庁と富士電機株式会社から聴取いたしまし
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た。 

 企業庁と市町村等７団体とのごみ燃料の処理業務に関する委託契約書において、第４条

第１項で「当該業務の履行に当たっては、善良な管理者としての注意義務を持って履行し

なければならない」と県企業庁の管理責任を定めております。 

 一方、企業庁と富士電機株式会社の契約においても、第 55条第４項で「管理運営期間中、

安全かつ環境に配慮した施設の管理運営を行う」と富士電機株式会社の管理責任を定めて

いるのにも関わらず、注意義務を怠り、率先して原因を究明せず、その上道義的、刑事的、

行政的責任を明確にしないでおこうという姿勢は、事業主や受託者としての主体性に欠け

ると言ってもよく、誠意やスピード感が感じられませんでした。 

 全く責任感の欠如と言っても過言ではありません。 

 特に県企業庁は、「施設の管理運営は、富士電機株式会社に委託している。施設の引き

渡しは、まだ受けていない」といった責任転嫁とも受け取れる発言が随所に見受けられま

した。大量放水や消防出動に関しては、富士電機株式会社は「企業庁から、消防への通報

は待つように指示を受けた」と言うことに対し、県企業庁は「そのような話は聞いていな

い」等の見解の相違点が見られたことは、誠に遺憾であります。 

 そこで、本委員会において特に議論のありました事項に関して、御報告を申し上げます。 

 第１に、御遺族への対応の問題であります。 

 消防士２名の方々におかれましては、公務とはいえ、県有施設に起因する事故により亡

くなられたところであります。 

 責任の所在については、警察当局の手に委ねられておりますが、御遺族からは「県企業

庁、富士電機株式会社とも、誠意に欠ける対応が見られる」といった苦情を聞いておりま

す。 

 単なる誤解であれば救われる面もあると思われますけれども、今後、今まで以上の誠意

を持って早急に対応すべきであると思います。 

 第２に、多度町を始めとする周辺地域への環境面での問題であります。 

 既に、県当局より、ダイオキシン類等の環境影響調査について実施され、その結果につ

いては、既に新聞やインターネット等で発表されており、環境基準値内であり異常は認め

られませんでした。 

 しかし、その情報の提供については、かなりの日数を要しています。 

 今後は、住民の不安が生じないよう、迅速かつ的確な情報提供を要望いたします。 

 第３に、事故に伴う関係市町村のごみ処理の問題であります。 

 ごみは毎日出てまいります。 

 関係市町村のごみ処理行政が滞りなく円滑に進むよう、県当局においては、県内市町村

との調整に最大限の努力を強く要望いたします。 

 また、費用負担の問題については、これも警察当局やごみ固形燃料発電所事故調査専門

委員会の結論を待たなければいけない状況でありますけれども、その費用は、県民の血税
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から負担するものであり、県議会としては容易に認めることは出来ません。 

 従って、事故後における関係市町村のごみ処理方法や費用の増嵩について詳細に調査し、

議会に対して報告するよう申し付けておきます。 

 第４に、事故原因の究明についてであります。 

 ９月 16日に、ごみ固形燃料発電所事故調査専門委員会より知事に提出されました中間報

告においては、「事故現場での消火活動やＲＤＦ貯蔵槽からのＲＤＦの搬出作業が続く中、

十分な資料が得られないため、推論の域を出ない」ということでありますが、以下のよう

に述べられております。 

 発熱の原因としては、微生物の発酵、ＲＤＦの機械的な摩擦や無機物の化学反応等があ

げられています。 

 また、爆発の原因としては、微生物発酵に伴う可燃性ガスの発生や貯蔵槽内での火種や

空気の供給等があげられています。 

 いずれにしましても、県当局には、今回の報告に基づき、ＲＤＦの性状を十分認識し、

今後は、ＲＤＦの検査方法や保管方法の見直し、さらには異常時における監視設備の充実

や防災措置等について検討することを要望いたします。 

 また、ごみ固形燃料発電所事故調査専門委員会の最終報告に向けては、同委員会から企

業庁等により十分な情報が得られないという指摘を受けているところであります。 

 同時に、本委員会においても、再三、同様の指摘、つまり、言われてから出すのではな

く、進んで情報を開示しなさいと指摘を行ってまいりました。 

 より正確な事故原因の究明のため、事故前の状況等の詳細なデータを提供するように、

これも申し付けておきます。 

 第５に、施設運営面での責任の不明確さであります。 

 今回の事故につきましては、稼働時から責任の所在の明確化がなされていませんでした。

去年 12月末における貯蔵槽の異常発熱を大きく問題視し、問題点や対応策等について迅速

かつ適正な伝達を行い、情報の共有化をするとともに、防災設備の設置や管理運営等の対

応を的確に行えば、未然に防ぐことができたものと言えます。 

 さて、このＲＤＦ発電事業は、環境対策のみならず、市町村行政の１つである一般廃棄

物行政を広域的に進めることにより、分権時代の県と市町村とのあり方を提案するもので、

大変大きい意義を持つものでありました。 

 こうしたことから、今後の一般廃棄物行政の推進については、以下の３点について１日

も早くその展望を示し、迅速な対応を行わなければなりません。 

 その１つ、今回の事故については、事業主体としての認識を十分に持ち、責任ある姿勢

で取り組み、専門家や関係機関等の意見も踏まえ、ＲＤＦの性状や施設の技術面や契約方

法等の制度面及び推進体制、もしもの時の連絡体制や危機管理体制といった組織面など多

面的に検証を行い、責任の所在の明確化を図り、その改善策を策定すること。 
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 また、施設の検証につきましては、ＲＤＦ貯蔵槽以外の焼却施設や発電施設なども含め

て行うこと。 

 その２、ＲＤＦ発電事業の今後の対応については、市町村や地域住民の方々と十分協議

を行うとともに、安全性の確認については、一定の理解が得られるよう説明を行うこと。 

 その３、その上で、環境先進県を標榜している三重県としては、循環型社会の理念を再

構築し、ごみを出さない施設等の具体的な検討を行い、今後の一般廃棄物行政の円滑な推

進を行うこと。 

 最後に、今回の事故を教訓として、「安全・安心」をキーワードに徹底した危機管理体

制の確立を行うとともに、今後、他の事業につきましても、安全に対する認識を一層深め、

県民の信頼回復に向けて取り組むことを強く要望しておきます。 

 なお、本委員会におきましては、今後、市町村のごみ処理対策や再発防止策等について

調査を進める予定であります。 

 以上、御報告を申し上げます。 

 

 

○平成１６年第１回定例会（平成１６年 2月 26日） 

（芝博一議員） 

ＲＤＦ問題について局面が大きく変わろうとしています。県企業庁は住民説明会を開き、

施設の改修に入り、安全確保のための試験調整運転への手順を公表しました。そして、す

べてを住民に公開し、安全性が二重、三重にも確認されたならば、知事が本格稼働の可否

を判断するとのことであります。先の住民説明会でも多くの不安や意見が寄せられました

が、これらの問題を徹底的に解決し、必要があればその都度説明会を開いて、更に県民、

住民に理解を求めていくよう、当局に強く要望しておきます。 

 そこで、県企業庁は、ＲＤＦ発電所の稼働に必要な経費約８億円を計上し、これは、再

稼働したと想定し、大半は人件費と富士電機への事業委託費とのことですが、再開に必要

な施設改修費用は、当面富士電機が負担し、改修後に話し合い、事故責任の割合に応じて

費用分担を決めるとのことですが、この事故責任の割合は、何を判断基準にして決めてい

くのでしょうか。そのお考えをお聞かせください。 

 また、施設改修費だけでなく、今、現、に県と富士電機が半分ずつ負担している、各市

町村のごみ処理増額分や、これまでの事故処理に要した費用分担についても、個々それぞ

れの個別の事案で費用分担を話し合うのか、はたまた総体的に、総額をもって費用分担を

話し合うのかもお聞かせください。 

 更には、その話し合いやその結果に第三者の判断を求めていくべきか、また、求めない

のか、その点についてもお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、御答弁をお願いいたします。 
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（野呂昭彦知事） 

次に、ＲＤＦのことについてお触れになりました。今回、県の施設であるＲＤＦの発電

所におきましてああいった事故が起こりまして、改めて犠牲になったお２人の御冥福もお

祈りいたしたいと思います。 

 ＲＤＦにつきましては、先般、２月 20日から改修改善に入っておるところでございます。

順調にまいりましたら、引き続きまして試験運転に入ってまいりまして、やはり机上で考

えてきた、これまでとってきた、お示しをしてきた安全策が本当にきちっと確実なものか

どうか、こういうことを見きわめていくということが、安全性を確保し、確認していくた

めには何としても必要なことであると、こう思っております。 

 御指摘がありましたように、そういった状況につきましては、最終的には、監視運転の

後、議会あるいは周辺市町あるいは住民の皆さんに説明会を持ちまして、そして、私とし

ては、本格的な稼働をその後やっていくのかどうかということの最終判断をしなければな

らないと、こう思っておるところでございますが、それに至ります状況の中でも、こうい

った試運転であるとか、いろんな形での安全性の確認をしていくわけでありますから、そ

れらの情報につきましては、適宜しっかりお示しをできるようにしていきたい。したがっ

て、そういったことの御報告をする説明会も今後持たさせていただきたいと、このように

考えておるところでございます。 

 お尋ねでは、費用の負担の問題がございました。この事故に伴います損害賠償につきま

しては、事故の原因の責任者がその費用を負担するということがまず基本であると考えて

おります。今回のＲＤＦの貯蔵層の事故につきましてはまだ原因が特定されていないとい

う状況でございますので、その費用の負担につきましては、ごみをＲＤＦ化しております

市町村におきますところのごみ処理経費負担を軽減するための費用などを企業庁と、それ

から、富士電機で暫定的に２分の１ずつ負担することといたしておるところでございます。

その他の費用につきましては、それぞれの費用の内容等に応じまして、関係者の間で引き

続き検討してまいりたいと、こう考えております。 

 なお、今回の事故におきますところの責任の割合についてでございますけれども、これ

については、今後、警察の捜査等の動向を見まして判断をしてまいりたいと、こう思って

おります。 

 また、費用の最終的な負担割合については、富士電機と話し合いを続けてまいりますけ

れども、御指摘がありますような、法律に基づきますような専門的な判断を必要とするこ

ともございます。場合によりましては第三者の判断を求めていくということもあると、こ

のように考えておるところでございます。 

 

（芝博一議員） 

もう１点、ＲＤＦ関係の件でありますけれども、事故の原因が特定されていない、こう

いうことであります。しかし、今現状では、事故調査委員会は、最終的な、決定的な事故
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原因を究明と発表されませんでした。警察で事故の刑事責任についての調査は進んでいま

すものの、私は、これは別問題と考えています。どこかでだれかが事故の原因をある程度

全体的に特定して、それをもって判断基準として負担割合を決めていかなければ、最終的

に、いつまでたっても答えが出てこないんじゃないか、警察の刑事責任の追及からの、そ

の結果がすべての判断基準になるとは考えておりません。そこのところをもう一度知事に

お尋ねいたします。 

 

（野呂昭彦知事） 

それから、ＲＤＦのことについての刑事問題とは別に、こういった費用負担については、

余り長引かせずにしっかり決めていくべきではないかということでありますけれども、や

はり、私といたしましては、こういった費用に係る面の負担につきましては、県民にしっ

かり説明できなければなりません。それがやはり事故の原因の特定ということに深く絡ん

でくるということになりましたら、やはりそういったことを全く無視した形といいますか、

それとは切り離してということであっても、出てきた結果として、県民にやはり説明が十

分できないという状況ではいけませんから、ここのところは、少し、お金の問題は、時間

が後になろうと、しっかり説明できるような根拠を持ってお示しをしていくということが

大事だと思います。 

 安全性については、事故原因が特定されていませんけれども、その予想される事故原因

というものをすべて大体考ええる点で網羅した形の中で安全対策はとっていこうというこ

とで、これは進めておるということでございます。 

 

（岩名秀樹議員） 

まず、野呂知事の県政運営について御質問をいたします。 

 一つ目は、ＲＤＦ施策への対応であります。昨年８月生じましたＲＤＦ貯蔵槽の爆発事

故に際して、事故直後の記者会見において、知事は、14年 12月の本格運転が試運転状態の

ようなままで始まった。その後の運転がいびつなままで継続されてきたのではないか。ま

た、県内の各施設でＲＤＦを既に製造しており、処理しないといけなかった。中止して十

分な試運転を行える状況ではなかったとコメントをしており、当時、企業庁と富士電機が

責任のなすりつけ合いをしている状況の中、知事のこの発言に対して、正直でさわやかな

印象を持ったところであります。 

 その後、10月の第３回定例会においては、施設再開の条件として、一つに、専門的な知

識や技術を持つ第三者に依頼をして施設を総点検し、安全性と安定性を確認する。 

 二つ目は、ＲＤＦの保管方法、防災措置、日常の品質検査など、ＲＤＦ管理の当面の留

意点をクリアできる体制を確立する。 

 三つ目には、新たな貯蔵槽の設置については、事故調査委員会の最終報告や環境省の検

討結果を踏まえ適切に対応し、それまでの間は、貯蔵槽がない状態でも安全に運転が可能
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な範囲にＲＤＦ処理を限定するの三つを上げられたところであります。 

 また、11月の記者会見では、住民の理解を得られなければ再開をしないと話されており

ます。当然のことだと思います。 

 ところが、年が明けてから、この知事が同じ人とは思えないような発言をします。１月

20日には、突然年度内の再開意向を表明し、26日には、議会でこの発言が適切でなかった

旨の釈明を行います。しかし、２月に入っても、爆発事故が原因で指名停止処分を行った

富士電機との委託契約の継続を確認し、施設の再稼働を監視運転をするという、役所にし

か通用しない言葉で説明を行っているところであります。これが、安全・安心と、それか

ら、県民主役を唱えた知事の姿なのでしょうか。 

 新聞報道によると、年度内に富士電機からの施設の引き渡しを受けないと、国からの補

助金を返還しなければならないおそれがあることが理由の一つともとれる発言をしておら

れます。一昨年の 12月、幾つかの事故を起こしながら、拙速に事業を進めて大事故を生じ

させることに対する反省がどこにあるのでしょうか。 

 そこで質問をいたします。知事のこれまでの発言によれば、施設再開の条件は安全の確

認と、３条件の達成と、住民の方々の同意が前提と思われますが、これに変わりはないの

でしょうか。 

 また、本定例会開会日に行った全員協議会の資料では、住民への説明を行ったという記

述はあっても、同意を得られたという記述はありませんでした。この席では、知事自らが

十分な理解を得られていないとする発言があったと思います。今この時点で、住民の方々

の理解が得られているのかどうか、知事の考えを明確にしていただきたいと思います。 

 二つ目は、施設の改修、試運転の後に行う監視運転についてであります。監視運転とは、

どう言いつくろっても、本格稼働のことだと私は思います。現在の予定では、施設改修、

試運転、監視運転と連続しているわけですが、改修、試運転の後に十分な検討の時間をか

けることが必要だと思いますが、知事の考えをお伺いいたします。 

 三つ目は、補助金の返還についてであります。ＲＤＦ発電については国も推進をしてお

り、そのために補助金制度があったわけで、県は、環境省と独立行政法人のＮＥＤＯから

合わせて 19億円余りの補助金を受け取っているわけであります。これを返還しなければな

らないおそれがあると報道されているわけであります。 

 そこで質問ですが、現在、補助金については、ＲＤＦ施設がどのような状態であれば返

還しなくてもよいのでしょうか。試運転をすればよいのですか。富士電機からの引き渡し

を受ければよいのですか。それとも、再稼働をしなければならないのですか。そこをまず

明確にしていただきたいと思います。これがはっきりしていないので、話が余計にややこ

しくなっているのではないかと思います。 

 四つ目は、富士電機への管理委託の継続であります。今年２月には、昨年８月の第１回

の爆発事故の責任によって、富士電機は指名停止処分を受けています。これで富士電機へ

の処分は終わりになったのでしょうか、お伺いをします。 
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 また、事故によって処分を受けた業者にそのまま委託を続けることは、県民感情を考え

ても不可解なのですが、いかがでしょうか。 

 

（野呂昭彦知事） 

さて、ＲＤＦについてのお話がございました。今回、説明会、企業庁の方で持たせてい

ただいたのを報告受けまして、まず第一には、本当に県が失った信頼が余りにも大きいな

というのを率直に感じております。安全対策に対します質問については、一応それに対し

てきちっとお答えはしてきておるけれども、やはりその信頼を欠いたことの大きさを改め

て強く感じておるところでございまして、そういう意味では、この信頼回復に本当にきち

っと努めていかなければならない、こう考えておるところでございます。 

 そのために、この際、やっぱりしっかりした安全策というものについて、それをしっか

り確立をして、そしてまた、確認をしていくということが大事でございます。そんなこと

から、最終的にＲＤＦの本格稼働云々については、住民の説明会等での、出させていただ

いた上での最終判断ということをしていかなければなりませんが、まずは、やはり施設を

安全に動かすための改修を行って、また、試運転等も行って、それをやっぱりしっかり確

認をしていかなきゃならないということで考えておるところでございます。その試運転の

結果につきましては、県議会や地元の市町あるいは地域住民の皆さんに報告をさせていた

だきたい、こう思っております。 

 それから、既に御報告申し上げておる中にありますが、地域の住民の方が入りました三

重ごみ固形燃料発電所安全管理会議というのを、これを早期に立ち上げまして、試運転か

ら今後監視運転等に入っていく、そういう状況の中で、そんな状況を随時情報提供して御

意見をいただいてまいりたいと、こう思っております。 

 それから、適宜、時期も選ぶ中で、試運転の状況の結果であるとか、あるいは監視運転

での状況の結果について、それを報告申し上げるというための説明会も持ってまいりたい

と、こう思っています。その上で、最終的にこういった経緯、監視運転については大体数

カ月から１年これはかかるのかなという感じを持っておりますけれども、改めて県議会や

地元市町への報告、それから、地域住民の皆さんへの説明会を行って、それで本格稼働に

入るかどうかと、こういうことを判断いたしていきたいと、こう思っています。 

 私としては、やはりしっかり安全性をきちっと確保し、確認した上でなければ再開をし

ないということ、その気持ちは変わらないところでございます。諸事情がいろいろある中

で、私も、私としての思いを十分説明しないまま申し上げて、若干皆さんにご迷惑をおか

けしたことは申しわけないと、こう思っておりますが、今後もその気持ちで取り組んでま

いりたいと、このように考えておるところでございます。 

 なお、補助金のことについてお話がございました。補助金を返還しなくてよい条件とい

うのはどういうことかということでございますけれども、適正に国庫補助金の交付を受け

るというためには、各省庁等が補助金交付の目的に沿って定める補助金交付要綱に基づい
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て事業を執行して、そして、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付

されておる条件に適合しておるなということを所轄の省庁が認める、そういったところに

認められるということが必要でございます。 

 その上で、計画どおりに事業実施が行われるということが更に求められるわけでありま

す。したがいまして、施設の安全性の確保が大前提となることは言うまでもございません

けれども、補助金という観点からするならば、原則として、今年度内のＲＤＦの焼却発電

施設の試運転が終了し、そして、県が富士電機から施設の引き渡しを受けることが必要と

いうことになってくるところでございます。 

 基本的には今申し上げたようなことでございますけれども、もし仮に試運転が延びると

いうようなこと等いろんな状況を考えてまいりますと、いろんな場合においても、私ども

としては補助金の返還額ができるだけ少なくなるよう今関係省庁と鋭意協議をさせていた

だいておるというところでございまして、これにつきましては、ほぼ確信できる結論とい

うものを得ることができましたら県議会の方にも御報告をさせていただきたいと、こう考

えております。 

 それから、富士電機のことにつきましては、先般、富士電機の処分を企業庁の方でやっ

ておりますが、これは８月 14日の事故の分でございまして、19日の件につきましては、事

故の原因の特定等含めた今後の調査等も見る中で決めていかなければならないということ

で、今後の問題といたしておるところでございます。 

 それから、三重ごみ固形燃料発電所の富士電機と交わしております管理運営業務委託契

約でございますけれども、これは、平成 14年の 12月１日から平成 29年の３月 31日まで

の契約となっておるところでございまして、したがいまして、この契約の条項に明白な違

反がないという限りにおきましては、契約の解除は難しいということであろうかと思いま

す。 

 富士電機につきましては、今全社を挙げて取組体制を確立しようということで、ＲＤＦ

の管理者であるとか、あるいはボイラー・タービン技術者の専門委員であるとか、あるい

は安全専門者等を配置するなど、発電所の管理運営体制を強化する、あるいは富士電機総

合研究所がＲＤＦの性状研究等につきまして、学識経験者と連携しながらバックアップす

る等の対応をしておると聞いております。 

 一方、発電所の方でございますけど、富士電機の提案に基づきまして、同社が設計施工

まで一括して建設をしておるということでございまして、同社は、現在の発電施設の内容

や取り扱いにも最も精通しておるところでございます。今後も、富士電機がこの施設につ

いて設計施工に関する責任を果たしながら管理運営をやっていく必要があると、こういう

ふうに考えておりまして、今の状況の中で、引き続き富士電機に発電所の管理運営を委託

していきたいと、こう考えておるところでございます。 
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○平成１６年第１回定例会平成１６年 3月 4日） 

（石原正敬議員） 

さて、くらしの 12でございますけれども、これは、ＲＤＦ事故が契機となって浮上して

きたプログラムであろうと私は認識しております。確かに、ＲＤＦ事故の後、事故原因の

調査ですとか、専門家によるさまざまな検討が行われてきたわけでございますけれども、

こういったことは、やはり議会も執行部も積極的な活動をしてきたと。そして、まだいろ

いろな問題は残っておりますが、これからも継続していくだろうと私は思っております。 

 それに加えまして、私は４点ほど、あの事故が三重県行政に問いかけたものということ

でとらえております。 

 まず一つは、やはりＲＤＦ政策そのものに対する是非だろうと思っております。そして、

２点目としましては、やはり一般廃棄物行政に県が積極的にかかわっていったというとこ

ろにありまして、市町村と都道府県の関係を問い直すという意味で、これは県政に問いか

けているだろうと。三つ目といたしまして、補助金の問題もありますけれども、国と都道

府県の関係を見直す、こういったことも中に含んでいるんであろうと思っております。四

つ目は、テクノロジープッシュの問題であろうと思っております。行政が抱えるさまざま

な問題を高度な科学技術によって解決しようとする。これは積極的に評価できるわけでご

ざいますけれども、しかしながら、テクノロジーに頼り過ぎ、現場を見、そういうことを

忘れてしまうということも否めません。そういったことを、野呂知事におかれましては、

ぜひともこれから我々議会と議論する中で真摯に考えていただきたいというようなことも

提示しているのではないかなと思っております。 

 以上四つの点を私は認識しておるわけでございますけれども、これはやはり今後の議会

の議論でも活性化していくべき課題だと私も認識しております。 

 さて、その４点のうち２点について、ごみゼロ、くらし 12にかかわってお尋ねしたいと

思います。 

 重点プログラム「くらし 12」は、単体、その一つのプログラムとしては、整合性がとれ

た、まあ、いいプログラムだなと私は思っておるわけでございますけれども、そこで、他

の政策、特にＲＤＦ政策とごみゼロという問題はどのような関係にあるのか。そして、く

らし 12の中でも、市町村との協働と、こういうことを掲げているわけでございますけれど

も、その市町村との関係とはどのような関係を指すのか、協働というのはどのような関係

を指すのか、ここに少し明確性に欠けるのではないかなと、そのような気がしております

ので、そのあたりをお聞きしたいと思います。 

 まとめますと、ごみゼロ社会の実現とＲＤＦ政策はどのような関係にあるのか。さらに

もう１点、ごみゼロ社会の実現に向けて、三重県と市町村はどのような関係のもとにこれ

を推進していくのか、この２点についてお聞かせ願いたいと思います。 

 

（長谷川寛環境部長） 
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 それでは、まず初めに、ごみゼロとＲＤＦ政策の関係について御答弁申し上げます。 

 ごみゼロ社会の実現につきましては、まず、ごみの発生、排出を極力抑制し、やむを得

ずごみとして排出されたものにつきましても、再使用、再生利用を行うなど、ごみを最大

限資源として有効活用し、将来に向けてごみが極力少なくなる社会づくりを目指すもので

ございます。 

 また、ＲＤＦ政策につきましては、日常途絶えることなく発生するごみを適正に処理す

ると同時に、ごみをエネルギー資源として有効活用しようとするごみ処理対応の一つのツ

ールを形成するものでございます。 

 ごみゼロ社会の実現とＲＤＦ政策は矛盾するのではないかというような御意見もござい

ますが、一部解決すべき課題は内在しておりますが、これは矛盾するものではないと思っ

ております。ごみゼロ社会は早期実現が望まれますが、順次取り組むべき課題も多くあり

ますので、一応長期的展望のもとに着実に一歩一歩進めるため、20年後の完成を目標とし、

その実現を目指すものでございます。 

 一方、現時点では、ごみゼロ社会づくりはスタートラインにありますので、現実的な問

題といたしまして、日々排出される多量のごみを適正に処理していかなければならない、

県民の皆様の社会生活の営みに支障が生じないようにしなければならないということがあ

ります。 

 こうしたことから、当面は、ＲＤＦ政策につきましても、26市町村のごみ処理に対処し

ておりますので、きちっと安全性を確保する中でごみ処理対応の一つのツールとして取り

組ませていただきたいと考えております。ただし、長期的には、ごみゼロ社会実現に向け

ての着実な取り組みによりごみの減量化が進むとともに、より安全かつ経済性にすぐれた

ごみの再資源化手法が確立されれば、ＲＤＦ政策はその使命を終えるものと考えておりま

す。 

 また、ごみゼロ社会の実現とＲＤＦ政策を同時並行で取り組むに当たっては、分別によ

るごみ質の変化やごみ量の減少にどう対応していくかなどの課題を抱えていることは十分

承知いたしております。 

 このため、分別の徹底によるごみ質の変動による影響やＲＤＦ焼却発電におけるごみ量

の減少に伴う技術的対応策の検証など、早急に取り組むべき課題がありますので、今後、

これらの課題につきまして、環境部、発電施設を所管する企業庁、そして、ＲＤＦ化市町

村との連携のもとに鋭意調査検討を進めまして解決いたして進めていきたいというふうに

考えております。 

 

 

○平成１６年第１回定例会平成１６年 3月 11日） 

（山本勝議員） 
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まず、よく今回見られたこのＲＤＦの施設の事故当時の状況でございますし、ちょっと

変えていただきますと、これが、爆発したタンクの上が、ふたが飛んだところでございま

すし、それからもう一つは、これは、今施設を改装しておるということで、これ、あいて

おります改修工事の状況でございますけども、私はなぜこのように写真をお見せさせてい

ただくかというと、次いろいろと質問させていただくんですけども、こういう状況があっ

たということをいま一度認識をしていただいて、そして恐らく、この写真を見てみえる方

で、大変なことやったなとか、いろいろ思い出に浸かってみえる方の中に、本当にこの写

真を見るのもつらいなという方もお見えになるんじゃないかと思います。私も遺族の方の

お便りをお聞をいたしますと、自分の息子さんがお亡くなりになったということで、ごみ

行政について何とかひとつ自分としてもその一助を一回やってみたいということで、出て

きた生ごみをできたらひとつ堆肥化して地中に戻して、そんなことでひとつ息子に恩返し

をする、息子に対してやっぱり弔いたいと、こんなことでもやってみえる遺族の方も見え

ますので、どうぞひとつこの写真をいま一度思い出していただきまして、御答弁のほどを

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ＲＤＦにかかわる最近の取り組み状況について、少し時間がなくなりました

から二つか三つ飛ばさせていただきますけれども、ごみを燃料に変え電気を発電する夢の

リサイクル構想として、一昨年 12月注目を浴びてスタートした三重固形燃料発電所、いわ

ゆるＲＤＦ施設も、昨年８月貯蔵槽による連続爆発事故で中断せざるを得なくなりました。

半年後の今日、同発電所は今再稼働に向けて施設の改修が進められ、17日に始まる試運転

で燃焼炉に火が入り、ＲＤＦの焼却と発電が始まりますが、県が専門家を集めて設けた、

笠倉忠夫、豊橋技術科学大学の委員長が、事故調査専門委員会が、昨年 12月の最終報告で、

ＲＤＦは大量保管すると発酵が進んで発熱、さらに発火するおそれもあると指摘し、県は

爆発する可能性があるという認識が欠如していたと結論づけられました。 

 そこで、今後は爆発原因であった貯蔵槽をつくらず、直接ＲＤＦを投入するかんばん方

式でスタートする構想が打ち出されました。そこで、今後の運営について数点お伺いをい

たしますが、質問の冒頭に、まず、地元周辺で行われたＲＤＦ説明会に私も出席をいたし

ました。出された意見を総合的に見てみますと、確かに反対の声は大きかったですが、建

設的な意見も出されて、総合的にあの問題についていろいろ意見も判断すべきじゃないか

なと、このように私は思います。ただ、あの説明会で県の事故調査委員会の笠倉委員長が

出席をしてみえました。私は、なぜ出席をしてみえるのか、疑問を持ちました。議論が伯

仲するにつれまして笠倉委員長の発言する機会も多くなり、中立であるべき立場なのに、

私はＲＤＦの推進論者やとか、ＲＤＦ構想はすばらしいものだというような積極的な発言

をしておいでになりました。私は違和感を感じましたが、事故を調査する人が説明会に出

席するのは、私は本当にどうかなと、このように思いました。 

 できれば、知事の所見があれば知事にお伺いをいたしたいと思いますし、今後説明会も
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また予定をされるそうでございますが、このように笠倉さんがまたお出になるのか、その

辺のところも含めて御答弁をお願いしたいと思います。 

 次に、ＲＤＦの実証試験についてお伺いします。今月５日よりＲＤＦのコンテナ保管の

安全性を確認する実証試験を桑名郡木曽岬町の木曽岬干拓で開始し、６月４日までの３カ

月間、コンテナ内の温度変化やガスの発生状況等を監視する作業に入りましたが、過去の

データでは湿気の多い雨期と温度の上がる夏場に集中をしておりました。本来６月以降に

も試験をすべきではないかと仄聞をいたしますが、知事、この辺についての御所見もお伺

いをいたします。 

 次に、ＲＤＦ関連の政令改正についてはちょっと省かせていただきまして、ＲＤＦ搬入

システムについてお伺いいたします。試験調整運転について、施設の長期保管を２月 19日

に解除して、20日より中電に指摘された半乾式スクラバー改修、アイドルバス改修、火炉

温度計追加などの５カ所の改修を、本日３月 11日までに行われておりまして、14日より試

験調整運転に入って、インターロック試験、負荷試験、負荷遮断試験などを 24日まで行う。

その間に２つのボイラーに 17日と 20日に点火をする。そして 25日と 26日の両日で完成

検査を受け、よければ富士電機から県に施設が引き渡されると、それ以後は監視運転で６

施設のＲＤＦ75トンを有料で引き取り、焼却能力 100トンのボイラー２基を１カ月間交互

に運転して試験を行うとのことですが、通常運転的には能力が十分ございまして、事故等

にも対応できるんじゃないかなと、このように私は思うわけでございますが、しかし、も

う少し先の話になりまして、桑名広域清掃事業組合が本格稼働する本年の 11月には、日量

約 95トンのごみが増えまして、合計で 170トン搬入されます。４カ月で 15日点検をする

という、いわゆる 105日稼動して 15日点検をする工程も、こういう中に組み込まなければ

なりません。不測の事態も想定をして、どうかんばん方式でシステム化をするのかお伺い

し、あわせて、かんばん方式導入によりまして７施設の負担をどこまで解消できるか、こ

れについてもお伺いをいたしたいと思います。 

 それから、補助金返還問題について、環境省に 12億 4000万円、経済産業省に７億 2000

万余の補助金返還問題があるがために、本年度末に施設の引き渡しを受ける作業が進めら

れておるようでございます。知事は８日記者会見で関係省庁と返還問題について折衝を図

っていると述べられておりますが、どの省庁とどの程度の見通しを持って折衝されておる

のか、お伺いをいたしたいと思います。 

 それともう一つ、次にごみゼロ社会の実現について、ごみゼロに向けた取り組みやＲＤ

Ｆ政策の関連について、既に４番議員や 11番議員の質問に際し、知事初め環境部長から答

弁をいただいておりますが、私も少しごみゼロ社会の実現に向けた取り組みについてお聞

きをいたしたいと思います。 

 ごみゼロ社会が限りなく発展をしていくと、ＲＤＦ化するごみがなくなりその使命は終

えることになるとのことでございますが、私も若干理解はできるわけでございます。また、

ごみ処理を考えれば当面はごみゼロ政策とＲＤＦ政策を同時進行で取り組まなければなら
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ない状況、これも若干はわかるつもりでございますが、しかし、ごみ行政、特に一般廃棄

物の処理は市町村の専管事項でございまして、また、ごみ処理は市町村において分別の方

法が違うなど、地域の特殊性を抱える問題もたくさんございます。そうした中、県民しあ

わせプランの重点プログラムにおいて、ごみゼロ社会の実現プログラム、いわゆるこうい

うものを打ち出されておりますが、この施策の実現に向けて県は具体化をどのように取り

組み、進められようとしておるのか、市町村との関係も含めてお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 そして、有機物、一般廃棄物は抜かしていただいて、事故の責任の所在についてお伺い

をいたしたいと思います。先日の岩名議員も質問されましたが、答弁がいまいちでござい

ましたので、再稼働するに当たり不退転の決意で臨む姿勢を示す意味も兼ねまして、今回

の一連の事故の責任を明確に私はすべきであると思います。常々知事は警察の捜査を見守

って決めたいと答弁をされておりますが、刑事上の処分ではなく、行政責任において処分

をどうお考えになっておみえになるのか、知事の所見をお伺いいたしたいと思います。 

 ここで一たん質問を切らせていただきます。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、私の方から、コンテナの実験のことについてお答えいたします。ＲＤＦのコンテ

ナ保管時におきます安全性を確認するためにデータの収集を行うとして、木曽岬干拓地に

おいて３月５日から６月４日までの間、実証実験を開始したところでございます。 

 御指摘のありました試験の時期につきましては、環境省から報告をいただいた最大貯留

期間の３カ月としておりましたが、高温多湿時の悪条件下でのデータも確認する必要があ

ると考えますので、国等の指導も受けながら、御指摘がありました夏場におきましても、

実証試験を引き続き行う方向で検討をしてまいります。 

 次に、補助金の問題について今現在どうなっているかということでございますが、補助

金の問題につきましては、適正に補助金の交付を受けるためには、原則として本年度内に

施設の試運転が終了いたしまして、引き渡しを受けることが必要でございますけれども、

仮に年度を越えた場合でも既に交付を受けた補助金について返還しなくても済むように、

これまで環境省、経済産業省に要望をいたしてきておるところでございます。 

 それで、いろいろと今日まで状況がございました。当初ＮＥＤＯにつきましては、かな

りかたい口調で補助金を返還しなければならないというようなことを、内々に私ども打診

をする中で言ってきておりましたが、実は環境省の方がいろいろと柔軟に対応していただ

いてきまして、そういう意味では環境省と補助金との整合をとる必要があると、こういう

ふうなことで、ＮＥＤＯにつきましても２月 18日の時点で、一部完成では補助事業の目的

が達成されたとは言えない、補助金の返還を求めることになるが、これについては経済省

と協議をしていこうということ、それから、その後２月 23日になりまして、対外的な影響

とか会計検査院への説明がどうできるかというような問題があると、ＮＥＤＯの補助目的
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は、高効率の発電が可能かどうかであり、基本的には施設として完成し、試験調整運転に

よる発電の確認が必要であるというような見解を出してきております。 

 それで、その後私どもいろいろと確認をしてまいりまして、補助金返還については、随

分前向きにきちっととらえていただいておると思いますが、もしも引き渡しができずに年

度を越えてしまうということになりますと、未収分の補助金、環境省 2700万円、それから

ＮＥＤＯが約 900万円、合計 3600万円については、これは交付されなくなるということで

ございます。 

 それから、会計検査院との関係におきましては、一般的に会計検査院は年度内の事業完

了に大変厳しい姿勢でございます。したがいまして、年度を越えましたときには、返還の

リスクは残っておるというふうに承知をいたします。 

 私ども、今日の時点でもしも年度を越えて引き渡しというようなことがかなり長期の先

になっていくというようなことがある場合にはどうかという点について、経済産業省等の

感触を当たらせていただきました。これにつきましては、あくまできちっと詰める必要が

あると。とりあえずの感触ということでありますけれども、計画の見通しが不透明になれ

ば、この補助金の問題の状況は変わってくるのではないかということでございます。 

 したがいまして、補助金の問題は、私としてはやはり、議会の方でも強い御意見があり

ましたら、議会もともに責任を持つ形でぜひ対応していただかなければ、これはリスクを

しょったままいかなければならないということを申し上げておきたいと思います。 

 それから、事故の責任についてお話がございました。県の施設で起こった事故でありま

すから、当然県の責任はございます。しかし、具体的な責任問題について行政的にとにか

くその責任をきちっと果たせと、こういうことでございます。仮に職員の処分等を行いま

すと、これは地方公務員法に基づきます懲戒処分というようなことがございますけれども、

この場合は、このＲＤＦの事故、同じ事由で再度処分ができなくなります。そういう意味

では、こういった職員の処分というようなことについては、慎重にあるべきだということ

で、当初から申し上げておりますように、警察等の捜査状況を踏まえて対応しなければな

らないのではないかなと、こういうふうに私として判断をしてきておるところでございま

す。 

 

（鈴木周作企業庁長） 

 ＲＤＦに関しまして、桑名広域清掃事業組合のＲＤＦ化施設が本格稼働した後の処理は

どうなるのかというお尋ねに、お答えをさせていただきます。 

 現在、この貯蔵槽がない状態での処理を検討いたしておりまして、桑名広域清掃事業組

合のＲＤＦ化施設が稼働していない状態での１日の量は、約 75トン程度というふうに考え

ております。コンテナ 10基での処理を考えておりまして、コンテナ 10基の能力としては

120トン程度というふうに考えておりますので、現在、この範囲内では安定した発電所の運

営ができるというふうに考えておるところでございます。 
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 しかしながら、桑名広域清掃事業組合のＲＤＦ化施設が本格稼動し、桑名広域清掃事業

組合以外の市町村からも毎日ＲＤＦが搬入されているという状態になりますと、約倍の 150

トン程度というふうに推定されます。常にボイラー２基を動かしておく必要がありますが、

定期点検時においてボイラーが１基停止した場合には、貯蔵施設なしでは全量を処理する

ことができません。このため、一定量のＲＤＦを保管できる新たな貯蔵施設を設置する必

要がございますが、新たな貯蔵施設につきましては、消防庁の指定可燃物への指定、環境

省の廃棄物処理施設の構造についての規則改正を待って、これに適合するものを検討して

まいりたいというふうに考えており、相当の期間を要するものと考えております。 

 貯蔵施設が整うまでの間、ＲＤＦの処理については市町村及び環境部等と十分に協議し

て、対処してまいりたいと考えております。 

 

（山本勝議員） 

特に実証実験につきましては、やはり夏場をやっていただくということで、特に私ども

も、先般環境省なり経済産業省へ行ったときには、やっぱりこの三重県の事例が全国の基

準になっていくということでございますので、そういう方向で進んでおるということでご

ざいますので、どうぞひとつ実証試験は一番危険な、そういう状況の夏場についてもやっ

ていただきたいと思います。 

 それからあと、ＲＤＦ搬入のシステムでございますけれども、本格稼働した場合は、恐

らく現状のところではなかなか難しい状況になってきますけれども、やっぱり当初の約束

からいきますと７施設はやはり安定的にそこへ搬入できるという、そういう想定で各施設

が設備を持っておりますから、やっぱりそれはこれから企業庁が真剣に考えていかないと、

例えばボイラーをもう１基設けるとか、ある面ではストックヤードをつくるとか、いろい

ろそういう形で今度は問題が出てくるんじゃないかと思いますので、その辺のところはや

っぱり早い時期に対応をしていくというのが、今後のＲＤＦの正常な運営につながってい

くのではないかということで、どうぞひとつ真剣に御検討をいただきたいと、このように

思います。 

 それから、補助金返還の問題について知事から御答弁をいただきました。私ども、今日

も伊勢新聞にも少し載っておりますけれども、先般、環境省と、それから経産省のエネル

ギー関係のところにお会いをさせていただいて、特にいろいろお話をいただいた中には、

ＲＤＦを取りやめというようなことであるならばやっぱりこれは考えていかないかんかわ

かりませんけども、前へ進めていくというような状況であれば、ある意味で相談は前向き

に乗らせていただきたいという、こんなような御答弁をいただいたように思っております

し、それから会計検査院等の問題のところにつきましても、いろいろ経産省なり環境省な

りの担当者のところでいろいろ御相談に乗りながらその辺の問題についても進めていただ

けるような感触もいただいたわけでございまして、どうぞひとつその辺のところは十分、

こういう物事を進めていくというのも大事でございますけれども、やっぱり安全、安心、
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そしてまた今度あの施設がいろんな形で不測の事故を起こすようなことになれば、それこ

そ廃止に追い込まれるような状況になろうかと思いますので、どうぞその辺のところは安

全、安心、そしてまた安全な施設というところを重点的に、知事の判断を仰ぎたい。して

いただきたい。 

 昨日の議会の事故特別委員会の中でも、今日恐らくこの議会がございましたら文書の申

し入れでいろいろあろうかと思いますけども、そんなところも含めて御検討をいただきた

い、このように思っておる次第でございます。 

 それから、あと事故の責任の所在でございますけれども、私は、罪を憎んで人を憎まず

という、こんな気持ちでおらせていただきます。先ほどもこの写真を見させていただいた

のはそういう面があるわけでございまして、これだけの事故、いわゆるお二人の人命が亡

くなりました。そして、７施設 26市町村に半年間にわたって、長期にわたって大変な御迷

惑をおかけした。そしてまた今日では、９億円余の市町村での支払いも強いられてきた。

本当にこの事故の発生したことで、県に大変な迷惑というんですか、騒動、そういうもの

を知らしめて、このことを何も担当者の方々が処分を受けずにこれが済んでいくというの

は大変不合理なことでございまして、私は何らかの形で、一事不再理の原則もわかってお

ります。一度罰したら軽ければあれですし、軽くても重くても、それは二度出すことはで

きないということもわかるわけでございますけれども、何らかの形でやっぱり態度に示し

ていかないと、例えば前の企業庁長はおやめになられました。おやめになられた方を行政

処分とするというのはできないわけですね。ですから、在職中にそういう処分をしてもら

わなあかんわけですから、これをずんずんいったら、これでもう処分する方がなくなって

いくかもわかりません。長引けばですよ。ですから、そういうことを含めて、どうぞひと

つ、もう一度この処分について、知事の考え方をお伺いをいたしたいと思います。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、御指摘になりました安全、安心のことにつきましては全くそのとおりで、私ども、

あれだけの事故があの施設で起こった、犠牲者も出した、そういうことを考えますと、安

全、安心を、どうしてもそれを確保するために、そしてそれを確認していくために、当面

どうするかということに苦労いたしておるところでございます。 

 そういう意味におきましては、今日まであの施設がまだ引き渡しをずっと受けていない

という異常な状況の中でございます。私は、丸投げではないかとかいろんな議論を今日ま

で受けてきたことを、経緯を考えますと、この際やはり県の責任において、その施設の運

用等も、試験運転も含めて、早く県の施設として責任を持ってやっぱりこれをきちっと確

保し、確認をしていくということが必要ではないのかなと、こう思っております。 

 したがいまして、さっき補助金等の問題についてのことも、リスクが含まれておるとい

うことも申し上げましたが、安全、安心ということとこれは切り離して、しかし施設につ

いてはぜひ年度内に引き渡しができることを、これはもう本当に、今日、山本議員以外の
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皆様にも御理解をいただきたいと、まげて御理解をいただきたいと、お願いを申し上げた

いと思います。 

 それから、責任問題については、もう言われておるお気持ちもよくわかるんです。しか

し、そうかといいまして、何らかの措置をやるというときに、その措置の根拠が、もちろ

ん事故とはいえ、その事故とのかかわりからどれぐらいの責任を問えるのかということが

きちっとしていなければ、とてもこれは、少なくともいろんなそれぞれの職員にとりまし

ても、将来にも大きく影響する、しかねない事柄でございます。こういうことについてき

ちっと配慮していかないと、これはとてもじゃないけれども私は組織としても、組織の長

としても、無責任な話になるのではないかと。 

 しかし、そのことが県民の皆さんに何かやっぱりいま一つどうかというお気持ちを与え

ることになっておるのはまことに申しわけないことなので、私としてはしたがってその理

由を申し上げながら御理解を願いたいと申し上げておるところでございます。 

 

 

○平成１６年第１回定例会 委員会報告（平成 16年 3月 19日） 

（田中覚ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員長）   

ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会における調査の経過等について御報告を申し上げます。 

 本委員会は、知事が「県政の一大汚点である」と発言されておりますように、事態の重

大さにかんがみ、議会としてＲＤＦ貯蔵槽の事故に関する原因究明及び再発防止策等につ

いて調査を行うため、８月 25日に設置いたしました。 

 以降、３月 10日までの間、計 10回開催し、知事や企業庁など、県当局に対する調査を

初め、発電所の建設・管理運営を委託している富士電機システムズ株式会社や北川前知事

を参考人として招致し、調査を行いました。 

 また、２月 17日から 18日においては総務省消防庁、経済産業省、環境省に出向きまし

て、事故原因の究明及び事故後の対応策等について調査してまいりました。 

 更に、３月 18日には、三重ごみ固形燃料発電所の試運転の状況について現地調査を行い

ました。 

 この間、昨年 10月 10日の第３回定例会においては、御遺族への対応、事故に伴う関係

市町村のごみ処理の問題、事故原因の究明等について、県当局に中間報告として要望や指

摘を申し上げ、また、去る３月 11日には、本委員会全委員の意見を集約し、知事及び企業

庁長に申し入れをいたしました。 

 現在、一番重要なことは、ＲＤＦ発電施設そのものが、当初の計画から事故を経て、安

全性が確保されたかどうか、また、県の失った信頼の大きさを重く受けとめ、いかに県民

の信頼を回復するかであります。 

 そのため、次の６点を重点的に申し入れました。 

 一つ、試運転終了後、直ちに運転を停止し、完成検査並びに施設の引き渡しを行った後、
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試験調整状況を地元関係者、県議会等にその内容を説明すること。 

 二つ、機械施設のすべての安全性や改修効果を確認する試運転を行うこと。 

 三つ、人的・組織的危機管理訓練を行うこと。 

 四つ、契約相手方への損害賠償請求を含め、行政責任の早急な検討を行うこと。 

 五つ、ピット方式やカンバン方式、または関係市町村でのＲＤＦ保管体制に係る新たな

市町村の負担を解消すること。 

 六つ、県下７施設で製造されるＲＤＦ固形燃料の品質管理を徹底指導すること。 

 その申し入れを受けられ、昨日、３月 18日に知事及び企業庁長から回答がありました。 

 その回答内容につきましては、行政責任の所在が早期に明らかにならないなど、委員会

として完全に納得のいくものであるとは言えません。また、施設の完成検査や引き渡しに

ついて、当委員会に対し、その定義や位置付けについて今までの説明が不十分であり、誤

解を招いていた感も否めません。 

 しかしながら、企業庁が監視運転と説明していたものを含む試運転により機械施設の安

全性や改修効果を確認できた時点で運転を停止し、かつ、その状態で、試運転結果を含め

た安全確認の結果について県議会、地元関係者にその内容の報告を行うと回答するなど、

その姿勢には一定の理解を示します。 

 知事及び企業庁長からの回答内容を委員会として検討した結果、試運転については、改

修効果の確認に４カ月程度必要であること、つまり、最も湿気の多い時期や最も高温の時

期など、過酷な条件下でＲＤＦの性状を確認する必要があると認識しました。 

 したがいまして、８月中旬までには安全性や施設改修の効果が確認できるものと考えま

すので、委員会といたしましては、運転を停止し、かつ、停止した状態で地元関係者、県

議会等に、試運転結果を含めた安全確認の結果について報告することを求めます。 

 事故の際に消火活動に当たってこられた桑名市消防本部消防士のお二人の方が尊い命を

なくされた日は８月 19日であります。亡くなられたお二人の方に対し、深い哀悼の意を表

するために、また、残されました御遺族の方々に衷心よりお悔やみを申し上げるためにも、

８月 19日までには一定の結果を求めたいと思います。 

 重ねて申し上げます。委員会としましては、８月 19日までには運転を停止し、停止した

状態で地元関係者、県議会等に、試運転結果を含めた安全確認の結果について報告するこ

とを求めます。 

 以上、御報告申し上げます。   
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三重県議会におけるＲＤＦ関連の発言（稼働段階） 

         ＜平成 16年度～平成 22年度＞ 

 

○平成１６年第３回定例会 議案説明（平成 16 年 9 月 17日） 

（野呂昭彦知事） 

 ただいま上程されました追加議案に関しまして、県政運営上の懸案となっております三

重ごみ固形燃料発電所について申し述べます。 

 昨年のＲＤＦ貯蔵槽爆発事故から既に１年を経過いたしましたが、改めて殉職されまし

たお二人の御冥福をお祈りさせていただくとともに、二度とあのような痛ましい事故が起

こらないよう、安全・安心を肝に銘じて今後の県政運営に取り組む決意を新たにしている

ところでございます。 

 既に、14日の全員協議会で再開に向けての決意を申し上げましたが、改めてこの点につ

いて、触れさせていただきます。 

 ＲＤＦ発電所の安全性の確認結果等については、県議会の皆様、地元市町、地域住民の

方々などへ御説明させていただいてきたところです。こうした中で、これまで試運転等で

確認されてきた施設の安全性について、引き続き最善を尽くすこと、さらに、積極的な情

報発信と公開のもとで情報を共有することなどを前提に、ごみゼロ社会を実現するまでの

間のＲＤＦ焼却・発電事業に対する一定の理解が得られたものと総合的に判断いたしまし

た。また、関係市町村からは、ごみ処理を円滑に行うため、施設を早期に運転再開するよ

う強い御要望もいただいています。 

 これらを踏まえ、県議会の御理解のもと、ＲＤＦ焼却・発電事業を再開することとし、市

町村のＲＤＦの受け入れのための準備作業に入ることといたしたいと存じます。 

 また、私は、事故の発生以来、これまで苦渋の中で熟慮を重ねてまいりましたが、この機

会に、県行政の最高責任者として、県政運営上の責任、社会的・道義的責任を明らかにする

ため、私自身の処分として、知事の給料の 10分の２、三月を減額することにいたしたいと

存じます。追加提案させていただく議案第 80号は、そのために必要な関係条例の規定を改

正するものであります。 

 私は、今回の事故の反省に立ち、引き続き発電所の安全確保等に取り組み、県民の安全・

安心に対する県行政の信頼回復に向けて全力で取り組む決意でありますので、県議会の御

理解をいただきたいと存じます。 

 以上をもちまして提案の説明を終わります。 

 

 

○平成１６年第３回定例会（平成 16年 9月 21日） 

（中川正美議員） 
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続きまして、ＲＤＦ発電とごみゼロ社会についてであります。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、昨年８月の三重ごみ固形燃料発電所の貯蔵槽爆発事

故から１年が経過をいたしましたが、改めまして、殉職をされましたお二人の方の御冥福

をお祈り申し上げますとともに、知事におかれましては、二度とあのような痛ましい事故

が起こらないよう、今後とも安全・安心の県政運営に取り組んでいただくことを強く要望

するところでございます。 

 ＲＤＦ化構想は、平成８年に北川前知事のもと政策決定され、当時は夢のごみ処理技術

と言われておりましたが、結果的にはあのような重大な事故を起こすことになりました。

特に本県にありましては、ＲＤＦ全国自治体会議の会長を務めるなど、全国の先頭に立っ

て取組、県内市町村に対しても推進を図ってきただけに、その責任はまことに重大であり

ます。 

 このようなことから、私は、本県が推進してきたＲＤＦ化構想については、これまでの

経緯を踏まえて、きちっとした総括を行う必要があると考えますが、知事はどのような総

括をされたのかお伺いをいたします。 

 また、知事はこれまでごみゼロ社会を実現する過程において、ＲＤＦ焼却・発電事業は

その比重が軽くなり、最終的にはなくなるものとさえ述べられています。また一方では、

現在、ごみゼロ社会実現プランの策定を進められていますが、現時点でＲＤＦ焼却・発電

事業に関する縮小・廃止までの中長期の方針を、ごみゼロ社会づくりの方針と合わせてど

のように明確にされるのかお伺いをします。 

 続いて、知事は先日、ＲＤＦ焼却・発電事業の再開を決定されました。決定に当たって

は様々なことを総合的に判断された結果だと思いますが、主にどのようなことを考慮し、

再開を決断されたのかお伺いをします。 

 また、事業の再開ということでありますから、市町村から搬入をされるＲＤＦを焼却

し、発電を開始することが事業再開そのものを意味すると考えられますので、この二つの

時期について明示をしていただきたいと思います。 

 次に、ＲＤＦ関係施設の施設整備と経営や財政に与える影響についてであります。今

後、国の新たな安全基準等によりＲＤＦ関係施設のコスト増が予想されます。これは企業

庁の経営だけではなく、県や市町村の財政に大きな影響を与えるものであり、既に発表さ

れている損害額の解決も含め、どのように対応していくかが急務であると考えますので、

これらの課題を具体的にどう対応していくのか、その方針をお伺いします。 

 次に、発電所の運転に当たっての安全対策には限りがないものであり、今後においても

安全対策はさらに万全を期していくことが最も重要な課題であると考えます。特に貯蔵施

設については、当面、施設がない状態で運転を行うとのことですが、今後は安全な貯蔵施

設をどのように整備するかが地域住民にとって大きな関心事となってまいります。このこ

とから、新たな貯蔵施設について、今後具体的にどのような施設を整備していくのかお伺

いをします。 
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 最後に、知事は先日、自ら減給処分を行うことを表明されました。これまでは、刑事責

任が明らかになった時点で行政上の処分を行うという方針でありましたが、今回、再開に

当たって、今とり得る処分を行うということで、刑事処分の前に自ら県政運営上の責任を

明らかにされました。しかしながら、今後、警察の捜査が進展し、県の関係者が重い刑事

責任を問われるような事態になった場合には、改めて刑事処分を考慮し、措置を検討され

ることもあるのかお伺いをいたします。 

 以上、ＲＤＦについて、知事におきましては不退転の決意で臨んでいただくよう切望する

ものでございます。 

 

（野呂昭彦知事） 

次に、ＲＤＦ発電とごみゼロ社会についてお尋ねでございました。 

 まず、ＲＤＦ化構想をこれまでの経過を踏まえてどう総括するのかと、こういうお話で

ございました。今日、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動が深刻な環境問題

を引き起こしてきており、ダイオキシンなどの環境負荷の軽減とか限りある資源の持続的

利用のため、資源循環型社会に向けた取組をしていくことが急務でございます。 

 そこで、ごみを燃料として利用することにより、従来の単に燃やして埋める処理から資

源循環型の処理へ転換することを目的といたしまして、市町村との連携のもとで取り組ん

できたところでございますが、ごみをどのように有効に処理するかということに力点が置

かれまして、ごみの発生抑制あるいは再使用・再生利用といった、いわばごみ問題の川上

に対する視点が十分でなかったという面も否定できません。 

 このため、私は、昨年８月の事故の教訓も踏まえまして、ごみを出さないことを施策の

第一に考え、ごみの発生・排出が極力抑制され、やむを得ず排出された不用物は最大限資

源として有効利用されるごみゼロ社会の実現に向けた取組を進めることとし、本年度、そ

の基本となるプランの策定を進めているところでございます。 

 ＲＤＦ事業につきまして、縮小・廃止までの中長期的な方針等についてもお尋ねでござ

いますけれども、ごみゼロ施策の進捗状況とか、あるいは県内の市町村の施設更新時期、

合併後のごみ処理体制などを踏まえまして、全県の広域的処理を検討する中で関係市町村

と十分議論を行いまして、18年度中を目途としまして、その方向性について整理をしてま

いりたいと考えております。 

 それから、今回の再開についてのお尋ねでございますが、発電所の運転再開に当たりま

しては安全性の確保が前提であることから、施設の改修や様々な安全対策を行いました上

で、その効果を確認するための試運転を行ったところでございます。安全性の確認結果に

つきましては、関係者の皆様に説明をさせていただいた際に、いろんな角度からの御意見

とか御質問をいただきましたけれども、これまで進めてまいりました安全対策につきまし

ては十分説明できたと考えておるところでございます。また、地元住民を代表されておら

れる市長さん及び町長さんからは、再開についての理解をいただいてまいりました。 
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 その上で、施設の安全性について引き続き最善を尽くすこと、さらに積極的な情報発

信・情報公開のもとで情報を共有することなどを前提といたしまして、ごみゼロ社会を実

現するまでの間のＲＤＦ焼却・発電事業に対する一定の理解を得ることができたと判断い

たしました。 

 さらに、関係市町村から、ごみ処理を円滑に行うため早期に運転を再開するよう強く御

要望をいただいてまいりました。事業の再開につきましては、これらを総合的に判断いた

したところでございます。 

 なお、実質的な事業再開に当たるＲＤＦの焼却は、本日９月 21日の午後に開始をいた

しまして、発電は 23日の開始予定といたしておるところでございます。 

 次に、コスト面でのいろんなお話がございました。今回のＲＤＦ貯蔵槽爆発事故を契機

といたしまして、国の関係省庁から安全対策が示されまして、今後、さらに省令改正など

で安全基準の強化が予定をされております。三重ごみ固形燃料発電所及び市町村のＲＤＦ

製造施設におきまして、これらの基準に対応できるように安全対策の取組を進めておると

ころでございます。 

 こういう取組を進めるに当たりましては新たな経費が必要となりますことから、国庫補

助金の創設などを要望いたしまして、一定の国の対応をいただいて、負担軽減が図られる

ようお願いをしておるところでございます。 

 また、事故によりまして、現在把握しておりますものでも約 40億円の損害が発生をい

たしております。このようなことから、ごみ固形燃料発電所につきましては、従来の収支

見通しに基づいた経営は困難になることが想定されます。今後も安全性の確保を第一とし

て、さらに企業庁において経営努力に取り組んでまいりますけれども、ごみゼロ施策の進

捗等も踏まえまして、関係者におきまして事業経営のあり方について検討を進めてまいり

ます。 

 また、事故関係経費のうち、市町村のごみ処理経費などは富士電機システムズ株式会社

と暫定的に２分の１ずつ負担をいたしておりますけれども、警察の捜査等が行われている

状況もあり、最終的な負担割合を明確にするには至っておりません。今後は、判断できる

ものから処理をしていきたいと考えております。 

 新たな貯蔵槽施設の整備についてでございますけれども、今後、国などから示されますＲ

ＤＦの温度監視や可燃性ガス濃度の測定、ＲＤＦの集積高さの抑制など、ＲＤＦ貯蔵施設の

技術上の基準などに基づきまして、安全性の確保に配慮した施設としていくように検討を

進めてまいります。また、この検討状況につきましては、安全管理会議に諮るとともに、地

域住民の方々に十分な情報提供を行っていきたいと、こう思っております。こうした検討を

踏まえまして、平成 17年度末を目途に施設整備ができるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 行政責任についてのお話がございました。県が管理をする施設におきまして発生しまし

た今回の重大な事故によりまして、県民の安全・安心に対する県行政の信頼を大きく損ねた
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こと、また、関係市町村のごみ処理にも大きな影響を与えることになりました。私はこのこ

とを重く受けとめ、事故発生以来これまで、自らの責任を明らかにすることについて苦渋の

中で熟慮を重ねてきたところでございます。 

 先般、そういう中で、今回の議会にも私の責任問題、措置に係る条例を出させていただい

ておりますけれども、今後、警察によります捜査状況の進展によりましては、県の関係職員

が刑事責任を問われることになった場合、関係職員の懲戒処分について検討するとか、今回

自らの措置とは別に新たな措置についても検討を行う必要が生じる場合もあり得ると、こ

う考えておるところでございます。議員御指摘のように、今後二度とああいった事故が発生

することのないように、不退転の決意で企業庁を初め職員全体で取り組んでまいりたいと

考えております。 

 

（中川正美議員） 

 先ほどのＲＤＦの問題でありますけれども、総括に関しましてはなかなか私ども不十分

であったなと、こんなふうに思っておるわけでありますけれども、そこで、爆発事故に関し

まして捜査の問題でありますけれども、県警本部長にお聞かせいただきたいと思います。一

体どういう状況になっておるのか、進捗状況についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 

（飯島久司警察本部長） 

 県警察といたしましては、１回目の爆発につきましては業務上過失致傷罪、２回目につき

ましては業務上過失致死傷罪を視野に入れまして、専門家によります爆発原因等の各種鑑

定の嘱託、関係者からの事情聴取、証拠品の分析など、事案の真相究明に向けまして鋭意所

要の捜査を行っているところであります。 

 なお、捜査の内容等、詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。 

 

（辻本正議員） 

次に、ＲＤＦでありますが、今年１年間といいますか、去年１年間といいますか、県政

はＲＤＦの問題に揺るがされたと、こう言ってもいいんじゃないかなと思います。そのよ

うな大変な事故でございました。知事は、いろんなそういう難しい中で事故の責任を明確

にする中で、再開をしたいと、こういうことを苦しみの中から選択をされた。言うなれ

ば、忠ならんと欲すれば孝ならず、市町村と議会、地域との間で、言うに言えない苦悩を

味わっていただいたことだと思います。そういう点で、再開を決意されたことには大いに

敬意を表しますし、その苦悩に報いたいという気持ちもあるわけであります。 

 まず、私からも改めて、お亡くなりになりましたお二人の冥福を心からお祈りいたしま

すとともに、災害に遭われた方々の一日も早い復帰を希望するところであります。 

 その決断、先ほども質問がありましたが、私は３点にわたって、これからＲＤＦをやっ

ていくのにどうかなということについてお伺いをいたしたいと思います。 
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 １点目は、知事も執行部も住民の御理解をいただきましたと、こういう報告がございま

した。先ほども市町村長には御理解をいただいたというお話もございました。大方の御理

解をいただいたというのはそのとおりだろうというふうに思いますが、御理解をいただき

ました、理解をしたと、こういうのは理論や理屈に対してのことでありまして、感情問題

についてはなかなか御理解が得られましたという答えは難しいのではないのかなと、こう

いうふうに思います。 

 先日、池田小学校の殺人犯であります宅間何がしの死刑執行が行われました。遺族の方

は、やっとこれで子供にと、こういう思いであるというふうに言われましたが、学者や知

識人の方は早いのではないか、何でこんなことに限ってというふうなことが新聞に出てお

りました。感情問題というのはこのようなことでありまして、一つのことに対していろん

な意見が出てくるのが感情問題ではないかというふうに私は思います。 

 そういう感情問題、特に地域住民の感情問題を和らげていくといいますか、これを本当

に御理解いただいたというふうに持っていくために、まだまだこれからいろんなことを考

えないかんのではないかと思いますが、そのことについて知事にお伺いをしておきたいと

いうふうに思います。 

 感情問題は、結婚話に例えれば好き嫌いと、こういうことでありますから、なぜ好きな

んや、なぜ嫌いなんやということを尋ねるのとよく似たような質問でございますので、知

事も大変お答えにくいと思いますが、地域住民に接していただいた知事の率直な気持ちを

お伺いしたいなと、こう思うわけであります。 

 それから２点目は、再開するに当たっての採算の問題であります。先ほども知事は、既に

40 億円の負債があると、こういうふうなことを申されましたが、これを再開することによ

ってどういうふうな経営状態になるのか、採算というのは何年先にとれるようになるのか、

ごみゼロの問題ともいろいろ関連をいたしますけれども、この新しく再開をするＲＤＦの

問題について、採算の問題をお聞きしておきたいなというふうに思います。 

 

（野呂昭彦知事） 

 今回、ＲＤＦにつきまして、県の施設におきまして重大な事故が発生をしたことは、ま

ことに痛恨のきわみでございます。重ねて、命をなくされましたお二人の御冥福をお祈り

するとともに、御遺族に心からお悔やみを申し上げるところでございます。 

 今回、このことによりましては多くの県民の皆さん、とりわけ周辺住民の方々に不安を

与え、安全・安心に対しますところの県の信頼を損ねることになりました。また、さらに

は、関係市町村におきますところのごみ処理について重大な影響を与えるということにな

ったわけで、これらのことについて知事として大変重く受けとめておるところでございま

す。 

 私は、再開ということに当たりまして、このような行政上の責任というものについてや

はり明らかにしていくことが必要だと、こういうことを考えまして、自分自身の処分を表
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明させていただいて、議会にもお諮りをいたしておるところでございます。 

 行政責任ということを考えてみますと、もちろんこういったことにとどまるものではな

くて、事故直後から事故原因究明の取組であるとか、あるいは、それに対応いたしまして

は、安全確認の取組、こういったものを行ってまいっております。これらについても引き

続き最善を尽くしていくということが重要でございますし、そして、それを実践していく

中で、安全・安心への信頼を高めていくということが行政の責任を果たしていくことであ

ろうと考えております。 

 感情面での御指摘がございました。そういった観点での住民の理解・不安を解消してい

くということにつきまして、これはもちろん、技術的な意味合いから安全対策に最善を尽

くしていくということは当然でございますけれども、さらには、これらの一つ一つの対策

について、地域住民に対しましてしっかり情報発信をしていく、情報公開、発信、そし

て、やはりそういった情報を共有していくということが重要なのではないかなと、こう思

っております。 

 今、住民の公募委員としての御参加や自治会の代表者によりますところの安全管理会議

というのがございますが、そういったものを通じ、それから、施設の公開であるとかとい

うことも必要だと思います。周辺自治会への広報誌であります「発電所だより」というの

も出しております。こういったことを一つ一つ積み重ねながら、今回、県の信頼を損ねて

おる状況というのは大きなものがありますけれども、それを一つ一つやりながら回復に努

めてまいりたいと、このように考えております。 

 それから、ＲＤＦについての今後の経営問題についてでございますけれども、ごみ固形

燃料発電所は平成 14年 12月から平成 29年３月までの 14年４カ月間を事業期間といたし

まして、その事業期間を通じて収支が均衡するということを基本として当初計画をしてき

ておるところでございます。しかし、今回の事故によりまして、事故処理の関係経費を要

するということにつけ加えまして、新たな安全対策に要する経費が増加するというような

ことで、公営企業としての今後の事業経営を圧迫することが十分予想されるところでござ

います。 

 今後も安全性の確保ということは、これはまず第一でございますけれども、さらに企業庁

におきましても経営努力を十分にとるようにさせてまいりたいと思っておりますが、ごみ

ゼロ施策の進捗状況等も踏まえまして、今後ＲＤＦ焼却・発電事業の経営のあり方であると

か、それから、もちろん経費負担のあり方等についての関係者との検討もございますが、こ

ういったものも含めて、今後、経営そのものについての総合的な観点も含めて取り組んでま

いりたいと、このように考えております。 

 ３点目に、今回の事故につきまして、二度と起こさないために、このことを後世にしっか

り伝えていく必要があるのではないかということでございます。まさに、今回、県全体の信

頼を大きく損なったと痛感をしております。そんな中で、事故直後の昨年９月に危機管理体

制検討会を設置いたしまして、本県の危機管理体制の抜本的な見直しを行い、その結果、三
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重県危機管理方針、危機管理計画等としてまとめてきたところでございます。 

 現在は、これに基づきまして、未然防止対策の徹底であるとか、あるいは研修・訓練の実

施など、危機管理体制の強化を進めてまいりまして、県民に対しまして、安全に、そして安

心して暮らしていただける地域づくりに取り組んでおるところでございます。 

 事故のありました三重ごみ固形燃料発電所におきましては、危機管理マニュアルを整備

いたしまして、職員の教育・訓練など、二度とあのような痛ましい事故が発生しないように

継続し取組を行っていきたいと思います。 

 そこで、今回の事故発生という事実を風化させない、そんな取組も必要であろうというふ

うに思います。そういう意味では、今回、その誓いをモニュメントとして残すということに

いたしまして、発電所で業務に従事をいたします職員とか、あるいはここを訪れる方々が、

この事故で犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、常時、構内におきまして安全な活動を

祈念するということで、安全祈念碑を設置したところでございます。 

 今後もこの事故の反省に立ち、そして、長く私ども県職員がしっかりこの事故の反省の上

に立って、県行政の信頼回復に向けて引き続き取り組む努力をさせていただきたい、このよ

うに考えておるところでございます。 

 

○平成１６年第３回定例会（平成 16年 9月 30日） 

（野田勇喜雄議員） 

それから、最後のＲＤＦにおける県の姿勢について。 

 時間もございませんので端的に言いますけども、基本的に、私は、ＲＤＦの再稼働とい

うのは、ＲＤＦが搬入されたときだというふうに認識しておるんですね。いろんな議員さ

んが、つけたときだという人が多いので、そういう形の中で行くんですけど、私として

は、基本的には搬入がそうだったなというふうに思います。ただ、私としては、事故原

因、安全性の確認、責任分担、正直言ってはっきりしておりません。その中での、先送り

したままというのが地元住民の皆さんの考え方ですね。そうした中でやったということに

関しては、僕は、再稼働に関しては、いつかはしなけりゃいかん、それは、そんなに遠く

ない時期という認識はしていましたですけども、やはり、なぜ搬入時期を月曜日というこ

とで、土日は搬入しませんという約束事を以前にしていたにもかかわらず、最近は何か日

曜日だけという話にもう聞きましたですけども、月曜日は祝日なんですね。なぜ最初の日

の搬入日を祝日にしなきゃいかんのか。いわゆる一方的に、月曜日だから、日曜日じゃな

いからいいという、こういう考え方でやってしまったのか。この辺のところは、僕は十分

地元住民との理解をしてやったというふうには認識しておりません。そうしたところと

か、あと、やはり地域主権をこれから進めていこうという知事が、なぜもう少しそういっ

たことを配慮しなかったのか。そういうふうな思いがしてなりません。 

 それから、今後、ＲＤＦを再開するとしたときに貯蔵槽が必要なんですね。実際の本格的

稼働というのは貯蔵槽が直ってからだというふうに思います。平成 17年の夏にはやろうと
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しています。その貯蔵槽をするときには、しっかりとやっぱり住民のそういう意識、理解、

不信というのをこれからどういうふうにして払拭していくのかを含めて、そのあり方をス

ケジュールもあわせて御答弁願いたいなというふうに思いますので、その３点についてよ

ろしくお願いします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、ＲＤＦ再開に当たっての搬入日の件でございますけれども、これにつきまして

は、９月 14日の全員協議会において、私の方から運転再開について表明をさせていただ

きまして、議会の皆さんの御理解をお願いしたところでございます。９月 17日、県議会

の皆さんに再開に向けたスケジュールを説明させていただきまして、その上で、県議会の

皆さんの御理解も得た上で、直ちに運転再開の作業に入らせていただいたところです。 

 事故以前は、月曜日から金曜日までＲＤＦの搬入ということにしておりましたが、今年

３月に試運転を再開する段階から、貯蔵槽がない状況での安定的な運転を行うというため

には土日を含めた搬入が必要だということで、このことについて、地元の市議会や、また

住民説明会において説明をさせていただいてきたところでございます。 

 今回の搬入の開始日につきましては、９月 17日中に地元の市長あるいは自治会などに

報告をさせていただいてきたところでございます。今後とも、住民の皆さんとの積極的な

情報発信と公開、そして共有をするということが重要だと考えておりまして、これからも

最善を尽くしながら信頼回復に努めてまいりたいと思っております。 

 貯蔵槽の整備についてでありますけれども、これにつきましては、実は、７月９日付の

消防庁所管の危険物の規制に関する政令が出され、ＲＤＦが指定可燃物に指定をされまし

た。今、市町村におきまして、これに基づいた火災予防条例の整備が進められておるとい

うことでございます。それから、今月の 27日に、環境省所管の廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行規則が改正をされまして、ＲＤＦを保管する際の基準等について示されて

きております。 

 ＲＤＦの貯蔵施設につきましては、安全性をまず確保して、そういった施設の整備を進め

ていきたいと、こう思っておりますが、その検討内容につきましては、安全管理会議に図り

ますとともに、地域住民の方々に十分な情報提供を行ってまいりたいと、このように考えて

おるところでございます。 

 今後も十分いろんな議論を通し、住民の皆様への情報公開を通じて信頼回復に努めてま

いりたいと思っております。 

 

（石原正敬議員） 

野田議員のＲＤＦ再開における県の姿勢についての関連質問をさせていただきたいと思

っております。 
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 ＲＤＦの再稼働がなされたわけですが、どうも三重県政におけるＲＤＦの施策上の位置

づけの話は余りされずに来たんじゃないかなと。事故の原因究明、安全性の確保というこ

とに関してはされてきたんですけれども、そのあたり、ちょっと欠けてきたんじゃないか

なと思っております。 

 第１回定例会でも質問させていただいたんですが、ＲＤＦそのものの議論も、これは大

事なんですけども、その周辺の問題もこれからクローズアップしていかなくちゃならんだ

ろうと思っています。 

 特に、施策上のＲＤＦ施設の今後についての議論をしていくべきではないかなと。知事

も、重点プログラムの中で、ごみゼロ社会の実現との関係において、ＲＤＦ発電施設の役

割というのが 20年ぐらいで終えるんじゃないかというような発言もあったかと思ってお

ります。 

 私なりに感じていますのは、あのＲＤＦ貯蔵槽爆発事故を契機に、ＲＤＦ発電所の県政

上の性格がやや変質したというふうに思っております。発電施設というような、売電行為

ですとかそういったことよりも、環境のための施設にその役割がシフトしたというふう

に、私は感じておるところでございます。 

 そこでなんですけれども、ここに、「桑名・員弁生活創造圏環境交流エリア構想 ＲＤ

Ｆ化ごみ処理施設とＲＤＦ焼却発電施設の一体整備のインパクト活用方策提案調査」、ち

ょっと長いんですけども、というのがあります。（資料を示す）これは、平成 13年３月

に北勢県民局が出したものでありまして、現在も、北勢県民局内のホームページで見るこ

とができる、公開されているものでございます。 

 中を見てみますと、いきなり、ＲＤＦ施設があの地域に来るということで、そのまちづ

くりとか、生活創造圏と絡めた、そういった施策というか事業がこの中で盛り込まれて展

開されているというところ、調査ですのであれなんですけども。 

 そこでお伺いなんですが、ここの中に、廃熱利用施設の整備とかエコツアー事業やエコ

スクール事業とか、そういった環境を中心にしたまちづくりの構想が示されているわけで

すけれども、この構想の中にある事業の中で、まずどのようなものが具体的に事業展開さ

れているのかということをまず一つお聞きしたいということ。 

 次に、県政上のＲＤＦ施設の位置づけや性格が変わった、変質したとしますと、これから

ＲＤＦとまちづくりと、そういったことが、この桑名・員弁地区の生活創造圏の中でどうい

ったものになっていくのかなということをちょっとお聞かせ願いたい。これは一例でござ

いまして、今後また、県政の中で広く展開していく必要があると思いますけれども、ひとつ

具体例としてお聞かせ願いたいと思います。 

 

（浦中素史地域振興部長） 

 議員御指摘のように、桑名・員弁生活創造圏環境交流エリア構想は、多度町に建設いた

しましたＲＤＦ関連施設がもたらしますいろんなインパクトを活用しまして、環境をテー
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マとした圏域の内外の交流を活発化させて、その周辺の新しい地域づくりを図っていく

と、こういうことで策定されたものでございます。平成 11年から 12年、２年間かけて策

定されたものです。さらに、平成 13年度からは、学識経験者あるいはＮＰＯ、民間の企

業の方、そして県議会の議員の方、行政関係者、幅広い方を構成委員といたします構想推

進委員会の場で、構想実現に向けた検討を重ねてまいりました。 

 現状といたしまして、平成 13年度からは、当構想において示された 15の戦略プロジェ

クトというのがあります。このうち、エコツアー事業とか、あるいはエコスクール事業な

ど、ソフトの事業を中心に、ＮＰＯや、あるいは地域住民と協力して展開してきていると

ころでございます。 

 今回のこのようなＲＤＦの事故は、こういう構想を推進している中で発生いたしました。

このことは今後の構想の推進にも影響を与えかねないと、そういうこともございますので、

今後、この委員会の事務局であります北勢県民局とも相談しまして、今後の構想のあり方と

か具体的な進め方を一度検討してまいりたいと、そのように思っております。 

 以上でございます。 

 

（石原正敬議員） 

 これから議論していくというところでございますけれども、知事が、行政的な責任とい

うことで、減給という形で責任をとられたということだと思うんですけども、それはそれ

で一定の評価をするわけですけども、やっぱり行政は、継続事業体の中でやっていること

でございますので、そういった、まずやっぱり減給もしかりですが、これからどういう県

政を運営していくか、特にＲＤＦに関して、施策上どういった政策を打っていくのか、も

しＲＤＦ施設の性格が異なった、ちょっと変わってきたというのであれば、その辺はやっ

ぱり説明していくべきではないかなというふうに私は思っておるところでございます。 

 ですので、そういった議論を整理するのかどうかも含めまして、ちょっと野呂知事に、今

後の施策上のＲＤＦの関係をちょっと所見、お願いします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 このＲＤＦにつきましては、三重県の環境政策、ごみ政策の一環として当初からとらえ

て、その事業をＲＤＦのチップ化したものを県が受けて、それを売電することによって事

業として成り立たせようということで、企業庁にさせてきたところでございます。そうい

う意味では、広い意味での環境という中でこれはとらえてきておるというものでございま

す。 

 ただ、今回、こういうふうな事故が起こりました。事故処理にも大変な経費がかかりま

したし、安全性をより高めていく、これがまず第一だということで、それに係る今後の経

費の問題もございます。 
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 したがって、今までのような形で企業庁の事業として成り立つのかどうなのか、という

ような議論は、既に皆さんからもいただいてきたところでございます。しかし、今回、損

失被害でもかかっております 40億円等の経費の負担の問題であるとか、それから、今

後、ＲＤＦの企業庁としての事業としてどういうふうに、企業庁の努力も生かしながらや

っていけるのか、こういったことについては、今後の議論の中でしっかり見きわめていか

なければならない、こう思っておるところであります。 

 したがって、環境政策そのものの中で、ごみゼロというさらに高い次元の目標をあげまし

たから、そういう中でＲＤＦというものの機能するのは、ある意味で将来的にはその役割は

終えていくのではないかと、こういうふうに位置づけておるわけでありますけれども、しか

し、当面、ＲＤＦがサーマルリサイクルとしての位置づけを持ちながら、三重県のごみ問題

あるいは環境政策の中で一定の位置づけを持っていくということには、これは変りはない

と、このように考えております。 

 

（中嶋年規議員） 

 私も、ＲＤＦ発電事業のことについて３点御質問させていただこうと思ったんですが、

先ほど、石原議員の質問で、１点目のごみゼロ社会とＲＤＦ発電事業との関係について

は、知事の方から、ごみゼロ社会はより高いレベルのものを目指しているんだと。ただ、

その中で、ＲＤＦ発電事業もサーマルリサイクルとして有効である、環境政策の一環とし

ても考えてとらえていくべきであるというふうな御答弁をいただきましたので、１点目に

つきましては割愛をさせていただきます。 

 残り２点について、ＲＤＦの処理費に関しまして、企業庁長に御所見をお伺いしたいと

思います。 

 26市町村が今ＲＤＦの処理費用を負担しておりまして、現行トン当たり 3790円と、こ

れが非常に高まるのではないかというふうな心配の声がたくさん聞こえております。 

 まず１点目の確認事項というか、お尋ねなんですが、平成 14年６月 10日にＲＤＦ運営

協議会理事会の決議の中で、ＲＤＦの関連市町村が負担するのは、その発電事業に伴う施

設の維持管理費の一部であると。そういうことであれば、今回の事故に伴う県有の関連施

設の改修費、40億円等ですね、これは市町村負担にはならないということについて、まず

確認をさせていただきたいと思います。 

 それと２点目、続けてもうお聞きします。そうはいうものの、今回の事故を踏まえて、

万全の対策を講じるためにＲＤＦ発電施設の維持管理費、これの増加は避けられないであ

ろうというふうには思います。だから、その増加分を安易にＲＤＦ製造している 26市町

村の住民に転嫁するべきではないというふうに思っております。 

 そういうことで、今後のＲＤＦの処理費を議論するに当たっては、企業庁の経営努力、そ

の上でのＲＤＦ発電事業の収支見通しはもちろん、今環境政策の一環というお話もありま

したので、例えば一般会計からの繰り出しだとか、それから、事故を起こした県の管理責任、
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もともといえば、ＲＤＦ政策を推進してきた県の責務、こういったことも含めて、関係市町

村の住民に対して十分な説明責任を果たす必要があるというふうに思っております。もち

ろん、私ども県議会とも、このＲＤＦの処理費の取り扱いについては十分議論するべきだと

いうふうに思っておるんですが、重ねて申し上げますが、ＲＤＦ処理費について、安易な市

町村への負担転嫁を行わずに、関係市町村、県議会とオープンに議論していただいて十分な

説明責任を果たすべきだと考えますけれども、企業庁長の御所見をお伺いします。 

 

（鈴木周作企業庁長） 

 ただいまのＲＤＦに関連いたしまして、市町村の経費負担についてのお尋ねがございま

した。 

 議員からもお話がございましたが、現在、私どもは、市町村からＲＤＦの処理料をいた

だいております。先ほどの御説明の中でもありましたが、14年６月に開催されました三重

県ＲＤＦ運営協議会の理事会におきまして決めていただいておりますが、その際、３点に

ついて確認がされております。 

 １点は、県は、ＲＤＦ焼却発電施設の維持管理費については、市町村が負担する分担金

以外の売電収入等で充てることを基本として当面の施設運営を行うこと。 

 二つ目は、市町村は、ごみを焼却すればその灰を処理しなければなりません。現状にお

いても、ごみ焼却により生じる灰処理に多額の経費を要するほか、あるいは自己の処分場

での保管が必要であります。これらが軽減されることを考慮して、場外処理に要する灰処

理、当時約 29億円と算定いたしましたが、を当面市町村の負担として、平成 18年３月ま

では１トン当たり 3790円とするとされております。 

 三つ目に、平成 18年４月以降は、こうした考え方を基本としつつ、大幅な状況変化等

があれば、これを考慮しつつ見直すこととするというふうに決議をされました。 

 一方、三重ごみ固形燃料発電所は、平成 14年 12月から平成 29年３月までの 14年４カ

月間を事業期間として、この事業期間を通じて収支が均衡することを基本として計画をし

てまいりました。 

 このような経過がございますが、平成 18年３月までは、先ほどお話のありました、１

トン当たり 3790円という処理料でございますが、平成 18年３月までは現行の料金とし

て、直ちに見直しをするということは考えておりません。しかし、これまでも御説明もさ

せていただいておりますが、今回の事故によりまして、事故処理関係経費を要すること、

さらに、新たな今後の安全対策等経費が増加することから、公営企業としての今後の事業

経営は非常に圧迫されるという状況になってきております。 

 また、お尋ねの中で事故に伴う施設のお話がございました。三重ごみ固形燃料発電所の

施設整備につきましては、県において、企業会計と一般会計の役割分担により進めてまい

りました。すなわち、発電施設につきましては企業会計、ごみ処理施設については一般会

計の負担で行ってきております。 
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 今回の事故によるこれらの施設の損害、改修に要することになりました費用につきまし

ては、原則として、事故の原因者がその責任により負担するものというふうに考えており

ます。 

 また、新たな国の安全基準の強化に伴う費用負担など、今後の施設全般のあり方につき

ましては、市町村とも連携をとって検討してまいりたいと考えております。 

 今後も安全性の確保を第一として、さらに企業庁において経営努力に取組ますが、ごみゼ

ロ社会の進捗状況等も踏まえ、ＲＤＦ焼却発電施設の経営のあり方、経費負担のあり方につ

いて、関係者において十分検討してまいります。 

 また、その状況を適宜県議会へも報告させていただき、御意見をいただきながら、さらに

検討を行ってまいりますので、よろしくお願いします。 

 

（中嶋年規議員） 

 昨年の８月５日、県土企業の常任委員会の委員として、今の議長ともどもＲＤＦ施設を

訪れて、我々２人が職員にかみついたといったら変なんですが、そのとき異常発熱が問題

になっておりました。当時の岩名委員、それと私が、なぜそうなったのか、そのことにつ

いて、ごみをＲＤＦ化している市町村も心配しているよというふうなことを再三再四職員

の方に聞きましたが、原因ははっきりわかりませんと。ただ、大丈夫です、大丈夫ですの

繰り返しで、その後、あの 19日の悲惨な事故を招いたというふうな経緯がございまし

た。 

 二度とあのような事故を起こさないためにも、やはり説明責任、十分な説明責任という

ものを果たしていただきたいというふうに思います。特に地元の住民の方への説明という

のは本当に丁寧に、もっともっと丁寧にするべきだったのかなという気もするんですが、

あわせて、ＲＤＦ化している 26市町村の住民のことも常に視野に入れて、その住民への

説明責任をも果たしていただきたいというふうに思います。 

 私が住んでいます阿児町の隣の浜島町がＲＤＦ化施設を持っておるんですが、それも今

日までで、あしたから同じ志摩市になって、私も関連市の市民となるわけでございます。そ

の意味でも、私も一人の市民として、今回のＲＤＦの処理費、どうなっていくか、注目して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

○平成１６年第３回定例会 委員会報告（平成 16 年 10月 14 日） 

（森本繁史県土整備企業常任委員長） 

 なお、この際、当委員会で特に議論のありました事項について申し述べます。 

 三重ごみ固形燃料発電所については、貯蔵施設が設置されるまでの間、ボイラー点検時に

おいて関係市町村で製造されたＲＤＦを他の施設に処理を委託する必要があり、その施設

での処理状況や、今後設置予定の貯蔵施設に関する安全性等に関する情報は、随時、県議会
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を初め関係市町村や地元住民に提供し、十分理解が得られるよう努めることを要望いたし

ます。 

 

（西場信行予算決算特別委員長） 

 次に、認定しないものと決定した認定第３号平成 15年度三重県電気事業決算について

であります。 

 電気事業については、事業収益 45億 2722万円余、対前年度比 85.0％、事業費用 48億

7006万円余、対前年度比 97.9％、差し引き当年度純損失３億 4283万円余となり、平成 15

年度の経営収支は前年度に比べ６億 9410万円余悪化し、当年度は３億 4283万円の純損失

となっています。 

 この純損失発生の主な要因は、ＲＤＦ焼却・発電事業の補償費など、附帯事業費用の増

加によるものであります。 

 三重ごみ固形燃料発電所においては、平成 14年 12月からＲＤＦの焼却・発電が開始さ

れたところですが、運転当初からＲＤＦ貯蔵槽で異常発熱などのトラブルが相次ぎ、平成

15年８月 19日には、２名の死者及び１名の負傷者を出す大惨事を引き起こしておりま

す。 

 当委員会におきまして、これらＲＤＦ焼却・発電事業の一連の問題につきまして、特に

議論のありました事項を申し述べます。 

 第１点は、当事業の決算についてであります。 

 この事業の決算は、事業収益 17億 551万円余、事業費用は 22億 7392万円余となって

おり、５億 6841万円余の損失が生じております。 

 これは、１つ、ＲＤＦ貯蔵槽の爆発事故で運転を停止したことにより、稼働率が 40％に

とどまり、売電収入が当初予算と比べて２億 7370万円余の減収となったこと、２つ、運

転停止に伴う市町村のごみ処理経費の補償費等が大きく影響しております。責任の所在が

不明確なまま、トラブルの初期段階で適切な対応が行われず爆発事故を起こし、結果的に

このような損失を生じさせたことは極めて遺憾であります。 

 第２点は、ＲＤＦ焼却・発電事業における政策目標の達成度についてであります。 

 電気事業における４つの政策目標のうち、ＲＤＦ焼却・発電事業については、未利用エネ

ルギーの開発促進であり、その成果指標は、ＲＤＦ発電によるＣＯ２の削減量の維持となっ

ております。 

 これは、ＣＯ２が比較的多く発生する火力発電にかわって発電するという意味でありま

すが、既に述べましたとおり、発電所の稼働率が 40％にとどまったこともあり、成果指標

の達成率は約 50％と極めて低調であります。これでは、予算執行に見合う行政効果が上が

っていないと言わざるを得ません。一般廃棄物の適正処理と未利用エネルギーの有効利用

により、資源循環型社会の構築を目指す施設として建設された発電所が、稼働率も低く、県

民の信頼を損ない、不安を与える結果になりましたことは、極めて遺憾であります。 
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 以上のことから、認定第３号については認定しないものと決定をいたしまた。 

 今後は、以下の３点に十分留意し、事業を進められることを要望いたします。 

 １つ、２名の尊い命が失われたことを十分肝に銘じ、責任の所在を明確にし、管理運営体

制の一層の強化を図るとともに、常に安全性、安定性の確立に努めること。 

 ２つ、これらの情報を、県民の理解が得られるようわかりやすく提供すること。 

 ３つ、管理運営業務における受託事業者との役割分担や人員の適正配置を踏まえた上で、

将来の経営見通しを十分検討すること。 

 

 

○平成１６年第４回定例会（平成 16年 12月 17 日） 

（西場信行予算決算特別委員長） 

 なお、この際、県土整備企業分科会において特に議論のありました事項について申し述

べます。 

 平成 16年度三重県電気事業会計補正予算における新たなＲＤＦ貯蔵施設の整備について

は、今後の貯蔵施設を設計施工するに当たっては、前回のプロポーザルによる整備方法を十

分に反省するとともに、今まで県議会から受けた指摘事項も踏まえ、関係法令や関係省庁の

基準に基づき、十分な安全対策が講じられるよう努めることを要望いたします。 

 

（西場信行予算決算特別委員長） 

ＲＤＦ焼却発電施設建設事業については、環境森林部が企業庁へ事業委託して実施して

いるところであり、平成 15 年度は９億 8033 万円余支出しているところでありますが、Ｒ

ＤＦ貯蔵槽において爆発事故が発生し、消防士２名の尊い生命が奪われました。ＲＤＦ化構

想を推進してきた主体として、また、事業を企業庁に委託している委託者として、事業の進

捗状況について的確に把握するとともに、事業が円滑に管理運営されるよう指導するべき

責任があるものと考えます。 

 当局におかれては、これらの責任を自覚され、安全性の確立を初め、施設の管理運営等に

ついて、委託先の企業庁と綿密に連携を図り、必要な指導を行うなど厳正な対応を図られる

よう強く要望します。 

 

 

○平成１７年第３回定例会（平成 17年 10月 5日） 

（森本繁史議員） 

 それでは、通告に従って質問を続けてまいりたいと思いますけれども、２年前の８月 19

日に桑名にありますＲＤＦ発電所の貯蔵タンクが爆発をして、そして２名の消防士の方々

が亡くなるというような痛ましい事故がございました。このことについて、知事以下、非

常に大変いろんな形の中で御尽力いただいて現在に至っているわけですけれども、野呂知
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事以下、前副知事、前出納長、そして前企業庁長については、責任をとって給与の一部返

還という行為もされております。このプロジェクトの一番の立て役者であった北川知事に

おかれては、謝罪があったとか給与の返還があったとか、そういうお話がないようでござ

いますけれども、私としては、ある程度の当時の責任者として何らかのアクションがあっ

てもいいのではないかなというふうに考えさせていただいているところでございます。 

 野呂知事は２年半になりますけれども、この現在までも、前県政のいわゆるマイナスの

遺産、負の遺産の処理に追われて、なかなか自分本来の施策というのがやれない。このこ

とについては大変お気の毒だと思います。まだまだ、前県政の大きな負の遺産というの

が、解決されていない遺産、例えば、ガス化溶融処理費の、いわゆる、２万円で市町村に

約束してあったのを２万 8000円にしたい、あるいは、さらには３万 5000円まで上げてい

きたいという、これも市町村の御理解を得るのは非常に難しい問題ではないのかなという

気がしますし、また、ＲＤＦの持ち込み料についても、3000円が 6000円とも１万円とも

言われておりますけれども、これもなかなか難問だろうと思います。就任当時、志摩サイ

バーウェイブジャパンの業績を見たときに知事もうなったほど、非常に難しい運営を迫ら

れておったんですけれど、結局のところ、やはりこれも失敗と言うよりほかないような状

況でございます。ＩＳＯ問題についても然りでございます。前知事は非常に華々しくメデ

ィアに登場しましたけれども、後始末というのは余りやっていただかなかったような気が

しますけれども、どうぞ知事におかれましても、今後とも粛々と誠実に後始末をやって、

健全な三重県政を立て直していただきたいと思います。 

 目立つばかりがいいということではないんです。江戸時代の寺子屋の教科書の「実語

教」という本がございますけれども、その巻頭の部分に「山高きが故に貴とからず、樹あ

るを以って貴としとする」という一番初めの寺子屋の教科書の最初の部分の文言でござい

ますけれども、どうぞ粛々とやって、地道に木を植え、そして三重県をすばらしい山にし

ていただくことをお願い申し上げまして、次に進んでいきたいと思います。 

 企業庁長に一言申し上げたいと思います。一昨日の大野議員も、企業庁のあり方について、

やり方について苦言を呈しておりました。非常に資料を出し惜しむということを言われて

おりましたけど、私だけかと思ったんですけれども、やはり、いろんな面で情報の公開とい

うのが一番遅れているような気がします。そういうふうなことも、今後とも十分注意をしな

がら、企業経営等もやっていきたいと思いますし、この前も、私、議案聴取会で申し上げま

したけれども、ＲＤＦの新貯蔵施設の工事の変更についても、これは完全に疑義が晴れたわ

けではないんです。 

 このことについて、桑名の消防署の指摘によって防火水槽を設置したと、追加工事等をや

ったということですけれども、これは事前に打ち合わせができなかったということですけ

れども、日立造船から入札する前にもう技術提案書というのが提案されて、それでもって、

大学の先生、当てになるのか当てにならないのかは別として、そういう大学の先生方に一応

見せてオーケーをさせておるんです。この時点で、やっぱり私は、２名の犠牲を出した消防
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署の意見も聞くのが本当ではなかったのかなというふうな気がするんです。 

 それと、中森議員からも質問がありました。別件発注にすべきではないかと。工事を日立

造船に丸々、変更増する、１億円にも余るようなそういう金額を、簡単に日立造船にやるべ

きではないのかという指摘もありました。一般の建物の場合は、電気の配線工事だとか、あ

るいは下水管、あるいは上水道の管の配置については、これは必ず別件で発注しておるんで

す。これは一括発注した方が楽なんですけれども、わざわざ分割しておるんです。そういう

状況にもかかわらず、今回はこれを一括して契約の内容に組み入れておる。 

 ここで私が疑問を呈するのは、１億円にも余るような変更をぽんと入札行為もしないで

増やすということについて非常に疑問を感じるんですけれども、そのほかに、一つの根拠は、

この日立造船という会社は、かの有名な日本道路公団の談合事件で、今、今年の５月 22日

から来月の 21日まで指名停止になっておるんです。だから、もし例えばあなたたちが分割

発注したら、当然日立造船がこの入札に参加できないんです。企業庁長の人柄も知っておる

し、決してそういうふうな不正なことをするとは私は思いません。思いませんけれども、県

民の疑惑というのは、やっぱりそういうことの中で疑惑というのは生じてくるので、そこも

含めて、今後、こういう問題は委員会の中で処理していただければいいので、私は企業庁長

に答弁は求めませんけれども、そういう事実に関しても謙虚に反省して今後の対応という

のをやっていただきたいと思います。 

 それと、いろんな機会の中で企業庁長は言われるんですけれども、原因の究明というのは、

警察の捜査中だから原因究明しないんだということですけれども、やっぱり我々技術者と

いうのは技術者魂というのがあります。真相を、真理を究明しようじゃないかというのが、

これが技術者魂だろうと思います。だから、警察の捜査中だからということでやらない、究

明をしないのではなくて、やっぱり、謙虚に、技術論としてやっぱりこれは解明していく方

向に持っていくべきではないかと思います。 

 トータルすると、いろんな話を聞いておる中で、企業庁の技術職員の倫理観、これが非常

に欠如しておるし、大野先生の指摘を受けるまでもなく責任感が希薄であると思いますけ

れども、ここらの原因調査についてちょっとお答えいただきたいと思います。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 御質問の原因調査でございますけれども、先生のお話にもありましたように、一昨年８

月に発生いたしましたＲＤＦの貯蔵槽爆発事故につきましては、当時の責任者である企業

庁のみだけではなくて、全庁的に対応するということで対応いたしました。 

 具体的には、事故原因の究明及びその対策に関しましては、学識経験者等で構成いたし

ます三重固形燃料発電所事故調査専門委員会を平成 15年８月 19日に設置いたしまして、

その後、調査検討をお願いしておりました。 

 その後、15 年 11 月 22 日にこの調査委員会の方から最終報告が知事に対して提出されま

して、この報告書におきましては、ＲＤＦ貯蔵槽におけます発熱、発火、爆発に至るメカニ
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ズムについてはおおむね明らかにされておりますけれども、爆発の直接の原因である火種

の特定までは明らかにすることができなかったという報告でございます。 

 企業庁といたしましては、この最終報告がなされた後におきまして、実験室レベルでの調

査検討につきましては、この調査専門員会で既にもう相当議論がなされて実施されておる

ということもございました。また、警察の方でも鑑定がなされるという報道がございました。

そのようなことも含めまして、独自の調査を行うには、企業庁としては限界があるのかなと

いうふうに考えまして、企業庁独自の調査につきましては、その後は行っていないという状

況でございます。 

 

（森本繁史議員） 

 調査を行ったということについては承知しております。承知しておりますけれども、あ

る程度の原因者というものも断定すべきだろうと思います。それなりの根拠があればでき

るだろうと思うんです。これは、これからも述べますけれども、いわゆる富士電機が悪い

なら悪いというきちっとした毅然とした結論というのをやっぱり出していくべきではない

のかなというふうに私は考えております。 

 それでは、ちょっと時間がないのではしょりますけれども、今回ＲＤＦの発電の再開に当

たって、発電を行うために、高温高圧の蒸気を発生させなきゃならないんですけれど、その

蒸気を発生させる２次過熱器は、800度に熱した珪砂、砂と、そして、その２次過熱器との

摩擦によって、当初は３年間は交換不要ということであったんですけれども、７カ月しかも

たなかった。これが、私は問題だろうと思います。３年が７カ月しかもたない。２年くらい

ならまだしも１年ももたないというのは問題だろうと思います。 

 企業庁長にお尋ねしますけれども、賞味期限というのを御存じでしょう。賞味期限という

のは、豆腐が大体おいしくいただけるのはこの日にちぐらいまでです、饅頭だったらこのぐ

らいまでもちますということが、そういうのが書いてあるのが賞味期限です。ですから、賞

味期限を切れたからといって食べられないというものじゃないんです。おいしく食べるな

らそれですけども、それを切れたからといってしばらくの間はおいしく食べれるし、そして、

物によっては１年も食べられるものもあります。 

 私のことも、人によっては、森本さんはちょっと賞味期限が切れておるんじゃないかとい

う人もおりますけれども、私はそうじゃない。私は人間味も気力も非常に充実しておりまし

て、今まだまだ賞味期限まではしばらく時間があるんですけれども、先日質問をされた末松

先生だとか、あるいは稲垣先生、今日やられた北川先生、非常にすばらしい質問をされまし

た。この先生方は、いわゆるカツオで例えるならば、「目に青葉、山ホトトギス、初鰹」の、

あの淡白なはしりのカツオであって、私などは、金華山沖でたらふくえさを食って戻ってき

た戻りガツオの類の、今が旬の戻りガツオだと思っておりますので、そういうことでよろし

くお願いしたいと思うんですけれども、これはちょっと余談になりましたけれども、そうい

うふうにして、今回の２次過熱器は３年の賞味期間があるとしたのが、わずか７カ月で、カ
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ビが生えて食えなくなったような饅頭のような、そういうものではないかということを私

は言いたいんです。この２次過熱器は 850 度というような熱い砂と 400 度を超えるような

蒸気がこの中を通っておるんです。そして、だんだん薄れていったときに、万が一パイプが

破裂したときにまた前回のような大惨事が起こるのではないかと思いますけれども、私は

こういうふうなものを納入した富士電機に対してはもう少し毅然とした態度で臨むべきだ

と思いますけれども、その点についてはどうですか。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 御指摘のとおり、２次過熱器の２号ボイラーにつきましては、７カ月程度で今年の４月に

交換をいたしました。 

 当初、２次過熱器につきましては、富士電機の技術提案におきまして、３年ぐらいはもつ

というふうに予測されていたものですけれども、これより短い周期で交換が必要になった

ということで、私どもも非常に遺憾に思っておりまして、富士電機システムズに対しまして、

その原因を早急に調査した上で対応を考えるということを毅然と指導しております。 

 また、私どもの方の安全管理会議の技術部会におきましても、この減肉に対しまして、学

識者の指導助言をいただいておるところでございまして、これらも踏まえまして、富士電機

システムズに対しまして、発電所の安全な管理を徹底するように再度指導していきたいと

いうふうに考えております。 

 

（森本繁史議員） 

 専門家というのが、私は、先ほども申しましたように、この安全器を納入するときの専門

家の相談もあるし、それから、第２次過熱器の調圧水槽のときの専門家でしょう、それも大

学の先生がいる、この２次過熱器についても専門家に相談したと言うけれども、これは本当

に伯仲した議論がなされたのかということには疑義を感じます。 

 企業庁長は簡単に原因を究明するとかしないとかということだけど、これは非常に大き

な問題が含まれておると思うんです。この薄くなった、減肉が急に進んだという原因は、富

士電機が、粗い砂で運転していたのを、いわゆる熱効率を上げるために、細い砂に、小さい

細かい砂にしたんです。そのことによって減肉が、どんどんどんどんどんどんと減っていっ

たんです。こういうものは、工場で、納入する前に、機械として据えつける前に工場で実験

すべき話でしょう。運転をしながらそういう実験をする、しかもそういうような減肉で３年

が７カ月しかならないような、そういうふうな実験を本運転でやらすということは、地元の

人に対しても非常に不信感を生むんじゃないかと思うんですけれども、そこらはどうです

か。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 砂の量とか砂の大きさとか、いろんな条件によってその減肉が変わってくるということ
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で、その辺につきましても、富士電機システムズの方でもある程度は想定しておったという

ことは聞いております。ただ、現実に動かしてみたところ、予定よりもかなり短く減肉して

いくということでございます。 

 減肉の原因が、この２次過熱器のところに腐食性物質もつくというところで、そういう化

学的な腐食の関係と、今先生がおっしゃいました流動砂によります物理的な磨耗による減

肉と、この二つを考えておりますので、その辺につきましても、さらにもう少し調査研究し

た上で対応していきたいというふうに思っております。 

 

 

○平成１７年第３回定例会 委員会報告（平成 17 年 10月 19 日） 

（杉之内昭二予算決算特別委員長） 

電気事業については、総収益が 31億 900万円に対し、総費用は 36億 5200万円で、前

年度に比べて損益は２億 100万円悪化し、５億 4400万円の純損失となっています。この

純損失発生の主な要因は、平成 15年８月の三重ごみ固形燃料発電所ＲＤＦ貯蔵槽の火

災・爆発事故の影響及び平成 16年９月の台風 21号に伴う豪雨により被災した水力発電所

の発電停止による減収等によるものであります。特に、平成 16年度のＲＤＦ焼却・発電

事業においては、５億 8800万円の損失が発生しています。 

 なお、この決算額には、ＲＤＦ貯蔵槽の火災・爆発事故の直接の原因や責任の所在及び

責任割合が明確になっていないことから、事故に伴う損害額等が負担割合に応じて反映さ

れた結果にはなっておりません。このため、今後、負担額を精算する場合には、事故原因

や責任の所在を見きわめた上で、責任割合を明確にして適正に処理することはもちろんの

こと、県民に対し十分に説明責任を果たしていただきたい。また、施設運用に当たって

も、常に安全性、安定性の確立に努めるとともに、わかりやすい情報提供を行い、県民か

ら十分な理解を得られるよう強く要望します。 

 次に、電気事業会計における他会計からの長期借り入れについてであります。電気事業

会計においては、附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業では、市町村等のごみ処理費用に

係る企業庁の当面の負担額相当分について、平成 15年度に工業用水道事業会計から営業

運転資金として４億 3520万円の長期借り入れを行ったのに引き続き、平成 16年度におい

ても補償費の財源として 7730万円の長期借り入れを行っています。平成 15年のＲＤＦ貯

蔵槽の火災・爆発事故の直接の原因や責任の所在及び責任割合が明確となっていない現

在、当面の負担額相当分を明確に区分できるようにする意図でとられた会計処理でありま

すが、平成 16年度末における資金残高は 40億 6000万円余となっており、電気事業会計

全体で見れば、他会計からの借り入れが必要なほど資金が不足する状況ではありません。 

 ＲＤＦ貯蔵槽の火災・爆発事故の直接の原因や責任の所在及び責任割合が明確にされ、適

正な処理がなされるまでの間は、利息負担を伴う他会計からの長期借り入れを行うのでは

なく、当面の負担額相当分を明確に区分した上で、電気事業会計内での対応を検討されるこ
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とを要望します。 

 

 

○平成１８年第１回定例会（平成 18年 3月 2 日） 

（森本繁史議員） 

 それから、企業庁長に御質問しますけれども、いろいろ昨今知事が頭を下げたり、企業庁

長、頭を下げたりしておるけれど、この問題については触れませんけれども、やっぱりボタ

ンのかけ違いというのが大きいと思う。だから、上の穴には上のボタンをはめるというよう

な、ボタンのかけ違いというものはやっぱり十分配慮してほしいし、知事や企業庁長が頭を

下げなきゃならんというようなのは、やっぱりノーマルな姿勢じゃないので、そのことはひ

とつ前置きしておきますけれども、ＲＤＦ発電所の損害賠償、損害訴訟について質問したい

と思います。 

 ２名の消防士の方が亡くなられたわけですけれども、このときの損害額というのが 20億

で、私の記憶しておるところでは、いわゆる折半約 20億ずつ企業庁と企業側が負担したと

いうふうに記憶しておる。それで、私の質問に対して企業庁長は、警察の捜査が終わってか

ら一応こういう問題については取り組んでいきたいという返事だったんですけれど、もう

これも１月に終わったわけです。 

 先般、予算委員会での質問に対してもあれでしたけれども、その後の新聞報道によると、

８月に訴訟の時効となるということなんですけれども、これについて、企業庁として、いわ

ゆる相手企業に対して損害訴訟を起こす準備があるのか、用意があるのか、そこらについて

答弁願います。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 三重ごみ固形燃料発電所の貯蔵槽の事故につきましては、去る１月５日に刑事事件とし

て企業庁と富士電機、それと桑名市消防本部の関係職員が一括して書類送検されました。現

在、地方検察庁の捜査を見守っているところでございます。 

 一方、民事事件といたしましては、爆発事故等に係ります損害額約 40数億円につきまし

て、企業庁が支払ったものをどういうふうに、今後、処理していくのか、また、企業庁以外

のものが支払ったものに対してどう対応していくのかという課題が残されております。 

 企業庁といたしましては、刑事事件とは別に、事故に至った事実関係などにつきまして、

司法の場を通じまして、県議会、あるいは県民の皆様に対しまして、しっかりと説明責任を

果たしていくということも一つの方法であるというふうに考えております。したがいまし

て、しかるべき時期に損害賠償請求を行いまして、それに応じてもらえない場合は、訴訟を

提起する方向で現在考えております。いずれにしましても、今後、法律の専門家ともよく相

談して対応してまいりたいというふうに考えております。 
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（森本繁史議員） 

 もう一度念を押すけれども、いわゆる相手方に請求をして応じてもらえない場合は、それ

はもう法律の専門家に相談しなきゃならんけれども、訴訟を起こす用意があるというふう

に理解してもいいんですね。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 当然、法律の専門家と相談しますけども、そういうふうな方向で考えております。 

 

 

○平成１８年第１回定例会委員会報告（平成 18 年 3 月 23日） 

県土整備企業常任委員長（前田剛志君） 

次に、ＲＤＦ焼却・発電事業における市町への負担についてであります。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業においては、平成 28年度までの大幅な収入不足が見込まれること

から、関係市町と処理委託料の見直しについて協議を行っているところであります。市町の

負担に関しては、当初、市町村に対して本事業を誘導してきた県としての責任と、本事業が

主として環境施策の一環であることを念頭に置いて、県負担分を確定した上で決定すべき

であると考えます。 

 県当局におかれては、収支見通しを誤って市町からの信頼を損なうことのないよう、十分

精査の上市町との合意形成に努められるよう要望いたします。 

 

 

○平成１８年第２回定例会（一般質問：平成 18 年 6 月 19日） 

（岡部栄樹議員） 

 次に、ＲＤＦのごみ焼却施設についてお伺いをいたします。 

 市町の負担金の額は当初と大きく変わってきておりますが、現状の負担額でおさまるの

か、場合によってはまだまだ値上げをしなければならないのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 ＲＤＦの負担金、処理料金の問題でございます。現在、ＲＤＦの焼却・発電事業につきま

しては、発電によります売電収入でこの施設を維持管理していくための必要な経費に充当

するということになっておりまして、なお、不足する経費については、市町からＲＤＦ処理

料を御負担いただくことによりまして、平成 28年度までの収支を均衡させるということで、

事業計画を策定しておりました。 

 その後、平成 15年８月の旧貯蔵槽におけます爆発事故、また、その後の他県におけます

トラブルを教訓に、ＲＤＦに関する新たな知見が明らかとなりました。これを踏まえまして
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関係法令等の改正がなされまして、それに対応するための安全対策などの経費が必要とな

りましたことから、施設の安全・安定運用を図りながら健全な経営を行うためにＲＤＦ処理

料の引き上げについて、現在、関係市町と協議をさせていただいておるところでございます。 

 

（岡部栄樹議員） 

 今、答弁をいただきました。私は金額の、かなり多額になっておると思いますが、受注者

の方、そして、県の方、いろいろあると思いますが、県民にとってはかなりの金額の負担に

なっているかなというような気がするんです。 

 そして、もう少し再度でお聞きしたいんですが、それがために値上げをするということに

なるのかということを聞きたかったんですが、今のお話によりますと、各市町と今お話をさ

せていただいておるということですが、それはいわゆる現状を踏まえて、これからもっとも

っと値上がりがするかもわかりませんよという協議なのか、その辺がちょっとわかりかね

たので、もう一度その辺をお答えいただきたいなと。 

 

（野呂昭彦知事） 

ＲＤＦのこれからのことでございますけれども、まず第１に、ＲＤＦの焼却施設につきま

して、どういう経緯でこれがつくられたのか、さっき北川県政の当時のことをちょっと引き

合いに出されましたけれども、平成９年に国の方でダイオキシン規制を非常に強めるとい

うことになったわけでございます。このためにダイオキシン対策を平成 14 年 12 月までに

完了せよと、こういうことでございました。 

 もちろんごみは第一義的に市町村に責任がございます。市町村では、それに対して早急に

ダイオキシン対策を実施しなきゃならないということになったわけでございますけれども、

しかし、新たな焼却施設をつくるということになりますと、土地の問題が出てくる。あるい

は、それまでの国庫補助の対象が少し変化いたしまして、100トン未満の小規模な焼却施設

というものについては国庫補助が出ないというようなことになりまして、市町村では限ら

れた期間でどうこれに対応していくか、苦慮しておったところでございます。 

 そういう中で、実は、県の方でＲＤＦ化構想というのを進めておりました。市町村にとり

ましては、やはり更新の必要があるということで、当時、26 市町村がございましたが、そ

こはスケールメリットでありますとか、あるいは高度な処理による環境リスクの低減、こう

いったことを図ることができる新しいごみ処理方式として県のＲＤＦ化構想に参加をする

ということになりまして、そういう中で、県が本来市町村が担う一般廃棄物の処理の受け皿

となるＲＤＦ焼却発電施設を建設するということになったわけでございます。 

 しかし、このことが大変大きな事故を引き起こすというようなことで、大変御迷惑をおか

けいたしました。したがいまして、こうした反省のもとで、今は安全対策に万全を期すると

いうことで、安定した運転管理ができるように取り組んでおるところでございます。 

 現在、このＲＤＦの焼却発電施設というのは、14 市町、７施設に及んでおります。これ
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は合併した現在でありますので、合併前で言いますと、26 市町村、７施設ということがで

きるわけでございます。ここから出てくる可燃ごみというのは、三重県内で出てくる可燃ご

みの約５分の１になるわけでございます。そのＲＤＦを受け入れておる施設でございます

から、当面県にとっては必要な施設でもちろんございますし、また、重要な役割を担ってお

るというところでございます。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 料金の関係でございますが、先ほども申し上げましたように、今度の事故等を契機に法令

改正がなされまして、安全対策のための経費がかなりかかっております。それともう一点、

大きく、貯蔵槽がなくなりましたことによりまして効率的な発電ができないということか

ら、売電収入が大幅に減っております。そういうことも含めまして、平成 28年度までの 14

年間で約 40億余りの欠損が出るという見込みでございますので、現在、この欠損について

県の負担も一定お願いしながら、市町の方の処理料金の方についても引き上げをさせてい

ただきたいということで、現在、協議をさせていただいております。 

 

（岡部栄樹議員） 

 質問が多岐にわたっておりますので、あと、進みたいと思いますが、知事にもう一言。 

 知事が奨励されたわけでもなし、なかなか返事が難しいと思いますが、県がいつも言って

みえる費用対効果、これはマイナス 200％ぐらいあると思うんですよ。だから、その費用対

効果についてはどうかというのと、それから今後、このＲＤＦごみ焼却場が本当にこれ多額

の金をかけていますけれども、今後、本当に知事として必要であるか、一言ひとつお願いい

たします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、費用対効果のことでありますけれども、これは企業庁でいろいろ出しておる必要な

経費、いわゆる市町の負担ということからいきますと、ほかのいろんな方法をとった場合、

あるいは他府県で同じようなことをやっておるところの費用と比べてどうなのかというこ

とで、私は、いわゆる県内のこのＲＤＦが特に費用対効果の面から悪いというふうには受け

とめていないところでございます。 

 それから、今後も必要かどうかということについてであります。この点は、いわゆるあれ

はごみを燃やして、そして、その熱を発電という形で資源化していこうという考え方でござ

います。ただ、こういう燃やしてその熱を利用するという形、いわゆるサーマルリサイクル

という形が、例えばごみゼロ社会の実現に向けての施策としてそぐうのかどうなのか、これ

は一部議論はあろうかと思います。 

 しかし、例えばこういった問題で最先進国のドイツ、昨年、フライブルグへ行ってまいり

ましたけれども、フライブルグでは、これまで燃やさないということを基本にしてまいりま
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したのが、昨年度から実はサーマルリサイクルということで転換をして、もう今、実施をし

ておるところでございます。 

 より現実的に考えてまいりますときに、ごみゼロを考えるときに、最終処分量がゼロにな

るためにいろいろやっていく中では、サーマルリサイクルまで否定して、それが実現できる

のかどうなのかということになりますと、かなりドイツがとっておるように、現実面ではこ

れを否定し得ないのではないかな。私は、そういう意味ではチップ化することによって搬送

も非常に楽にできる。ＲＤＦとしての強調できる長所というのは一方であると思うんです。 

 しかし一方で、ああいう爆発事故を起こしたためにほとんど全面否定されるに等しいよ

うな御批判もいただきましたけれど、冷静に今後安全性をきちっと確保するならば、一つの

将来の選択肢としてまだ有用なものではないのかなと、こういうふうに考えておるところ

でございます。 

 

 

○平成１８年第２回定例会 委員会報告（平成 18 年 6 月 29日） 

（水谷隆県土整備企業常任委員長） 

 なお、この際、本委員会において議論のありました事項について申し述べます。 

 三重ごみ固形燃料発電所の新たなＲＤＦ貯蔵施設においては、平成 18年８月に地下式開

放型ピット方式として完成が予定されております。旧ＲＤＦ貯蔵槽における爆発事故にお

いて、２名のとうとい命が失われたことを十分に肝に銘じ、管理運営体制については万全を

期して、施設の安全、安定運転の確保に努められるよう強く要望をいたします。 

 

 

○平成１８年第３回定例会（代表質問：平成 18 年 9 月 27日） 

（三谷哲央議員） 

ＲＤＦについて簡単にお伺いをしたいと思います。 

 ＲＤＦの処理委託料の値上げ問題、市町と県との話し合いの乖離というのはまだかなり

大きなものがあると思います。とりわけ 24年以降の見通し等もまだお示しをいただいてお

りませんし、今後、県がごみゼロを進めていく上で、ますますＲＤＦの搬入収入等は減って

くる。維持経費、収入が減ってくるものを市町の方にそのまま転嫁していくと、このような

基本的な考えは絶対にないんだということを、今日知事からぜひお伺いをしたいと思いま

す。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 現在、関係市町と協議を進めておりますけど、議員御指摘のとおり、まだ合意には至って

おりません。今後、ごみゼロを推進する中で、ごみの量も変化してまいるというふうに考え

ておりますけれども、この現在の不足する欠損と見込まれる数字は、市町の方からある程度
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の減量も見込んだ、将来の数量を見込んだことを基礎にしまして算定しております。今後さ

らに市町と十分協議はしていただいて、合意形成に努めたいと思います。 

 

（三谷哲央議員） 

 よくわからなかったんですが、市町の意向というものを十二分に踏まえて、これはあくま

でも県が主導して、当初は無料からスタートした議論であります。少なくとも発電施設等の

運営経費は県が持つというのは、これは当たり前の話ですから、そのあたりのところをしっ

かりと踏まえた議論を市町とぜひやっていただきたいということを要望いたしまし 

て、時間が参りましたので終わらせていただきます。 

 

 

○平成１８年第３回定例会（一般質問：平成 18 年 10月 3日） 

（山本勝議員） 

ＲＤＦ処理料金についてのお伺いでございます。 

 先般も三谷議員からも御質問がございましたが、現在、両者の話し合いは暗礁に乗り上げ

ておりますが、論点として、平成 17年、企業庁が試算した数字は、平成 14年稼働以来、耐

用年数を 15年として平成 28年までの収支を計算してみますと、42億 8000万円余の累積損

失が予想されると説明をされております。この 42億円余の問題がＲＤＦ運営協議会で出さ

れ、今日まで検討をされてまいりました。42 億円余を全部対象市町が負担をすると、１ト

ンで１万 1900 円となり、現状の 3790 円からすると３倍余となります。桑名広域清掃事業

組合では、現在１億円余をこの費用として払っておりますが、今日までの話し合いの中で、

県が約 18億円出すとして、残りを市町で 24億余、１トンに換算をして平均をすると約 8480

円となりますが、現在では初回を 6000円程度、それから３年置きに上げていくというよう

な、こんな段階的に引き上げていく方式が県より提案をされております。県は 24億円余の

内訳としては、安全対策費を中心に、安全上の人件費、新しい貯蔵施設の費用、動力費、工

水費等を上げております。 

 そこで、市町の反論理由としては、当初は灰の処理費用ぐらいは負担をしようということ

で現行料金が決まりましたが、最近は発電所の運営費用まで負担を求める提案では筋違い

であり、灰の処理分の増加分ぐらいの 5058円ぐらいなら何とか理解ができるというような、

こういうような意見もございます。当面、市町の提案としては 5058円からスタートをして、

その後３年後に協議をしてはどうかという案も出されているやにお聞きをします。もとも

とごみの処理は市町の固有業務であり、当初は県が周辺構想を、桑名地域の周辺構想を含め

てバラ色の案を提案して、ある面では桑名としては乗せられた話でもございます。ちなみに、

桑名広域清掃事業組合では現在、焼却施設処理方式でやっていた場合の経費よりも多く費

用がかかっているという、こういう現状もあるわけでございます。 

 ボールは現在県に投げられておるようにお聞きをしております。どう企業庁として解決
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をされようとしておるのかお伺いをいたしたいと思います。 

 

（井藤久志企業庁長） 

 私からは、ＲＤＦの処理料金についてお答えさせていただきます。 

 ＲＤＦの処理料金につきましては、現在１トン当たり 3790円で市町に御負担をいただい

ているところでございます。この現行料金につきましては、平成 14年６月の三重県ＲＤＦ

運営協議会理事会での決議によりまして、当面、17 年度までの３年４カ月間とすると。そ

れ以後につきましては、大幅な状況変化などがございましたら、これを考慮しつつ見直すと

いうことになっております。 

 一方、三重ごみ固形燃料発電所の運営につきましては、安全対策に万全を期するための職

員の増員やＲＤＦの受け入れ検査などの費用が増加する中で、また、ＲＤＦを大量貯蔵し、

売電料金が高い時間帯に発電する効率的な運用ができないことによります減収などにより

まして、大幅な状況変化が生じております。そこで、収支計画の見直しを私どもが実施しま

したところ、現行の処理委託料のままでは、事業計画の終了予定年度でございます平成 28

年度末には、約 42億 8000万円の累積欠損が発生する見通しとなりました。 

 今後もＲＤＦの焼却・発電事業を安全、安定的に運営するためには、収支の均衡を図るこ

とが不可欠でございまして、一定の処理委託料を引き上げることについては、運営協議会の

場で御理解をいただいたところでございます。しかしながら、現時点では、県と市町との間

ではＲＤＦ処理委託料の考え方に若干の隔たりがございまして、県といたしましては、ＲＤ

Ｆ化構想を推進してきたこと、また、ＲＤＦ焼却・発電施設は循環型社会形成のための基幹

施設であることを踏まえまして、県の応分の費用負担や３年ごとに料金を見直す段階的な

改定案などをお示ししまして、現在、合意形成に努めているところでございます。 

 企業庁といたしましては、今後、事業運営の中でさらなる経営努力を行うということは大

前提でございます。ＲＤＦ焼却・発電事業を安全、安定的に継続していくためには、市町に

も適正な費用の負担をしていただきたいというふうに考えております。今後、関係部局とと

もに、他県の事例とかＲＤＦ以外のごみ処理方式の経費に関する資料なども提示させてい

ただき、また、ＲＤＦ焼却・発電事業の意義も改めて説明するなどによりまして、できる限

り早期に理解が得られますよう、引き続きＲＤＦ運営協議会の場におきまして協議を進め

ていきたいと、そのように考えております。 

 

 

○平成１８年第３回 ９月定例会（一般質問：平成 18 年 10月 5日） 

（日沖正信議員） 

ＲＤＦの処理料の見直しに関して、一言だけ申し添えさせていただきたいと思います。通

告はしてございませんので、要望ということにさせていただきますけれども、とにかく県の

企業庁とＲＤＦの協議会にかかわる市町が処理料金値上げをめぐって対立し、まして交渉
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の余地もない膠着状態という今の状況は、県民に対して全く恥ずべき現状でございます。 

 企業庁は予期せぬ事情の変化を含め、値上げ額の幅の理由を主張されますけれども、片や

市町におかれましては、ごみを焼却して発電し、その電気を売るという画期的な魅力あるシ

ステムだからこそ参加したのに、後になって想定以上の値上げと言われましても、簡単にの

めないと憤られますのもわかります。知事もかつて松阪の市長さんをしておられた経験も

お持ちでございますので、どうか市町の事情も酌み取りながら、できることなら何とか知事

のトップリーダーとしての力量を発揮いただいて、どこかに糸口を見出す努力をしていた

だけないか、こういうことを期待し、要望をさせていただくものであります。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、冒頭、ＲＤＦの処理料金について御要請をされました。 

 一般廃棄物の処理につきましては、本来、市町が負担すべきものと考えておりますけれど

も、ＲＤＦにつきましては、県が政策誘導してきたという観点がございます。そういう意味

で、県としても必要な応援はしてまいりますが、市町といたしましても努力をしていただく

必要があるのではないかなと思っておりまして、そういう考え方を基本に、処理料金につき

ましては、今現在、協議を進めておりますので、状況を見ながら対応してまいりたいと考え

ております。 

 

 

○平成１８年第３回定例会 委員会報告（平成 18 年 10月 19 日） 

（水谷隆県土整備企業常任委員長） 

本委員会において議論のありました事項について申し述べます。 

 ＲＤＦ処理委託料の改定については、現在、当局において、関係市町と協議を行っている

ところであります。関係市町には料金の引き上げについて、一定の理解をいただいているも

のの、その金額については双方の提案にまだまだ開きがあります。 

 県当局におかれましては、関係市町に平成 14年６月のＲＤＦ運営協議会理事会での決定

事項等、費用負担の基本的な考え方について説明を尽くし、信頼を損ねることなく、早急に

関係市町と合意形成を図るよう要望いたします。 

 

（永田正巳予算決算常任委員長） 

 公営企業会計決算について御報告申し上げます。 

 電気事業については、総収益が 37億 3039万円に対し、総費用は 45億 2517万円で、前年

度に比べ損益は２億 5124万円悪化し、７億 9477万円の純損失となっています。 

 この純損失発生の主な要因は、附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業における多額の赤字

により、15 年度以降電気事業会計全体で多額の損失を計上していることに加え、渇水の影

響などにより電力料収入が減少したことなどによるものであります。 
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 特に、電力料金については、今後の電力自由化の進展などにより、売電単価の低廉化が想

定されるほか、附帯事業においても、ＲＤＦ処理量及び電力料収入が減少する一方で、安全

対策に要する経費が増加するなど、今後も収入不足が見込まれ、健全経営が困難な状況とな

っています。 

 今後も、合併後の市町のごみ処理状況やごみゼロ社会実現プランの進捗状況などの廃棄

物処理行政の動向も勘案し、適正な費用負担のあり方など、市町とも十分協議を重ね、附帯

事業の運営方法について検討を行うとともに、安全の確保と管理に万全を期した上で、一層

の経営の効率化を進め、住民からの信頼回復と安定的な運営による収入の確保に努められ

るよう要望します。 

 

（末松則子環境森林農水商工常任委員長） 

本委員会で特に議論のありました事項について申し述べます。 

 ごみゼロ社会実現プランに関してです。 

 当プランにおいても掲げられている、ＲＤＦ、三重ごみ固形燃料発電事業について、ごみ

ゼロプランの進捗状況はもとより、市町のごみ処理状況などを把握するとともに、ＲＤＦ関

係市町との十分な議論を重ねた上で、今後のＲＤＦ発電事業の方向性について早急に結論

を導き出されるよう要望いたします。 

 

（西場信行予算決算常任委員長） 

 予算決算常任委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 審査の過程において議論された主な事項について申し述べます。 

 電気事業についてであります。 

 電気事業については、総収益が 37 億 3336 万円に対し総費用は 36 億 3287 万円で、当年

度純利益は１億 49万円となり、前年度の純損失７億 9477万円より収益は８億 9527万円改

善しています。 

 電気事業のうち水力発電事業については、現在策定中の三重県企業庁長期経営ビジョン

で平成 21年度末を目標に民間譲渡が検討されています。譲渡に向けては、譲渡資産の精査、

地域貢献への取組の継続等の譲渡条件の整理など、多くの課題があることから、関係機関と

緊密に連携し、地域住民及び市町の理解と合意形成が図られるよう努めるとともに、県議会

とも十分な議論を尽くすことを強く要望します。 

 また、今後とも安全確保と管理に万全を期した上で、一層の経営の効率化と安定的な運転

による収入確保に努められるようあわせて要望します。 

 次に、附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業についてでありますが、ＲＤＦ処理量及び電

力収入の減少、事故に伴う新たな安全対策経費の増加などから、ＲＤＦ処理料金について市

町や関係機関と協議した結果、平成 18、19年度については市町の提案に基づく処理料金で

合意しています。 
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 しかし、当該料金では平成 28年度までに収支の均衡を図ることは困難であり、改めて健

全な経営が可能な平成 20年度以降の事業計画を早期に策定することとなっています。 

 その一方で、附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業は、本体事業である水力発電事業が民

間譲渡される場合、企業庁で実施する位置づけがなくなることから、三重県企業庁長期経営

ビジョンにおいては、平成 21年度末を目標として新たな運営主体へ移管することを検討し

ています。これら二つの課題については一体的に検討を進める必要があるため、関係部と連

携を密にし、健全な経営が可能な事業収支計画の策定並びに今後の事業運営について、市町

をはじめとする関係機関と緊密に協議を進めるとともに、県議会とも十分な議論を適宜行

うよう要望します。 

 なお、ＲＤＦ貯蔵施設の管理については、平成 19年４月から７月までの間にメタンガス

濃度の換気基準超過が５回発生していることや、平成 18年度に受け入れ基準を満たさない

ＲＤＦが８件発生していることなど、管理に不適切な点が見受けられることから、関係機関

と連携して原因調査等を徹底し、安全対策に万全を期すことを加えて要望します。 

 

（真弓俊郎議員） 

 私と日本共産党県議団は、認定第３号平成 18年度三重県電気事業決算、この４件すべて

に反対を表明し、その理由を述べ、討論に参加します。 

３番目の電気事業。環境の委員会でも大失敗のＲＤＦ、中には、もうこんなＲＤＦ事業は

やめてまえ、このように言われた方もみえます。そして、環境の委員会では、県が全体とし

て進めているごみゼロ運動とも正反対ではないか、このような話が出ていました。そして、

突然出てきた水力発電の民営化、その行き先は案の定中部電力でした。そして、民営化にな

ったら電力事業をもうやる意味がない、そして企業庁は、死者まで出したＲＤＦ事業運用に

十分な反省もなく、ほうり出してしまおうとしています。ただで一般廃棄物を県が責任持っ

て処理をしてやる、このように言って市町村にＲＤＦ事業に参加させてきた県の責任、企業

庁の責任は今しっかり問われるべきではないでしょうか。 

 

 

○平成１９年第４回定例会 委員会報告（平成 19 年 12月 20 日） 

（末松則子環境森林農水商工常任委員長） 

本委員会で特に議論のありました事項について申し述べます。 

ＲＤＦ処理委託料及びＲＤＦ焼却・発電事業に関する問題についてです。 

 去る 12月 11日、県とＲＤＦ化施設を有する 14市町で構成するＲＤＦ運営協議会の総務

運営部会が開催され、県から 14市町に対して、１、ＲＤＦ処理委託料を来年度以降、１ト

ン当たり現行の 5058円から 9420円に値上げすること、２、平成 29年度以降、県はＲＤＦ

焼却・発電事業を行わないことなどが提案されたところです。ＲＤＦ焼却・発電事業は本来

市町村の事務である一般廃棄物処理業務について、ダイオキシン対策などもあり、県が市町
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村に呼びかけて開始された事業であります。 

 関係市町にとって、ＲＤＦ処理委託料の値上げは大幅な負担増となるものであり、また、

モデル事業としてのＲＤＦ焼却・発電事業が平成 28年度限りの事業であって、耐用年数も

到来するなどの理由で県がこの事業を撤退することになれば、関係市町は直ちに新たなご

み処理方法を模索、検討する必要が生じるなど重大かつ深刻な問題となりかねません。今後、

県が責任を持ってＲＤＦ運営協議会の場において、県の責務、今後の方向性などについて関

係市町と真摯に協議を行い、市町の財政負担の軽減や支援に努めるとともに、県議会に対し

ても適宜、適切な状況報告を行うよう強く要望いたします。 

 

 

○平成２０年第１回定例会（代表質問：平成 20 年 2 月 25日） 

（三谷哲央議員） 

県と市町との関係についてお伺いします。 

ＲＤＦの問題。ちょうど議案聞き取りのあった 20日にも、関係の広域組合の議員さんが

環境森林部長を訪ね、抗議の意見書を手渡しておられますが、市町との溝の深さは、ある意

味では三公費の問題以上に深いのではないかと危惧をいたします。交渉事だから最初は

少々離れていても、そのうち落としどころがあると、それを探れば何とかなると考えておら

れるのかもしれませんが、この問題に対する市町の不信感はそんな甘いものではないと思

います。 

 国の方針とはいえ、県が音頭をとり、お先棒を担ぎ、この指とまれとばかりに市町に働き

かけをし、最初はただと、そのような話から出発した市町の処理委託料も、気がつけば 5058

円。しかも、今度は、今までの損失は県が負担するが、モデル事業が終了する、いつからモ

デル事業になったかよくわかりませんが、その県が言うモデル事業が終了する平成 29年以

降、県はこの事業から手を引きます。老婆心ながら教えてあげますよと、処理委託料を 9420

円に引き上げれば収支はとんとんになりますという提案をされている。 

 これは、幾ら何でも乱暴過ぎるのでないか。市町が怒るのももっともだと思います。何も

一方的に市町の肩を持つわけではありませんが、ＲＤＦ事業そのものの経緯。あの大惨事で

地元桑名市はもちろん多くの関係市町や住民の方々に迷惑をかけてきた事実などを考えれ

ば、もう少しソフトランディングする枠組みを考えるべきではないかと思います。 

 

◎ＲＤＦに関しての具体の答弁なし 

 

 

○平成２０年第１回定例会（議案に関する質疑：平成 20年 3月 4日） 

（吉川実議員） 

 議案第 15号に関することでございます。いわゆる企業庁のＲＤＦの持ち込み料、現在 5058
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円、トン当たり。それが 9420円に値上げをする。これはどの世界を探してみても、5000円

で動いているものがその倍近くになると。非常にＲＤＦ焼却と発電の費用、あるいは、それ

によって売り上げの電気料等々を考えると、バランス的にはそういうことになるのかもわ

かりません。わかりませんが、これは一方的にＲＤＦをつくっている市町というか組合に大

きな負担をかけることになる。今までの経過はもう何遍も申し上げているから言いません

が、そういう荒っぽいやり方で、それを聞かなかったら、もう 29年に県がＲＤＦ焼却も発

電も撤退しますよと、まるでおどしのようなことを巷間聞いております。そこらのところも

含めましてお考えをお聞きしたい。 

 

（横山昭司企業庁長） 

ＲＤＦ処理委託料についてお答えいたします。 

 ＲＤＦによる発電事業については、県は当初、売電収入によってすべての事業経費を賄う

計画でございましたけれども、電気事業法の改正に伴う電力の自由化による売電収入の減

少や、ダイオキシン対策に伴う灰処理費用の増加など、環境変化により、市町にＲＤＦ処理

委託料を御負担いただくことになりました。 

 このような経緯から、県は、平成 17年度末までの累積損失 10.4億円について、全額を負

担することを表明しているところです。また、昨年 12 月には、今後の健全な運営のため、

県は平成 18、19 年度における損失について、その全額を負担すること、また、市町には、

平成 20年度以降、収支を均衡させるための適正なＲＤＦ処理委託料、現在の収支試算では

ＲＤＦ１トン当たり 9420円でございますが、御負担いただきたいこと。そして、三つ目に、

平成 29年度以降、県はＲＤＦ焼却発電事業を行わないものとすること、この３点を基本的

な考えということでお示しをさせていただきました。 

 企業庁といたしましては、地方公営企業の基本原則にのっとりまして、売電収入と受益者

負担としてのＲＤＦ処理委託料を必要な経費に充当することにより経営を行う必要がござ

います。したがいまして、健全経営のもとで事業を継続できるよう、市町には適正な負担

9420 円をお願いしてまいりたいと、このように思っております。企業庁も最大限の経営努

力を今後とも引き続き行ってまいります。 

 なお、平成 20年度予算につきましては、現在市町と協議中であることから、現行料金で

計上しております。今後、協議会の場で真摯に協議を行い、市町と早期に合意をいたしまし

て、補正予算を計上してまいりたいと考えております。 

 

 

○平成２０年第１回定例会（一般質問：平成 20 年 3 月 7 日） 

（貝増吉郎議員） 

 ＲＤＦ事業に対する県の今後の対応についてお伺いをいたします。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、これまでもＲＤＦの処理料金の改正をめぐり関係市町
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との間で激しいやりとりが続いてきましたが、ここにきて事態は急展開し、もはやバトルと

言ってもいいくらいのせめぎ合いになってきております。というのも、昨年 12月、県が関

係市町に対し今後の事業のあり方などについての提案の中の料金値上げの問題に対する事

案は、先日の予算質疑の中、同僚の吉川県議が、この提案は市町に対する脅しだと言われた

が、まさにそのとおり。もっと強く言えば、最後通告ともとれる内容ではないでしょうか。 

 既に、ＲＤＦ運営協議会構成市町をはじめ桑名広域清掃事業組合、あるいは桑名市議会な

ど、複数の関係団体から事業撤退するという提案を撤回してほしいという、そんな旨の内容

を中心とする要望が出されています。当初、ダイオキシン対策、ごみ処理の広域化の名のも

とに、積極的に県は市町を政策誘導してきた経過を考えると、余りにも無責任と言えるので

はないでしょうか。モデル事業として始めたといっても、耐用年数が来るからとめます、や

めます、そんな説明では、市町は当然ですが、我々県議会でも議論を生むのは当たり前と思

っております。県の思惑どおりに関係方面の理解を得ようとすること自体、疑問に感じるわ

けでございます。 

 確かに、地域のごみをどう処理するかということを考え、判断し、施策を実行していくの

は市町の仕事であり義務ですが、少なくとも県が事業を撤退するときには、市町が新たなシ

ステムを構築し、円滑に、また確実に移行できるようにできる限りの支援をしていく責務が

あると考えるが、いかがでございましょうか。 

 仮に、県の言うとおり、平成 28年度をもって県がＲＤＦ事業から撤退するとして、市町

はこれからの 10年弱の間に新たなハード整備を含め、市町村合併で新しくなった地域同士

の新たな枠組みの中でのごみ処理システムを構築しなければならない。このことは、それぞ

れの市町の事情や立場が異なる中で膨大な時間とお金がかかる事業であり、約 10年という

時間ではとても満足いくものではありません。ごみ処理は、日々暮らしの中に密接にかかわ

る大切な行政サービスです。県と市町の連携不足で地域住民の生活に混乱を来たすことに

ならないように、県が事業を撤退するならば、今後の道筋をつけてあげるのが県の大きな責

務ではないでしょうか。 

 こうしたことから、まず、ＲＤＦのこの事業の評価をきちんと行った上で、企業庁の水力

発電事業の民間譲渡後の対応も含めて、今後県の責任の中でどう取り組んでいくのか、具体

的な方針を関係市町に対し早急に示すべきものだと考えます。当然、新たなるシステムへの

移行に向けて、市町に対する財政的な支援や配慮も不可欠でしょう。さきの県の提案に対し、

ＲＤＦ運営協議会構成市町は、県は今まで同様に不足金に対する負担はすべて県で賄って

ほしいと、そんな思いを訴えております。ゆえに、平成 29 年度以降のあり方については、

県は市町に対してポストＲＤＦの具体的なビジョンを示しつつ市町と協議して答えるべき

ではないでしょうか。 

 今後、市町からこうした提案がまたなされたとき、知事として真摯に受けとめる必要があ

ると思いますが、協議に対して前向きに検討する気持ちはおありなのでしょうか。県の今後

の構想はいかなるものか、お伺いしたい。あわせて、市町の新たなごみ処理システムの構築
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に向けて、市町と県が継続的に協議していく場を新たに設けることを提案しますが、この点

についても御答弁をお願いいたします。 

 

（野呂昭彦知事） 

ＲＤＦ焼却・発電事業でございますけれども、この事業は、ダイオキシン対策を達成し、

また、再利用や再資源化に適さない可燃性ごみを熱回収に利用し、さらに焼却灰もセメント

原料として利用するということなどによりまして、最終処分量ゼロを実現するなど一定の

評価ができる当面の有効なごみ処理システムの一つであると、このように考えております。 

 こういうことを踏まえまして、当初の事業収支計画期間でございます平成 28年度末まで

は、安定的に事業を運営できるよう関係市町と経費面で協議をしてまいりました。平成 20

年度以降の処理委託料につきましては、関係市町と県とで構成をいたしますＲＤＦ運営協

議会の総務運営部会におきまして協議を進めてきたところでございます。この協議の中で、

今後の事業のあり方について県の考え方を示すべきとの趣旨の意見もありましたことから、

昨年 12月に、県から処理委託料と、それからあり方についてあわせて提案を行ったところ

でございます。 

 県の提案につきましては、まず、一つが、市町の負担軽減のため、既に表明していた平成

17年度までの累積損失の県負担に加えまして、平成 18年、19年度の損失についても、その

全額を県負担とするということ。二つ目に、平成 28年度末まで、県が事業主体として安定

的に運営していくためには、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有する市町にも適

正な負担をいただきたいということ。三つ目に、県事業としては、当初からの事業収支計画

期間が終了する平成 28年度末をもって終息させていただきたいという、この三つの県の基

本的な考え方をお示ししたところでございます。 

 この提案に対しまして、関係市町等やその議会、またＲＤＦ運営協議会の総務運営部会に

おきましても様々な意見が出されております。今後も、処理委託料の改定を前提に県の考え

方を理解していただけるよう、引き続きＲＤＦ運営協議会の総務運営部会や理事会などを

通じまして関係市町と十分に協議をしてまいります。なお、平成 29年度以降の一般廃棄物

の処理体制については、今、申し上げました前提の上で協議をされるべきものであると考え

ておるところでございます。 

 

（貝増吉郎議員） 

 知事、先般の予算質疑のときでもそうでしたけども、料金に対しては私は今日は別に述べ

ません。これは現在ｉｎｇ、進行形でございますから、私は関係市町の代弁者、代表でもご

ざいません。これは県議会議員としての責務の中でお伺いしていることでございます。です

から、そういった現場のまないたの上にのっている大変重要なことについては、当事者同士、

当局と関係市町とのその場で協議をしていただきたい。だから、私は、知事に協議に前向き

に対応してやっていただけるんですかと、協議に行かれるんですかと、そういった絡みでお
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答えを求めたわけでございますが、多少時間がありますので、私はもう少しこの分野に入ら

せていただきます。 

 今までおっしゃっているように、前の知事の時代に、三重県の場合はダイオキシン対策、

そしてごみの広域化と、そういったことを含めて最終的に 26の市町村が県の構想に一緒に

やらせていただこうと、一緒に歩みましょうと、そういった形で参画されたわけでございま

すが、当初は、当然この担当部局というのは、環境部と、そして事業そのものは企業庁の発

電事業というのもあったと思いますが、しかし、途中から、この問題に対して広くごみ処理

と、そういったことに動きを置いてこられたと。 

 そういった中で、一つのごみが日々の生活にどれだけ大事なものかと。今も県内では津市

の最終処分場の問題、あるいは伊賀の名張市における焼却場の移転問題でもなかなか前に

進まない。名張市なんか、しっかりと時間もかかっていると。そういったことを考えると、

知事が今おっしゃられたような、さきの関係運営協議会、市町に対する提言資料に 28年度

末をもって終息したいよと。これは一緒にやりましょうといいながら、県はモデル事業が終

わってからとめますよ、やめますよと。協議会はやっていくけども、その後、この協議が順

番にうまく同調し、話があって初めて 29年度以降のことも話し合っていきましょうと言わ

れた。 

 しかし、今、県庁も財政不足、今も 14関係市町でしたかね、７カ所、この地域の市町も

大きな財政不足になってくる。県内でも第２、第３の夕張市が生まれるかわからないような、

そんな不安の中で、その不安を払拭するために市町も県庁も一生懸命切れるところは切り、

育てるところは育てながら選択と集中の中で予算組みをされて、我らの要望といえば、三つ、

四つ、五つ、そこまでいきたいなという、そんな中でもお互いに妥協しながらその県政運営

をやっている。しかし、市町はもっと厳しい中で、今、片方で 28年までは安心ですよと言

いながら、そこで一つ一つやってきたのに、じゃ、県が 28年度で終わるということは、も

う 10年を切った段階。 

 今、津市と名張市の例を挙げたように、新しいごみ焼却場を、あるいはそういった施設を

つくろうとしたとき、用地選定に環境アセス、そして、同時に金銭的な問題も大きく作用す

るわけでございます。二つの道を同時に処理しながら市町が歩んでいくということは、大変

難しい、難しいを通り越しているように思うんです。その点を私は、所管が環境森林部です

が、事業が企業庁にまたがっているため、今日はここで時間を割いて知事に質問しているわ

けでございます。 

 こういった問題に対して、日ごろは本当に口癖のように市町とは県庁最大のパートナー

であると。言葉は言葉としてでも実際に体感できる市町が、あるいはこれから「美し国 三

重」づくりのためにすべての 29市町に一緒に頑張りましょうと、自立する市町を応援しま

すよ、県庁はと。サポート役の県庁が、28年度で終わるから、後は、今回の問題については

協議しましょうでは、私は、事が前に進まない、市町は県庁というものに対して不安が、不

信がますます膨らんでくると思うんです。 



157 

 

 だから、今日は、料金等は据え置き、そういった県が企画立案し市町を巻き込んだ事業に

対する 28年度末で終わるというその過程を、新しい提案もせずに、新しい相談にも乗らず、

この問題でいつまでも時間をかけていること自体が、私は市町に対する県庁の責任を放棄

しているんじゃなかろうかと、そんなわけに思いました。いかがでございましょうか。 

 

（野呂昭彦知事） 

29年度以降どうするかというお話を盛んに言われるわけでありますけれど、28年度まで

のＲＤＦの処理が安定的に確保されるということが前提で、その上で 29年度以降のことが

考えられることであります。したがって、まずは、現状の大きな課題である 28年度までど

う安定的に運営を確保するのか、その解決、それがまず大事な一番大きな前提であります。 

 廃棄物処理、特に一般廃棄物の処理については、市町において、ずっと将来も安定的に処

理されなければなりません。しかし、今日まで、ＲＤＦにつきましてはいろいろ過去に経緯

があったとはいいながら、しかし、非常に県の負担がいびつに大きくなる形であり、現状の

ようなことをやっておりますと、これはとてもじゃないけれども関係市町以外の県民全体

の理解を得ることはできません。 

 したがいまして、今日のＲＤＦの安定的な経営をまず 28年度までに解決できるかどうか、

そのことがなければ 29年度以降についてなぜ考えられるんですか。そういう意味で、県の

ほうの提案についてしっかり議論を今後進めてまいりたいと、こう考えております。 

 

（貝増吉郎議員） 

 知事、４年前のこの３月の本会議場で、今は菰野町長になられている石原議員が、当事、

この本会議場でごみゼロ社会の実現とＲＤＦ政策について質問されております。その中で、

ごみゼロとＲＤＦ施策、ごみゼロ社会の実現とＲＤＦ施策はどのような関係になるのかと

いう質問に対し、時の環境部長、長谷川部長は次のように説明されておる。大事なところだ

け言います。「長期的には、ごみゼロ社会実現に向けての着実な取組によりごみの減量化が

進むとともに、より安全かつ経済性にすぐれたごみの再資源化手法が確立されれば、ＲＤＦ

政策はその使命を終えるものと考えております」と。このように、県の執行部のということ

は、県庁のまとめた答えがここにあらわれているんです。 

 私は別に知事とけんかするつもりもありません。しかし、知事が、県の提案に対してＲＤ

Ｆが、あの事業が 28年度末まで安定供給して、安定運営できるようにと、かかわる諸問題

も解決するためには値上げも仕方ないだろう、しかし、一緒に供給して運営できるようにと、

そのお願いをしていると言われたけども、じゃ、何で結論が 28年の年度末にあるか。そこ

が一つの大きなキーワードになっていると思うんです。おっしゃるとおり４年前のことで

す。 

 今、一生懸命ごみゼロ作戦で、環境部が中心になって一生懸命謙虚に運動されています。

しかし、より安全かつ経済性にすぐれたごみの再資源化手法が確立されればと。私はこれが
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できたんでしょうかと。そして、県下全部、あるいは運営協議会の関係市町に対して説明責

任がとれるものかと。こういうことやから、あとはソフトランディングできるようにこの協

力を得て最後までいきたい、しかし反面、県も応援するから新しいシステムの立ち上げに一

生懸命頑張ってほしいと、そういう思いが県庁としての大きな責務じゃなかろうかと、私は

このように思うんですが、最後にもう一遍知事、いかがでございましょうか。 

 

（野呂昭彦知事） 

 ＲＤＦについては過去の経緯がいろいろあったということは事実であります。しかし、過

去の経緯がどうであれ、その後、社会経済情勢等も含めていろんな変化が起こってくるわけ

であります。行政の責任にあるものは、そういった変化というリスクをいつも抱えながら実

は政策決定をしていくものであります。 

 そういう意味では、ＲＤＦにつきましては、当初、県が当時市町村に説明しておった状況

とその後の状況が違うではないかということについてはそのとおりでありましょう。そう

いうことについては県としてもその責任を感じながらも、しかし、状況が変わった、その変

わったことの行政のリスクは、それぞれ責任ある立場で県も、そして市町も同じようにそれ

を受けとめなければならない。したがって、そういう中で、まず 28年までに県としては県

民がやはり納得する形でこのＲＤＦの安定的な運営というものを確保しなければなりませ

ん。その確保がしっかり見込めない中で 29年度以降の議論はできるはずはありません。 

 

 

○平成２０年第１回定例会 委員会報告（平成 20 年 3 月 19日） 

（末松則子環境森林農水商工常任委員長） 

特に議論のありました事項について申し述べます。 

 まず、昨年の第３回定例会以降、本委員会において数多くの議論を重ねてきたＲＤＦ焼

却・発電事業に関してです。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業に係る処理委託料の値上げに関する問題や平成 29年度以降、県が

ＲＤＦ焼却・発電事業から撤退する意思表明が行われたことについては、第４回定例会閉会

日の委員長報告において、県が責任を持ってＲＤＦ運営協議会の場において関係市町と真

摯に協議を行うよう要望したところですが、ＲＤＦ焼却・発電事業は県が市町村に呼びかけ

て開始された事業であることを再認識した上で改めて事業の検証並びに総括を行いつつ、

ＲＤＦ運営協議会に臨まれるよう強く要望いたします。 

 

（西場信行予算決算常任委員長） 

 調査の過程において特に議論のありました事項について申し述べます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業につきましては、三重ごみ固形燃料発電所が安全で安定した運転を

行うために、平成 28 年度までの事業の収支見直し等を踏まえた平成 20 年度以降の適正な
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ＲＤＦ処理委託料への改定について、現在、関係市町と協議が行われているところでありま

す。ＲＤＦ処理委託料については、市町の信頼を損なうことのないよう関係部局との連携を

密にし、早期に市町との合意形成を図られるよう要望します。 

 

 

○平成２０年第１回定例会 委員会報告（平成 20 年 6 月 30日） 

（藤田泰樹生活文化環境森林常任委員長） 

ＲＤＦ焼却・発電事業のあり方及びＲＤＦ処理委託料に関する問題についてであります。 

 去る５月 19日、県とＲＤＦ化施設を有する 14市町で構成するＲＤＦ運営協議会の総務

運営部会が開催されましたが、市町に対して県から提案されている１トン当たりのＲＤＦ

処理委託料を平成 20年度以降値上げすること、平成 29年度以降、県はＲＤＦ焼却・発電

事業を行わないことについて理解を求めましたが、合意に至りませんでした。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、平成 14年度からのモデル事業であり、県が平成 29年度以降

撤退することを提案していることに対し、一部の市町においてＲＤＦ焼却・発電事業を政

策的に誘導した県の責任を主張しております。 

 関係市町にとって、ＲＤＦ処理委託料の値上げは大幅な負担増となるものであり、県の

撤退問題が解決しない限り、委託料問題には応じられないとの発言もあり、問題解決が難

航しています。 

 県におかれては、県の責務を十分認識しながら、ＲＤＦ運営協議会の場において、今後

の事業のあり方や適正な処理委託料の負担について、引き続き関係市町と真摯に協議を行

うなど、慎重に対応していくことを強く要望いたします。 

 

 

○平成２０年第２回定例会（平成 20年 9月 25日） 

（水谷隆議員） 

続きまして、ＲＤＦ焼却・発電事業についてでありますけれども、三重県では御承知の

ように資源循環型社会の構築を図るとともに、未利用エネルギーの有効活用を促進するた

めのモデル事業としてＲＤＦ焼却・発電事業を平成 14年の 12月から企業庁で行っており

ます。当時は、夢のごみ発電所としてその地域周辺には温水プール、住宅地、そして、ま

た工業団地誘致のすばらしい構想で、地元住民には夢みたいな話でありましたが、現実に

は夢で終わったわけであります。その後、様々な問題に直面し、県、市町の多大な努力と

地域住民等関係者の理解のもと何とか事業が継続されております。５年経過した現在も多

くの課題を抱えているわけであります。この問題につきましては 20年の３月、議会で貝

増議員が質問をされましたが、大変大事な問題でありますので、その後の考え方について

質問をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いをいたします。 
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 まず、処理委託料の改定と今後のあり方に関する県の方針の確認でありますが、平成 19

年 12月 11日のＲＤＦ運営協議会総務運営部会において県からＲＤＦ処理委託料の改定及

びＲＤＦ事業の今後のあり方について提案を行ったところであります。その提案について

は、料金に関して平成 18年度と 19年度の収支不足 3.6億円は県が負担することとし、平

成 20年度以降の料金を、現行の 5058円から 9420円に値上げするという内容でありまし

た。 

 この提案に対して、その後、関係市町や市町の議会から、現行料金の据え置き及び県の

事業撤退表明の撤回が要望として出されるなど、大きな反発があり、県は平成 20年７月

24日に総務運営部会を開催して、県の譲歩案として、１点は、平成 20年度から平成 28年

度の収支不足見込額約 19億円を県と市町で折半することとして、平成 28年度までの料金

を決定すること、２点目は、平成 29年度以降のあり方については、協議会にあり方検討

作業部会を設置し、おおむね平成 21年度末を目途とし一定の方向性を得るよう、今後、

様々な課題、事業計画期間を何年程度延長するのか、平成 29年度以降の各市町の処理状

況がどうなるのかなどのＲＤＦ量の問題、それから、施設の法定耐用年数経過後の継続す

るための追加投資をどうするのか、そして、現行の富士電機システムとの管理委託契約が

平成 28年度で切れることから、その後の管理運営体制などについて市町と県で検討する

ことの２点を提案しておるわけでございます。 

 それを受けて理事会で協議が行われ、この譲歩案に対する新たな意見として、一つ目

は、平成 20年度から 28年度までの収支不足見込額について市町の負担はできる限り少な

くしてほしい、そして今年度の処理委託料は据え置きにしてほしい、三つ目に、さらに 29

年度以降のあり方については、県が事業主体となることも含めてという項目を加えていた

だきたい、この３点が提出されております。 

 そこで、県の方針の確認ですけれども、ＲＤＦ事業が抱えている課題、処理委託料の改

定及び今後のあり方は事業に参画する市町のごみ処理の行方を左右し、地域住民の日々の

生活に直接、多大な影響を及ぼすとともに、県の最大のパートナーである市町との信頼関

係を根本から揺るがしかねない大きな問題であり、県政の最重要課題としてこれまでも県

議会の場で幾度となく議論をされてきました。昨年 12月 11日の県の提案によりＲＤＦ事

業の平成 29年度以降のあり方が議論の俎上に乗せられ、市町との協議が進められてお

り、ＲＤＦ事業は今後、大きな節目を迎えようとしております。 

 そこで、改めて、現時点での県の方針を確認させていただきます。 

 まず、処理料金の改定についてであります。本年７月 24日のＲＤＦ運営部会において

県は譲歩案を示したが、昨年 12月 11日の提案以降、今回の譲歩案提示までの経緯、経過

と、収支不足見込額を折半とした考え方、なぜ折半なのかなどをお聞きしたいと思いま

す。 

 そして、また、ＲＤＦについて、県が市町を政策誘導した責任があり、私は、市町の負

担として折半が妥当かどうか非常に疑問であります。折半について市町は納得しておるの
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かと。さらに、先ほど述べた３点の理事会の意見についてはどう対応するつもりなのかを

お聞きしたいと思います。知事、よろしくお願いをいたします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 本年３月 26日に開催をいたしましたＲＤＦ運営協議会理事会におきまして、処理委託

料の早期合意と事業のあり方の継続協議について確認をいたしました。そして、その後、

４月以降、処理委託料改定と、それから今後の事業のあり方につきましての早期決着を目

指しまして市町と協議を進めてきたところでございます。 

 協議の中で、県といたしましては、安全・安定運転の確保のため必要な負担をしていた

だきたいということ、それから、今後のあり方について市町と県が真摯に議論するために

もまず処理委託料を改定していただきたい旨の説明を行ってきたところでございました。

一方、市町からは 29年度以降、県が事業主体とならないということは受け入れられな

い、それから、財政的にも厳しく、負担をできる限り少なくしてほしいなどの意見が出さ

れまして、平行線の状態が続いたところでございます。また、各市町の議会からも同様の

御意見をいただいてまいりました。 

 県といたしましては、各市町やその議会からの御意見を重く受けとめまして、処理委託

料の問題を早期に解決した上で平成 29年度以降のあり方について議論を行う必要がある

と、こういうふうに判断をいたしまして、県から譲歩案を提案させていただいたわけであ

ります。 

 このような両者の意見に開きがございます中、県としては双方が歩み寄る必要があると

判断をいたしまして、20年度から 28年度までの収支の不足見込額、約 19億円でございま

すが、これを県と市町とで半分ずつ負担するということや、市町の厳しい財政状況を考慮

いたしまして激変緩和措置をとるという、県としてはぎりぎりの提案を行ったところでご

ざいます。今回の譲歩案に対しまして、市町の負担はやむを得ないとの考え方も示されて

おり、一定の御理解をいただいているものと考えております。また、29年度以降のあり方

につきましても、事業継続をするためには解決すべき様々な課題がございますから、ＲＤ

Ｆ運営協議会にあり方検討作業部会を設置いたしまして、県と市町が一体となって検討す

るということを提案いたしたところでございます。 

 

（水谷隆議員） 

 どうもありがとうございました。 

 このＲＤＦにつきましては、特に焼却設備と発電事業を持っている地域におきましては

非常にいろいろと不満があるわけでございまして、その中で、今、知事からの回答もいた

だきましたけれども、一応、各それぞれの理事会の意見等につきましては一定の理解を示

されているというふうにお聞きしておりますけれども、ただ、この辺の問題につきまし

て、これから早急に解決していかなければ次に進まないというふうに思いますので、でき
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る限り早い決定をなされていってほしいなというふうに思います。 

 それで、理事会などで示された収支計画というのがあるわけですけれども、これを３年

ごとに見直していきたいと、収支の、例えば不足額というものがさらに増大したら、これ

はどういうふうにして対応していくのかということと、コストの削減、収入の増加のため

のできるだけの施策というか、そういったものはないのかということも含めて再質問させ

ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 

（戸神範雄企業庁長） 

 収支計画につきましては、現在の平成 19年時点で将来予測をして積算しているもので

ございまして、先々のことはなかなか正確に計算できないこともございまして、一定期間

ごとに実績ですとか将来予測を見まして収支計画を見直すことが必要と考えまして、３年

ごとに収支計画を見直しまして、最終的に平成 20年から 28年度の損失を折半できるよう

な料金設定をしていくことが必要だと考えてございます。 

 そして、私どもの努力になるわけですが、一つ、収入面では、可能な限りで、電気を売

る料金を高い時間帯にたくさん発電しまして多く収入を上げることが一つでございます

し、また、経費面では、廃ガスの性状を悪化させない範囲で、例えば、消石灰の添加量を

減らすことによって灰の発生を抑えますとか、あるいはＲＤＦの性質や新しくつくりまし

た貯蔵槽の稼働状況を見ながら、現在の受け入れ点検体制も見直す必要があると、そんな

ことをして経営的にも努力してまいりたいと思っております。 

 

（水谷隆議員） 

 どうもありがとうございました。 

 非常に苦しい答弁でございますけれども、市町の意見というものは十分に聞いていただ

きたい。そして、市町の負担軽減というものに努めながら、先ほどもおっしゃったように

コスト削減というものを最大限努力していただきたいなというふうに思うわけでございま

す。 

 続きまして、ＲＤＦ事業のあり方についてお伺いしたいなというふうに思います。 

 ＲＤＦの今後のあり方、方向性というものを決めるに当たり、まず料金問題を解決する

必要があるという県の考え方については一定の理解はできます。しかし、処理委託料の議

論の中で、これまでも県として政策誘導してきた責任を果たしていく必要があると言われ

てきましたが、まさに今、県としての責任が問われておるわけであります。 

 そこで、平成 29年度以降のあり方について考えてみますと、県が政策誘導してきた責

任を果たすということは、単に平成 29年度以降ＲＤＦ事業を継続するのか、しないの

か、継続するとしたら、いつまでだれが運営するのかといったことを決めるだけではな

い。また、県が市町の求めに応じ、引き続き事業を運営していけばよいということでもな

いと思います。一番大切なことは、市町はＲＤＦ事業から撤退したとしても将来にわたり
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安全に安定的にごみ処理を継続していかなければならないことから、長期的な視点に立っ

て今後のあり方を検討し、将来の負担も考慮し、県民にとって最も望ましい選択を行うこ

とであります。 

 一方、合併により幾つかの市町は焼却とＲＤＦ化という異なるシステムを持ちながら旧

市町単位でごみ処理を行っており、今後のごみ処理のあり方を模索しているのは事実であ

ります。このように、ごみ処理の状況はＲＤＦ事業に参画している市町についても大きく

異なり、ごみ政策の方向性が共有されているわけではありません。また、それぞれが住

民、議会に説明責任を果たしていかなければならない。個々の市町の事情が異なり、それ

ぞれの意向もある中で一定の方向性、結論を得るには相当の努力が必要となると思いま

す。 

 このような観点から、県がリーダーシップを発揮しながら取り組むとともに、将来を見

据えてどのような方法が一番よいのか、市町に的確な助言を行うとともに、必要に応じて

人的、財政的な支援を行っていく必要があると考えます。また、県として市町のごみ処理

に深くかかわった以上、市町がＲＤＦ事業から撤退後も、将来にわたり安全に安定的にご

み処理を継続できるようにすることが政策誘導をしてきた県の責任を果たすということで

あります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 まず、県が、たしか 2005年、平成 17年の３月に、ごみゼロ社会実現プランというもの

を策定し、20年間でごみゼロ社会をつくろうという施策でありましたが、知事は３月の貝

増議員への答弁の中で、「ＲＤＦ焼却・発電事業は、最終処分量ゼロを実現するなど一定

の評価ができる当面の有効なごみ処理システムの一つである。」というふうにお答えにな

っております。それを考えると、なぜ 28年度までなのか、無責任な気がいたします。県

の考え方を再確認いたしたいと思います。 

 そして、また、平成 37年にごみゼロ社会が実現するとして、ゼロエミッションの達成

にはＲＤＦ事業の 29年度以降の継続については必要だと考えます。何が一番課題と考え

るのか、どう解決していくつもりなのかをお伺いいたしたいと思います。 

 そして、市町のＲＤＦの導入の経緯を考え、先ほども述べたように、将来にわたり安全

に安定的にごみ処理が継続できるようにするため、ＲＤＦのあり方の検討を進める中で市

町をどのように支援していくのか、そして、県としてどのようにごみゼロ社会を進めてい

くのかということについても県の姿勢を確認いたしたいと思います。よろしくお願いをい

たします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 ＲＤＦの焼却・発電事業でございますけれども、これにつきましては、前にも議会でお

尋ねがありました際にお答えいたしましたけれども、特に対応が困難でございましたダイ

オキシン対策、これを達成し、また、再利用とか、再資源化に適さない可燃性ごみを熱回
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収するということで、しかも、その熱回収した後の焼却灰もセメント原料として使用する

という、最終処分量ゼロという意味ではごみゼロ社会実現と実は全く同じに評価ができる

ところでありまして、当面このＲＤＦ事業についても有効なごみ処理システムの一つだと

いうふうに考えてきたところでございます。 

 しかしながら、この事業につきましては、モデル事業として位置づけてまいりました。

そして、焼却・発電施設の法定耐用年数、これに準拠して設定をいたしました事業収支計

画の期間、これは平成 28年度までとなっておりますので、この計画が終了いたします期

間であります 28年度までは県がかかわってまいりますけれども、29年度以降につきまし

ては関係市町と一緒に検討していきたいと考えておるところでございます。 

 モデル事業期間以降の 29年度以降でございますけれども、29年度以降、事業主体がど

こになるということにかかわらず、もしもＲＤＦ焼却・発電事業を継続していくという場

合には、市町や、あるいは県に係るところの様々な課題とか問題がございます。例えば、

29年度以降の場合に、事業計画期間を何年程度延長していくのかというようなこと、ある

いは、その時点になってＲＤＦ化を継続する市町が果たしてどのくらいあるんだろうかと

いうようなこと、それから、継続していくためには追加投資というのがどれぐらい必要で

あるのか、あるいは、それをどう調達していくのか、それから、29年度以降やっていくと

いうことになりますと、その運転管理の委託先をどうするのかというような、こういう

様々な課題があるわけございます。このことにつきましては、市町と県が一緒になって議

論をしていくという必要があると考えておりまして、ＲＤＦ運営協議会の中にあり方検討

作業部会を設置させていただきたいと提案をいたしておるところでございます。 

 今後とも市町のごみ処理が適正かつ円滑に行われるということが何よりも重要でござい

ますから、29年度以降のあり方につきまして市町と一緒に考えていく中で、県としても技

術的な支援を行ってまいりたいと、こう思っております。それから、今後のごみ処理につ

きまして、県では多様な主体の御参画のもとで、ごみを出さない、ごみをなくすというこ

とに重点を置いたごみゼロ社会実現プランを進めておるところでございます。これに向け

てしっかり取り組んでまいりたいと、このように思っております。 

 

 

○平成２０年第２回定例会 委員会報告（平成 20 年 10月 20 日） 

（藤田泰樹生活文化環境森林常任委員長）  

生活文化環境森林常任委員会に審査を付託されました議案第３号三重県産業廃棄物の適

正な処理の推進に関する条例案外２件につきましては、去る 10月３日及び７日に委員会

を開催し、関係当局の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、議案第３号及び議案第

６号につきましては賛成多数をもって原案を可決、議案第７号につきましては全会一致を

もって原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、この際、本委員会において特に議論のありました事項について申し述べます。 
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 第３に、ＲＤＦ焼却発電事業のあり方及びＲＤＦ処理委託料に関する問題についてであ

ります。 

 当局におかれては、関係市町に対してＲＤＦ処理委託料については、平成 20年度から

平成 28年度までの収支不足見込額を県と市町で半分ずつ負担することとし、平成 21年度

から毎年度段階的に引き上げ、平成 28年度に収支が均衡する処理委託料を市町からいた

だくことを提案されております。また、収支計画については、平成 20年度以降３年度ご

とに見直すこともあわせて提案されております。 

 ＲＤＦの適正な処理委託料の負担については、県の責務を十分に認識しながら、引き続き

関係市町と真摯に協議を行う必要があります。市町にとって大きな問題でもある平成 29年

度以降のあり方についても、当局におかれては、提示されたとおり、県が事業主体になるこ

とも含め、関係市町と検討され、早い段階で方向性を得るよう努められることを強く要望い

たします。 

 

（前野和美県土整備企業常任委員長） 

 県土整備企業常任委員会に審査を付託されました議案第 11号工事請負契約について

（中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）松阪浄化センター２系１池水処理設備（機械）工

事）につきましては、去る 10月８日に委員会を開催し、関係当局の出席を求め、慎重に

審査をいたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、この際、本委員会において特に議論のありました事項について申し述べます。    

水力発電事業の民間譲渡については、県議会からの水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川

流域諸課題解決に向けた提言の内容を踏まえ、関係部局とも連携し、諸課題解決に向け取

り組む一方で、譲渡までの運営期間中においても安全確保と管理に万全に期し、安定的な

運転に努められるよう要望します。 

 水力発電事業の附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業は、本体事業の水力発電事業が民間

譲渡された場合、企業庁が実施する位置づけがなくなることから、平成 22年度以降の新た

な運営主体について、関係部局において検討がなされているところでございます。 

 事業の運営主体として、平成 22年度以降の安全・安定運転が確保されるよう関係機関と

密に連携をし、適切に対応されることを要望します。 

 

（萩原量吉議員）  

ただいま上程中の 17議案に関して、私たち日本共産党は５議案に反対を表明し、その

理由について討論を行いたいと思います。 

 最後に、私は、この討論を終わるに当たって、ぜひ皆さんに御理解をいただきたい。そ

れは、私たち日本共産党は、やはり県議会、県政の歴史の中で、それぞれのところで問題

を提起し、決定的な場面では、これは将来大変大きな不安を残すからといって反対をして

きました。例えば、長良川河口堰の本体工事のときにもしかり、ＲＤＦ焼却発電所のとき
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にもしかり。長良川河口堰なんかは、百年の水の大計ですよと言われました。ＲＤＦ焼却

発電所のときには夢のリサイクルに共産党は反対するのかと言われました。ガス化溶融炉

施設、産業廃棄物処理センターの問題のときもそうでありました。まさに決定的なそうい

う場面で、当初は私たちは大変少数派でありました。しかしながら、その後の歴史は、私

たちは予言したことが当たらないことを期待したけれども、残念ながら当たっていたとい

うことも事実ではないでしょうか。そういう意味で、私たちは今回もこういったような問

題をあえて提起もし、このことを本当に論議を深めながら、私たち少数だから修正案も出

すことはできませんけれども、大いに他会派の皆さん方が討論を深めていただき、また、

意見も出していただきながら、このような反県民的な議案に対しては私たちは同意ができ

ないということを、ぜひ県議会の意思として示していただくこと、このことを強く期待も

し、申し上げて討論を終わりたいと思います。 

 

（中川正美予算決算常任委員長） 

 予算決算常任委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 電気事業については、平成 19年度に策定された企業庁中期経営計画において、水力発

電事業の民間譲渡とＲＤＦ焼却・発電事業の新たな運営主体への移管について、企業庁の

経営の根幹にかかわる重要課題として平成 19年度からの４年間の取組が示されていま

す。 

 特に水力発電事業の民間譲渡に向けては、県議会からの水力発電事業の民間譲渡に伴う

宮川流域諸課題解決に向けた提言の内容を踏まえ、課題解決に向け取り組む一方で、譲渡

までの運営期間中においても、安全確保と管理に万全を期した上で、一層の経営の効率化

と安定的な運転による収入確保に努められるよう要望します。 

 あわせて、水力発電事業の附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業は、平成 28年度までは

県が事業主体として事業を継続し、平成 29年度以降については今後さらに検討することと

されていますが、本体事業の水力発電事業が民間譲渡された場合、企業庁が実施する位置づ

けがなくなることから、平成 22年度以降の新たな運営主体について、関係部局において検

討がなされているところです。移管の際には、円滑に事業が継続されるよう関係機関と密に

連携し、県民や市町の理解と合意形成が図られるよう努めるとともに、県議会とも十分な議

論を尽くされるよう要望します。 

 

（真弓俊郎議員）  

この認定に対する反対の討論を行いたいと思います。 

 ほか、企業庁の水道、工水、電気についても、特に電気は、先ほども委員長報告であり

ましたけども、ＲＤＦのこの発端、市や町や村に、おまえのところではとても無理やから

県が率先してやってやるのやというふうに恩着せがましくやってきて、もう 28年度以降

は知らんよと。そういう検証も何もせずにこの電気事業の決算は済まされるべきではない
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と考えます。 

 

 

○平成２１年第１回定例会（平成 21年 2月 24日） 

（森本繁史議員）  

それと、この譲渡に当たって少し、答弁は要らんけれども、重要な問題として考えてお

いてもらいたいのは、企業庁は内部留保金というのを 40億ぐらいかつては持っておっ

た。今、20億か 30億ぐらいあるだろうと思うけれどもね。この金でＲＤＦの赤字を補て

んしておったんだけれども、水力発電を売ってしまうと、水力発電の会計が、ＲＤＦの赤

字分を支払う財源がなくなってしまう。こういうところについても、どうするんだという

ことよりも、これらについても十分詰めていかなきゃならん。 

 

 

○平成２１年第１回定例会（平成 21年 6月 9 日） 

（舟橋裕幸議員） 

 まず、ＲＤＦ焼却発電事業についてお尋ねをいたします。 

 平成 22年度以降のＲＤＦ焼却発電事業の運営主体の検討は、平成 19年２月 14日に知

事が企業庁のあり方に関する基本的方針を公表し、ＲＤＦ焼却発電事業は本体事業の水力

発電事業を民間譲渡する場合は企業庁で実施する位置づけがなくなることから、関係市町

と事業の運営方法について協議を行うものとするとしました。こうした中、水力発電事業

の民間譲渡については、県が平成 21年３月 30日に平成 22年度末を目標に譲渡するとの

確認書を中部電力と締結しました。 

 従来の水力発電事業は中部電力と平成 21年度末までの長期契約を前提とした地方公営

企業法上の電気事業に該当し、これを当然適用と言うそうであります。しかし、平成 22

年度、単年度では長期契約とならず、当然適用に該当しないことになり、県は独自に条例

で地方公営企業法任意適用事業としなければならなくなると伺っています。その結果、Ｒ

ＤＦ焼却発電事業は現在水力発電事業の附帯事業となっていますが、水力発電事業が 22

年度から任意適用となった場合、附帯事業としての位置づけができないと伺っています。

つまり、県は平成 22年度以降、ＲＤＦ焼却発電事業を単独で任意適用事業と位置づけ事

業を継続するのか、県の環境政策として特別会計などで処理するのか、県における明確な

位置づけを本年度中に決定しなければなりません。 

 ＲＤＦ焼却発電事業は、環境政策に端を発した事業であるにもかかわらず、当初から環

境政策なのか、発電事業なのかの議論があり、現在、環境森林部における政策上の位置づ

けはありません。環境森林部主担当の施策 411、廃棄物対策の推進の目指す姿に、どうし

ても処理しなければならない廃棄物処理に必要な受け皿が確保され、また、多様な主体と
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の連携による取組により廃棄物が適正に処理されていますとありますが、県の取組方向や

基本事業にはＲＤＦ事業についての記述が一切ありません。 

 一方、政策部主担当の施策 443、エネルギー対策の推進には、県の取組方向の中にごみ

固形燃料発電所については引き続きＲＤＦに対する安全対策に取り組み、安全で安定した

運転に努めるとあります。本来であればＲＤＦは一般廃棄物対策であり、発電事業は附帯

設備のはずが施策上は主客が転倒していると言わざるを得ません。 

 また、地方公営企業法では、強く企業の独立採算性が求められている中で、ＲＤＦ事業

は地元地域、関係市町への配慮や政策上の理由から適正な料金設定ができず、平成 28年

度までの事業期間においても収支不足が見込まれ、健全経営は困難な状況であります。つ

まり、赤字が明白な事業を企業経営させるのはおかしいと言わざるを得ません。 

加えて、当事業は、市町から見ると、窓口が企業庁や環境森林部など複数にわたってお

り、責任の所在や業務の窓口が不明確となっています。そこで、平成 28年度まで県が責

任を持って運営しなければならないＲＤＦ焼却発電事業を政策推進上、事業運営上、どの

ように位置づけするおつもりか、知事にお伺いをいたします。私自身はこの際廃棄物行政

の事業として位置づけ、主担当を環境森林部に一本化し、具体的な管理運営は今までノウ

ハウを持つ企業庁に委託すべきと考えておりますが、お考えをお伺いいたします。 

 続いて、この際、中部電力へ水力発電事業を民間譲渡する際の譲渡金額積算の基本的考

え方をお伺いします。 

 現在、企業庁が固定資産の整理中でありますが、恐らくは 150億円程度になるのではな

いかと推察されます。企業債は 50億円程度あり、また、地域貢献に対する費用も今後発

生することでありましょう。中部電力への譲渡金額を設定する際、県はこれらの要素をど

のように考慮して設定されるつもりか、お伺いをいたします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 さて、ＲＤＦについての御質問でございますけれども、ＲＤＦの焼却発電事業につきま

しては、ごみを燃料として利用することによりまして、従来の単に燃やして埋めるという

処理から資源循環型の処理へ転換するということを目的といたしまして、市町との連携の

もとで取り組んできたところでございます。 

 ＲＤＦ焼却発電事業は、これまで、御指摘がありましたように水力発電事業の附帯事業

として実施をしてきたところでございますけれども、水力発電事業が民間に譲渡されます

場合には、附帯事業として位置づけができなくなるということから、県といたしまして

も、この 21年度中にこのことについて決定をしていく必要がございますので、平成 19年

度から環境森林部と企業庁に政策部、総務部も加えまして、庁内での検討を進めてきてお

るところでございます。 

 平成 22年度以降、このＲＤＦ焼却発電事業をどう運営していくかということでありま

すが、平成 15年、大変あのような不幸な事故がございました。しかし、その事故以来は
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安全で安定した運転管理の確保とか、あるいは効率的な事業運営に取り組んでまいってお

ること、さらには、地元の住民の方々にも御理解を深めていただきながら信頼関係を今日

まで築いてきていると。こういう観点から、企業庁が引き続き地方公営企業法の任意適用

事業として実施することが望ましいのではないかと考えておりますけれども、そのために

は企業庁で運営するための様々な課題を解決していく必要がございます。 

ＲＤＦ焼却発電事業につきましては、サーマルリサイクルのエネルギー施策と、そし

て、ごみ処理という環境施策、この二つの側面を持つものと考えておりますので、今後も

環境森林部と企業庁がより連携を密にすることによりまして一体となって進めてまいりた

いと、こう思っております。 

 水力発電事業の譲渡価格についてのお話がございました。水力発電事業の民間譲渡につ

きましては、すべての発電所の継続、また、地域貢献の取組の継続とあわせまして、適正

な譲渡価格の設定を譲渡条件としておるところであります。このことを踏まえまして、譲

渡交渉先でございます中部電力株式会社とは平成 21年３月 30日付で三重県企業庁水力発

電事業の譲渡成就に関する確認書を締結したところでございまして、その中で譲渡成就の

対象資産、そして、価格を決定しまして別途書面により定めるものとしておるところでご

ざいます。 

 この譲渡価格の協議に当たりましては、資産、あるいは収益性の観点、また、他県での

譲渡事例など、様々な要素を検討していく必要がございますが、具体的な譲渡価格につき

ましては、中部電力株式会社との交渉を経て双方が対外的に説明責任を果たし、公平性、

透明性を担保できるそういう適切な譲渡価格に定まってくるものと、こう考えておるとこ

ろでございます。 

 

（舟橋裕幸議員） 

 ＲＤＦのエネルギーと環境という二面性については十分わかっておるつもりでございま

す。私の質問は、どっちが主なのということが聞きたかったし、本来環境施策としてやっ

ていかなければならないというふうに思っていることを申し上げました。 

 ＲＤＦについて、過去を少しひもといてみますと、先ほどお話がありましたように、発

端はダイオキシンから始まっていると思うんです。これは、田川県政の時代にいわゆる小

さな市町のダイオキシン対策として議論が始まりました。そして、具体的には北川知事と

なって、平成９年から 13年までのくにづくり宣言第一次実施計画では廃棄物施策として

位置づけして、ＲＤＦ化構想の推進という事業名まであります。エネルギー施策において

は、地球に優しいエネルギー対策の推進事業にごみの持つエネルギーを有効に活用するた

め、資源循環型社会構築のモデルとして建設するとうたってあります。 

 その次の 14年から 16年までのくにづくり宣言第二次実施計画においても、施策 321、

廃棄物の適正な管理の中に位置づけして、21世紀の環境基盤整備の推進事業にごみの持つ

未利用エネルギーの活用と全県的な広域処理システムの構築のためと記載がされていま
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す。エネルギー施策では、地球に優しいエネルギー対策からなぜか電力エネルギーの安定

供給の項目に振りかわってはいますが。 

 施設が完成して野呂知事となり、不幸な爆発事故を経て、平成 16年から 18年までの県

民しあわせプラン第一次戦略では、施策 411、資源循環の推進に安全運転のみが記載さ

れ、エネルギー施策において引き続き電力エネルギーの安定供給に記載されました。第二

次戦略においての位置づけは、先ほど私が申し上げたとおりであります。 

もしも知事が言うように、エネルギーと環境等の二面性を持つならば、次期戦略計画に

必ずＲＤＦについて、施策 411、廃棄物対策の推進にも明確に位置づけをすべきであり、

それが知事の言う行政の継続性であると考えます。改めてこれまでの経過を御認識の上、

御所見を伺えたらと思います。 

 水力発電事業の譲渡金額についてですけれども、今、一生懸命企業庁のほうで固定資産

の整理に多大な労力と税金を費やしているのは伺っています。もうしばらく使えそうな機

器も、これを機に前倒し更新などもされているようであります。ある面では余分な出費も

しているのかなと思ったりもしますが、水力発電事業は将来においても黒字経営が見込ま

れ、県財政に大きく貢献する事業であります。譲渡交渉においては、県民の貴重な財産で

ありますので、余り廉価でたたき売るようなことが決してないようにしていただきたいと

思いますし、もしも合意に至らなければ県による事業継続も視野に入れるべきであると、

これは知事に申し入れておきます。  

 

（岡本道和環境森林部理事） 

 ＲＤＦ焼却発電事業の政策的な位置づけにつきまして、ただいま御意見をいただきまし

たように、それぞれの時期の総合計画におきまして環境政策とエネルギー政策、この二つ

の政策として整理をされておりますけれども、現行の第二次戦略計画におきましては、環

境政策として明確な形で表現はされておりません。 

 この事業につきましては、環境政策とエネルギー政策の両面の政策面を持つということ

は従来と変わらないと考えておりますので、今後は安全・安心の確保ということがまず何

よりも大事でございますけれども、環境政策の一つでございます市町のごみが適正に処理

されるということがきちんとわかるような形で整理をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 

（舟橋裕幸議員） 

両面からしっかりとＲＤＦを運営していってほしいなと思います。 

 

 

○平成２１年第２回定例会 委員会報告（平成 21 年 10月 20 日） 

（山本教和予算決算常任委員長） 
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 電気事業については、総収益が 31億 1265万円に対し総費用は 31億 7361万円であり、

6096万円の純損失となり、前年度の純損失２億 8894万円より収支は２億 2798万円改善し

ています。 

 水力発電事業については、民間譲渡に向けて平成 21年３月に締結された三重県企業庁

水力発電事業の譲渡・譲受に関する確認書において、地域貢献への取組や用地及び設備等

の課題解決が譲渡の条件となっているため、譲渡交渉先や関係機関との協議を引き続き進

め、課題の着実な解決に向け取り組む一方で、譲渡までの運営期間中においても、安全確

保と管理に万全を期した上で、一層の経営の効率化と安定的な運転による収入確保に努め

られるよう要望します。 

あわせて、水力発電事業の附帯事業であるＲＤＦ焼却・発電事業については、平成 22

年度以降に企業庁が地方公営企業法の任意適用事業として運営する場合の法令上の整理や

運営体制等についての課題を関係部局と検討して早急に解決されるとともに、効率的な事

業運営に一層努められるよう要望します。 

 

（真弓俊郎議員） 

最後に、電気事業。これも数字で見ますと、先ほど委員長報告にもあったように、経常

収益は平成 19年度から比べて 6500万円の増となっていますが、水力発電の収益をＲＤＦ

発電が食いつぶしているのが現状ではないでしょうか。ＲＤＦ発電、平成 20年度の報告

を見ますと、５月から６月には１号ボイラーの異常のため停止、７月はタービンがとまり

ました。11月も２号ボイラーが１号ボイラーとともにとまっています。12月には何とＲ

ＤＦの搬入量減少で２号ボイラーが停止になっています。もうほとんど停止状態。このこ

とに、今までＲＤＦ発電に三重県がかかわってきた何の理由もないことが明確にあらわさ

れているのではないでしょうか。今後、このＲＤＦ発電の運営体制すら明らかにもなら

ず、訴訟相手の富士電機システムズとずるずると運営を続けてきた責任は重大だと言えま

す。 

 政策総務常任委員長の先ほどの報告でも、水力発電の民間譲渡、ままならない、円滑に

進んでいない、このことも明確におっしゃられました。この水力発電の中電への売却、県

が解決すべき課題もそのままほうっておいて、新たな課題も中電から提起され、もうにっ

ちもさっちもいかない状態に陥っています。 

 他方、県がほうり出そうとしている県立病院が必死でモチベーションを高め、経営を立

て直そうとしています。病院事業庁の決算に比べ、この電気事業の決算、何の課題も、解

決の方向すら見せていない、全くお粗末なものと言わざるを得ません。 

 以上が、この認定１号から３号までの私どもの反対の理由とさせていただきます。ぜひ

とも多くの皆さんの御賛同を得ることをお願いいたしまして、私の反対討論を終わらせて

いただきます。 

 

172 

 

 

○平成２１年第２回定例会（平成 21年 11月 27 日） 

（貝増吉郎議員） 

 まず、ＲＤＦ焼却発電事業について、この件についてお伺いをさせていただきます。こ

の件については、県と関係市町があり方検討作業部会を設置して、平成 29年度以降の事

業のあり方についての検討を行っておられます。おおむね平成 21年度末、つまり来年の

３月 31日までですね、これをめどとして一定の方向性を得ようと協議を進められており

ます。現在、事業を継続する際の課題、13項目ございます。この課題についての検討整理

を行っていると聞いていますが、それらの課題の中で特に大きなウエートを占めるのが将

来の費用負担をどうするかということです。 

 費用負担については、平成 20年 11月のＲＤＦ運営協議会総会において、平成 28年度

までのＲＤＦ処理料金について、県と市町が合意したところであります。処理料金は当初

3790円でスタートしたが、平成 18年度には 5058円となり、現在は 5584円。これは３年

ごとに見直すということですので、現在の試算では、来年度からは 550円ずつ毎年の値上

げがあります。平成 28年度には 9420円になる計算です。 

では、このような経過から見ていきますと、実際、平成 29年度以降の事業を継続する

とした場合、処理料金というのはどれだけかかるんでしょうか。平成 20年３月の環境森

林農水商工常任委員会において提出された資料によりますと、ＲＤＦ発電所の建設費は、

総額 91億 4500万円かかっております。内訳は、環境森林所管部門が、焼却施設として 68

億 6200万円、企業庁所管部門の発電施設が 22億 8300万円かかっております。これだけ

の施設の維持管理をするのですから、現時点でも相当な費用がかかっていると思われま

す。平成 29年度以降事業を継続する場合、さらにＲＤＦ施設の延命化に係る費用及び修

繕費などの。今申し上げたいのは、これだけの経費がかかる中、さらに多額の経費がかか

るということでしょう。しかし、一方では、後でも述べますが、収入が増える見込みがな

い。収入不足が一層膨らんでいくのではないでしょうか。 

 このようなことから、まず最初にお伺いしますけど、同時に、きのう会議が行われてお

りますけども、そのあり方検討作業部会の検討状況、これについてきのうの会議の内容を

含めた報告を、知事、お聞きでしたら、知事のほうからお願いいたします。 

 

（高杉晴文企業庁長） 

 あり方作業部会の検討状況についてお答えいたします。 

 あり方検討作業部会では、今年３月までに関係市町等との意見交換を行いまして、ＲＤ

Ｆ焼却発電事業を継続する際の課題といたしまして、先ほど御指摘ございましたとおり、

13項目を抽出いたしました。事業期間、あるいはＲＤＦ施設の改修の必要性、あるいは経

費はどうなるかといったような 13項目を抽出いたしまして、４月以降、こうした課題整

理に必要な資料とするために、平成 29年度以降の維持管理費や改修費等につきまして調
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査を進めてきたところ、その調査結果がまとまりましたので、昨日開催いたしました第４

回目の部会で市町に概要報告させていただいたところでございます。 

 その内容といたしましては、平成 29年度以降も運転する場合には改修が必要でござい

まして、改修費は３年から５年延長する場合については５億円、10年以上延長する場合に

つきましては 29億円を要すると推定いたしました。 

 また、平成 29年度以降の維持管理費は、現況の維持管理の人員や点検状況から見ます

と、年間 13億円程度を要すると推定いたしました。 

 さらに、施設を撤去する際の費用が約７億円を要すると推定いたしました。 

なお、また、これ以外にも運営上の主な留意点といたしまして、維持管理及び改修工事

を実施する業者を確保できる準備が必要であること、また、改修中にはＲＤＦの外部処理

が必要であることなどを示したところでございます。 

 なお、この調査結果は、29年度以降のあり方そのものの方向性を提案するものではな

く、あくまでも施設の運転管理に関する基礎的データを収集したものでございます。今後

は、このデータをもとに引き続き課題の検討、整理を行いまして、平成 29年度以降のあ

り方につきまして市町と協議を進めてまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

 

（貝増吉郎議員） 

 今数字を列挙されましたけども、これはきのうの会議で出たという報告も各方面からい

ただきました。しかし、私は、これはまだ一つの、１団体から、委託された先からの調査

の資料だけであって、額を改めて言うつもりもございませんけども、大変な費用がかかる

ということは、これは間違いない。しかし、問題は、私は、ワーキンググループで一生懸

命会議をされている状況の中ですから、あるいはこれらの個人的見解は言えないですけど

も、実際こういったたたき台として出た数字に対して、大変莫大な数字をだれが負担する

かということを改めて聞きたいんですよね。今までの計画からいったら、市町としては、

当然県庁さんが声をかけてやったやつやから、県庁さん、頼むよと。そういった市町の気

持ちも十二分に推察できますし、しかし、片方、先ほど来質疑させていただいたように、

県の財政も非常に厳しい状況であって、実際にどのような解決方法があるのか、また、県

がどのように対処するつもりなのか、これはゆっくりとお伺いしたいと思って今日聞いて

いるわけです。平成 29年度以降も県がこのまま事業を続けるというなら、当然安心し

て、私どもの自宅から出るいっぱいの家庭ごみは適正に処理をされるということは間違い

ございません。しかし、県がもしこの事業から、モデル事業であるからもう撤退したいと

いうことになれば、市町だけで事業を継続するのか、あるいは市町もＲＤＦからこの機会

に撤退し、新たなごみ焼却場施設をつくり、そこでごみを処理するのか。このどっちかし

かないと思うんです。県と市町が共同で事業を運営するという選択肢もありますが、これ

は当事者同士が合意しない限り続かない。しかし、いずれにしろ、何らかの決断を行い、
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必要な準備をしなければならないことは確かです。そして、準備のための時間は、当然大

きな時間、長い時間帯が必要であります。新たなごみ処理施設をつくるにしても、もう本

当にタイムリミットが過ぎているとまでは言いがたいですが、タイムリミットが来ている

のではないでしょうか。 

 しかしその一方、関係市町の中には、市町村合併等により、現在ＲＤＦと焼却の二つの

方法でごみ処理を行っている地区もございます。こんな事情から、中には、ＲＤＦから撤

退し、真剣に模索しているところもあるとの話も仄聞しております。そうなりますと、Ｒ

ＤＦ量は減少し、売電収入も料金収入も減り、ますます事業の運営が苦しくなり、残され

た市町の負担が増大するのではないでしょうか。 

こうしたいろんな状況を考えたとき、平成 29年度以降、ＲＤＦ事業をどうしていくの

か、方向性をやっぱりできるだけ早く打ち出すことが不可欠ではないでしょうか。もちろ

ん、さっきも述べたように、当然関係市町の合意がなければならないが、県として早期の

取りまとめを、そのための努力は惜しんではならないと思っております。 

 こういったことから、３点に絞り込み、質問をまとめます。 

 まず、平成 29年度以降事業を継続する場合、料金が現在予定されている 9420円、これ

では収支不足が生じると思われますので、その収支不足分については、全部とは言わない

ですけども、県が負担するつもりはあるのか。 

 ２番目に、遅くとも今年度末までには方向性を取りまとめる必要があると考えますが、

どのように取り組んでいくのか、また、取りまとめに向けた決意を聞かせていただきた

い。 

 ３点目として、現時点では、平成 28年度、この時点での廃止は困難だと考えていま

す。事業の終了時期を明確にし、市町が新たなごみ処理方式に計画的に移行することを前

提とした上で、平成 29年度以降も数年間は県が事業主体となり事業を継続することを提

案しますが、いかがでしょうか。 

 以上３項目、よろしくお願いします。 

 

（野呂昭彦知事） 

 まず、29年度以降の焼却事業、延長する場合には、その費用を県が負担すべきではない

かということでございますけれども、昨年 11月に開催をいたしましたＲＤＦ運営協議会

総会におきまして、市町からも事業継続に強い意向を示したこともありまして、県が事業

主体となることも含めて市町と県とで検討するということにしたところでございまして、

そこで、関係市町と県とで構成をしますＲＤＦ運営協議会にあり方検討作業部会を設置し

まして検討しておるところでございます。 

 この検討部会の課題としては、事業計画期間を何年程度延長するのかとか、それから、

ＲＤＦを継続する市町がどれぐらいあるのか、事業期間途中で離脱する場合のルールの設

定、これらにつきまして検討することにしておるところでございます。 



175 

 

 平成 29年度以降のあり方につきましては、一定期間この検討には必要でございます

が、市町、県の共通認識としては、21年度末には市町も入った作業部会の中で事業期間と

か参加団体など一定の方向性を決めたいと、こういうふうに考えておるところでございま

す。 

 先ほど企業庁長がお答えしました、そのための調査報告が今回出されたところでござい

ますけれども、これにつきましても、市町から調査内容の検証を行うべきとの意見がござ

いますので、今後、市町とともに調査結果につきましては検証いたしまして、29年度以降

の経費等について検討をしてまいりたいと、こう考えております。 

それから、29年度以降につきまして、市町によりましては新たな処理方式への移行とい

うことも今後検討材料の一つになる可能性はございますが、現在、あり方検討作業部会に

おきまして、ＲＤＦ焼却発電事業をどのように継続していくかについて検討されていると

ころでございますから、先ほども申し上げましたが、平成 21年度末には、事業期間と

か、あるいは参加団体など一定の方向性を決めることにしておるところでございます。県

としては、市町の一般廃棄物処理が滞ることのないように、できるだけ早く事業全体の方

向性というものを市町とともに決定をしていきたいと考えておるところでございます。 

  

（貝増吉郎議員） 

 この間、桑名広域の現場と、そして、ＲＤＦの現場に２回お邪魔したとき、１回目はち

ょうど 19日で、事故に遭った方々の祥月命日で、モニュメントの今度の移設の問題もそ

のとき行っておりましたし、大変大きな節目、節目にお邪魔しているんだなという認識も

ありますけれども、やっぱりそれ以上に、行政として、私は、知事が今説明されましたけ

ども、あるいは企業庁長、冒頭説明がありましたけども、ワーキンググループでも、４回

目と言いましたけど、３月、４月に行われてからきのうまで開かれていなかったと。それ

は、資料も委託しているから、それが上がるまでと言ったらそれまでなんですけど、しか

し、大事な問題は、この半年間も会議が行われていなかったと。13項目の資料は、お互い

に認識してこの 13の項目について会議を進めていきましょう、そして検討を進めていき

ましょう、市町が合意できるようにしていきましょうと、そういうことをしてあったにも

かかわらず、私は、それだけの回数が少なかったのは、環境部長、いかがでございます

か。 

 

（岡本道和環境森林部理事）  

今おっしゃったように、回数はそれぞれの段階ごとに検討する事項で検討しておりま

す。その間に、13項目の課題ということで今検討しておりますけれども、当初は７項目の

課題ということで検討をはじめました、第１回からですね。７項目で検討する中で、やは

り市町の立場から、もう少し細かいことも検討すべき課題があるのではないかということ

で、さらに５項目ほど追加されたわけでございまして、今までそういう、何といいます
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か、事業全体を進めるという方向で何を検討すべきかということを検討しておりました。

その中でやはり一番大きいのは、今後、施設に要する経費がどんなものか。やっぱりそこ

が出ないと、なかなかさらにもう一歩進めないという事情もございまして、今回、昨日、

そこも含めて検討を始めたということでございます。 

 

 

○平成２１年第２回定例会 委員会報告（平成 21 年 12月 18 日） 

（水谷隆生活文化環境森林常任委員長） 

 次に、ＲＤＦ焼却発電事業についてであります。 

関係市町と県で構成する三重県ＲＤＦ運営協議会の作業部会に平成 29年度以降の施設

の改修費、維持管理費等について、委託調査結果の報告がなされ、具体的な費用の推計が

出されました。この調査結果は、今後関係市町と議論を進めるに当たっての重要な資料と

なります。 

 当局におかれては、市町とともに調査結果の検証を行うことで関係市町において的確な

判断材料が提供され、十分な検討が可能となるよう要望いたします。 

 また、今年度末に平成 29年度以降の運転継続期間及び参加団体など一定の方向性を決

めるに当たっては、関係市町の主体的な意思決定を十分に尊重されるよう要望いたしま

す。 

 

 

○平成２２年第２回定例会(平成 22年 9月 27 日) 

（萩原量吉議員） 

 次の問題は、環境先進県と言われたガス化溶融炉施設、あるいはＲＤＦの焼却発電所施

設、（パネルを示す）もう詳しく言う時間がありません。本当に 115億も金をかけて、市

町をだましてというか、詐欺商法ともまで言われているけれども、そして、大変な処理料

金も取って、この廃棄物処理センターは住民が裁判までやって、そして、それこそ差しと

め請求やっておったでしょう。これさえ皆さんは絶対にやらなきゃいかんのやということ

で差しとめを決めたじゃないですか。差しとめを決めたんじゃない。それこそ裁判では差

しとめは負けた。それで県はやるということになったんです。やるというふうになった

ら、県のほうがもう来年度やめたと言って、それこそ差しとめを県がするんでしょう。筋

が通らんでしょう、住民の立場からして。桜の住民の人たちはかんかんに怒っています

よ。 

次、ＲＤＦ、（パネルを示す）これまたもう大変な負担であります。言うに及ばず、当

初無料のはずが 9420円まで上がっていった。富士電機と爆発を起こした損害賠償請求の

裁判をやっておって、いつ果てるともわからんような裁判をやりながら富士電機へ委託契

約をやっておるでしょう、いまだに。けんかしておる相手に委託契約って何ですか、こ
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れ。こういう矛盾。 

 今、新たな 57億からの負担をどうするのやと。これは後始末を含めて大変なことだ

と。この点について知事に聞きます。責任はだれがとるのか。後始末をだれがどうするの

か。北川三重県前知事を呼んでほしいぐらいの気持ちですけれども、しかし、あなたもこ

の爆発事故の後再開を強行したその責任が問われます。責任はだれがとるのか。こんな無

駄遣いを許していいのか。そのことを問いたい。 

 

（野呂昭彦知事） 

 溶融処理事業とＲＤＦ焼却発電事業についてでございますが、ダイオキシン対策、ある

いは循環型社会を構築するというようなことを目的といたしまして、市町とともに広域的

に取り組んできた事業でございます。単独市町では対応が困難であったダイオキシン対策

につきましては、平成 14年 12月までに達成することができましたし、それから、処理残

渣もセメント原料や土木資材として活用するなど、資源循環面でも一定の成果があったも

のと考えております。 

しかしながら、両事業とも当初の事業見通しが甘かったと言わざるを得ない面もござい

まして、溶融処理事業については平成 23年度から民間委託の方向で、また、ＲＤＦ焼却

発電事業につきましては一定の事業期間が経過した後に終了する方向で、市町との協議を

進めているところでございます。県といたしましては、今後とも市町の一般廃棄物処理が

安全で安定的に行われるよう、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。 

 

（萩原量吉議員） 

 皆さん聞いてみえる。テレビも映っているかわかりませんが、無責任でしょう。この責

任を問うているんです。ダイオキシン対策というけれども、これも厚生省にだまされたと

いう経過も確かにあります。環境先進県というのは引き下ろしてくださいな。残念ながら

こういう問題で私たちは調べて、今までの経過も十分踏まえて追及している。だけれど

も、そのことについては何ら答えない。残念です。 

私たち日本共産党は２人の県議団でありましたけれども、このガス化溶融炉施設、ＲＤ

Ｆ施設ができるときから、当初から計画、あるいは予算、そのときの契約を含めて反対を

してきました。この議場の中では唯一の会派でもあるわけですね。その論議を一貫してや

ってきたんですよ。これは見通しが立たないぞ、ＲＤＦなどというのはまだ未開発な技術

だよ、ごみの減量にもならんよ、案の定大赤字で、市町からはどんどんと追及されて、結

局県費で出すといったって税金でしょう。こういう問題にだれ一人責任をとらない。 

 この間、私が追及した石原産業のフェロシルトの問題でもそうです。こんなことが本当

に許されておっていいのか。私たちは厳しく指摘をしたいと思うわけであります。当初か

ら反対をしてきた私たちの正しさがある面では証明されたということでもありますし、こ

の問題は議会の責任も問われる問題ではないかと、私はそう思っております。 
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 しかも、ガス化溶融炉施設に 20億円、４年前に投入を決定しているんです。４年前と

いうのは残念ながら私たち日本共産党議員団はいませんでした。知事もこの間から、萩原

さんがいないときになどという言葉をよくあちこちで使われてみえる。よっぽどそのころ

が懐かしかったのかどうか知りませんけれども、だけれども、本当にこれは私たち議会も

含めて市町も大変な状況で、一般廃棄物に手を出すべきじゃない。本来の事業でないのに

県がかかわっていって、そして、こんな大失敗をやっているわけですから、私はこの責任

は県当局と、そして議場にいる議員の皆さんの責任も含めて私は大いに反省もし、その責

任をどういう形で果たしていくのか。そのことを強く求めていきたい。また、これは議長

を通してもお願いをしたいと、このようにも思っているところであります。 

 極めて不満でありますが、まともに答えられていないことも表明をいたしまして、短い

時間でありますが、質問を終わらざるを得ません。ありがとうございました。終結いたし

ます。 

 

 

○平成２２年第２回定例会 委員会報告（平成 22 年 10月 18 日） 

（西塚宗郎予算決算常任委員長） 

 予算決算常任委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。 続い

て、電気事業についてであります。 

 電気事業については、総収益が 29億 2917万円に対し総費用は 32億 3105万円であり、

３億 188万円の純損失となり、前年度に比べて２億 4091万円損失が増加しています。水

力発電事業については、民間譲渡に向けて中部電力株式会社の運転監視システムの整備が

必要となったことなどから、譲渡の時期が平成 25年度、または平成 26年度に延期される

こととなりました。今後譲渡時期が再び延期されることのないよう、県民の理解が得られ

る譲渡価格等、中部電力株式会社をはじめ関係者との協議を着実に進めるとともに、譲渡

までの運営期間中においても、安全確保と管理に万全を期した上で一層の経営の効率化と

安定的な運転による収入確保に努められるよう要望します。 

あわせて、水力発電事業の附帯事業であるＲＤＦ焼却発電事業については、火力発電事

業が民間譲渡された後は附帯事業として運営していくことができなくなることから、関係

部局と協議を進め、水力発電事業譲渡後のＲＤＦ焼却発電事業の運営体制について明確に

されるとともに、平成 29年度以降の事業のあり方について、目途とする平成 22年度末ま

でに関係市町等との合意が得られるよう関係部局と連携して早急に課題解決されるよう要

望します。 

 

（萩原量吉議員） 

 上程されております決算議案、日本共産党はすべて反対という立場、認定はしないとい

う立場で討論に参加をします。 
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 それで、認定できない理由を多く語りたいんですけれども、時間の関係でＲＤＦ焼却発

電所と病院事業会計の２点にかかわって私は認定しない理由を述べたいと思います。 

 ＲＤＦ焼却発電所については、市町や県民の皆さんを含めて今やもう三重県の中でのご

み行政の大失政、大失敗ということが非常にはっきりしてきました。だれもが認めるとこ

ろであります。三重県が本来の業務でない一般廃棄物行政に介入をしました。そのくせ爆

発事故や死亡事故、採算の大きな間違い、大赤字、今になって一般廃棄物は市町の固有の

業務だから受益者負担が当たり前などと言い出しました。市町はかんかんに怒っています

よね。 

 さらに、ＲＤＦはもともと未完成の技術であります。トラブルが続いています。きちっ

とした運転ができない。全国至るところで失敗の事例があるわけであります。成熟した技

術ではありません。このトラブル続き、あるいはそれこそ事故続き、そして大爆発だった

というわけでありますけれども、いまだに原因究明はちゃんとされていないでしょう。裁

判までやっている。なれ合いと私は言いたいんですね。 

 しかも、原因究明の調査の中心になっている人は、委員長は笠倉忠夫という人ですが、

ＲＤＦの製法技術の特許申請者の一人なんですよ。ＲＤＦの推進者なんです。この人が事

故原因究明の委員長だったんです。あるいは、いまだに安全管理の技術委員の中の一人に

入っているでしょう。だから、この問題について、反対だとか問題点を指摘できるような

民主的科学者というか、住民の立場に立てる科学者が入っていないではないかと私はあえ

て指摘をしておきたいと思うんです。 

裁判がいつ果てるともなくわかりません。本当にこの点でも、公平性の観点から客観的

な第三者などをきちんと入れるべきだと思うんです。県の弁護士費用も初期費用だけで

3570万の弁護士費用って、こんなものは無駄遣いの上にまた無駄遣い。ＲＤＦの推進論者

ばかりでは解決できないということを厳しく指摘したいし、なぜ富士電機だったのかとい

う認定の経過も疑惑がいっぱい渦巻いています。私はそのための論文も書きました。また

御紹介もしたいと思いますけれども、本当にその意味でもこのような事業、ましてやこれ

を本当に認定してそのままどうぞ続けてくださいという形で結果としては決算認定されて

いくという、これでは次に生かされていかないんじゃないかと、私はそのように思いま

す。 

 

 

○平成２２年第２回定例会（平成 22年 11月 30 日） 

（山本勝議員） 

 次に移らせていただきます。ＲＤＦ施設、29年以後のいろいろな問題等について。 

 三重ＲＤＦ焼却発電事業は、もともと環境施策の一環として、平成９年度にスタートし

た県の総合計画三重づくりの中で環境先進県づくりが重要課題として取り上げられ、桑

名・員弁生活創造圏では、広域行政で取り組む事業として環境テーマの一つとしてこの事
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業が取り上げられ、ＲＤＦ化構想に基づいて県がこの事業を推進していただいたわけでご

ざいます。 

 このＲＤＦ構想というのは、エネルギーをリサイクルして燃料にしていこうということ

で、ある意味ではごみゼロ社会実現という流れからして一時期その目的をある面では達成

したと。このことにつきましては、私も理解をさせていただいておりますが、ここへ来て

県はこの事業を 28年度までと位置づけて、それ以後の事業のあり方については、現在あ

り方検討作業部会を設置して、三重県とＲＤＦ関連市町とで検討が進められております

が、県の考え方は一定の方向が出されておるようでございます。 

先般出されました市町側の要望書としては、一つ目はＲＤＦ焼却発電事業の継続に係る

県の役割として、これまでの運営実績や地元との信頼関係を踏まえ、県が事業主体として

責任を果たされること。そして、二つ目はＲＤＦ製造施設の運転経費も年々増加の一途を

たどっており、これ以上の財政負担は市町にとって死活問題になると。ＲＤＦ焼却発電事

業の継続に際しては、市町に新たな財政負担を求めないこと。この２点で要望書が出てお

るわけでございます。いろいろ検討されておるようでございますが、この要望書について

コメントがございましたらどうぞよろしくお願いします。 

  

（岡本道和環境森林部理事） 

 平成 29年度以降のＲＤＦ焼却発電事業、このあり方につきましては、県と市町とで構

成しますＲＤＦ運営協議会におきまして事業主体をどこにするか等々、13項目の課題につ

いて検討を進めてまいっておるところでございます。本年８月のＲＤＦの運営協議会の理

事会において、この継続期間につきましては平成 32年度までの４年間とするということ

が確認され、また、事業主体、あるいは費用負担等の考え方につきましては早期に合意が

得られるよう引き続き協議を進めるということが決定されたところでございます。 

県といたしましては、県のモデル事業として実施しております平成 28年度までは県が

事業主体となる。また、費用負担につきましても、さきの平成 20年 11月のＲＤＦ運営協

議会総会の決議として、県、市町の合意がなされておりますので、これに基づきましての

事業を進めることとしてきたところでございますが、平成 29年度以降につきましては、

県が事業主体になるという場合には一般廃棄物処理の責務が市町にあるということとか、

あるいはＲＤＦ化をしている以外の処理方式を採用している市町との公平性等々から、Ｒ

ＤＦ処理に必要となる経費につきましては関係の市町に御負担いただきたいと考えており

まして、これまでの運営協議会におきましてもその旨を説明させていただいたところでご

ざいます。 

 一方、市町のほうからは、県が事業主体となった上で新たな費用負担を求めないように

という要望も出されておりまして、現在のところでは双方の意見には隔たりが見られると

いうのが現状でございます。この 29年度以降の事業主体、あるいは費用負担等の問題に

つきましては、本年度中に一定の方向を出すということで、市町、県が合意しているとこ
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ろでございますので、今後とも引き続き運営協議会の場を通じまして、市町と真摯に協議

を進めてまいりたいと思っております。 

 

（山本勝議員） 

 これからどこが事業主体であるかという面についていろいろ答弁があったわけですが、

地元であの桑名の力尾の地で事業をやっていくという面で、当初平成 14年ごろまでに地

元と環境保全協定というものを結んでおるわけです。 

 だから、環境保全協定というのは、近隣の自治会と結んでおりますし、それから行政と

も結んでおるわけですけれども、県が主体になってこの事業をやっていかない限り、例え

ば一部事務組合でやるとか、いろいろな方法があるかもわかりませんけれども、そんなよ

うな形になってくると、爆発事故があったという事例もありますから、環境保全協定とい

うのがこれからあそこで４年間やっていくということについてもなかなか難しい。こんな

ような状況になってくると、このように私も仄聞し、地元のいろんな話もお聞きすると、

そんなところも新たに問題が出てくると、このように思うわけです。 

 ですから、どうしても 29年度以降について、今は県のほうは検討中だということで返

答をされておみえになりますけれども、県がもう主体にならなければあそこで事業を引き

続いてやっていくというのはなかなか難しくなるだろうと、このように思うわけです。そ

の辺のところについて、再度ひとつお伺いをして、あとＲＤＦの経費の問題については、

平成 28年で段階的に１トン 9420円ということで、29年以降は受益者負担という考え方に

立って、かかった費用は全部ＲＤＦのあれに振り分けていくということで、２万 2842円

という形になってくるわけですけれども、今までの経緯からして地元のところからそれを

受け入れるというのはなかなか難しい。 

例えば、平成 12年ごろにこのＲＤＦのこういう構想が県のほうから出たわけです。

（冊子を示す）その中には、まさにバラ色の構想が、例えば温浴施設なり、熱を利用した

いろいろなこととか、それから、ＲＤＦの処理料については無料でするというこんな話で

進んでいますから、この辺のところについてもなかなか難しい問題であろうと、このよう

に思って、これ以上地元の負担が増えるということは、ある面ではこれから志摩市が途中

でおやめになるということですし、松阪市もいろいろ御検討されているということでござ

いますから、もうちょっとその辺のところは考えていかないと、せっかくこの事業につい

て県がモデル事業としてやってきたことが最後はある面でけんか別れのような形にならん

ようにひとつよろしくお願いして、もう一度お願いしたいと思います。 

 

（岡本道和環境森林部理事） 

 市町からの要望にもありますように、将来の市町におけます新たな施設整備というの

は、当然将来的には必要になってまいりますので、そのようなことも考えますと市町の財

政上非常に厳しいということは理解をさせていただいているところではございます。 
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 けれども、この事業につきましては平成 14年度から 28年度までの 15年間の事業とい

う事業計画に基づきまして進めてきたところでございまして、例えば今までの市町との間

でのいろんな料金の話もさせていただいておるのも、その間の収支計画をもとにしてのお

話をさせていただいたところでございます。これがさらにまた 29年度以降も、今のとこ

ろは４年間ということでございますけれども、一定期間継続するということになります

と、例えば施設の補修費であるとか、運転管理委託費などの増額というのは、どうしても

これは避けられない状況になってまいります。そのようなことで、今の費用負担の枠組み

ではなくて、29年度以降につきましてはこういうような費用負担の増も含めての対応とい

うのが必要になってまいります。 

県としましては、先ほども申しましたように、このＲＤＦ処理を継続するという上での

費用につきましては、一般廃棄物処理の中での費用という形での御理解をいただきたいと

いうふうに考えておるところでございます。ただ、引き続き検討、協議を進めてまいりま

すので、市町の御意見は十分に耳を傾けさせていただきまして協議を進めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 

（山本勝議員） 

いずれにいたしましても、環境保全協定で、あの場所でＲＤＦ事業を継続していくとい

うことになれば、県が引き続いてやるということになれば延長というような形になろうか

と思いますが、新たな主体でやろうということになってきますと、保全協定を結ばなあか

んような形になってきますから、そういう面ではどうしてもそのところについて十分ひと

つ御留意をいただいて結論を出していただきたいと思います。いろいろ考えて今後やって

いきたいということでございますので、よい結果を御期待させていただきたいと思いま

す。 

 

 

○平成２２年第２回定例会（平成 22年 12月 2日） 

（奥野英介議員） 

 それじゃ、次に、ＲＤＦ事業についてお尋ねをします。 

 ＲＤＦとは、家庭などから出た燃えるごみを原料としてつくった燃料、英語で言うんで

すけど、発音がまずいので、Ｒはごみ、Ｄは由来する、Ｆは燃料の略称で、簡単に言うな

らば、乾燥したごみを石灰２％程度で固形化されたもので、ごみは 2000キロカロリー、

ＲＤＦは 4000キロカロリーの発熱量があるということです。ＲＤＦをつくるための施設

はごみを燃やす施設ではなく、また、ごみ処理施設でもなく、燃料工場として見ることに

あります。 

 一般廃棄物の所管である市町村にとって、ごみ処理の問題は、今も、以前も、これから

も大きな課題と位置しております。ごみ処理に対する財政負担、環境問題等々解決しなけ
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ればならない、解決しようと思うが、思うままにならないのがごみ問題です。市町村は広

域組合や焼却施設をつくろうとすると 10年ぐらいかかるのが普通です。迷惑な施設です

から、財政負担、精神的負担は相当なものです。そのようなとき、平成９年ごろダイオキ

シン問題で困っているとき、ＲＤＦ事業が進められようとしておりました。 

 小規模な町村の施設では、ＲＤＦがダイオキシンなどの基準を満たすこと、環境に優し

いとなれば、当然のように参加することになります。ごみ固形燃料製造利用システムは、

人口の少ない市町村において発生するごみを安全、確実に処理するとともに、小規模施設

では実現できない熱回収を可能にするという特色があります。 

 しかしながら、ここで注意しなければならないのは、このシステムの第一義的役割は廃

棄物の安全、確実な処理にあり、熱回収はこれに続き、第二義的な役割であることであり

ます。 

 このごみ処理の革命についていけば、市町村の精神的負担は軽くなると判断するのは当

然の成り行きであると考えます。しかし、研究不足なのか、技術的ミスなのか、危機管理

のなさなのか、重要な点に最大のミスがあったため、15年８月、とうとい２人の命を奪っ

てしまいました。 

 私は、ごみが化石燃料に近いものとなって、ＲＤＦ焼却発電施設で焼却し、発電したこ

の電気を売って、収入を得て運営するという夢のような話を信用することができませんで

した。伊勢広域清掃組合においても議論がなされましたが、見送ることができ、結果的に

よい判断であったと思っております。 

 施設整備着手のときは無料、事業の始まる前、14年６月のときには１トン 3790円、18

年、19年は 5058円、19年２月には適正な料金は１トン 9420円であるから、市町が払う

なら県はモデル事業の 28年まで事業をしてあげます。29年以降は撤退するので、あとは

それぞれ考えてください。ＲＤＦ事業は目立ちたがり屋のだれかが環境先進県を宣伝し、

県が自ら市町の領域に踏み込んでおいて、甘い話で乗せられてからたび重なる料金値上げ

を求め、最後には一般廃棄物はもともと市町のことだから県だけ撤退としか見えません。 

 この事業は県にとって財政的にこれまで将来的負担を負い、また、市町の信頼関係も損

ねたと思います。市町も費用負担のたび重なる増加と財政への圧迫を招き、住民への信頼

感を損なう結果となってしまいました。 

そこでお尋ねしたいんですけれども、2003年 12月に『日経エコロジー』という本が出

ているんですけど、そこのところに書いてあるのが、御殿場市の市長がＲＤＦについて

「多額の費用をかけたＲＤＦセンターは、いわばごみを加工してごみをつくり出す欠陥施

設だった」と書いてあります。また、2004年３月の『日経エコロジー』にも、「ダイオキ

シンの発生拠点を減らすというにしきの御旗に目を奪われて、客観的な情報収集を怠り、

合理的な判断ができなかった」という構図ができていたとあります。 

 そこでお尋ねをします。市町の信頼を大きく損ねたこととなったたび重なる料金値上

げ、そして、住民を不安に陥れた爆発事故、すべて事業計画のずさんさと運転管理上の危

184 

 

機管理の欠如などによると思われますが、県はこうした事業の失敗をどうとらえているの

でしょうか、お答えをいただきたいと思います。 

 

（高杉晴文企業庁長）  

それでは、ＲＤＦの収支見通し等がずさんではなかったかと、こういう御質問にお答え

申し上げます。 

ＲＤＦ焼却発電事業の財政負担の将来見通しにつきましては、この事業を開始前に発電

市場の自由化を目的といたしました電気事業法が改正されまして、売電単価制度が見直さ

れたことに伴い、県が当初見込んでおりました売電単価よりも安い価格となったことや、

また、ダイオキシン対策が強化されたということに伴いまして灰処理費の増加などの事業

環境の変化がございました。このため、収支が赤字になると、こういう見込みになりまし

たので、平成 14年の運用開始当初から製造団体に御理解をいただきまして、搬入量に応

じた処理料金を負担していただくと、こういうことになった次第でございます。こうした

点で事業の見通しが甘かったと言わざるを得ない面があるというふうに私も認識している

ところでございます。 

 また、平成 15年８月の貯蔵槽爆発事故につきましてはお二人の方が亡くなられるな

ど、施設管理者といたしまして、安全上非常に重大な事故でございまして、また、県民の

方々の信頼を損ねたということで非常に重く受けとめているところでございます。事故が

発生いたしました８月 19日は毎年発電所の安全記念碑の前で亡くなられましたお二人の

方々の御冥福をお祈りするとともに、二度と事故を起こさないといったことをお誓い申し

上げているところでございます。 

 事故の原因等につきましては、現在訴訟で争っているところでございますが、二度と事

故を起こすようなことがあってはならないということですので、事故後、危機管理マニュ

アル等を見直しまして、また、職員の教育訓練も継続的に行うなど、事故の教訓と反省を

風化させることなく、安全を最優先いたしました運転の実績を一つ一つ積み重ねていると

ころでございまして、今後もこうした取組を不断の努力で行っていきたいと、このように

思っておりますので、どうか御理解よろしくお願い申し上げます。 

 

（奥野英介議員） 

 企業庁長はよく上から目線で物事を言う場合がありますので、できるだけ下から目線で

物を言うと大分イメージが変わりますので、この前も私が何かのときに言ったと思うんで

すけど、それをちょっと、今日は比較的よかったんじゃないかな。 

 二つ目に、それじゃ、環境森林部長ですか、理事ですか、これ以上市町に負担をかけな

いためにも、残り事業期間の少ない中、今後の対応に苦慮する市町に対して県はどのよう

な対応をしようと考えているのか、県内の他市町の処理体制のあいた容量を活用するな

ど、より広域で調整するような働きかけができないでしょうか。 
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28年で終わって、聞くところによると 32年まで延長するということを聞いていますけ

ど、平成 22年、23年で 28年までにこれが終わってしまうと、５年ぐらいで今ＲＤＦ事業

をやっているところが次の処理体制、焼却とかいろんな形を考えなきゃいかん。それがで

きるのか。絶対にできないと思います。そういう意味で、やはり大きな市町村の広域組合

があれば、何とかそこへ入れられるように、ごみ処理できるかとか、いろんなことを考え

ていかないと、ただ単にＲＤＦ事業はやめですよ、あとは一般廃棄物は市町のことですか

ら勝手に考えてください、それはないと思います。だから、そういう意味で、やはり知事

は前から市町と県とはパートナーシップであると言っているわけですから、これから焼

却、ごみの処理についてＲＤＦをやめるのならきちっとその体制を整えていくべきではな

いかと思いますので、お答えをいただきたいと思います。 

 

（岡本道和環境森林部理事） 

 29年度以降のＲＤＦ焼却発電事業につきましては、今年８月にＲＤＦ運営協議会の理事

会を開催いたしまして、今のお話にもございましたように、平成 32年度まで、今後 10年

間ぐらいになりますけれども、継続するということが確認されたところでございます。 

 この確認を受けまして、今後 10年間におきましてそれぞれの市町では新たなごみ処理

方式というものが検討、選択されることとなると思いますけれども、その方向といたしま

しては、例えば広域合併後の市町におきますごみ処理施設の再編であるとか、あるいは地

域単位での現在よりももう少しより広域的な処理体制、事務組合等も含めてですけれど

も、そのようなそれぞれの市町に応じた、状況に応じた検討、選択というのが行われてい

くんだろうと思われます。 

 県としましては、この平成 33年度以降、適切なごみ処理体制が構築されると、これが

何よりも必要と考えておりますので、それぞれの市町が新たな処理方式の検討を行うに当

たりましては、市町間の調整、あるいは技術的支援という面で県としての役割を十分に果

たしてまいりたいというふうに考えております。 

 

 

○平成２２年第２回定例会 委員会報告（平成 22 年 12月 21 日） 

（西塚宗郎予算決算常任委員長）  

御報告申し上げます。 

 １点目は、ＲＤＦ焼却発電施設用地取得後の土地利用についてであります。 

ＲＤＦ焼却発電施設用地については、平成９年３月に桑名広域清掃事業組合と交わした

確認書に基づき、本年７月の土地区画整理による仮換地指定に伴い、土地取得の仮契約を

締結し、用地を取得するとしています。県当局におかれては、用地取得後の土地利用につ

いて、市町と協議されている平成 29年度以降のＲＤＦ焼却発電事業の方向性も踏まえ、

これまで土地や施設を一体的に利用してきた桑名広域清掃事業組合がＲＤＦ事業終了後の
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ごみ処理方式を検討する場に県も積極的に参加するなど、この土地の有効活用についてよ

く検討されるよう要望します。 
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三重県議会におけるＲＤＦ関連の発言（稼動段階） 

＜平成 23年度～令和３年度＞ 

 

○平成 23年第３回定例会（委員会報告：平成 23年 10月 18日） 

（岩田隆嘉予算決算常任委員長） 

ＲＤＦ焼却発電事業については、水力発電譲渡後も平成 28年度までは、企業庁が任意適

用事業で運営することとされています。地方公営企業には独立採算による事業運営が求め

られることから、健全な経営を行うことができるよう、関係部局とともにその経営手法に

ついて検討を進められるよう要望します。 

また、平成 29 年度以降の事業のあり方について、平成 23 年４月に、継続期間中は県が

事業主体となることが合意されました。安全・安定運転を前提とした上で、平成 29年度以

降の経費の節減に資するよう、より効率的な施設の運用に努められるよう要望します。 

 

 

○平成 24年第２回定例会（委員会報告：平成 24年 10月 15日） 

（前田剛志予算決算常任委員長） 

ＲＤＦ焼却・発電事業については、水力発電事業譲渡後も平成 28年度までは企業庁が任

意適用事業で運営し、翌 29 年度から 32 年度までは県が事業主体となることとされていま

す。このため、水力発電事業の譲渡に伴う電気事業会計の清算が適切に実施できるよう、

手法について検討を進められることを要望します。 

 また、地方公営企業には、独立採算による事業運営が求められます。安全、安定運転を

前提とした上で、一層の経費の節減や業務の効率化、固定価格買い取り制度への移行など、

健全な経営の推進に関係部局とともに取り組まれるよう要望します。 

 

 

○平成 25年定例会（一般質問：平成 25年３月５日） 

（奥野英介議員） 

 ＲＤＦ発電事業の今後についてでございます。 

 ＲＤＦ事業については一昨年も質問しまして、今回は平成 29年以降についてお尋ねした

いと思います。 

 ＲＤＦ、少し説明させていただきます。 

 家庭などから出た燃えるごみを原料にしてつくった燃料。横文字ですので発音が悪いで

すけど、リフューズ、ごみ、ディライブド、由来する、フュエル、燃料の略称で、簡単に

言うならば、乾燥したごみを石灰２％程度で固形化したもので、ごみは 2000カロリー、Ｒ

ＤＦは 4000カロリーの発熱量があるということです。 
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 一般廃棄物の所管である市町にとって、ごみ処理の問題は、今も以前もこれからも大き

な課題と位置づけられています。 

 平成 12年構想初期段階では無償としていた処理費用については、電力の自由化など理解

できない理由で市町村に負担を求めることになり、スタートに入る前から約束が破られる

こととなりました。 

 平成 14 年４月には１トン 3790 円、平成 18 年、19 年は１トン 5058 円、平成 19 年 12 月

には、適正な料金は１トン 9420 円であるから、市町が払うなら県はモデル事業の平成 28

年まで事業をしてあげます。平成 29年以降は撤退するので、あとはそれぞれ考えてくださ

いと。 

 ＲＤＦ事業は、目立ちたがり屋の元知事が環境先進県を宣伝し、県が自ら市町の領域に

踏み込んでおいて、甘い話で乗せてから、たび重なる料金値上げを求め、最後には、一般

廃棄物はもともと市町のことだからと。この事業は県と市町の信頼関係を損なうことにな

ったかと思います。 

 消防士２名の尊い命を失うという悲しい事故もありました。負の遺産を残すことにもな

りました。 

 平成 23 年４月、ＲＤＦ運営協議会で課題が整理され、平成 29 年度から４年間、32 年度

末まで、ＲＤＦ焼却発電事業は県内５製造団体、13市町で継続することとなっております。 

 そこで、お尋ねをします。２点お尋ねします。 

 平成 24年１月、松阪市が正式に香肌奥伊勢資源化広域組合からの離脱の意向を表明して

います。選挙に勝利した市長ですから、実行すると思います。確かにルールに違反してい

るかもしれませんが、もともと県がだましてルール違反をしているのですから、他のまち

に負担がかからないように、当然、県の責任で解決しなければならないと思いますが、い

かがでしょうか。 

 ２番目に、平成 32年以降、ＲＤＦ事業に参加している団体のごみ処理について、県は検

討協議に入ったのでしょうか。先ほど言いました元知事が旗振りして、やって、塗ってし

まったと。それで、平成 32年で終わると。終わった後、ごみの焼却をどうするのか。ごみ

の焼却なんて 10年ぐらいかかるんですよね。焼却場、迷惑施設ですから、施設が要り、金

も要りということになりますので、今からやったって、７年、８年しかないんですよね。

その辺の協議はもう入っているのでしょうか。 

 この２点、お尋ねします。 

 

（岡本道和環境生活部廃棄物対策局長） 

 ＲＤＦ焼却発電事業について２点のお尋ねでございます。 

 まずは、ちょっと経緯から。先ほど議員もお話になりましたけれども、平成 29年度以降

のＲＤＦ焼却発電事業につきましては、平成 23年４月のＲＤＦ運営協議会総会におきまし

て、13市町の枠組みで平成 32年度までやっていこうということで決定をされました。 
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 このときにあわせて決定されましたのが、この枠組みで平成 32年度までやっていく、こ

れを支えていくために、途中で離脱する市町がありますと残された市町の負担が増えます

ので、俗に離脱ルールと言っておりますけれども、一定のルールを決めようということで、

こちらのほうも決定がされておるところでございます。 

 その中で、まず１点目の、香肌奥伊勢組合からの松阪市の離脱につきましては、現在、

その中でいろいろ協議をされておりますので、まだ決定ではございませんけれども、仮に

そういう動きになったとした場合には、先ほど申しましたように、全体で決定されました

離脱ルールと申しますか、一定の皆さんの合意のもとで決められたルールの中で御負担を

いただく形にはなるのではないかと思っております。 

 それから、平成 33年度以降ということで、年数が８年で、実際の検討でいきますと、年

数ももう非常に少ないという時期に来ております。この中で、関係市町におきましては、

どういうような形で新たな体制を進めるか、地域の実情に合った体制整備の検討が進めら

れております。これまでこの事業を市町とともに実施してきました県といたしましても、

平成 33年度以降も引き続き適切なごみ処理体制が構築されるということが何よりも大事だ

と考えておりまして、これまでもＲＤＦ化施設の設置者が開催します桑名地域であるとか、

あるいは東紀州地域におけます検討会議に参画いたしまして、技術的な検討に加わってま

いったところでございます。 

 今後ともこのような形で技術的な支援、あるいは必要な調整というものにつきまして、

市町からの要望があれば、県としてもその役割を果たしてまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

 

（奥野英介議員） 

 ごみというのは、本当に市町は大変なんですよね。こういう煩わしいこと、１億 8000万

円ですか、今、松阪市のほうの負担というのか。そういう部分というのは、ここの 13市町

の中にはやっぱり財政力がそんなに強くないまちもたくさんあるわけなんですよね、県の

責任でやはりきちっとやっていただきたい。 

 また、平成 32年以降というのは、もう岡本局長もいないし、みんないない人ばっかりな

ので、本当に、僕は困ると思うんですよ。またごみの問題でぐじゃぐじゃしてくるのかな

と。多分そうなろうかと思いますので、本当に今のうちにその対策というのか、協議は重

ねていただいて、やはりそういう問題がいい方向に行かない限り、三重県全体がよくなら

ないと思います。できるだけ迷惑な部分というのは、確かにごみは市町の責任なんですけ

ど、一般廃棄物は市町ですから、県は支えていくということが大事かと思いますので、十

分にその辺のパートナーシップを発揮していただいて、やっていただきたいなと思います。 

 以上で、よろしくお願いします。 
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○平成 25年定例会（委員会報告：平成 25年 10月 16日） 

（貝増吉郎予算決算常任委員長） 

ＲＤＦ焼却・発電事業については、水力発電事業譲渡後も、平成 28年度までは企業庁が

任意適用事業で運営し、翌 29 年度から 32 年度までは県が事業主体となることとされてい

ます。そのため、水力発電事業の譲渡に伴う電気事業会計の清算が適切に実施できるよう、

手法について検討を進められることを要望いたします。 

 平成 24年度は、固定価格買取制度の適用もあり、売電収入が増加し、ＲＤＦ焼却・発電

事業単独で初めて黒字となりました。 

 しかし、平成 29年度以降の事業継続を見据えた施設の更新等も見込まれることから、引

き続き健全な経営の推進に、関係部局とともに取り組まれるよう要望いたします。 

 

 

○平成 26年定例会（一般質問：平成 26年３月５日） 

（三谷哲央議員） 

次のＲＤＦの撤退戦略についてお伺いをしたいと思います。 

 フリップをお願いします。（パネルを示す）これ、桑名広域の議会に出された資料の一覧

でありますが、処理委託料を平成 28年度で収支均衡させた上でどれくらいかかるかという

話なんですが、ここに出ています維持管理料、これから 32 年度までの４年間で 18 億 8700

万円ぐらいかかりまっせ、外部処理費で 3400万円、改修費、これは、今あるＲＤＦの焼却

炉、こういうものが、今のままではもたんので４年間で４億 9500 万円ぐらいかかります。

それから、将来これを撤去するときに７億 2000万円ぐらいかかります。合計 31億 3600万

円ぐらいかかりますよというのがこの表なんです。 

 この 18億 8700万円、今、富士電機がこの維持管理を請け負っておりまして、15年契約、

平成 28 年で切れるんですが、今、毎年３億 5000 万円ぐらいの金額で引き受けています。

しかし、実際は９億円ぐらいかかると、こう言われておりまして、契約ですからしようが

ないので３億 5000万円の維持管理をしてきていると、こういうことなんです。この費用が

引き続き、この金額で後４年間いくのかどうかと、私、非常に疑問に思っています。 

 例えば富士電機が引き続き受ければ、この金額、ある程度現実のものに、現実性を帯び

てくるかもわかりませんが、今、申し上げましたように、実際は９億円ぐらいかかるやつ

を３億 5000万円で受けてきている、しかも、一方では三重県とは裁判をしているというよ

うなことになれば、富士電機が引き続きあと４年間受けるという保証はありませんし、か

えってその可能性というのは非常に低い、こう思っています。 

 また、この改修費の４億 9500 万円、これも、平成 21 年当時、当時の日本環境衛生セン

ターというところが積算したようですが、あれから 10年近くたってくると、さらにこの金

額が増えてくるということは大いに考えられるわけです。 
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 そろそろ県も、この金額、一体どれくらいかかるのか、これから４年間、平成 28年度で

終わって 29年から 32年度まで、そういう全体像をいろいろ試算されていると思いますが、

一回、明らかにしていただけませんでしょうか。それが明らかにならないとなかなか議論

が前に進まない、こう思いますが、ましてや、いろいろ協議会の構成メンバーもこれから

変わってくるという、そういう可能性もあります。それぞれの、引き続きＲＤＦでやって

いかれる、そういう市町の負担も大きくなる可能性もあるわけですので、全体の試算をお

聞かせいただきたいと思います。 

   

（小林潔企業庁長） 

ＲＤＦ事業の平成 29年度以降の見通しのお尋ねにお答えさせていただきます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、ごみの持つ未利用エネルギーを有効利用するために、平成 14

年度から 28 年度までの 15 年間をモデル事業としてスタートしたものでございまして、事

業開始当初から市町、製造団体からのＲＤＦ処理委託料と売電収入で運営しております。 

 また、事業運営の方向性や処理委託料などにつきましては、市町や製造団体で構成する

ＲＤＦ運営協議会で協議、決定をしているところでございまして、運営期間についても平

成 32年度まで延長することが決められております。 

 一方、平成 24 年 11 月から固定価格買取制度の適用とか、25 年度には電力供給先の入札

の選定といったことで、売電収入が増加をいたしました。これにより、平成 25年度から 28

年度までのＲＤＦ処理委託料が減額改定されまして、市町の負担軽減が図られたところで

ございます。 

 このような中で、先ほど議員も御指摘がありましたけれども、14年度からの 15年間、一

括して富士電機に約 52 億円で委託をしております。この委託が、契約が平成 28 年度末で

終了するということで、29 年度以降の受託業者、運営委託額を決めていく必要がございま

す。 

 このため、平成 29年度以降の経費につきましては、先ほど議員もおっしゃいましたけれ

ども、21 年度に実施した調査結果もありますけれども、調査から５年が経過をしておりま

して、経年変化等もございますので、実際の運営経費の積算に当たりましては、新年度に

行う、より現状に即した新たな詳細調査を踏まえ、今後、受託業者や運営委託額などを決

めていきたいと考えております。 

 また、売電収入などの見通しにつきましても、発電量の変動等があるため不透明な状況

でございます。したがって、平成 29年度以降の収支の見通しを立てることは、現時点では

困難でございます。 

 企業庁といたしましては、市町、製造団体の負担軽減を図るため収支改善に引き続き務

めるとともに、平成 29年度以降の収支見通しについては、売電収入や発電所の管理運営委

託費を見きわめながらＲＤＦ運営協議会に諮り決定してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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（三谷哲央議員） 

 今のお話で、新年度、つまり平成 26年度に詳細な調査を行って金額を決定するというこ

とですから、できるだけ早く全体像を明らかにしていただくということが大事だと思いま

すし、それがないとなかなか一定これからの議論が進んでいかない、こう思っております

ので、26年度、期待しておりますので早くお願いをしたいと思います。 

 それから、続いて、この撤退処理というのは一体誰がするのということなんです。 

 御承知のとおりこのＲＤＦ事業というのは、北川知事の時代に国のダイオキシン対策に

沿って県主導で進めてきた事業です。焼却灰は溶融炉で、小規模な焼却炉はＲＤＦと、こ

ういうふうに県が政策誘導をしてきたわけですね。このあたりから少しおかしくなってき

ていて、ごみ処理、本来なら環境生活部のものが、発電事業だからと企業庁が取り込んだ

ということなんです。 

 平成 28 年度で終わって 32 年度まで県が責任を持って事業推進を進めていきますよとい

うことなんですが、これから、29 年以降、ＲＤＦから徐々に撤退をしていくわけですが、

県はどこが責任を持ってやるのか、企業庁なのか、環境生活部なのか、どこが責任を持っ

てやるのか、なかなか見えてこないんですが、この点、いかがでしょうか。 

 

（石垣英一副知事） 

 平成 29 年から 32 年までＲＤＦ事業について延長したということでありますけれども、

議員の言われましたように県庁の中でどこが担当するんやという話については一つか二つ

あると思っています。それは、企業庁が引き続き所管するというのが一つ、もう一つは、

環境生活部を含めて知事部局がやるという話だと思いますけれども、これについては早急

に検討してまいりたいと思っております。 

 

（三谷哲央議員） 

 出てくるのには時間がかかりますけれども答弁はまことに短く、日ごろ答弁なれしてい

ないというのがよくわかるんですが、大事なのはやっぱり、これだけ県の政策誘導の中で

出てきた事業であって、これから膨大な金額が各市町かかるんですよ。 

 桑名広域でも新たに今度焼却炉をつくるという計画がありますが、総事業費は約 110 億

と言われています。３分の１が国の交付金で 61 億 5000 万円ぐらいが起債でやって、あと

残りの自主財源で 18 億 5000 万円やると。それで、起債でやる分だって全額、何も交付税

措置になるわけじゃありませんから、そういうことも含めて県がしっかりと支援をしてい

くということが大事だと思います。１年でも早くＲＤＦが終われば、それだけ県の負担も

市町の負担も小さくなって、ひいては県民の負担が小さくなると、こう思いますが、副知

事、いかがですか。 
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（石垣英一副知事） 

 ＲＤＦについて、大きな負担になるということと大きな課題があるということは十分理

解しておりまして、今後、国のほうの制度等も活用しながら、県として支援できることを

精いっぱい市町と検討していきたいと思っています。 

 

（三谷哲央議員） 

 国のほうの制度を活用するのはよくわかるんですが、国の金だけで県をスルーして市町

に出して県負担がゼロというのは、そういう話はないように、ひとつお願いをしたいと思

います。 

 

 

○平成 26年定例会（一般質問：平成 26年６月９日） 

（中西勇議員） 

 それでは、二つ目の質問、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の市町のごみ処理体制について

ということで、ストレートにこのまま質問に近いんですが、現在のＲＤＦ事業の収支をい

ま一度確認してみたいと思いますので、パネルをお願いします。 

 （パネルを示す）ちょっと数字を出させていただいておりますが、私が調べた部分で平

成 13年当時のＲＤＦ事業の全体計画を少し頭のほうで計画の金額として上げさせていただ

きました。その中でございますけれども、施設整備費が 58 億 2000 万円余り、それから共

用設備部分が 11 億 8000 万円余り、その他の費用が 13 億 4300 万円余り、それから土地取

得が５億円余りと。それでトータル 88億 5000万円余りという、これは平成 13年の資料だ

ったので、実際にはもう少しかかって 93億前後だと聞いておりますけれども、この中で少

し今までの経緯を述べさせていただくと、このＲＤＦ事業が始まったのは平成 14年という

ことですが、まだわずか 12年前ということです。 

 そして、この事業は平成 28 年度で終了するという 15 年間の事業であったわけですが、

平成 23 年４月に広域事業体と市長による事業組合が平成 32 年まで延長することを協議会

総会で決定しております。そういうことでここまでが経緯でございますが、その後志摩市

が平成 26年度に離脱して独自のごみ処理をするということで決定しております。また、香

肌奥伊勢資源化広域連合から松阪市が離脱することをこの連合の組合の総会で決定もして

おります。そして、伊賀市では今後離脱の方向で協議をしていくというようなことを表明

していると聞いております。 

 そもそも市町のごみ、行政といいますけれども、ごみ行政はそれぞれの市町が責任を持

って市民、町民のごみ処理を行うことが基本であると思っております。そういうごみ処理

の事業でありますが、ごみの資源を有効活用するという方法で全国的に機運も高まり、平

成 10年ごろからＲＤＦ事業が県の提案で、ちょっと言い方は悪いかわかりませんけど、こ

の指とまれという方式で各参加市町を募った経緯があります。 
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 そのときＲＤＦの委託料は売電収入で補うので無料、また発電により収益が上がれば還

元もできるということでした。しかし、当時の社会情勢や諸事情により委託料は有料で始

まっております。すなわち、ＲＤＦ事業はＲＤＦ化するのに費用がかかり、そして、それ

を処理する費用とダブルで市町に負担がかかっている状態でスタートして、その料金は

年々増加しているのが現状です。 

 ここで少しその状況のパネルをもう一度見ていただきたいんですが、（パネルを示す）Ｒ

ＤＦ事業の中身の発電部分というのが附帯工事のＲＤＦの部分なんですけれども、電気事

業の中に水力発電とＲＤＦの部分があります。合計すると水力発電は平成 14年度からの数

字なんですけれども、７億 1000 万円余りのプラスです。ＲＤＦ事業の損益としては 31 億

9000万円余りマイナスでございます。ただ平成 15年度に爆発事故がありました。そのとき

の部分として、ちょっと書き方がおかしいかわからんですけど、損失した部分を事業者の

富士電機のほうから半分負担をいただいておるということで、ここでマイナスというのが

おかしいですけど、収益としてプラスマイナスすると 20億円余りの損失が今出ているとい

う状態でございます。 

 こういう状態であるんですが、平成 25年のこの事業の総会の中で、東員町の町長からこ

んな話がございました。平成 14年度から始まった事業でしたが、たくさんの市町を巻き込

んだにもかかわらず、５年程度を経過した時点で平成 28年度をもって事業を終了すること

を一方的に伝えてきました。関係市町はそれまで使っていた処理施設を処分して新たにＲ

ＤＦ製造施設を建設し、参加したのです。また、ＲＤＦ処理施設を処分して新たな処理施

設をつくらなければなりませんが、短期間での方針転換によって迷惑を受けている市町の

ことを県はどのように考えているのでしょうか。特に本町にとっては忘れられない出来事、

平成 15年８月に起こったサイロの爆発です。この事故によって本町の関係者の２名の尊い

命が奪われており、こんな重大な経過をたどって運営されている事業であることを県の幹

部は責任を持っていま一度考えてほしいと思います、という話が総会でございました。 

 そこで、質問です。平成 32年のＲＤＦ事業に関して県はどのようにしていくか答えてく

ださい。 

 現在発電事業は企業庁が減価償却をしている状態でございますが、要は発電施設以外の

他の施設は県の資産となっております。どういう形で処理をしていくのでしょうか。現在

も含めて、先ほど言ったこの赤字は誰が責任をとるのでしょうか。赤字がこれから少なく

なる保証はあるのでしょうか。 

 先ほどのパネルに平成 25年の決算の予測数字を少し入れました。少し黒字になっており

ますけれども、またこの赤字に対して市町に負担をしていただくのか答えていただきたい

と思います。赤字補填は余剰金でとよく言われますけれども、余剰金を遠回しに考えれば

税金と同じという感覚がございます。無駄に使うことではないと思いますので、御答弁の

ほうをよろしくお願いします。 
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（渡辺将隆環境生活部廃棄物対策局長） 

 それでは、ＲＤＦ焼却発電事業の終了後の市町のごみ処理体制につきまして御答弁申し

上げます。 

 御指摘のように、平成 32年度まで継続するということに決定されてございますが、ＲＤ

Ｆ焼却発電事業が終了します平成 33年度以降のごみ処理につきましては、各市町において

新たなごみ処理体制への移行に向けて検討がなされているところでございます。 

 県としましては、市町においてごみ処理が適正に行われることが重要と考えており、そ

れぞれの地域の状況を踏まえ、新たなごみ処理体制の構築に向けて市町とともに取り組ん

でいるところでございます。 

 具体的には、市町等が設置します検討組織への参画や市町間の調整、職員の派遣等を行

っております。ＲＤＦ焼却発電事業終了後におきましても、市町のごみ処理が円滑に行わ

れるよう、引き続き県としてしっかりと役割を果たしてまいりたいと考えております。 

 平成 29年度以降のごみ処理の費用に関しましては、今企業庁のほうで委託料等の試算を

してございますので、29 年度以降の処理料金の検討時点でまた関係市町と検討してまいる

こととなると考えております。 

 答弁は以上でございます。 

 

（中西勇議員） 

 答弁はいただきましたが、検討している、検討しているということばっかりなんですけ

れども、今平成 26年ですね。今から考えるとあと６年間あるかなと、そのように思います

けれども、実際本当に市町が自分のところのごみを自分のところで処理をしていくとなる

と、それなりにまた設備投資もしていかないかん部分も当然あるわけですね。そういった

ところもしっかり県のほうで中へ入っていただくことが必要なのかなと、そのように思う

んです。 

 今いろんなところに入りながら、職員を回しながらとか、そういう話もありましたし、

委託料の件も話がありました。ここで私からこういうふうにしてはどうかという部分を少

し話しさせていただきますけれども、対案というとそんな大げさなものではないんですが、

平成 32年までに参加しているところ、全体的な部分で考えると、このＲＤＦ事業は早くや

っぱりどこかで切りをつけていくことを考えなければいけないなと。県がいつまでも市町

に負担を仰ぎながらやっていくことではないのかなと。 

 それで、平成 32年で一応切りをつけるということであるのなら、民間事業者にこの施設

を売却するという方法も一つはあると思います。売却の仕方は当然ありますし、同じ敷地

内に桑名広域清掃事業組合の部分がありますので、そういったところ、それと先ほどのパ

ネルで示した設備投資している費用、随分かかっておりますので、そういったことも当然

考えてやらなければいけないと思います。 

 そこで、二つ目として、今言った同じ敷地内に桑名広域清掃事業組合があるわけですか
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ら、そこでＲＤＦ化したものをもう一度発電していくという考え方をするのであれば、そ

こで引き取っていただくなり、事業を進めていただくというのがもう一つの方法だと思う

んです。 

 それと、三つ目、もう一つ考え方としてはよく今いろんな部分で指定管理という形を出

されてみえますので、民間事業者に指定管理として、入札制度にされるかどうかはあると

思いますけれども、そういう形でそのまま移管してしまう。指定管理を出してしまうとい

う形があるのかなと、そんなふうに思うんです。 

 これはあくまでも方法はもっとあるかわかりませんけど、本当に平成 32年までにほかの、

ここに参加している市町のごみ処理をできる状態にできるのかなというのがすごく私の中

では不安に思っております。 

 そういう部分で少し確認も含めて知事にちょっと言わせていただく部分なんですけれど

も、知事もこの話は平成 23年に知事に就任したときに総会でいろんな話があったというこ

とも聞いてみえると思いますし、そういう部分で今ちょうど丸３年たち４年目になってく

るわけですね。こういう中で、もし所見として聞かせていただけるのなら、知事として、

この後平成 32年にうまくいくのかどうかも含めて、少しこういうふうに思っているよとい

うことがあるのなら教えていただきたいなと。 

 答えにくいのであればもう答えていただかなくても結構なんですけど、この３年余りの

間でそういう話というのは議会で余りされていないように思うんです。総会や協議会の中

で話はあるのかなと思いますけど、それぞれの市町に対してのこういうふうにしていくん

だ、また相談していく、検討していくという話はあると思うんですけど、そんなので本当

にうまくできるのかなというのが一つなんですね。それで、それぞれの担当の常任委員会

でもどれだけの話ができているのかなというのが私の中ではわからないですね。そういっ

た部分を含めて、知事が少し何かこういうふうに思っているよというところがあるのであ

れば少し答えていただければと思います。知事、お願いできますか。 

 

（鈴木英敬知事） 

 答えやすいか答えにくいかと言われると答えにくいんですけれども、それはなぜかとい

うと多くの関係者の皆さんを巻き込んで議論をしている途中でありますので、私自身の見

解を述べることで今議論中のものに影響を与えるということ、そこに懸念がありますので、

クリアカットな答えというのはなかなかできませんが、議員から御指摘があったように、

どういう形態にしても、そしてまたそれぞれ桑名広域、東紀州地域、香肌奥伊勢や伊賀市

とそれぞれに抱える事情が違いますから、県としてはこれまでの経緯と役割、こういうも

のを踏まえてしっかりと参画をしながら汗をかいていくということは大事なことだと思っ

ています。 

 

（中西勇議員） 
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 今いろんな事情があると聞きますけど、僕にとっては本当に税金の無駄遣いをしておる

としか思えないわけですね。そういう部分を踏まえてしっかり方向性を出していただきた

いということです。 

 今までの知事でこういう話もありました。負の遺産をいつまで続けるんやと、そんな話

もあったと思いますので、この部分をしっかり踏まえて今後よろしくお願いしたいと思い

ます。要望ということでさせていただきます。 

 

 

○平成 26年定例会 委員会報告（平成 26年 10月 17日） 

（稲垣昭義予算決算常任委員長） 

次に、ＲＤＦ焼却・発電事業については、平成 24年度以降固定価格買取制度の適用もあ

り売電収入が増加したため、ＲＤＦ焼却・発電事業単独で黒字となっています。しかし、

平成 29年度以降の事業継続を見据えた施設の更新等が見込まれることから、引き続き健全

な経営の推進に関係部局とともに取り組まれるよう要望します。 

 また、ＲＤＦ焼却・発電事業は、水力発電事業譲渡後も平成 28年度まで企業庁が任意適

用事業で運営し、翌 29年度から 32年度までは県が事業主体となることとされています。 

 そのため、水力発電事業の譲渡に伴う電気事業会計の精算が確実かつ適切に実施できる

ような方法を検討されることを要望します。 

 

 

○平成 26年定例会（一般質問：平成 26年 12月４日） 

（舟橋裕幸議員） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業についてお伺いします。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、三重県企業庁の水力発電事業の附帯事業として、平成 26年度

をもって終了し、27年度、28年度は条例改正により、地方公営企業法の任意適用事業とし

て、企業庁が運営主体として事業継続することにしていますが、いまだ、29 年度からの運

営主体は明確になっていません。つまり、責任の所在が明確になっていないわけでありま

す。 

 北川知事当時、市町の業務である一般廃棄物の処理に関し、焼却炉のダイオキシン対策

もあり、小規模自治体での一般廃棄物処理を支援するため、ＲＤＦ焼却・発電事業を始め

たと記憶しています。 

 私は、平成 21年６月の県議会において、水力発電事業がなくなれば当然、三重県環境森

林部がＲＤＦ事業においても責任を負うべきであると申し上げました。そのときには随分

先の話ですから明確な答弁をいただきませんでしたが、いよいよ２年半先となった今日、

県としての判断があるべきではないかというふうに思っておりますが、いかがお考えか、

知事にお伺いをしたいと思います。 
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 もう一つ、また、電気事業会計において、損益計算書を見ますと、ＲＤＦ発電費として

の 10億円前後が支出されています。うち、富士電機に委託しているＲＤＦ焼却・発電施設

の維持管理及び運営についての費用は、年間三、四億円余りと伺っています。富士電機と

の契約は 28年度で終了であり、その後、４年間という限定した、かつ、老朽化した施設の

メンテナンス契約を結ぶ際、他の企業が、富士電機が建設した老朽プラントの運転、維持

管理を受注すると思えませんし、従前と同程度の金額を富士電機が提示するともなかなか

思えません。25 年度の決算審査意見書においても、「平成 29 年度以降の事業継続を見据え

た施設の更新等も見込まれることから、健全な経営が行われるよう、引き続き関係部局と

その経営手法について検討を進められたい。」と記されています。25年度決算において、Ｒ

ＤＦ焼却・発電事業における利益は１億円余りでありますが、４年間、富士電機に対して

従来よりも高額な費用を払うのであれば当然、赤字決算が予想されます。環境生活部が事

業主体となり赤字部門を補填することは財政規律上問題ですし、当然、企業庁の公営企業

会計になじむものではありません。もう少し他の手段も検討してはいかがでしょう。 

 ＲＤＦを製造し、県に持ち込む自治体とは、33 年度までは県が責任を持って処理する約

束があります。高コストの中、ＲＤＦ焼却・発電事業を従来の形で引き続き継続するのか、

改めて事業の経営形態も含めて検討してはいかがかなと思いますので、知事の御所見をお

伺いいたします。 

 

（鈴木英敬知事） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の運営、29年度以降の運営主体についての御質問でございます。 

 平成 29年度以降の運営主体を検討するに当たりましては、経営の健全化を確保すること

が重要であり、将来の経営を見通す上で、平成 32年度までに要する委託費用を積算し、精

査していく必要があり、本年度において、29年度から 32年度までの維持管理や設備改修に

要する費用等について試算するとともに、継続的に安全、安定な運営を行うための管理運

営上の課題やリスクの洗い出しなど、調査検討を進めているところであります。 

 この調査業務の結果は本年度末に取りまとめを予定しておりますので、その後、この調

査結果を踏まえ、健全な経営が行われるよう、ＲＤＦ運営協議会においても関係市町と協

議を重ねていく必要があります。 

 いずれにしましても、29 年度以降の運営主体をどうしていくかについては、コスト面だ

けでなく、安全・安心で安定的な運転の確保や、地元住民の方々の御理解なども含めて総

合的に判断していきたいと考えております。 

 

（舟橋裕幸議員） 

 さっぱりした回答で、今年度末、来年３月には結論を出しますということでございまし

た。 

 随分高コストになる危険がありますので、しっかりと総合的な御判断をいただきたいと
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思います。 

 

 

○平成 27年第１回定例会（議案質疑：平成 27年２月 20日） 

（濱井初男議員） 

 それでは、続きまして、議案第 52号三重県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例案に関しまして、条例改正の趣旨について確認をさせていただきたいと思います。 

 今回の条例改正につきましては、既に譲渡済みの５発電所に加えまして、今回の長ヶ等

の５水力発電所の中部電力株式会社への譲渡をするに当たり、平成 27年４月１日に全ての

水力発電所の民間譲渡が完了するということでございます。水力発電所事業を終了するに

当たりまして、水力発電に関する電気事業を廃止するとともに、これまでは水力発電事業

の附帯事業として実施されてきたＲＤＦ焼却・発電事業を主体とした新たな電気事業を開

始するものと理解しておりますけれども、これでよろしかったでしょうか、どうぞお伺い

します。 

  

（小林潔企業庁長） 

 今回の設置条例の改正は二つの事項に対応するために行うものでございます。 

 １点目は、議員もおっしゃいました平成 27年４月１日付で全ての水力発電所を中部電力

株式会社に譲渡することに伴いまして、条例から五つの発電所を削除するものでございま

す。 

 それから、２点目は、ＲＤＦ焼却・発電事業を主体とした新たな電気事業を開始するた

めに、条例に規定を設けるものでございます。 

 本県の電気事業は現在、水力発電事業とＲＤＦ焼却・発電事業の二つの事業で構成され

ております。水力発電事業は地方公営企業法の適用を受けており、その附帯事業であるＲ

ＤＦ焼却・発電事業にも同法が適用されております。しかし、水力発電所の譲渡完了に伴

いまして水力発電事業が廃止されるため、ＲＤＦ焼却・発電事業の法的な位置づけがなく

なることになります。 

 今回の条例改正は、ＲＤＦ焼却・発電事業を地方公営企業法上の事業として企業庁が引

き続き行うために、同法の適用を受ける旨を条例に規定し、ＲＤＦ焼却・発電事業を主と

する電気事業を開始するものでございます。 

 以上でございます。 

 

（濱井初男議員） 

 よくわかりました。本県では条例をつくって見直しを進めておるわけでございます。で

すから、残務処理については附帯的にぶら下がるというような形だと思いますね。ありが

とうございます。 
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○平成 27年第２回定例会 委員会報告（平成 27年６月 30日） 

（中村欣一郎防災県土整備企業常任委員長） 

 なお、この際、本委員会で特に議論のありました事項について申し述べます。 

 ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故等に係る損害賠償請求訴訟についてであります。 

 本年３月 19日に津地方裁判所において判決の言い渡しがあり、控訴の期限である同年４

月６日までに三重県及び富士電機株式会社ともに控訴しなかったため第１審判決が確定し、

本件訴訟は終結したところであります。 

 しかし、第三者に与えた損害に係る債務の一部については、平成 32年まで残っている状

況です。 

 そこで、今回の訴訟終結を一つの節目と捉え、県当局におかれましては、関係機関と調

整の上、早急に債務の完済事務を進めるとともに、ＲＤＦ焼却・発電事業について、計画

段階からこれまでの総括にも取り組むことを要望します。 

 なお、第三者への債務の処理方針及びＲＤＦ焼却・発電事業の総括結果について、平成

27年 10月に開催される委員会で報告することを求めます。 

 

 

○平成 27年第２回定例会（提案説明：平成 27年９月 15日） 

（鈴木英敬知事） 

 平成 27年第２回定例会９月定例月会議の議案等の説明に先立ちまして、当面の県政運営

に当たっての私の考え方を申し述べます。 

次に、ＲＤＦ焼却・発電事業の平成 29 年度から 32 年度までの運営主体については、こ

れまで関係部局において検討を進めてまいりました。その結果、安全で安定した運転に関

するノウハウを有すること、平成 29年度以降のＲＤＦ処理委託料金が構成市町に決議され

たことで経営を安定して行う資金確保に見通しができたこと、これまでの三重ごみ固形燃

料発電所の運転実績や地元住民との情報共有を通して地元住民との信頼関係を築いている

ことなどを総合的に勘案して、平成 29年度以降の運営主体につきましては、引き続き企業

庁が担っていくことを決定しました。今後も三重ごみ固形燃料発電所の運営に当たっては、

関係市町となお一層の連携を深め、安全で安定した運転を行うことを最優先に取り組んで

いきます。 

 

 

○平成 27年第２回定例会（議案質疑：平成 27年９月 18日） 

（山本里香議員） 

 次の電気事業の決算についてお伺いをいたしたいと思います。 
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 この電気事業の中で、ＲＤＦ発電事業、これは、単年度で、平成 26年度で見ますと、大

変黒字、単年度では黒字になっておりますが、累積赤字もありますし、松阪市が撤退をさ

れたことによる、その料金が入っているということになっています。 

 夢の燃料として宣伝をして始まりましたＲＤＦには大変、安全上の問題、それから、ご

みの処理ということ、ごみ行政の理念的なことでも問題があるということはずっと言って

きましたけれども、今回、三重県ＲＤＦ運営協議会におきまして、ある市町の市長のほう

から、この平成 32年度に終わらせるということに対して、県が呼びかけて半ば強制的にこ

れが始まったのに、強引に始まったのに、このことについてはどうなんだ、県の責任はど

うなんだと、そのような発言があり、それを会長のほうでおさめていただいた形になって

います。 

 議事録の中からも、県は平成 32年度以降のことについてほったらかしにするわけではな

いというふうに担当者の方がお答えになっておりますけれども、この県の責任、ほったら

かしにしないと、このことについて確認をさせていただく中で私は平成 26年度の審査をし

たいと思いますので、それは具体的にどういうことだったのかとお答えをいただきたいと

思います。 

 

（渡辺将隆環境生活部廃棄物対策局長） 

 三重県ＲＤＦ運営協議会で申し上げましたのは、ＲＤＦ焼却・発電事業の終了後につき

ましては新たなごみ処理体制を構築していくということで、現在、各市町等におきまして

検討がなされております。今でも県としましては、市町等が設置します検討組織への参画

でございますとか、市町間の調整、職員の派遣等を行っているところでございます。 

 日々発生する市町のごみというものが滞ることなく安全で円滑に処理されることが最も

重要なことであると考えておりますので、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の新たなごみ処理

体制に市町が円滑に移行できる、そのために、市町と一体となって検討を行っております

ので、技術的な支援等を行うなど、しっかりと責任を果たしていきたいと考えております。 

 

（山本里香議員） 

 連携をとってきっちりとということはもう最低限のことだと思うんですけれども、これ

らの事業についてしっかりと検証をしながら、そして決算審査、あるいは来年度予算はま

た続いていきますけれども、そういうことをしていかなければ初めの言い出しとは違う内

容でこの処理金額がどんどんと上がっていくような中で、半ば、半ばです強引にこの事業

が始められ、そして、また、この平成 32年度に、これまたやめるということになってきた

わけですので、そのところを、しっかりと県の責任を明確にして、そして、今までどれだ

けのお金がこの中につぎ込まれているのかということもしっかり全体像として考えた上で

審査をさせていただきたいと思います。 
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（稲森稔尚議員） 

 それでは、認定第３号の電気事業会計決算、ＲＤＦ発電についてお伺いをしたいと思い

ます。 

 もうＲＤＦのこれまでの平成 14年からの経過というのは皆さん御存じで、今の現状も御

存じだと思うんですけれども、これまでのＲＤＦ発電事業に対する県の責任、これまでに

ついてどのように総括、評価をされているかという基本的なところをまずお聞かせいただ

きたいと思います。 

 やはり累積の欠損やこれからの４年間で 46億円という収支不足がもうわかり切っている

という中で、それをなぜ継続していくかということは私は全く理解しがたいわけなんです

けれども、これを少しでも前倒しして収束をしていけるような努力をしていくべきだと思

うんですけれども、この２点についてお伺いしたいと思います。 

   

（渡辺将隆環境生活部廃棄物対策局長） 

 現時点での全体の総括ということにつきましては現在庁内で検討しているところでござ

いますが、ＲＤＦ焼却・発電事業につきましては、当初ダイオキシン対策や循環型社会の

構築というものを目的にしまして、市町とともに広域的に取り組んできた事業でございま

して、単独市町では対応が困難でございましたダイオキシン対策につきましては、法で定

める期間、これは平成 14 年 12 月でございますが、それまでに規制を達成できているとい

うこと、それと、焼却灰につきましても、セメントの原料化や土木資材として活用するな

ど、資源循環の観点でも一定の成果があったものと考えてございます。 

 前倒しにつきましては、三重県ＲＤＦ運営協議会におきまして平成 32年度末までの継続

を合意して、責任を持って事業を実施しているところでございますが、８月 25日の三重県

ＲＤＦ運営協議会におきまして、伊賀市長から、全ての市町にメリットがあるのであれば

事業終了年度を前倒しできないか検討してはどうかというような提案がございました。現

在、ＲＤＦ総務運営部会におきまして、11 月末をめどに検討を進めておりますので、県と

しましては技術的な支援等を行っている状況でございます。 

 

（稲森稔尚議員） 

 環境面については一定の御回答があったんですけれども、今回決算ということで、これ

までのお金の問題、これまでの累積の欠損や市町や県民の皆さんの負担、このことについ

てどういう総括をされていますでしょうか。どういう見解をお持ちでしょうか。 

   

（松本利治企業庁長） 

 御指摘の累積欠損金等のことでございますけれども、ＲＤＦ焼却・発電事業の収支を立

てていく上において、例えば電気事業法の改正によりまして、廃棄物発電の方式の売電が

入札方式、あるいは余剰電力購入メニューによるとかいうことで、当初より想定していた
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売電収入が減少してきた、あるいは、ダイオキシン対策の強化ということで、灰処理につ

いて、例えば溶融固化義務が課せられたということで少し経費の増大を招いたということ

で、非常に収支のほうが厳しくなったということの中で、平成 13年１月に関係市町と県と

で構成します三重県ＲＤＦ運営協議会で、ＲＤＦ焼却・発電事業のあり方、あるいは処理

料金等について本当に議論を重ねて、その都度合意を図って進めてきたところでございま

す。 

 

（稲森稔尚議員） 

 これまでの収支が厳しくなっているという理由を聞いているのではなく、その結果をど

ういうふうに受けとめていますかという質問に答えていただきたいと思います。 

 

（松本利治企業庁長） 

 現在、平成 26年度決算で、ＲＤＦ焼却・発電事業、およそ約 25億 6000万円の累積欠損

ということになっております。これにつきましては、訴訟の判決が確定したということも

あって、今年の６月定例月会議に補正予算で 10 億円の特別利益を計上させていただいて、

現時点では 15億円ぐらいの累積欠損ということになっております。 

 これにつきまして、大体ＲＤＦの爆発事故絡みの経費及び平成 19年度までの欠損につい

て県が負担をしたということでそういう金額が積み重なっております。その辺につきまし

て、私どものほう、収支の見込み等が甘かったということについては認めざるを得ないの

かなと思っております。 

 それで、現時点では、その後、いわゆる固定価格買取制度、あるいは入札制度等が入札

を導入したことによってＲＤＦの売電単価が高くなったということで収益の向上も見られ

ているということの中で、私ども、一層、安全・安心の運転に努め、一方で、収益、売電

単価が少しでも高くなるように、あるいは、安全を前提として経費の削減等に努めていき

たいと思っております。 

 

（稲森稔尚議員） 

 先ほど前回の三重県ＲＤＦ運営協議会について、伊賀市長から前倒しで収束をさせたい

という発言があったというふうなお話だったんですけれども、伊賀市のほうは昨年の３月

に、市長の諮問機関のほうで、過渡的な民間委託が望ましいと、今後のごみ処理について、

そういう答申を受けているわけですけれども、伊賀市単独で抜けるとか、そういう話では

なく、全ての構成団体が一致して早く収束するという、そういう立場の中で、伊賀市とし

ては、具体的な代替案、対案を、しっかり今考えていると、そういう状況だと思っていま

す。 

 そして、一つは、今後のごみ処理のあり方なんですけれども、過渡的、一時的なごみの

受け入れも含めて、例えば余裕のあるところに一時的に受け入れてもらうとか、あるいは
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一時的な民間委託も検討するとか、そういうことも含めて具体的な方策を県がもっと主体

的にかかわっていただきたいと思いますし、人的にも技術的にも、そして財政的にもその

ことは後押しをしていっていただきたいと思うんですけれども、これ、知事に今後のこと

をお聞きしてよろしいでしょうか。 

   

（鈴木英敬知事） 

 先ほど廃棄物対策局長も答弁しましたけれども、伊賀市長からの提案につきましては、

11 月末をめどにＲＤＦ総務運営部会において、具体的な案をみんなで検討しますので、そ

の中において県がどういうふうな役割を果たしていけばいいのか、それを検討したいと思

います。 

 

（稲森稔尚議員） 

 それと、もう一つ確認したいんですけれども、そういうことを踏まえて、平成 32年には

こだわらない、そういう立場でいいのかということと、平成 29年からの運転管理業務委託、

今までのが平成 28年度で終わるということで、今後４カ年で契約するということではなし

に、例えば単年度で契約をして、今後のごみ処理のあり方、構成団体のごみ処理のあり方

も見据えながら対応していくということは考えられるのかどうか、この２点、お伺いした

いと思います。 

   

（渡辺将隆環境生活部廃棄物対策局長） 

 その点につきましても、11 月末までの検討の経緯によって判断していきたいと思ってお

ります。 

  

（松本利治企業庁長） 

 平成 29年度から 32年度の４カ年の業務委託の関係ですけれども、これ、まさしく 11月

末を目途にいろいろ検討していただくということを踏まえて、いろんなバリエーションは

当然考えていかなければならないのかなと思っております。 

 

（稲森稔尚議員） 

 もっと県が当事者意識を持って、これ以上の市民、県民の血税を垂れ流すことは許され

ないという、そういう立場に立っていただきたいと思います。このことを強く求めて質疑

を終わりたいと思います。 

 

 

○平成 27年第２回定例会 委員会報告（平成 27年 10月 20日） 

（東豊環境生活農林水産常任委員長） 
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 ＲＤＦ焼却・発電事業は、小規模な市町村単独では困難であったダイオキシン対策等を

理由に、広域的な環境行政の一環として、県が一般廃棄物処理に関与し、その推進に主導

的役割を果たしたものです。貯蔵槽の爆発など痛ましい事故もありましたが、一般廃棄物

のエネルギー化等により循環型社会の推進に一定の役割を果たした事業でもあります。 

 県当局におかれては、ＲＤＦ焼却・発電事業の終了に当たって評価、検証を行い、次代

の環境行政につなげるために事業の総括に取り組まれるよう要望します。 

 

（中村欣一郎防災県土整備企業常任委員長） 

次に、ＲＤＦ焼却・発電事業についてであります。 

 今回、県当局からこれまでの総括を御報告いただいたところですが、この報告内容につ

いて不十分な部分が見受けられました。 

 県当局におかれましては、事業開始時の市町への説明の経緯や事業推進においての責任

等について、議会の対応や環境行政の視点も含めた記載を加え、現時点での総括として再

度、今年度中に議会へ報告するよう要望します。 

 

（青木謙順予算決算常任委員長） 

次に、ＲＤＦ焼却・発電事業については、水力発電事業譲渡後も平成 32年度まで事業を

継続するとされたところです。ＲＤＦ焼却・発電事業は、平成 24年度以降、固定価格買取

制度の適用や競争入札により売電収入が増加し、黒字となっています。しかし、平成 29年

度以降は、ＲＤＦ焼却・売電施設の維持管理費が大幅に増加することから、引き続き健全

な経営の推進に取り組まれるよう要望します。 

 

  

○平成 27年第２回定例会 討論（平成 27年 10月 20日） 

（山本里香議員） 

 次に、認定第３号、電気事業会計です。 

 防災県土整備企業常任委員会において、電気事業決算のための分科会で認定審査後に開

催された所管事項調査では、企業庁よりＲＤＦ発電事業の総括的なものが出されました。

５名の委員から質疑という形で意見が出されました。悪評価のほうが多い、おかしいなと

思われるのは当たり前だ、説明はいかがなものか、経費的に市町への負担も大きくなって

きたが、県としても大きな負担がかかっている、２名の方が亡くなったことの重大性、責

任の所在をはっきりすべき、責任は国か、当時の知事か、プロポーザル選定委員会か、県

議会の責任はどうか、環境行政という面から見ても総括すべきだ、勉強不足で大きな事故

になった、県の見誤りであった、発電事業としてだけ考えても費用対効果はあったのか、

市町の不信感という表現では済まされないなどなど核心に迫る意見が続き、総括は不十分

なものなので引き続き継続して総括し、今年度中に報告をすべきと委員長はまとめられま
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した。 

 平成 14 年 12 月、私ども日本共産党は、ＲＤＦ発電は余りにも未開発であり、技術的に

も十分なものになり得ていないこと、何よりもごみの減量に逆行するものだと指摘してお

りましたが、夢の燃料を前面に導入されてしまいました。軽微なトラブルを繰り返し、平

成 15年８月にあってはならない事故が起こり、夢から覚めたわけです。ＲＤＦ固形燃料に

ついての十分な研究もなされないままに技術を導入していたことは、事故後に固形燃料の

発熱実験をしていたということでも明らかになっています。悪夢を追い、現実を直視せず、

国が補助金をつけ推奨し、県が半ば強引に進めたことの代償は余りにも大きかったです。

夢は安全性の問題だけではなく、処理負担は無償と夢を振りまきながら、一転稼働時には

有償となり、平成 26年ではトン当たり 7372円、今年度は 8244円、平成 29年度から 32年

度の終了まで１万 4145円の処理費と決まったようです。通常の一般廃棄物の処理よりかな

りの費用がかかります。これは参加市町の負担になり、県としても運営費負担をしている

わけですから、何ともあれ大きな負担です。倍々ゲームで処理費が膨らんできたことで、

言っていたことと違うと声が上がるのも当然です。 

 委員会で確認されたように、電気事業としても採算が合わないことに頬かぶりしていた。

加えて老朽化の問題、これ以上は無理と終了。建設費に 91 億円、用地費に 11 億円、10 年

間の業務委託費に 52億円を投じたこの事業で、平成 26年度累積欠損が 25.6億円です。半

ば強引に始めたものを終了となれば、途端、新しいごみ処理事業を市町は計画しなければ

なりません。今回示された総括に市町の不信を買ったとありますが、不信を買ったどころ

ではないわけです。 

 採算がとれなくても行政がやらなくてはならないことはもちろんあります。水道事業、

工業用水道事業、電気事業においては、まさしく夢で固めて現実を見ず、国のモデル事業、

推進事業として率先して県が乗り出し、市町を翻弄し負担を押しつけ、三重県としても負

担に苦しむことになりました。これら全て住民負担。 

 三重県も被害者だというわけにはまいりません。率先して進めた責任があります。委員

会において、議会の議決責任という言葉も出てまいりました。これらの夢の事業などと吹

聴された、いいことしか説明されなかったとどこからか聞こえてまいりましたが、根本理

念の問題、不採算性の問題とともに、危険性や環境への影響など、私ども日本共産党は指

摘して問題としておりましたが、今ここでだめなものはだめとどこかで発信をするのであ

れば、この決算認定に対してノーと言わざるを得ません。もうやってしまったのだから、

できてしまったのだからしようがないと言うのではなく、ここできっちりと問題を認識し、

総括を望むとともに、平成 26年度の認定をすることはできません。 

 

（稲森稔尚議員） 

平成 14年から始まりました三重県によるＲＤＦ発電事業は、県が本来市町村固有の事務

である一般廃棄物処理への介入を、様々な夢のようなうたい文句を並べて政策的に誘導し
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てきました。 

 しかし、当初の見通しが甘かったことが明らかになると、市町にかけていたはずのはし

ごを外して不当な脱退負担金で縛り続け、県民に負担を強いてきました。 

 県は、市町やそこに根をおろして暮らしている市民生活に対して余りにも無関心なよう

ですので、ＲＤＦに参加をする伊賀市の事例を少し挙げたいと思いますが、可燃ごみの排

出量は、伊賀市では平成 15年度の２万 5165トンをピークに年々減少し、平成 26年度には

２万 469トンと過去最少になっています。しかしながら、ＲＤＦ処理委託料は、平成 17年

度の６億 8611万円から平成 26年度には８億 8736万円に負担が重くのしかかり、今後もそ

れは増え続けていきます。昨年度からは、市民にとっては可燃ごみの値上げなど、市民に

も直接負担が転嫁をされるという事態になっています。 

 本来、ごみ減量に取り組むことは推進されるべきことですが、ごみ減量に取り組めば取

り組むほど売電収入が減少して構成団体に負担をかけていくという構造になっています。 

 さらに、ＲＤＦ発電の見通しが立たないことから、構成団体は設備や運搬車両の改修や

更新を抑制してきており、このことから老朽化も見られ、今後不測の事態が起きればさら

なる財政負担が予想されています。ＲＤＦ運営協議会でも、平成 32年を前倒しして終結さ

せようとの意見や、県の責任を問う厳しい意見が上がっています。 

 県はこの政策を推進してきた責任を明らかにし、構成団体に対する責任転嫁をやめ、各

団体に対して責任に見合う応分の負担を県がすべきであります。46 億円もの今後の赤字を

構成団体に折半させるということはあり得ません。県による市町、県民への搾取とも言う

べきＲＤＦ事業を含む決算認定に強く反対するとともに、先ほどもありましたけれども、

議会の議決責任をぜひ議長にも明らかにしていただきたいということもお願いして、この

ＲＤＦ事業の継続が、北川県政だけの失政ではなく、鈴木県政の失政になるのではないか

という、そういう御心配も申し上げまして、反対討論といたします。 

   

 

○平成 28年定例会 委員会報告（平成 28年３月 22日） 

（中村欣一郎防災県土整備企業常任委員長） 

次に、ＲＤＦ焼却・発電事業の総括についてであります。 

 今回の総括は、前回提出時よりもさらに詳細なものとなっており、今後、全ての事業終

了時には改めて事業の総括を行うこととしています。 

 そこで、県当局におかれましては、事業終了時の総括の際は、関係部局間で連携し、環

境政策の視点を含めた検証をさらに行うとともに、市町からの意見も取り入れた内容とす

るよう要望します。 

 なお、今回、田川知事時代からの構想時における議会の議論を見た中で、議会としても

事業を推進する立場からの発言が多くあったことも事実でした。振り返ってみれば、議会

として、より積極的に情報収集を行い、調査研究する努力や包括的な視点での検討をする
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姿勢がさらに求められていたと思われます。 

 当該事業は２名の殉職者を出すまでの事故も起こし、反省点が多い事業となりました。

全ての事業終了時の総括については、後世に引き継いでいけるような、しっかりとした総

括が行われるよう強く要望します。 

 

 

○平成 28年定例会（討論：平成 28年３月 22日） 

（山本里香議員） 

 加えて、３企業会計においては、長良川河口堰導水事業やＲＤＦ発電事業は、国の政策

の中で進められたものに県が追随をいたしました。議会でそれを賛成していったそのこと

への反省もどうなっているのでしょうか。 

 巨額の税金をつぎ込みながら、読み誤りや事故で破綻をし、県民に損失を与えたことは

大きな問題です。責任を明確にしないまま今となっていること、今回の特例という一般会

計への貸し出しには問題ありと反対をいたします。 

 

（倉本崇弘議員） 

 その上で、異例の対応とはいうものの、水道事業会計、電気事業会計から 55億円を一般

会計に借り入れるという対応をなされたことに対して、一言申し上げたいと思います。 

 特に電気事業会計についての借り入れについてでありますが、御承知のように、電気事

業会計には水力発電とＲＤＦ発電があるわけでありますが、特にＲＤＦ発電事業について

は、過去の経緯もあり、関係する市町には複雑な思いがあります。 

 とりわけ、消防職員２名の殉職という悲惨な事故を経験した桑名市にとっては、このＲ

ＤＦ発電事業というのは非常にデリケートなものであり、過剰とも思えるほどの神経質に

なっていると言える事業であると私は認識をいたしております。 

 しかも、電気事業会計からの借り入れは水力発電と同会計になっているわけであります

が、市町が負担をしているＲＤＦ処理委託料の収入も一部含まれております。 

 そういった会計から 15億円の借り入れをするということは慎重であるべきであり、関係

する市町に対して、あえて具体的にこのようなということは申し上げませんが、一定の配

慮をすべきであると私は思います。 

 

（稲森稔尚議員） 

まず、議案第 22 号についてでありますが、ＲＤＦ発電事業については御承知のように、

県が主導して市町村固有の事務である一般廃棄物処理に介入する形で事業が進められてき

たところであります。見通しが極めて甘く、県にとっても構成市町にとっても大きな負担

になっているところです。 

 結局は、一人ひとりの県民がツケを背負うことになっています。 



209 

 

 県はこの失政の責任をより明確にする必要があり、市町に財政負担を含めて責任を転嫁

することは許されません。 

 伊賀市からも早期終結に向けた提案があるように、当面する廃棄物処理の代替策につい

ての調整を図り、事業終結の前倒しに向けて一層努力を尽くすべきであります。 

 また、本予算案には、15 億円の一般会計への繰出金が含まれています。前代未聞の事柄

に対して、一般会計へ繰り出す余裕があるのであれば、市町の財政負担や県民の負担軽減

に努めるべきだという声も聞かれるほどです。 

 これは、本来対等な関係であるはずの市町に対して何の説明も行ってこなかったことへ

の不信感であり、ＲＤＦ発電事業が市町に不信感をもたらす結果になったことを認識して

いるのであれば、上から目線の姿勢を改め、市町との信頼回復に向けてその責任を果たし

ていただくことを強く求めます。 

 

 

○平成 28年定例会 委員会報告（平成 28年 10月 19日） 

（舘直人予算決算常任委員長） 

電気事業は、全ての水力発電所の譲渡が完了した平成 27年４月１日以降、任意適用事業

であるＲＤＦ焼却・発電事業を主体としています。 

 平成 27 年度の経常収支は 10 億 5543 万円の純利益となっており、前年度から 12 億 6879

万円の増額となっています。これは、水力発電においては、水力発電所譲渡後の残務整理

に伴う事業費用の計上等により、１億 1969万円の赤字となりましたが、ＲＤＦ焼却・発電

事業において、ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故等に係る損害賠償金を特別利益として計上したこと

などにより、11億 7513万円の黒字となり、純利益が大きく増加しています。しかし、ＲＤ

Ｆ焼却・発電事業は、依然として累積欠損金が 13億 9863万円残っており、平成 29年度以

降、維持管理費用の大幅な増加及び売電単価の値下がりに伴う売電収入の減少も見込まれ

ていることから、安全性の確保を前提とした上で、さらに効率的な発電運用を行うことに

より、健全な経営に努められるよう要望します。 

 

 

○平成 28年定例会 討論（平成 28年 10月 19日） 

（山本里香議員） 

 ＲＤＦ発電事業については、悲しむべき死傷者を出した事故の責任の所在をはっきりす

べきだ、経費的に市町への負担も大きくなってきたが、県としても大きな負担がかかって

いる、２名の方が亡くなったことの重大性、責任の所在をはっきりすべき、責任は国か、

当時の知事か、プロポーザル選定委員会か、県議会の責任はどうか、環境行政という面か

らも総括すべきだ、発電事業としてだけ考えても費用対効果はあったのだろうかというこ

とが問題提起されたのは、去年の、これも決算審査の委員会でありました。議会の議決責
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任という言葉もそのときに出てきたわけです。まさにそのとおりです。総括が不十分だと

指摘され、引き続きということになっていたはずです。その鼻息はどこでしぼんでしまっ

たのでしょうか。 

 そして、今回の事務的なミスと説明のあった疑惑です。常任委員会では、疑念について

払拭されたということですが、私も含め、県民の中には、疑念はいまだ晴れずです。これ

らのことが不十分なままで、電気事業についての審査のベースすらできていないのではな

いでしょうか。この決算認定に対してノーと言わざるを得ません。 

 

 

○平成 28年定例会 委員会報告（平成 28年 12月 21日） 

（下野幸助防災県土整備企業常任委員長） 

 次に、ＲＤＦ焼却・発電事業についてであります。 

 県当局から、平成 29年度以降のＲＤＦ焼却・発電施設等の運転管理業務委託契約は、こ

れまでの委託契約額と比べると極めて高額なものとなっているとの説明を受けました。 

 運転開始から 14年以上が経過し、施設の点検整備などの維持管理にかかる費用などの増

加が要因とのことでしたが、平成 32 年度の事業終了までの間、県当局におかれましては、

運用に関するコスト意識を持ち、施設の維持管理が適切に行われるよう、受託事業者への

指導も含め、より安全で安定した運営を行うよう強く要望します。 

 

 

○平成 29年定例会（一般質問：平成 29年３月６日） 

（水谷隆議員） 

続きまして、２番目は、ＲＤＦ焼却・発電事業についてお聞きしたいと思います。 

 まず、ＲＤＦ化構想の変遷とＲＤＦ焼却・発電事業のこれまでの総括についてお伺いし

たいと思います。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、御承知のように、資源循環社会の構築を図るとともに、未利

用エネルギーの有効活用を促進するためのモデル事業として、平成 14 年 12 月から桑名市

多度町で企業庁が運営をしてきております。 

 この事業は県が鳴り物入りで始めたものであり、経緯をさかのぼりますと、平成７年ご

ろからＲＤＦ化構想として推進がされてきたものであると。平成７年８月には、桑名広域

清掃事業組合が知事に対し、同組合がＲＤＦ化構想に同調した形で、新たに整備するごみ

処理施設に併設してＲＤＦ発電所を整備してほしい旨の要望を行い、平成９年３月に知事

と桑名広域清掃事業組合の構成市町長がＲＤＦ化構想に関する確認書を締結し、進められ

てきました。 

 ＲＤＦ化構想については、当時、桑名広域清掃事業組合、環境安全部及び企業庁で行わ

れました地元住民への説明の際のパンフレットによりますと、リサイクル社会をつくり、
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環境先進県を目指すためにごみの固形燃料化を進めていくとしており、ごみをＲＤＦ化す

ることによって地球温暖化防止になるとか、窒素酸化物、硫黄酸化物やダイオキシンの抑

制になるということで説明がなされております。 

 また、市町には、市町におけるまちづくりの一環として地域社会の中で、当時は生活創

造圏という圏域の中でＲＤＦを生活に活用していくことが極めて有効な手段であるという

ことで、公共施設の冷暖房燃料や温水プールの熱源、あるいは公園などの生活圏域をつく

っていく事例を挙げて説明しました。そして、市町では活用しなかったＲＤＦについては、

企業庁が無償で引き取り、発電所で電気にリサイクルを行うという説明など、この構想の

メリットを強調して、推進を図ってきたところであります。 

 その当時、私は地元の東員町で一般企業におりました。夢のごみ発電所ということで、

地域では本当に画期的な発電所であるということで、非常に話題になったことを覚えてお

ります。 

 このＲＤＦ化構想は、その後、ＲＤＦ焼却・発電事業として進められたものですが、こ

の事業化の中でＲＤＦは無償ではなく、有償の引き取りとなり、参画市町は約束をほごに

されたとして反発したところであります。 

 県からの説明では、電気事業法の改正やダイオキシン対策の強化などで事業環境が変化

したことにより、無償でＲＤＦを引き取ることはできなくなったとして、ＲＤＦ処理委託

料の負担を参画市町にお願いしたとのことで、市町は、心底から納得したわけではありま

せんが、ＲＤＦ運営協議会での決定により、ＲＤＦ処理委託料をこれまで負担してきたと

ころであります。 

 また、平成 15 年８月 19 日にはＲＤＦ貯蔵槽爆発事故が発生し、消防職員２名が殉職す

るという大変痛ましい事故となりました。この事故の原因究明や再発防止のために、三重

県議会においてはＲＤＦ貯蔵槽爆発事故調査特別委員会を設置し、私も当時はその委員会

のメンバーであったわけですが、それまで前例を見ない対応ではありましたが、委員会に

おいて北川元知事にもお越しいただき、参考人招致を行うなど、様々な議論を 10回にわた

り重ねてきたことを記憶しております。 

 この事業の実施期間においては、平成 19 年度に県が一方的に平成 28 年度末をもって終

了すると提案しましたが、参画市町からの事業期間延長の要望により、その後の協議で、

事業期間を平成 29年度から４年間延長するということで決定しております。 

 平成 32年度末をもってＲＤＦ焼却・発電事業は終了することになるわけですが、この延

長された４年間のＲＤＦ処理委託料は 27年度のＲＤＦ運営協議会において決定されていま

すが、１トン当たり、税抜きで１万 4145円と非常に高額となっています。 

 このように、ＲＤＦ焼却・発電事業は、当初の構想からすると大きく形を変えて今日の

状況となっており、また、これまでの運営に当たっては、非常に多くの方々の大変な苦労

の中で成り立ってきた事業ではないかと私は感じている次第でございます。 

 昨年の３月の防災県土整備企業常任委員会において、企業庁はＲＤＦ焼却・発電事業の
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これまでの総括を報告されたわけですが、改めて県が当初考えていたＲＤＦ化構想とは何

であったのか、当初の構想が現在の状況へとどのように変遷していったのか、そのあたり

の経過や反省、事業の成果などについて現時点での総括を、改めてこの場でお聞かせ願い

たいと思います。よろしくお願いをいたします。 

  

（松本利治企業庁長） 

ＲＤＦ化構想の変遷とＲＤＦ焼却・発電事業の総括について御質問をいただきました。 

 ＲＤＦ化構想は、平成２年に閣議決定された国の地球温暖化防止行動計画において、廃

棄物の焼却処理に伴う余熱の利用促進が明記されたことを受けまして、それまで市町が焼

却処理していた可燃性ごみを固形化し、それを燃料として発電所で焼却・発電することに

より、エネルギー化しようとするものでございます。また、水谷議員御指摘のとおり、Ｒ

ＤＦを活用した地域づくりについても提案をされておるところでございます。 

 当初は、県内の多くの市町のごみ処理施設が更新時期を迎えます平成 10年ごろの発電所

の稼働を目指し、平成５年度から調査を開始し、河芸町地内とか津市大里地区を候補地と

して、その具体化を図りました。しかし、立地場所の決定に至らず、平成６年９月に計画

を一時凍結いたしました。 

 その後、県庁内で議論を重ねた結果、平成７年５月に、今後、発電ありきではなく、環

境政策の中にＲＤＦ化構想を位置づけて、市町とともに進めていくことを政策決定いたし

ました。 

 そして、平成７年８月に桑名広域清掃事業組合からの御要請があったことを受け、平成

９年３月に桑名広域清掃事業組合が設置するＲＤＦ化施設に発電所を併設することを決定

し、広域的なモデル事業としてＲＤＦ焼却・発電事業を進め、平成 14 年 12 月１日にＲＤ

Ｆ発電所が稼働し、現在に至っているところでございます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の現時点での総括として、まず、成果としては、一般廃棄物行政

に県が関与したことで、廃棄物の持つ未利用エネルギーの有効利用や資源循環型社会の推

進に一定の成果を上げることができたと考えております。 

 具体的には、エネルギー政策の面で、ＲＤＦ発電所では運転開始から平成 27年度までに

約７億 8000 万キロワットアワーの発電を行い、約６億 2000 万キロワットアワーを電気事

業者等に供給できました。ちなみに、平成 27 年度に供給した電力量は約 5000 万キロワッ

トアワーで、これは一般家庭約１万 4000 世帯分の１年間の電気使用量に相当いたします。 

 環境政策面では、小規模自治体で困難であったダイオキシン対策を国が設定いたしまし

た期限までに達成できたこと、ごみの資源化率が向上したこと、市町のごみ処理施設の立

地対策の負担が軽減されたことなどが挙げられると思います。 

 一方で、反省すべき点として一番大きなことは、平成 15 年８月 19 日に２名の消防職員

の方が殉職をされましたＲＤＦ貯蔵槽爆発事故が発生したことです。まことに痛恨のきわ

みです。この爆発事故に伴って、市町の一般廃棄物処理に大変な混乱を招く事態となりま
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した。 

 ＲＤＦ貯蔵槽の設計ミス、防火対策の不備及びＲＤＦの性状不良などにより発熱、発火、

爆発事故に至ったことは、安全に対する配慮が欠けていたと言わざるを得ません。その後

は、防火対策等を施した新しい貯蔵施設を整備するとともに、ＲＤＦの品質管理の徹底、

危機管理マニュアルの整備、管理体制の強化などに取り組んでいるところでございます。 

 次に、当初は独立採算で事業運営ができるという前提で推進し、市町からのＲＤＦ処理

委託料は無償としていましたが、市町に負担を求めざるを得なくなったことです。 

 これは、電気事業法の改正による売電料金の低下やダイオキシン規制の強化による灰処

理費用の増大などの外部要因が主であったとはいえ、当初の見込みが甘かったと認めざる

を得ません。このことで、市町の県に対する不信感を招くこととなってしまいました。 

 ＲＤＦ処理委託料については、関係市町と協議を重ね、その都度、合意を得ながら改定

を行ってきたところであり、市町の負担軽減を図るため、県としても応分の負担をするこ

とで、一定の責任を果たしてきたと考えております。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、平成 32年度まで企業庁が事業運営を担うことが決まっていま

す。企業庁としては、引き続き市町と連携して、安全で安定した運転を最優先に事業を経

営していくこととしています。 

 なお、平成 32年度末の事業終了後には、関係部局と連携をして、改めて事業の総括を行

ってまいります。 

 以上でございます。 

  

（水谷隆議員） 

 どうも総括を、これからも最終的にはしていくと、こういうことでございますけれども、

あえてこの質問をさせていただいたのは、もう総括、委員会でもされておりますけれども、

県民の皆さんにも少し、大きな事故でありましたから知っていただきたいということであ

りますが、あの貯蔵槽、サイロ式というかタンク式というか、ああいうものがつくられた

ときに、当然、いろんな経緯があったというふうには聞いております。だけども、ああい

うやり方での安全管理が全くできていなかったというのは、誰が見ても、専門家であれば

わかるんですよ、あれは。 

 私も一応化学会社に勤めていた人間として、煙が出たとかいろんな事故があったときに

は注意をしております。しかし、あえてそういうことが起きてしまったということは、こ

れは痛恨のきわみであると、２人が亡くなったということであります。 

 大牟田のサイロの場合でも見てきましたけれども、全然安全管理が違っておりました。

だから、その辺が非常に甘かったのではなかろうかというふうに僕は思います。 

 だから、今さらどうのこうのと言うわけじゃないんだけれども、ぜひ最終的な総括をし

ていただいて、こういった事故が二度とないように、県政として考えていただければとい

うふうに思います。 
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 続きまして、ポストＲＤＦと、あえてポストとつけたのは、ポストサミットという言葉

が非常にいい言葉だと言われておりますので、ポストＲＤＦについてお聞きしたいなと思

います。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の事業期間については、先ほども言わせていただいたように、市

町の要望を受けて、平成 32年度までの運営となりました。このことを受け、各ＲＤＦ構成

市町においてポストＲＤＦの検討が進められており、伊賀市については、平成 26年３月に

同市の廃棄物処理のあり方検討委員会から一時的な民間委託の方向性について答申があり、

処理方法の検討を今行っているというふうに聞いております。 

 香肌奥伊勢資源化広域連合については、多気町、大台町、大紀町の枠組みの中で、処理

の方向性については事務レベルで検討を行っているというふうに聞いております。 

 また、南牟婁郡清掃施設組合については、平成 27 年 12 月、紀北町、南牟婁清掃施設組

合の構成市町である熊野市、御浜町、紀宝町に尾鷲市を含めた２市３町で、ごみ処理の広

域化を前向きに検討していくことが確認されました。今後、施設予定地を確定し、ごみ処

理の広域化による一部事務組合の設立に向けた準備が進められていく予定というふうに聞

いております。 

 桑名広域清掃事業組合では、桑名市、木曽岬町、東員町の１市２町の枠組みで、平成 33

年４月の新ごみ処理施設の運用開始に向けて施設整備に向けた準備が進められており、27

年９月に施設規模や処理方式などを示したごみ処理施設整備計画を策定し、環境影響評価

が実施されました。また、ごみ処理施設の設計・建設業務と 20年間の管理・運営業務を一

括して委託するＤＢＯ、デザイン・ビルド・オペレート方式による入札が平成 28年８月に

公告され、本年５月に契約が締結される予定で、建設費と 20年間の維持管理費を含め、費

用の予算として約 300億円を見込んでいると聞いております。 

 このように、それぞれの市町でポストＲＤＦに向けて検討や建設工事の発注が進められ

ています。これらの市町では、ポストＲＤＦに向け新たなごみ処理施設建設など、多額の

費用が必要となってくると考えられます。 

 県として市町のごみ処理に深くかかわった以上、市町がＲＤＦ事業撤退後も将来にわた

り、安全で安定的にごみ処理が継続できるようにすることが政策誘導してきた県の責任を

果たすということではないでしょうか。ＲＤＦ事業が終了を迎えるに当たり、県は市町を

巻き込んだ責任をどのように果たしていくのかをお聞かせ願いたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

（渡辺将隆環境生活部廃棄物対策局長） 

 それでは、ポストＲＤＦにつきまして、一部、企業庁長との答弁、重複する部分もござ

いますが、答弁させていただきます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、小規模自治体の可燃性ごみの処理において特に対応が困難で

あったダイオキシン対策やごみの持つ未利用エネルギーの有効活用を進めるとともに、焼
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却灰もセメント原料として利用するなど循環型社会の構築を目指して、関係市町とともに

広域的に取り組んできた事業でございます。 

 現在、市町において、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後、平成 33年度以降のごみ処理施設の

整備や民間への委託など、新たなごみ処理体制について検討が進められております。 

 先ほど議員からも紹介がございましたが、県では、桑名広域清掃事業組合が設置してい

るごみ処理施設整備専門委員会や伊賀市の廃棄物処理のあり方検討委員会、紀北町及び南

牟婁清掃施設組合に尾鷲市を加えました新ごみ処理施設整備検討会議などの検討組織への

参画でありますとか、市町間の調整、職員の派遣等を行っているところでございます。 

 県としましては、ＲＤＦ焼却・発電事業が平成 32年度末で終了したとしても、市町にと

りましては日々発生するごみの処理責任を負ってみえるわけでございますから、ごみが滞

ることなく安全で円滑に処理されることが最も重要であると考えております。 

 このため、市町のごみ処理施設整備計画の策定でありますとか、環境影響評価などにつ

きましては技術的な支援を行うなど、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の新たなごみ処理体制

に円滑に移行できるよう、しっかりと責任を果たしていきたいと考えております。 

 なお、新しいごみ処理施設の整備に当たりましては、国におきまして循環型社会形成推

進交付金であるとか、起債措置など充実した制度が設けられておりますが、国の財政が厳

しい状況にございますので、実際の施設整備に当たっては、財政支援が確実に受けられる

よう国に働きかけてまいります。 

 以上でございます。 

 

（水谷隆議員） 

 どうもありがとうございました。 

 国の財政支援も受けられるように働きかけていただくということで、いろいろとこれか

らもよろしくお願い申し上げたいなというふうに思います。 

 県が市町を巻き込んでＲＤＦ焼却・発電事業を進めてきたというのは紛れもない、これ、

事実であります。県財政がやっぱり厳しいとは承知しておりますけれども、市町の負担を

軽減するため、県としても財政的なことを含めてしっかりと市町を支援していただくこと

を、ぜひお願い申し上げたいというふうに思います。 

 

 

○平成 29年第定例会 討論（平成 29年３月 21日） 

（山本里香議員） 

議案第 17号電気事業においても、同じく 83億円をかけて建設されたＲＤＦ発電事業は、

人身事故を起こし、採算が合わないため、処理料はトン当たり４倍にも変化をしてきてお

ります。市町を翻弄させて終了に向けて進んでいますが、これもまた、事業失敗の代表例

です。 
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 三つの会計において国に先導されたとはいえ、その時々に行政も議会も判断をしてきま

した。県民の貴重な税金を使って失敗に終わっていることを十分に認識すべきです。 

 

 

○平成 29年定例会（一般質問：平成 29年６月 14日） 

（稲森稔尚議員） 

 次に、ＲＤＦ焼却・発電事業の早期終結についてということでお伺いをしたいというふ

うに思います。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業につきましては三重県がこれまで推進をしてきたということで、

現在のところ、桑名広域清掃事業組合、伊賀市、それから紀北町、香肌奥伊勢資源化広域

連合、南牟婁清掃施設組合の４市８町にまたがって行われています。御承知のように、県

や各市町にとりましても大きな負の遺産になっているところです。 

 平成 33年３月まで運転継続が行われることになっておりますが、各市町では、ＲＤＦ焼

却・発電事業終結後の新たなごみ処理体制の構築や検討が具体化してきており、このほど

桑名広域清掃事業組合の新たなごみ処理施設の建設が大幅に工期を短縮して進められてい

るというふうに伺っています。 

 桑名広域清掃事業組合の新たなごみ処理体制の見直しについてお答えをいただきたいと

思います。 

 

（山神秀次企業庁長） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業につきまして御答弁申し上げます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業につきましては、平成 23年４月の三重県ＲＤＦ運営協議会総会決

議により、県が事業主体となり、平成 32年度末まで事業を継続することが決定しておりま

す。 

 これを受けまして、企業庁では、引き続き職員一丸となって、三重ごみ固形燃料発電所

の安全・安定運転に取り組んでいるところでございます。 

 また、去る平成 29年４月に開催されました三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会におき

まして、桑名広域清掃事業組合から新ごみ処理施設の完成時期が、当初の計画から 15カ月

間短縮され、平成 31年 12月末に完成する見込みであるとの御説明がございました。 

 同組合からのＲＤＦ搬入量は全体の約６割を占めることから、当該施設の完成に伴い、

ＲＤＦ焼却・発電事業は大きな影響を受けることとなります。このため、三重県ＲＤＦ運

営協議会では、その影響や対応につきまして検討を開始することといたしました。 

 企業庁といたしましては、今後の事業運営について関係市町の総意が得られるよう、引

き続き関係部局と連携しながら、同協議会の事務局として調整に努めてまいりたいと考え

ておるところでございます。 
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（稲森稔尚議員） 

 ありがとうございました。 

 もう少し具体的なことを伺いたいんですが、桑名広域清掃事業組合の搬入量、今、６割

ほどというふうな御説明がありましたけれども、平成 28年度の実績ベースで 57％を占めて

おります。桑名広域清掃事業組合の脱退に伴って、伊賀市もＲＤＦ撤退後の新たなごみ処

理体制を過渡的な民間委託というふうにしておりまして、桑名広域清掃事業組合と同時期

にＲＤＦの搬入を中止するということを表明しております。 

 伊賀市のＲＤＦ搬入量も全体の 28％を占めていることから、桑名広域清掃事業組合と伊

賀市がＲＤＦ搬入を停止した場合、運転継続は可能なのか、今後の影響も含めて御答弁を

いただきたいと思います。 

 

（山神秀次企業庁長） 

 平成 29年４月の三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会におきまして、桑名広域清掃事業

組合と伊賀市からのＲＤＦの搬入停止が、三重ごみ固形燃料発電所の運転に与える影響を

把握するため、事務局である当庁に対しまして、試算の要請がございました。 

 そこで、平成 28年度の実績などをもとに試算いたしましたところ、発電所に搬入される

ＲＤＦは、年間４万 5692 トンから約 83％減少しまして、8036 トンになることが見込まれ

ました。これは、１日当たりに換算いたしますと 22トンに相当し、発電の最低焼却量であ

る日量 70トンを大きく下回ることとなります。 

 このため、間欠運転を繰り返す非効率な運用となること、設備維持のための電力購入量

が売却電力量を上回ることから、発電所の効率的な運転は困難であるとの試算結果となり

ました。 

 なお、この試算結果につきましては、平成 29年５月の同総務運営部会にお示ししたとこ

ろでございまして、今後、その影響や対応について御協議いただくこととなっております。 

 

（稲森稔尚議員） 

 もう一度確認なんですけれども、15 カ月前倒しをして平成 31 年 12 月末に県のＲＤＦ事

業は終わるという、そういう前提で調整を市町、団体としていくということでよろしいん

ですか。 

 

（山神秀次企業庁長） 

 そうではございませんで、この試算結果をもとに、今後、協議をしていただくこととな

っております。 

 

（稲森稔尚議員） 

 全然よくわからないんですけれども、もう次へ行きますので、そもそもＲＤＦ焼却・発
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電事業については、市町村固有の事務である一般廃棄物処理に県が介入して、甘い見通し

を持って推進してきたという政治的な責任があります。事実として、ＲＤＦ処理委託料処

理単価も、平成 14年の 3790円から今年度以降は１万 6874円に大きく跳ね上がっています。

伊賀市では、現在、一般廃棄物の処理に約 10億円かかっていますが、ＲＤＦ脱退によって

約６億円でごみ処理ができるということを試算しています。 

 今後、速やかな事業終結に向けて、県はどのような役割を果たしていくのか、県独自の

交付金を創設するなど、市町への財政支援を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 

（中川和也環境生活部廃棄物対策局長） 

 市町に対する財政支援について御答弁申し上げます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、小規模自治体の可燃性ごみの処理において、特に対応が困難

であったダイオキシン類対策やごみの持つ未利用エネルギーの有効活用を進めるとともに、

焼却灰もセメント原料として利用するなど、循環型社会の構築を目的として、関係市町と

ともに広域的に取り組んできた事業でございます。 

 これまで県の支援としまして、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の市町のごみ処理体制構築

に向けまして、桑名広域清掃事業組合が設置してございますごみ処理施設整備専門委員会

や伊賀市の廃棄物処理のあり方検討委員会、紀北町及び南牟婁清掃施設組合に尾鷲市を加

えた新ごみ処理施設整備検討会議などの検討組織への参画でありますとか、市町間の調整、

職員の派遣等を行っているところでございます。 

 ごみ処理に当たっては、日々発生するごみが滞ることなく、安全で円滑に処理されるこ

とが最も重要であると考えております。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう、市町と一

体となって検討を行い、技術的な支援を行うなど、しっかりと責任を果たしていきたいと

考えております。 

 なお、新しいごみ処理施設の整備に当たっては、国において循環型社会形成推進交付金

や起債措置など充実した制度が設けられておりますが、平成当初以降にダイオキシン類対

策等のため整備した廃棄物処理施設の老朽化などによる、更新需要の増大により国の財政

が厳しい状況となってございます。実際の施設整備に当たって財政支援が確実に受けられ

るよう、引き続き国に働きかけてまいりたいと考えております。 

 

（稲森稔尚議員） 

 言葉で責任とか言うのはほんまに簡単なんですけれども、まず、企業庁長、５月の三重

県ＲＤＦ運営協議会の議事録を拝見していますと、桑名広域清掃事業組合の新ごみ処理施

設の完成時期が 15カ月短縮される、その結果として、伊賀市、桑名広域清掃事業組合のＲ

ＤＦの搬入がとまった場合、発電継続は難しい、できないという状況になっていることを

踏まえてという、そういう前提で話をしていると思うんですけれども。もう結構です。 
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 それから、この工期が大幅に短縮をされてきたというのは、技術的な支援に取り組むと

いうふうにおっしゃっていますけど、やっぱり住民に対して、伊賀市でも年間４億円をど

ぶに捨てているような状態なんですよね。こういうことって、やっぱり住民に説明がつか

ない。桑名広域清掃事業組合も努力をされて工期を短縮するということに着目をした、そ

ういう入札なり契約をして、汗をかかれてきたんだと思うですけれども、県としての撤退

戦略というのは何かお持ちなんでしょうかね。どういうふうに今後、やっていくというこ

とも含めて、とても住民に説明がつかない、本当に税金を返せという話やと僕は思うんで

すけれども、知事の所見がありましたら伺いたいと思います。 

 

（鈴木英敬知事） 

 今、稲森議員がおっしゃっていただいたように、導入当初、本来市町の一般廃棄物処理

のところに県も政策的意義を感じながら一緒に関与してきたわけでありますけれども、そ

の責任ということについては、やはり我々県としてもしっかり痛感しなければならないと

ころだと思います。 

 その責任の果たし方につきましては、何か結論ありきというより、今、三重県ＲＤＦ運

営協議会も会長を桑名市長から企業庁長に変更し、我々もしっかり議論に参画しながらや

っていくぞということで考えておりますので、三重県ＲＤＦ運営協議会での皆さんの御議

論をしっかり聞きながら、そして、今、稲森議員がおっしゃったような住民への説明責任

は大変重要なポイントだと思いますから、議論を重ねたいと思います。 

 

（稲森稔尚議員） 

 こういう議論が進んでいたということも、たまたま資料をいただいて、これまでどこに

も、ホームページにもこういう情報が公開されてもおりませんので、ぜひ県民や市町への

説明を丁寧にしていただいて、情報公開をしていただいて、一刻も早くＲＤＦによる税金

の垂れ流し状態を食い止めて、全ての参画する市町が円滑に次の体制に移行できるように、

期待して終わろうかなと思ったんですけど、最後、企業庁長、決意を述べてください。 

 

（山神秀次企業庁長） 

 事業期間の変更につきましては、三重県ＲＤＦ運営協議会において、関係市町の総意の

もとで御協議いただくという、それに沿って対応してまいりたいと考えております。 

 

（稲森稔尚議員） 

 わかりました。 

 終わります。ありがとうございました。 
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○平成 29年定例会 委員会報告（平成 29年 10月 17日） 

（中嶋年規予算決算常任委員長） 

次に、電気事業についてであります。 

 平成 28 年度の経営収支は、6959 万円の純利益、前年度から９億 8584 万円の減額となっ

ています。 

 純利益を確保したのは、ＲＤＦ焼却・発電事業におけるＲＤＦ処理委託料の単価改定に

よる収入増や管理運営委託費の減などによるものです。 

 なお、前年度に比べ、純利益が大幅に減少していますが、これはＲＤＦ貯蔵槽爆発事故

等に係る損害賠償金の特別利益が皆減となったことなどによるものです。 

 平成 29年度以降、ＲＤＦ焼却・発電事業は、売電単価の低下に伴う電力収入の減少など

により、多額の純損失が見込まれる中、関係者との連携を図りながら円滑な事業終了に向

け、引き続き安全性を確保しつつ、経営の安定化に努められるよう要望します。 

 

 

○平成 29年定例会 討論（平成 29年 10月 17日） 

（岡野恵美議員） 

次に、認定第３号の電気事業会計決算について申し上げます。 

 ＲＤＦ発電事業は、国が進めてきた事業に当時の北川県政が乗って、市町を巻き込んで

行われてきました。 

 私は当時、津市の市議会議員をしていまして、技術的にも未熟であり、ごみの減量政策

にも逆行するから導入しないでほしいという津市民の反対運動に応えて津市に持ち込ませ

なかったことを記憶しております。 

 しかし、夢の事業との触れ込みで県主導で促進したこの事業は、今から 14年ほど前の平

成 15年８月、ＲＤＦ発電所が動き出して間もなく、爆発事故によって大切な２人の消防士

の命が失われ、ようやく県はその間違いに気づいたのではなかったでしょうか。 

 富士電機との間での裁判はようやく終わったところですが、裁判している相手に維持管

理を任せた異常さ、そしてついにこの事業そのものが平成 32年度で終了することになって

います。当初無料だった発電所への市町のごみの処理料は、今年度から平成 32年度の終了

まで１トン当たり１万 4145円にもなっています。２年前の決算審査のときには、この事業

に対して多くの問題点が議員から指摘されています。 

 日本共産党はＲＤＦ発電事業には当初から反対してきましたが、以上申し上げましたよ

うに、県政の大失政の一つだと思っています。終了するという段階に当たり、せめて市町

との間で十分な議論を尽くし、終了に伴う市町への県支援を強く求めておきたいと思いま

す。 
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○平成 30年定例会 提案説明（平成 30年６月４日） 

（鈴木英敬知事） 

 おはようございます。それでは、平成 30年定例会６月定例月会議の議案等の説明に先立

ちまして、当面の県政運営に当たっての私の考え方を申し述べます。 

本年は、ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故で尊い人命が失われてから 15 年の節目の年となります。

改めて、お亡くなりになられた消防職員のお二人に哀悼の意を表するとともに、御家族の

皆様に対し心からお悔やみ申し上げます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、事業期間を 2021年３月末までとしていますが、現在、

関係市町と県とで構成する三重県ＲＤＦ運営協議会において、新ごみ処理施設の建設を進

めている桑名広域清掃事業組合がＲＤＦの搬入終了を予定する来年９月を軸に、事業終了

時期を前倒しすることについて検討を進めているところです。 

 本事業は県と関係市町が一体となって進めてきた事業であり、県として一定の役割を果

たすべきであることから、ＲＤＦ構成団体が事業終了を協議するに当たっては、新たなご

み処理体制に円滑に移行できるよう、ポストＲＤＦに向けて必要となる施設整備等に対す

る支援を検討していくこととします。今後とも関係市町と一層の連携を深めつつ、三重ご

み固形燃料発電所の安全で安定した運転に最優先で取り組んでいきます。 

 

 

○平成 30年定例会 提案説明（平成 30年９月 14日） 

（鈴木英敬知事） 

 おはようございます。 

 それでは、平成 30年定例会９月定例月会議の議案等の説明に先立ちまして、当面の県政

運営に当たっての私の考え方を申し述べます。 

 本年は、ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故でお二人の尊い人命が失われてから 15年の節目の年です。

８月 19日に、三重ごみ固形燃料発電所でとり行われた安全祈願に私も出席し、事故で犠牲

となられた方々の御冥福をお祈りするとともに、発電所の安全で安定した運転を改めて誓

ったところです。 

 関係市町長の出席のもと、７月 19日に開催された三重県ＲＤＦ運営協議会総会において、

来年９月を軸に、三重ごみ固形燃料発電所へのＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体

制に移行することが決議されました。また、ポストＲＤＦに向けて必要となる施設整備等

に対する県の支援についても決議され、各製造団体では新たなごみ処理体制に移行するた

め、ごみ中継施設の整備やＲＤＦ化施設の撤去などの検討を進めており、これらに対する

支援について具体的な検討を進めています。 

 今後とも、発電所の安全で安定した運転に最優先で取り組むとともに、関係市町と緊密

に連携し、ＲＤＦ焼却・発電事業の終了に向けた取組を着実に進めていきます。 
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○平成 30年定例会（代表質問：平成 30年 10月 15日） 

（三谷哲央議員） 

 同じ平成の時代で県の最大の痛恨事、あの痛ましいＲＤＦの事故について、少しお伺い

をしたいと思います。 

 夢の技術だ、ごみが燃料にといううたい文句で進められたＲＤＦ事業は、本来、市町村

の事務である一般廃棄物処理のことに県がかかわり、ごみ処理で環境生活部が、今度、ポ

ストＲＤＦ、環境生活部がやるのか、企業庁がやるのか、この間、ちょっと聞いたんです

が、あんまりよくわかりませんでしたが、恐らく環境生活部がやるんだろうと、こう思い

ますが、環境生活部の事業を水力発電の附帯事業だということで、発電事業ということで

企業庁が推進してきたと。最初のスタートのときから少し無理があったのかなと、そんな

感じがしております。 

 議会も執行部からの限られた情報をもとにした判断とはいえ、これ、推進にかじを切っ

たのは、もう間違いのない事実であります。 

 改めて振り返ってみますと、ＲＤＦ発電は 2002 年 12 月１日に運転が開始されました。

しかし、早くも 12 月 23 日には貯蔵槽下部が異常発熱を起こし、ＲＤＦの一部の燃焼が確

認をされております。翌 2003 年７月以降は、次々とトラブルが続き、ついには８月 14 日

に第１回目の爆発が起こり、そして８月 19日、あの大爆発が起こって、お二人の方が尊い

命をなくされました。しかも、それから事故が終息するまで 47日間もかかっておりまして、

今でもあの当時の大混乱の日々、大混乱が続いたということは鮮明に覚えております。 

 今だから言えるかもしれませんが、あの事故を未然に防ぐ機会は恐らく何度もあったの

だと、こう思っておりますが、しかし防ぎ得なかったということであります。 

 そして、あの痛ましい事故から今年は 15年目の節目の年であります。ＲＤＦの搬入も 2019

年、平成 31年９月 17日をもって終了するということが決定をされています。 

 知事は来年９月を軸にＲＤＦ事業が終了する、その後にその総括をするんだと、こうい

うふうにおっしゃっておりますが、ＲＤＦ事業が終わった段階で、それからよく精査をし

て、その全体像について述べられる、これはこれで大切なことだと、こう思いますが、失

礼ながら、来年の９月以降、知事がその席に座っておられる保証は理屈の上ではないわけ

でありまして、我々も同じですが、やはりあの事故から 15年目のこの節目の年に、現時点

でのＲＤＦ発電事業についての鈴木英敬知事の評価、思いをお聞かせをいただく、このこ

とが必要ではないかと思います。 

 改めて、鈴木英敬知事の思いと評価、お願いをしたいと思います。 

 

（鈴木英敬知事） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の現時点における総括について述べさせていただきます。 

 本年は、今、三谷議員からも御紹介いただきましたけれども、ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故で
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お二人の尊い人命が失われてから 15 年の節目の年であります。８月 19 日、三重ごみ固形

燃料発電所でとり行われた安全祈願に三谷議員も御出席いただきましたけれども、私も出

席し、事故で犠牲となられた方々の御冥福をお祈りするとともに、発電所の安全で安定し

た運転を改めて誓ったところであります。 

 また、関係市町長の出席のもと、７月 19日に開催された三重県ＲＤＦ運営協議会総会の

冒頭において、私から皆様の御理解と御協力に、改めて感謝を申し上げたところです。 

 この総会では、製造団体は、平成 31年９月を軸に三重ごみ固形燃料発電所へのＲＤＦの

搬入を終了し、新たなごみ処理体制に移行することなどが決議されました。 

 御紹介もありましたけども、ＲＤＦの搬入の終了に伴い、三重ごみ固形燃料発電所での

焼却及び発電は、来年９月を軸に終了することとなります。 

 一方、ＲＤＦ焼却・発電事業の事業期間は、関係市町との合意に基づき、2020 年度末ま

でとされています。 

 この合意を踏まえ、ＲＤＦの製造を継続する団体に対しては、2020 年度末までセーフテ

ィーネットの仕組みを設けることなどが決議されたところであります。 

 ここから評価、総括になってくるわけでありますけれども、平成 14年から運用を開始し

ましたＲＤＦ焼却・発電事業では、小規模自治体の可燃性ごみの処理において特に対応が

困難であったダイオキシン対策や、ごみの持つ未利用エネルギーの有効活用を進めるとと

もに、焼却灰もセメント原料として利用するなど、循環型社会の構築に一定の成果を上げ

ることができたとも考えています。 

 一方で、平成 15 年、先ほども申し上げましたが、８月 19 日、お二人の尊い人命が失わ

れたＲＤＦ貯蔵槽爆発事故が発生しました。まことに痛恨の極みであります。このことは

ＲＤＦ関連事業の中で最も重いことであるというふうに受けとめております。この教訓と

反省は絶対に風化させてはなりません。 

 このため、発電所では、事故の後、防火対策等を施した新しい貯蔵施設を整備し、ＲＤ

Ｆの品質管理の徹底、危機管理マニュアルの整備、管理体制の強化など、安全・安定運転

を最優先に取り組んでまいりました。 

 また、当初は市町からＲＤＦ処理委託料を無償としていましたが、電気事業法の改正に

よる売電料金の低下や、ダイオキシン規制の強化による灰処理費用の増大などの外部要因

が主であったとはいえ、市町の負担が発生したことは、当初の見込みが甘かったと認めざ

るを得ないと考えています。 

 ＲＤＦ処理委託料については、関係市町と、その都度、合意を得ながら改定を行ってき

たところであり、市町の負担軽減を図るため、県としても応分の負担を行い、一定の責任

を果たしてきたところであります。 

 以上、申し上げましたとおり、本事業については、やはり功罪相半ばする事業であった

と言わざるを得ないと考えております。 

 なお、最終的な総括につきましては、県議会における所管常任委員長報告を踏まえ、環
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境政策の視点を含めるとともに、市町からの意見も取り入れるなど、施設撤去等の終了後

に、改めて事業全体の総括を行い、県議会に御報告させていただきます。 

 ＲＤＦ製造団体では、来年９月を軸とした新たなごみ処理体制への移行に向けて、ごみ

中継施設の整備やＲＤＦ化施設の撤去の検討を進めております。一部の団体では、本年度

にごみ中継施設の整備工事の発注を予定していますので、これらに対する県の財政支援に

ついて、補助範囲や補助率など具体的な検討を進めております。 

 引き続き、三重ごみ固形燃料発電所の安全で安定した運転に最優先で取り組むとともに、

関係市町と緊密に連携し、ＲＤＦ焼却・発電事業の終了に向けた取組を着実に進めてまい

ります。 

 

（三谷哲央議員） 

 今、知事の御答弁で、見通しが甘かったということはお認めになっていますが、功罪相

半ばしているというのは、これは少し違うんじゃないかな。やはり罪のほうが大きいと私

は思います。それは確かに循環型社会を構築していく、その一助になったことは事実でし

ょうけれども、それ自体がきちっと機能したのかどうかも疑問ですし、あの大きな犠牲が

功罪相半ばという評価につながるとはとても思えないと、こう思っております。 

 その点、もう一度、知事の御見解をお伺いしたいなと思いますし、それからもう一つ、

ポストＲＤＦの事業の財政支援のお話が少し出ました。これは間違いなしに、環境生活部

のほうでされるというふうな理解でよろしいのでしょうか。この２点、お願いします。 

   

（鈴木英敬知事） 

 今、三谷議員から２点あったと思いますが、まず一つは功罪相半ばという表現について

でありますけれども、もちろん先ほど申し上げましたとおり、人命が失われたということ

は最も重いことであり、それを様々な事業の中で一番重く受けとめているということであ

ります。 

 私が功罪相半ばと申し上げたのは、その政策論としてのところでありまして、事業全体

としてさらにそのことということにおいては、やはり人命が失われているということは、

重く受けとめなければならないことであるというふうに認識しております。 

 それから、財政支援のほうにつきましては、今、環境生活部と企業庁で議論をさせてい

ただいておりますけれども、環境生活部、ごみ処理の廃棄物の処理という観点が重立って

くるんではないかと思いますので、環境生活部が中心になろうかと思いますが、最終的に

よく議論して決めたいと思います。 

 

（三谷哲央議員） 

 もともとのスタートから本来企業庁がやるべきでない事業に企業庁がかかわってきたと

いう私は認識を持っておりますので、これはやはり県の一般会計できちっと支援をしてい
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くというのが筋論だと、こう思っております。 

 

 

○平成 30年定例会 委員会報告（平成 30年 10月 17日） 

（津村衛予算決算常任委員長） 

次に、電気事業についてであります。 

 平成 29年度の経営収支は、６億 5238万円の赤字となっており、前年度から７億 2198万

円悪化しています。 

 これは、主にＲＤＦ焼却・発電事業において、運転管理体制の変更に伴う管理委託費の

増や施設の保守、点検に係る修繕費の増によるものです。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、平成 31年９月を軸にＲＤＦの搬入を終了し、関係市

町は新たなごみ処理体制に移行することが本年７月に決定されました。引き続き、三重ご

み固形燃料発電所の安全・安定運転を第一に取り組むととともに、責任をもって関係機関

と十分な調整を行い、円滑な事業終了に向けて取組を進められるよう要望します。 

 

 

○平成 30年定例会 討論（平成 30年 10月 17日） 

（山本里香議員） 

次に、認定第３号 電気事業会計です。ＲＤＦ発電事業については、代表質問でも取り

上げられたように、三重県の悲しむべき歴史として捉え、充分な総括をして、今後につな

げることが重要です。 

 知事からも利用料の見込みが甘かったと言わざるを得ないとの発言がありました。 

 また、功罪ありながらもという発言には、罪のほうが大きいとの指摘がありました。全

くそのとおりです。 

 契約にかかわる一昨年度の事務的なミスについても、私も含め、県民の中には、疑念は

いまだ晴れないまま事業が続いています。 

 市町に、これも負担を押しつけ、ごみ減量に逆らってきたこと、協議して決めたとはい

え、現在の１トン当たり１万 4145円の処理料は余りにも高過ぎます。 

 これらの３事業の事業形態は、いずれも過大な需要予測により、多額な投資に見合う需

要が期待できず、損失負担が県民に転嫁されているのが現実です。さきの討論で述べたよ

うに、働く人の所得は伸びず、社会保障予算の自然増さえ削減し、年金や医療、介護のさ

らなる負担増が、県民生活に追い打ちをかけています。市町、県民に負担を押し続けてい

る現状は、到底県民の理解を得られるものではありません。 

 以上、議員の皆様の賛同をお願いし反対討論をいたします。ありがとうございました。 
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○平成 30年定例会 提案説明（平成 30年 11月 21日） 

（鈴木英敬知事） 

 それでは、平成 30 年定例会 11 月定例月会議の議案等の説明に先立ちまして、当面の県

政運営に当たって私の考え方を申し述べます。 

ＲＤＦ焼却・発電事業に参画している全ての構成団体は、来年９月を軸に、三重ごみ固

形燃料発電所へのＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制に移行することを決定しま

した。 

 本事業は県と関係市町が一体となって進めてきた事業であり、県として一定の役割を果

たすべきであることから、新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう、ポストＲＤＦに

向けた施設整備等補助金を創設します。 

  

 

○平成 30年定例会 議案質疑（平成 30年 11月 27日） 

（三谷哲央議員） 

まず、ポストＲＤＦ事業についてでございますが、知事は提案説明で本事業は県と関係

市町が一体となって進めてきた事業であり、県として一定の役割を果たすべきであること

から、新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう、ポストＲＤＦに向けた施設整備等の

補助金を創設するという旨の御発言がございまして、それを受けて補助金の適用は１団体

１回限り、補助率は補助対象となる費用の３分の１以内、補助上限額１億円と、このよう

な県単の補助制度の創設、このことの御説明がありました。 

 これは既に関係市町といろいろ御調整をされて、それぞれの市町も御納得ということだ

ろうと、これはこれでいいのかなと、こう思っております。 

 ただ、この御提案ですっぽり抜けておるところがあるんです。 

 先月の私の代表質問でＲＤＦの総括、知事のほうにお伺いをさせていただきました。こ

のとき、知事はお二人の尊い人命が失われたＲＤＦ貯蔵槽爆発事故が発生をいたしまして、

まことに痛恨の極みでありますと。このことは、ＲＤＦ関連事業の中で最も重いことであ

るというふうに受けとめております。この教訓と反省は絶対に風化させてはなりませんと、

このように御答弁をいただいておるわけですが、このポストＲＤＦ事業のハードのことは

わかるんですが、この教訓と反省を絶対に風化させない、この部分が今回の御提案の中に

は全く抜けていると、こう思っております。 

 先日、桑名市の消防署の職員の方々とお話をする機会がありまして、いろいろ何人かの

方とお話をしたんですが、皆さんが異口同音におっしゃるのは、やはり犠牲となられたお

二人の慰霊事業、これをぜひやっていただきたいと、こういうふうなお話もございました。

ポストＲＤＦを語るならば、そのハードの撤去等のその費用の支援、これはこれで大事だ

と、こう思いますが、この絶対に風化させないという、この部分、これも非常に大事だと

思いますし、重いと思いますので、このあたりのところを知事の改めてのお考えをお聞か
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せをいただきたいと思います。 

   

（鈴木英敬知事） 

 三谷議員の先般の代表質問でもお答えさせていただきましたように、尊いお二人の方の

人命が失われたことは、まことに痛恨の極みであり、これを決して風化させてはならない

と、そういう思いに変わりはありません。 

 まず、来年９月にＲＤＦの搬入が終了するわけでありますけれども、そこまでもその教

訓を生かして、しっかり安全最優先で運転を続けるということは当然のことだというふう

に思っています。 

 あわせて、先ほど三谷議員からおっしゃっていただきました安全祈願行事につきまして

も、とにもかくにも御遺族の気持ち、これを大切にして、事故を風化させない、そういう

思いでＲＤＦ焼却発電事業終了後も引き続き実施をするように、企業庁に指示をいたして

おりますので、その具体的方法について、現在、企業庁で検討しているというふうに思っ

ております。 

 それから、それ以外のソフトの面につきましても、７月の総会の決議に沿って対応して

いく予定でありまして、新たな処理先の確保をしっかり責任を持って協力をするというこ

とや、あるいは市町のごみ処理施設整備計画の策定や環境影響評価などについて技術的な

支援を引き続き行う。 

 それから、ＲＤＦの製造を継続する団体で仮にトラブルなどがあった場合のセーフティ

ネットの仕組みを運用していく、こういうようなソフトの部分についても、しっかり対応

するべく準備をしております。 

 以上、申し上げたとおりでございますけれども、いずれにしても、教訓を風化させずに、

安全で運転を継続していくということと、安全祈願行事についても引き続き行っていきた

いというふうに考えております。 

 

（三谷哲央議員） 

 ぜひお願いをしたいと思いますが、ちょっとよくわからないのは、企業庁が御検討され

ているということなんですけども、ＲＤＦの発電事業が終了後、平成 32年までは企業庁も

絡んでくるのかもわかりませんが、既に発電事業がなくなれば、安全祈願祭では当然なく

なってくるわけですね。その後、じゃ、一体どこが所管して、これをきちっと継続してや

っていただけるのかというところを１点、お伺いをしたいなと、こう思うんですが、いか

がですか。 

 

（鈴木英敬知事） 

 今、ＲＤＦ発電事業の施設の撤去の議論などもありますので、その後、どう継続してい

くかということの中身について、現在、企業庁で議論させておりますけれども、そのＲＤ
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Ｆの事業が終わった後の責任主体についても、もちろん知事部局でやるのか、それも含め

てしっかり議論させているところです。 

 

（三谷哲央議員） 

 ぜひ慰霊事業等も含めてしっかりとやっていただくということを、ぜひ知事の政策集の

中にも書き込んでいっていただきたいなと、こう思いますので、よろしくお願いを申し上

げたいと思います。 

 

 

（岡野恵美議員） 

 私がお聞きしたいのは、環境生活部の衛生費のうち、ごみゼロ社会実現事業費の 3400万

円の補正に関する経過であります。 

 これはＲＤＦ焼却・発電事業におけるＲＤＦ製造団体が、三重ごみ固形燃料発電所への

ＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制に移行するに当たり必要となる施設整備費等

に対して、県単独の補助制度、すなわちポストＲＤＦに向けた施設整備等補助金を創設す

ることとし、今回の補正予算には、本年度中にごみ中継施設の整備工事を発注する予定の

伊賀市及び香肌奥伊勢資源化広域連合への補助金を計上しています。 

 今までＲＤＦは 2020 年度末で撤退するとしておりましたが、それが 2019 年９月に１年

半前倒しになり、新たなごみ処理体制への移行について緊急に対応せざるを得ないことに

なりました。市町によって個々に事情が違うことや、今までも爆発事故や搬入料金などで

市町に多大な迷惑をかけてきたことから、収束に当たって丁寧な支援をお願いしたいと私

たちも求めてきましたので、ポストサミットに向けた施設整備等補助金の創設について、

理解をするものです。 

 そこで、①この補助金創設の考え方と経過について、②上限１億円に決められた理由に

ついてお聞きします。 

 さらに、③として松阪市の取り扱いについてお聞きします。 

 松阪市は、脱退負担金約５億 8300万円余りを香肌奥伊勢資源化広域連合に支払って 2015

年３月 31日に脱退しました。松阪市の前に脱退した志摩市は、脱退負担金は支払いません

でした。 

 また、脱退負担金の積算根拠は、脱退時から 2020年度末になっています。そこで、１年

半前倒しになったことで、取り扱いが不公平だという声が出ているとお聞きしました。 

 そこで、今回の補助金創設に当たり、松阪市の取り扱いを協議されたかどうかについて

お伺いします。 

 

（中川和也環境生活部廃棄物対策局長） 

 それでは、３点、御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 
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 まず初めに、当該補助金の制度について検討の経過及び考え方についてお答えいたしま

す。 

 このＲＤＦ焼却・発電事業は、小規模自治体の可燃ごみの処理において、特に対応が困

難であったダイオキシン類対策や、ごみの持つ未利用エネルギーの有効活用を進めるとと

もに、焼却灰もセメント原料として利用するなど、循環型社会の構築を目的として、関係

市町とともに広域的に取り組んできた事業でございます。 

 本事業につきましては、本年７月に開催をされました三重県ＲＤＦ運営協議会の総会に

おいて、ＲＤＦ製造団体が来年９月を軸にＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制に

移行することなどが決議をされております。 

 各製造団体では、新たなごみ処理体制への移行に向けて、可燃ごみを圧縮し効率的に運

搬するための施設でありますごみ中継施設の整備や、ＲＤＦ化施設の撤去を検討されてお

ります。 

 新しいごみ処理施設の整備に当たりましては、国において循環型社会形成推進交付金や

起債措置など充実した制度が設けられておりますが、今回、製造団体が計画をされている

ごみ中継施設の整備やＲＤＦ化施設の撤去につきましては、国の補助の対象外となってお

ります。 

 県としましても、国に対して補助対象となるよう働きかけを行ってまいりましたが、平

成 14年度からのダイオキシン規制に対応するため整備された施設が全国的に更新時期を迎

え、補助要望額が 1000億円近くまで増大をしており、対象拡大は非常に困難な状況にござ

います。 

 本事業は県と関係市町が一体となって進めてきた事業であります。新たなごみ処理体制

に円滑に移行できるよう、県として一定の役割を果たすべきであることから、ポストＲＤ

Ｆに向けた施設整備等補助金を今回創設しようとするものでございます。 

 補助金の創設に当たりましては、ＲＤＦ製造団体の御意見や御要望を丁寧に聞き取りな

がら検討してきたところでございます。県としてでき得る限りの支援を行う制度となって

いると、このように考えてございます。 

 二つ目の上限の１億円でございますが、ＲＤＦを一番初めに導入するに当たって、国の

補助金、当時、補助金でございましたが、これの協調補助として制度をつくった経過がご

ざいます。その限度額が１億円ということがございます。今回、それを参考として上限１

億円を制定したものでございます。 

 最後に、脱退負担金のお話がございました。 

 今回の、この補助金の対象につきましては、事業開始当初に事業に参画をされておりま

したが、既に離脱をしている団体、この団体につきましては、国の循環型社会形成推進交

付金、先ほど申しました交付金がございます。これを利用して、新たなごみ処理体制に移

行されてございますので、今回の補助対象外としております。 

 以上です。 
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（岡野恵美議員） 

御説明をいただきました。 

 知事に対してお聞きしたいんですけれども、ＲＤＦは 1995年に知事になった北川正恭氏

のもとで、環境先進県の宣伝文句で三重県が本来市町の固有事務とされる一般廃棄物のご

み処理に、技術的に非常に未確立でありましたＲＤＦ発電の大型施設をつくって、広域的

にごみを集中して処理する方式に乗り出したものだと私どもは認識しております。 

 私どもは、当時からこのことについては反対の立場をとってきたんですけれども、また

非常にたくさんの税金を使って巨大実験とも言われるような、そういうような技術的未確

立のものを進めたということでの県の責任は非常に重いんじゃないかなと思っております。 

 その経過の中で尊い命が奪われ、かつ市町にも迷惑をかけたものであると考えます。し

たがって、三重県はこの教訓からしっかりと学び、三重県の責任をきっちりと果たすこと

が必要だと思いますが、松阪市の脱退負担金の問題も一部問題点として指摘をされておる

ところでもございますが、知事のこのことに対する処理について決意のほどをお伺いした

いと思います。 

 

（鈴木英敬知事） 

 以前も答弁させていただきましたけれども、この事業の最終的な総括につきましては、

県議会の所管常任委員長報告も踏まえて環境政策の視点を含めるとともに、市町からの意

見も取り入れるなど、施設撤去等の終了後に改めて事業全体の総括を行い、県議会に御報

告させていただきたいと思いますが、現時点のということで私の所感を申し上げさせてい

ただければ、まず政策面だけを申し上げれば功罪相半ばする。つまり、小規模自治体の可

燃ごみの処理において、特に対応が困難であったダイオキシン類対策などの循環型社会の

構築に一定の成果を挙げたりしましたが、当初は市町からのＲＤＦ処理委託料を無償とし

ていたにもかかわらず、外部要因が主であったとはいえ、市町の負担が発生したというこ

とは、当初の見込みが甘かったと認めざるを得ないというふうに思っておりますので、政

策面では功罪相半ばする事業であったと思いますが、一方で何より重いことは、前回、三

谷議員の代表質問でも答弁させていただきましたけれども、二人の尊い命が失われている

ということが最も重いことであり、それに対して痛恨の極みであり、これを風化させては

ならない、そういう思いであります。 

 

（岡野恵美議員） 

 知事が直接ということではなくて、今までの行政の責任として、最終的に今に至ったと

いうことでございますが、ＲＤＦの考え方そのものが国のダイオキシン対策と発電事業と

いうことで、資源循環型の夢のごみステーションというふうに宣伝をされたものでござい

ますが、市町の固有の事務である一般廃棄物のごみ処理事業に参入した結果が招いたもの
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であって、またこの資源循環型といいましても、ごみを燃料として扱うということに対し

て、本当にごみの分別や再資源化になるのかということについては大いに疑問のあるとこ

ろでございますし、当初から問題のあったところでございます。経過の中で死亡事故や、

そして大型のこういったＲＤＦの事業は非常にあちこちでたくさんの過大の投資もござい

ますので、またごみ分別や減量からの逆行になるなど市町に多くの迷惑をかけました。 

 そのことで、全体的な総括は後でしっかり行うというような御答弁もいただきましたの

で、全体的にこのことに対して収束に当たってきっちりと県の責任を明記をしながら全体

の総括をしておくことが必要だと思います。このことを強く要望して質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

 

 

○令和元年定例会 委員会報告（令和元年６月 28日） 

（木津直樹防災県土整備企業常任委員長） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の総括についてであります。 

 昨年７月に開催された三重県ＲＤＦ運営協議会総会におけるＲＤＦ焼却・発電事業に関

する決議を受けまして、三重ごみ固形燃料発電所でのＲＤＦの焼却及び発電は本年９月を

軸に終了することとされ、今後、焼却・発電施設の撤去等を経て、ＲＤＦ焼却・発電事業

が全て終了することとなります。 

 平成 27年 10月及び平成 28年３月に開催された本委員会におきましては、ＲＤＦ焼却・

発電事業の総括について県当局より説明が行われ、今後、全ての事業終了時には改めて事

業の総括を行うこととされました。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、県が一般廃棄物行政に関与することで、資源循環型社会の推

進に一定の成果を上げてきたとされる一方で、２名の殉職者を出す事故も起こし、反省点

が多い事業でもあります。 

 県当局におかれましては、全ての事業が終了した際には、関係部局間で連携し、環境政

策の視点を含めた事業全体の検証を行うとともに、市町からの意見も取り入れ、後世に引

き継いでいけるようなしっかりとした総括を行うよう強く要望いたします。 

 

 

○令和元年定例会 提案説明（令和元年９月 18日） 

（鈴木英敬知事） 

 それでは、令和元年定例会９月定例月会議の議案等の説明に先立ちまして、当面の県政

運営に当たっての私の考え方を申し述べます。 

ＲＤＦ焼却・発電事業は、県のモデル事業として平成 14 年 12 月から運用を開始しまし

た。焼却・発電の終了時期については、令和２年度末とされておりましたが、昨年７月の

三重県ＲＤＦ運営協議会総会における決議を受け、各構成団体は本年８月から９月にかけ
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て新たなごみ処理体制に移行し、発電所における焼却・発電は昨日９月 17日をもって終了

しました。 

 本事業では、平成 15年のＲＤＦ貯蔵槽爆発事故によって尊い人命が失われており、まこ

とに痛恨のきわみです。８月 19日の安全祈願行事では、事故で犠牲となられたお二人の御

冥福をお祈りするとともに、このような痛ましい事故を二度と起こさないことを改めて誓

ったところです。 

 事業終了の際には、環境政策の視点も含めた事業全体の検証を行うとともに、関係市町

からの御意見も取り入れ、事業の総括を行います。また、この事故の教訓と反省を決して

風化させることのないように、引き続き安全祈願行事を行ってまいります。 

 今後とも、関係市町と連携し、ポストＲＤＦに向けた関係市町の取組を支援するととも

に、焼却・発電施設の撤去に向けた取組を進めていきます。 

 

 

○令和元年定例会 委員会報告（令和元年 10月 18日） 

（小林正人予算決算常任委員長） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、本年９月 17日をもって発電所におけるＲＤＦ焼却・

発電を終了したところですが、今後、焼却・発電施設の撤去等を経て、ＲＤＦ焼却・発電

事業が全て終了することになります。引き続き関係機関と十分な調整を行い、円滑な事業

終了に向けた取組を進められるとともに、事業終了の際には関係部局間で連携をし、事業

全体の総括を行うよう要望いたします。 

 

 

○令和元年定例会 討論（令和元年 10月 18日） 

（山本里香議員） 

 次に、認定第３号の電気事業会計決算について申し上げます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業がこの９月 17日をもって終了し、今後、整理、処分に当たります。 

 河口堰と同様、夢の事業とのふれ込みで県主導で促進したこの事業は、死亡者を出す大

事故をもたらし、業者との裁判、また、参加市町を翻弄し続け、ここに至りました。 

 昨年度のごみ処理料は１トン当たり１万 4145円となっていました。今では少なくない議

員が検証をしっかりと、県政最大の失政だと発言されております。 

 検証については全てが終了した時点でなされるということですので、しっかりとしたも

のを期待しています。加えて参加市町との間で十分な論議を尽くし、終了に伴う市町への

県支援を強く求めます。私どもはＲＤＦ焼却・発電事業については当初から未完成のもの

で、危険も伴うと反対をしてまいりました。行政当局の検証とともに、一緒になって突き

進んできた議会における検証もするべきではないかと考えます。 

 以上、３認定議案について、強引な県の事業が平成 30年度においても市町になお多大な
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負担をかけていたということをもって反対といたします。 

 

 

○令和元年定例会（一般質問：令和元年 12月３日） 

（山本佐知子議員） 

 それでは、私の地元で大変大きな問題になりましたＲＤＦ焼却・発電事業について伺い

ます。 

 ９月 17日をもって三重ごみ固形燃料発電所におけるＲＤＦの焼却・発電を終了いたしま

した。 

 平成 15 年８月に起こった爆発事故により２名の尊い命が奪われました。この事故の後、

県議会もＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会を発足させまして、そして平成 28年度には企業

庁が総括を発表されています。 

 今もう稼働をストップしておりますけれども、まだ施設はあります。この施設はこれか

ら撤去作業に入ると思いますけれども、現在の状況、あるいは撤去のロードマップ、そし

て事業終了後の総括ということですが、どの時点で事業が終了したというのか、教えてい

ただければと思います。お願いします。 

 

（山神秀次企業庁長） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業についての今後の取組についてお尋ねいただきましたので、御答

弁申し上げます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業につきましては、昨年７月 19日の三重県ＲＤＦ運営協議会総会決

議を受けまして、各製造団体は本年８月から９月にかけて順次新たなごみ処理体制に移行

し、これに伴い三重ごみ固形燃料発電所におけるＲＤＦの焼却・発電は本年９月 17日をも

って終了いたしました。 

 ＲＤＦの焼却・発電の終了後、設備の清掃並びに焼却灰、ボイラー水等の取り出しを行

い、現在その処分を進めているところでございます。 

 ＲＤＦの焼却・発電が終了した本年９月 17日以降、三重ごみ固形燃料発電所では設備の

清掃作業等に要する電力及び桑名広域清掃事業組合からの御要請に応じて、発電所経由で

同組合のＲＤＦ化施設へ供給する電力を電力会社から受電しておるところでございます。 

 本年 12月下旬には、電力会社が三重ごみ固形燃料発電所との送電線の接続を切り離す作

業を予定しており、その後、速やかに電気事業法第 106 条の規定に基づく自家用電気工作

物廃止報告書を中部近畿産業保安監督部へ提出し、これをもって電気事業法における三重

ごみ固形燃料発電所の廃止となります。 

 また、ＲＤＦ焼却・発電施設の撤去に向けて、現在撤去費用や工期等を算出するための

施設撤去設計業務委託等を実施しており、その中で、周辺環境に配慮した撤去方法、発電

所周辺への環境対策及び安全対策等について検討を進めているところでございます。 
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 施設撤去工事の実施に際しましては、施設撤去設計業務委託等の結果を踏まえ、周辺環

境や工事の安全対策に十分配慮した上で、地元市町及び桑名広域清掃事業組合等と協議、

調整を行ってまいります。 

 あわせて、施設撤去方法、周辺環境対策及び工事期間中の環境調査結果等につきまして

も、学識経験者や地域住民等で構成する三重ごみ固形燃料発電所安全管理会議等におきま

して、適宜、報告するなどして、学識経験者の専門的知見による確認を受けるとともに、

地域住民及び地元市町等に丁寧な説明を行っていくこととしております。 

 引き続き、ＲＤＦ焼却・発電事業の円滑な終了に向けて、関係部局と十分に協議、調整

の上、関係市町等と緊密に連携し、周辺環境や安全対策に十分配慮した上で施設撤去等の

業務を進めてまいります。 

 なお、事業の総括につきましては、全ての事業が終了した際に、関係部局と連携し、環

境政策の視点も含めた事業全体の検証を行うとともに、市町からの御意見も取り入れ、改

めて行うことといたしておりますのでよろしく御理解賜りますようお願い申し上げまして、

私からの答弁とさせていただきます。 

 

（山本佐知子議員） 

 ありがとうございます。不確定要素が多く、はっきりとした答弁が難しい中、少なくと

も今後の予定を皆さんに示していただけたのはよかったと思います。 

 地元から所管委員会に要望が出ていると思いますけれども、重ねて、今の御答弁とも重

なりますが、３点、特に御注意いただきたい点をお願いいたします。 

 まず、撤去に当たり、環境に十分配慮すること。特にボイラーの解体は有害物質の飛散

など大変危惧しているところであります。解体方法を十分研究していただいて、最も適切

な方法をお願いいたします。 

 また、撤去工事中に発生する打ち水の排水も川に流れ込まないような、環境への配慮も

地元から要望をいただいております。 

 ２番目は、安全に十分配慮すること。 

 ３番目は地元の自治会も含めて関係各所との情報共有、情報公開を保障していただきた

いと思っております。事故の際には十分情報が得られず、地元との信頼関係が揺らいだ、

そんなこともありました。この 17年間の総括ということですけれども、私も今までの議事

録を拝見いたしましたけれども、文面からだけでも当時の責任の所在の不明確さとか、情

報公開の不十分さ、あるいは業者へのチェック機能の不十分さなど、多くの問題を県は抱

えていたんだなということが思われました。 

 しかし、県議会としても、当時議決をしたわけなので、何らかの総括、あるいは意見表

明といいますか、を同じときにしなければいけないんじゃないかなと、私は思っておりま

す。 
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○令和２年定例会（代表質問：令和２年２月２５日） 

（山本教和議員） 

 続きまして、山神企業庁長にＲＤＦ焼却・発電事業の終了についてお伺いしたいと思い

ます。 

 山神庁長は、発電所の稼働後間もなく企業庁に着任をされて、平成 15年８月のあのＲＤ

Ｆ貯蔵槽の爆発事故も経験されて、御苦労も多かったと、こんなふうに思います。 

 事業終了に向けて、今後どのように県として取り組んでいくのか、お伺いさせていただ

きます。 

 

（山神秀次企業庁長） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の終了に向けてどのように取り組むのかについて御答弁申し上げ

ます。 

 まず初めに、平成 15 年８月 19 日に発生したＲＤＦ貯蔵槽爆発事故につきましては、誠

に痛恨の極みであり、改めて事故でお亡くなりになられた消防職員お二人の御冥福をお祈

りいたしますとともに、御遺族に対しまして衷心よりお悔やみ申し上げます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業につきましては、平成 30 年７月 19 日の三重県ＲＤＦ運営協議会

総会決議に沿いまして、昨年９月 17日に三重ごみ固形燃料発電所でのＲＤＦの焼却・発電

を終了し、12月21日をもって電気事業法における同発電所を廃止したところでございます。 

 これまで当該事業への御理解と御協力をいただきました山本教和議員をはじめ県議会議

員の皆様、並びに地元住民、関係各市町等の皆様方に対しまして、この場をお借りし、改

めて心からお礼を申し上げる次第でございます。 

 現在、当庁では、ＲＤＦ焼却・発電施設の撤去設計業務委託等を進めているところでご

ざいまして、令和２年６月末頃には撤去に係る概算費用や工期等が明らかになる見込みで

ございます。 

 これを踏まえ、関係部局等と十分に協議、調整の上、関係市町等と連携し、地元住民の

皆様方に丁寧に説明を行い、その御理解をいただきながら周辺環境や安全対策に十分配慮

して施設の撤去等を進めてまいりたいと考えております。 

 また、事業の総括につきましては、全ての業務が終了した段階で関係部局と連携し、環

境政策の視点も含めた事業全体の検証を行うとともに、市町の御意見も取り入れ、改めて

行うことといたしております。 

 さて、企業庁は、いわゆる現場を多く抱える職場であり、とりわけ、ＲＤＦ貯蔵槽爆発

事故を現場で体験した職員の１人として、安全は何よりも大切と考え、あらゆる機会を捉

えて、職員一人ひとりに、安全第一で業務に臨むよう伝えてきたところでございます。 

 今後とも、企業庁全職員がＲＤＦ貯蔵槽爆発事故の教訓と反省を心に刻み、安全を最優

先に、施設撤去等の業務を着実に進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きよろ
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しく御指導賜りますようお願い申し上げまして私からの答弁とさせていただきます。あり

がとうございました 

 

 

○令和２年定例会（討論：令和２年３月１９日） 

（山本里香議員） 

 日本共産党の山本里香です。ただいま提案されております 89議案のうち、12議案に反対

の討論をいたします。 

 次に、第 15号、第 16号、第 17号は、水道事業、工業用水事業、電気事業会計予算です。 

 過大な計画を立てた事業がつまずき、ＲＤＦ事業では亡くなる方も出ました。どれもさ

らなる大金をつぎ込むことになり、市町へ負担もかけています。このことを教訓にするこ

とができて初めて、真っ当に評価できます。 

 

 

○令和２年定例会（議案質疑：令和２年９月 24日） 

（濱井初男議員） 

 議案第 143号に関する質疑をさせていただきます。 

 まず、減資を行うに当たっての考え方であります。 

 議案第 143 号は、水力発電事業譲渡対価 105 億円から、企業債繰上償還金、そして国庫

補助金返還金、設備改良費等の水力発電事業の譲渡に伴い必要となった経費約 48億円を差

し引いた水力発電事業譲渡差額金約 58億円を一般会計へ拠出する有償減資及び電気事業会

計の当年度未処理欠損金、これは累積欠損金であります約 34億円を解消する無償減資に係

る議案であります。 

 ＲＤＦ施設撤去やセーフティネットなどの事業終了に向けた今後の取組に要する経費に

ついては、一般会計貸付金返還金約９億円も含めて、減資後の資金約 35億円で資金の見通

しが立つということを、先日の議案聴取会で確認いたしました。 

 県財政が厳しく、三重とこわか国体・大会のためとはいえ、やはり撤去作業にも着手し

ていないこの時期に、撤去費用の見通しが立ったとする考え方を到底私は理解することが

できません。 

 改めて、この議案質疑の場でも、重ねて申し上げたい。 

 ところで、もし土壌汚染などの不測・突発的事態の発生で、想定以上の撤去費用が必要

となった場合は、一般会計で負担するのか、また、受けた 58億円は基金で積み立てるのか、

お聞きします。 

 

（紀平勉総務部長） 

 それでは、まず、想定以上の撤去費用が必要となった場合は、一般会計で負担を行うの
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かにつきまして、御答弁を申し上げたいと思います。 

 一般会計が負担することにつきましては、地方公営企業法におきまして、災害の復旧、

あるいはその他特別の理由により必要があるとき、一般会計から公営企業会計に補助をす

ることができるというような規定がございます。 

 現時点におきまして、企業庁はＲＤＦ焼却・発電施設の撤去、そしてＲＤＦ焼却・発電

終了後に実施いたしました土壌調査の結果を踏まえた対策費用として、20 億円以内の費用

を見込んでおりますことから、これ以上の費用が生じる可能性は少ないということをお聞

きしております。しかしながら、議員が御心配のとおり、万が一不測の事態により想定外

の追加費用が生じた場合でございますが、ＲＤＦ焼却・発電が終了しております。そして

また、電気事業会計の収入がないという電気事業の置かれている状況に鑑みまして、先ほ

ど申し上げました地方公営企業法の規定に基づきまして、一般会計において補助するもの

というふうに考えております。 

 続きまして、電気事業会計の資本金の額の減少により生じる資金 58億円、これは基金に

積み立てるのかということの御質問でございます。 

 電気事業会計の資本金の額の減少により生じます資金につきましては、知事提案説明で

も御説明申し上げましたが、令和３年度当初予算における、三重とこわか国体・三重とこ

わか大会の開催経費等に活用させていただきたいというふうに考えております。 

 今後、一般会計の歳入といたしまして、どのような形で計上させていただくのがよいの

かなどにつきましては、今後の予算編成過程の中で検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

 

 

○令和２年定例会（討論：令和２年 10月 19日） 

（山本里香議員） 

 日本共産党の山本里香でございます。 

 議案第 130号、第 140号、第 143号に対する反対討論をいたします。 

 議案第 143 号令和元年度三重県電気事業会計資本金の額の減少については、水力発電事

業譲渡差額金約 58 億円を一般会計へ戻し、累積欠損金約 34 億円を資本金から充当する処

理ということで合わせて 92億円の減資です。 

 水力発電施設の売却により得た 58億円は、その一部を、ダム発電により影響が著しい宮

川流域の環境保全に充てるものとされていましたが、ＲＤＦ発電の清算による残金を想定

していた来年開催の三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催経費が間に合わないので、

その 58億円を減資して生み出す、一般会計への繰入れで一旦賄うということです。 

 水力発電事業が終わり、ＲＤＦ発電事業も終わっていく中で、最後は全て清算し、県が

出資もしていたことですから、資本金を解体することはあると思いますが、今、ひもつき

で、三重とこわか国体・三重とこわか大会とされていることは大いに問題だと思います。 
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 もちろん私は、三重とこわか国体・三重とこわか大会を応援する者ですが、地域を得ら

れるような提案を一切せずというのでは、理屈が通りません。これでは、三重とこわか国

体・三重とこわか大会にマイナスのイメージをつけます。また、後で差し替えたとしても、

そのうちＲＤＦ事業の清算が行われますが、関係市町へのセーフティーネットの決着もつ

かないまま、当てにされているということも、現在、認められません。 

 一般会計の逼迫、その上、新型コロナウイルス感染症対策で、県独自に求められている

ことも多く、三重とこわか国体・三重とこわか大会、さらに財政出動が求められている状

況は分かりますが、企業会計からの一般会計への貸出しや、この件は、緊急事態であれば、

無理を通すということをあらかじめ当てにしているようです。 

 さきに示された来年度予算作成の四つの方針の中で、同列である、優劣はないと言いな

がら、安心・安全よりも、三重とこわか国体・三重とこわか大会が上位に来ているという

ことはいかがなものかとの指摘をいたしましたが、まさにそのていの現れだと思います。 

 後にあります電気事業決算の認定とも関連し、反対いたしたいと思います。 

 以上、議案３件の反対討論といたします。御賛同をよろしくお願いいたします。 

 

 

○令和２年定例会（委員会報告：令和２年 10月 19日） 

（杉本熊野予算決算常任委員長） 

 御報告申し上げます。 

 予算決算常任委員会に審査を付託されました認定第１号令和元年度三重県水道事業決算

ほか３件につきましては、去る 10 月５日及び 15 日の２回にわたり委員会を、また、その

間の 10 月 12 日には、該当の分科会を開催し、関係当局の出席を求め、慎重に審査を行い

ました。 

 その結果、認定第１号、認定第２号及び認定第４号の３件は、いずれも全会一致をもっ

て原案を認定、認定第３号については、賛成多数をもって原案を認定すべきものと決定い

たしました。 

 以下、認定した決算の内容と審査の過程において議論されました主な事項について申し

述べます。 

 次に、電気事業についてであります。 

 令和元年度の純損失は７億 943万円となっており、前年度から 3191万円悪化しています。

これは主に、ＲＤＦ焼却・発電施設等の減損による特別損失を計上したこと等によるもの

です。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、三重ごみ固形燃料発電所でのＲＤＦ焼却・発電が終

了したものの、施設の撤去等を行う必要があることから、引き続き、関係機関としっかり

と調整を行い、円滑な事業終了に向けて取り組まれるよう要望します。 

 また、事業の総括については、関係部局間で連携し、環境政策の視点を含めた事業全体
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の検証を十分に行うとともに、関係市町からの意見も反映し、事業の最終的な総括に向け

た取組を進められるよう要望します。 

 

 

○令和２年定例会（討論：令和２年 10月 19日） 

（山本里香議員） 

 日本共産党の山本里香でございます。２度目の登壇となります。よろしくお願いいたし

ます。 

 認定第３号令和元年度電気事業決算について、反対いたします。 

 電気事業会計の決算については、さきの議案反対討論でも述べた、水力発電事業譲渡差

額金約 58億円の一般会計への戻しに関わる地域の理解の問題とともに、やはり、現在、撤

去作業に向けて、地域に理解を求めているＲＤＦ発電事業の終了後の最終処理に向けて走

り出した昨年度の事業をどう見るかという問題です。 

 会計には、これまでその事業がなしてきた、よきも悪きも全て表れているわけです。 

 過大な計画を立て、前のめりの導入・建設の結果、事故が発生し、亡くなる方も出まし

た。この間、三谷議員からも、平成の時代で、県の最大の痛恨事、最初のスタートのとき

から少し無理があったのか、議会も執行部からの限られた情報を基にした判断とはいえ、

推進にかじを切ったのはもう間違いのない事実でありますとの指摘がありました。全く同

感であります。 

 また、知事からは、ＲＤＦの製造を継続する団体に対しては、2020 年度末までセーフテ

ィーネットの仕組みを設けることなどを決議したと、あるいは、当初計画からさらに費用

がかかり、巻き込んだ市町へも、持込み料の高騰など負担をかけてきたと、当初は、市町

からのＲＤＦ処理委託料を無償としていましたが、電気事業法の改正による売電価格の低

下や、ダイオキシン規制の強化による灰処理費用の増大などの外部要因が主であったとは

いえ、市町の負担が発生したことは、当初の見込みが甘かったと認めざるを得ない。本事

業については、やはり功罪半ばする事業であったと言わざるを得ないという言があります。

また、その後で、功罪半ばと申し上げたのは、その政策論としてのことであって、やはり

人命が失われているということは重く受け止めなければならないということを認識してい

るということも述べられています。 

 取り戻すことのできない命であり、負の経験です。政策論として、功罪半ばするとの考

えであるならば、今後の政策展開の教訓にはなり得ません。電気事業が持つ罪を許し難く、

セーフティーネットのありようも見えないままでは、電気事業決算に反対いたします。 

 賛同をお願いいたします。 

 

 

○令和２年定例会（一般質問：令和２年 11月 30日） 
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（奥野英介議員） 

 伊勢市選出、草莽の奥野英介です。よろしくお願いします。 

 今日は、初めに知事の政治姿勢を聞こうかなと思ったんですけど、答弁に困るかも分か

りませんのでやめました。 

 まず最初に、ＲＤＦ焼却・発電事業についてでございます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、これまで数回質問しております。平成 28年３月の企

業庁のこれまでの総括に目を通しました。端的に言えば、責任逃れの部分が多く見られま

した。 

 この発電事業をモデル事業とし、本来、市町村の事務である一般廃棄物処理を、当該事

業に限り、県で行うとしたことが大きな失政となったものと思われます。 

 事業の開始を優先するあまり、設備の耐用年数経過後の更新の考え方等については議論

を行わず、施設更新や収支不足の場合の処理方法などについて、市町と取決めを行いませ

んでした。一般廃棄物を処理する主体や費用負担について、県と市町での意識の乖離が生

じておりました。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業は、リサイクル社会をつくり、環境先進県を目指すために、家庭

から出たごみをエネルギーとして活用するというＲＤＦ化構想では、製造したＲＤＦは、

地元市町村で公共施設の冷暖房燃料や温水プールの熱源などに利用でき、また、余った分

はＲＤＦ発電施設で引き受け、発電した電気を家庭に供給することに加えて、市町村の処

理委託料は無償というものでありました。 

 ところが、電気事業法の改正による売電価格の低下や、ダイオキシン規制強化等により

採算性に問題が生じることが見込まれるとして、無償としていた処理料の負担を市町村に

求めることになり、市町村の固有事務である一般廃棄物行政に踏み込んだ上に、当初、無

償としていた処理委託料を有償とし、その金額についても、開始当初の 3610円から段階的

に引き上げられ、最終的には１万 4145円にまでなり、市町村にとって大きなメリットがあ

ったはずのごみのＲＤＦ化は、市町村の県に対する不信感と変わり、さらに、絶対事故は

起こらないという前提の下で事業を運営する中、平成 15年８月、ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故が

発生し、消防職員２名の貴い命を奪ってしまいました。 

 また、これまで 91億円もの費用を投じて施設整備をしていますが、私としては、このＲ

ＤＦ焼却・発電事業は三重県政最大の汚点であり、今の県の財政を逼迫させているのは、

この事業も大きな要因の一つではないかと考えています。 

 現在、施設撤去に向けての手続が進められており、この事業の総括は施設撤去終了後に

行うと言われていますが、最終的な総括の中には、県の反省点を相当入れなければならな

いと思います。 

 また、本来であれば、施設撤去が終了している、していないにかかわらず、総括は既に

ほとんどできていなければいけないと思います。 

 県が市町村を政策誘導したことや痛ましい事故を起こしてしまったこと、こういった負
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の遺産を風化させずにきちんと検証して、今後の教訓にすることが重要なことであると思

います。 

 この前、山本里香議員のＲＤＦの質問の中で、知事は、功罪相半ばする事業であったと

言われておりますが、私は、今でも功はほとんどなかった、負のほうが多かった、罪のほ

うがほとんどじゃなかったのかとの疑問を今でも持っています。 

 しかし、我々議員も議決責任があります。誰のための事業なのか、県民の立場になり、

十分議論をし、調査、精査するべきであったかとも思われます。 

 処理料は、初め無償で、平成７年からずーっといろんな形で増えたり減ったり、増えた

り減ったり、先ほど申しましたように、最終は１万四千円何がしなんですけど、この辺も、

県が初めにきちっと計画を立てた精査、調査をやっていなかった結果がこうなったのでは

ないかと思います。 

 そこで、ＲＤＦ焼却・発電事業が終了を迎えようとしている今、この事業を実施した意

味、デメリットばかりでメリットはほとんどなかったのでないかと思いますので、改めて

お尋ねしたいと思います。 

  

（喜多正幸企業庁長） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の意義やメリットなどについて御答弁申し上げます。 

 平成 14年から運用を開始いたしましたＲＤＦ焼却・発電事業では、小規模自治体の可燃

性ごみの処理において、特に対応が困難であったダイオキシン対策やごみの持つ未利用エ

ネルギーの活用を進めるとともに、焼却灰もセメント原料として利用するなど、循環型社

会の構築に向け、一定の役割を果たせた面もございました。 

 一方で、当初、市町に対し、ＲＤＦ処理委託料は無料と説明しておりましたけれども、

電気事業法の改正による売電料金の低下やダイオキシン規制の強化による灰処理費用の増

大などの要因があったとはいえ、市町の負担が発生することとなり、不信感を与えてしま

ったことは、県の当初の見込みが甘かったと認識しております。 

 何よりも、平成 15 年８月 19 日にＲＤＦ貯蔵槽爆発事故が発生し、お二人の貴い命が失

われたことは痛恨の極みであります。 

 これまで事故の原因として、ＲＤＦ貯蔵槽の設計ミス、防火対策の不備及びＲＤＦの性

状不良などが挙げられておりますけれども、これらは全て安全に対する認識が十分ではな

かったことによるものと考えております。人の命は何物にも代え難いものであり、この教

訓と反省は絶対に風化させてはならないと考えております。 

 こうした認識の下、事業終了の際には、企業庁だけでなく関係部局とも十分調整しなが

ら、環境政策の視点を含めるとともに、市町からの意見も確認し、改めて反省すべき点な

どを明らかにした事業全体の総括を行い、報告をさせていただきたいと考えております。 

 

（奥野英介議員） 
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 この質問の打合せのときに、平成 28年の総括を見ていたんですけど、今日は、丁寧にそ

の中を抜いて答えられているような気がします。 

 総括を見ていると、悪いと言いながらも、さっきの功罪の話で、それなりの功もあった

んですよというのを随分書かれていたような気がするんですわ、中身は。 

 そうやけど、今日の企業庁長の答弁は、それを私に反論されるとまた時間が長くなるの

で、それはやめておこうかという感じの答弁でありました。それはそれで、反省点、本当

に功罪の功はほとんどなくて、これに平成の 10年頃からずーっと引きずり回されていたと

いうのは大変なことだったのかなというふうに思います。 

 処理料に至っては、無償としながら、12 年には 4900 円、4500 円、また多うなってきた

ら１万 1900円になって 5000円に下げてくる。そしてまた、終わりになってきたら 9000円

になり、最終は１万四千円どんだけというふうにあやふやな、大体初め決めればずっとそ

の形で、１割とか少しは上がる場合があるけど、もともとが無償なのに、言い過ぎか分か

らんけど、市町村を引きずり回してだましたという気がします。 

 今後、こういうことはないと思うんですけど、県もエンドレスですから、行政は、いろ

んなことがあると思います。 

 だから、やっぱり県民を巻き込むときは十分に調査し、議論し、本当に安全であるかと

いうことは何回も確認してやるべきことが大事でないかなと思いますので、きちっとした

反省をして、きちっとした総括をして、そして風化させないように、これから多分一、二

年でやるのかどうか分からないですけど、後々ないように、きちっとやっていただきたい

と思います。 

 次に、ここが一番大事なんですけど、２番目の終了後の関係市町の支援とごみ処理の現

状ということなんですけど、ＲＤＦ焼却・発電終了後のごみが円滑に処理されるように、

市町が新たな処理方式の検討を行っている中で、市町間の調整あるいは技術的な支援を行

うなど、県としてその役割を十分に果たしていくとあります。 

 終了するに当たっては、関係市町では、新たなごみ処理体制を構築するという大変厳し

い作業に挑まねばならず、現在でも民間施設で処理している市町もあり、新しいごみ処理

体制に移行できていないのではないか。 

 前、質問したときに全部きちっとできているような答弁を聞いたような気がしますが、

そしたら、まだ旧海山町、旧紀伊長島町のほうでは、ＲＤＦのようにごみを固めたやつを

造って、それで、処理に持っていっているというような形が続いているみたいなのです。

もう当然、それなりの形はつくっているのかなと思ったら、いまだに消石灰で固めたごみ

を処理しているということを改めて聞いて、これやったらまだまだ総括もへったくれもな

いなというような気がしました。 

 一般廃棄物処理は市町の事務ではありますが、県は関係ないということは絶対に駄目で

す。市町で新たなごみ処理体制を構築するまで、県がしっかりと支援していかねばならな

いと考えますが、いかがでしょうか。ＲＤＦ関係市町のごみ処理体制の移行状況はどうな
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っているのでしょうか。 

 答弁いただいた都合によって、関係市町選出の議員が関連質問をしたいかも分かりませ

んので、させないためにもきちっと答えていただきたいと思います。 

  

（安井晃環境生活部廃棄物対策局長） 

 ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の新たなごみ処理体制の移行に向けた県の支援と市町の状

況について御答弁申し上げます。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業につきましては、平成 30年７月に開催された三重県ＲＤＦ運営協

議会の総会決議に基づき、令和元年９月をもって、市町からのＲＤＦの搬入が停止されま

した。 

 県としましては、総会の決議を踏まえ、関係市町において、ＲＤＦの搬入停止後もごみ

が滞りなく処理されるよう、一定の役割を果たすべきであると考え、市町が新たなごみ処

理体制に移行するに当たり必要な支援を行うこととし、取り組んでいるところです。 

 具体的には、関係市町とも協議し、施設整備などのハード事業に対する支援としまして、

ごみ中継施設の整備やＲＤＦ化施設の撤去に対する上限１億円の県単独の補助制度を創設

いたしました。 

 この制度を活用して、これまでに伊賀市と香肌奥伊勢資源化広域連合がごみ中継施設の

整備を完了しており、現在、南牟婁清掃施設組合が、令和３年６月の完成に向けて、ごみ

中継施設の整備を行っています。今後は、桑名広域清掃事業組合と紀北町が、ＲＤＦ化施

設の撤去を予定しております。 

 また、ＲＤＦの製造を当面継続する市町に対しましては、令和２年度末を期限とし、新

たな処理先における施設の定期点検等に伴い、これまでのＲＤＦ処理委託料を超過する処

理が必要となる場合に、超過分を補填するセーフティーネットの仕組みを設けております。 

 セーフティーネットの運用実績としては、全体で、昨年度は約 150 万円を補填しており

まして、今年度は約 900万円を見込んでおります。 

 このほか、関係市町が設置する新たなごみ処理施設整備に向けた検討会への参画などに

よる技術的な支援をはじめ、広域的なごみ処理体制の枠組みに関する調整や国の支援制度

に関する情報提供を行うなど、市町の要請等に沿って対応しているところでございます。 

 次に、関係市町の取組状況ですが、桑名広域清掃事業組合では、新しいごみ焼却施設を

令和２年１月に稼働しており、ＲＤＦ化施設の撤去が残っているものの、新たなごみ処理

体制への移行が完了しております。 

 一方、桑名広域清掃事業組合以外の市町については、まだ移行途上にございます。 

 現在、伊賀市と香肌奥伊勢資源化広域連合では、ＲＤＦから可燃ごみとしての処理に切

り替えた上で、２団体ともに、伊賀市内の民間業者に処理を委託しております。将来のご

み処理体制については、様々な選択肢があり、それぞれが中長期的な視点で調査検討を進

めているところでございます。 
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 また、紀北町と南牟婁清掃施設組合では、ＲＤＦの製造を継続しておりまして、２団体

ともに、いなべ市内の民間事業者に処理を委託しています。 

 こうした中で、紀北町と南牟婁清掃施設組合の構成市町を含みます東紀州地域の５市町

において、広域的なごみ処理施設の整備に向け、一部事務組合の設立などの具体的な協議

が進められておりまして、県も協議の場に参画し、計画的な整備について助言などを行っ

ているところでございます。 

 新たなごみ処理体制への移行は、関係市町はもちろんのこと、県にとっても大変重要な

課題であると認識しており、引き続き経費の補助や技術的な支援などを行う中で、取組の

現状を踏まえまして、市町からの要望や相談にこれまで以上に丁寧に対応していきたいと

考えております。 

 関係市町が新たなごみ処理体制に円滑に移行し、日々発生するごみが継続して安全に処

理されるよう、市町に寄り添い、しっかりと支援してまいりたいと考えております。 

 

（奥野英介議員） 

 災害とか、これから想定し得ないものが出てくると思うんですよ。だけど、今そういう

状態で中間の施設を造って、ごみを捨てに行く。そしたら災害が起きたとき、今度は水平

行政の中でごみ処理をしていかないかん。だけど、災害のときに、隣の市が受け入れられ

るかというと、なかなか受けられるものではない。そういうことを考えると、今の処理体

制というのは、差し当たっての処理体制であって、きちっとした処理体制にはなっていな

いと思うんですよ。 

 そのためには、今、東紀州のほうで組合をつくって、処理をするようにいろいろ考えて

いただいておりますけど、できるだけ早くこれをやっていかないと、住んでいる人は、ご

みが出てきて処理ができない、また衛生的なこともあるし、いろんなことを考えてみると、

できるだけ早い機会に焼却に持っていくのか、どう持っていくのか、技術的ないろんな問

題があるんですけど、その辺、十分に市町と県が考えてやっていきたい。そこまでしてい

ただかないと、このＲＤＦの事業が終了しないということになりますので、頑張ってやっ

ていただきたいと思います。以上です。 

 

（関連質問） 

（東豊議員） 

 議長の許可をいただきました。奥野英介議員の発言に対する関連質問をいたします。33

番、会派草莽、尾鷲市・北牟婁郡、東と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 質問項目は、ＲＤＦ焼却・発電事業についてという題でした。それから、ＲＤＦ焼却・

発電事業終了後の関係市町の支援におけるポストＲＤＦに向けた施策、施設整備に対する

補助金等。奥野議員の質問に対する答弁では、各市町に寄り添って取り組んでいく。いろ

んな課題が今までありました。特にちょっと厳しい言葉がありまして、記憶に残る中では、
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三重県政最大の汚点である、奥野議員の言葉をお借りするとそんなことでした。 

 当時、急ぐあまり、議論をし尽くすこともなく、急いで取り組んでしまったというよう

なことであるとか、中間総括の、まだ最終ではないですが、その総括を見ていますと、建

設をして本当に悲惨な事故の中で進めてこられたというちょっと痛々しい事業であります

が、いよいよ終息をして、この後、残された課題がやっぱりあるということで、特に三重

県ＲＤＦ運営協議会でお決めになられたことがありまして、特にＲＤＦ施設、私、地元の

ことなので具体的に言うと皆さん分かりやすいと思うんですが、平成 11 年に旧海山町が、

20 億円かけて日量 20 トンの処理施設をつくりました。それから、平成 15 年に旧紀伊長島

町では、日量 21 トンの処理能力を持つ 21 億円の施設整備をしたわけです。そんなような

いきさつから合併をしました。その中で二つとも、今、ＲＤＦをつくっているんですね。

三重県のＲＤＦ施設についてはもう閉鎖しているので、民間に委託して、その処理をお願

いしているという状況であります。 

 県として、残された課題、いまだにＲＤＦをつくっている市町に対する支援、例えば、

ある程度三重県ＲＤＦ運営協議会でお決めになられたことがあるわけですが、新しいもの

を解体するとか、今までのを解体するとか、中間施設をつくるとかという形に、１億円を

上限に補助していくとかというお話があるわけですが、その点について具体的に御答弁い

ただければと思います。 

 

（安井晃環境生活部廃棄物対策局長） 

 ＲＤＦ化施設の撤去に県単独の補助制度を活用されている紀北町の状況に対して、御答

弁申し上げます。 

 議員から御紹介がありましたように、紀北町につきましては、旧海山町と旧紀伊長島町

の二つのＲＤＦ化施設がございますけれども、現時点で紀北町におかれましては、そのう

ちの一つを補助制度の期限が令和７年度となっておりまして、この令和７年度までに、ど

ちらか一つを撤去するというような予定で検討が進められていると聞いております。 

 今後、広域のごみ処理施設の整備が進められる中で、ＲＤＦ化施設の撤去について紀北

町で詳細な検討が行われ、より具体的なスケジュールが整理されてくると思っております

けれども、県としましては、このＲＤＦ化施設の撤去について上限１億円の補助制度の適

用を現在予定しているところでございます。 

 

（東豊議員） 

 ありがとうございます。 

 １億円の補助金を的確に出していくということで、実は少し、午前中からこの質問をす

るのに担当部局と話をしていたんですが、これは多分答弁できないだろうなということも

一方的に申し上げますが、できる範囲内で御答弁いただければというふうに思います。 

 決議、これは平成 30年７月に三重県ＲＤＦ運営協議会の総会によって確認した事項です
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が、一つは新しい処理体制に移行する、それから二つ目は、今のＲＤＦの処理先をちゃん

と確保します、県としては積極的に責任を持って協力をする、それから、三つ目なんです

が、セーフティネットというのがあります。 

 奥野議員の発言の中にもありますが、当初は、ただでどうぞごみをいただきます、運搬

賃は別として、ゼロだったんですね。それが１万円とか 8000 円とか 9000 円とか、最後１

万 4145円という買取り価格で納めていて、これが、この時点で、この後、もし民間に委託

した場合に、それを超える部分についてはセーフティネットをかけようということをして

いるんですが、これも実は期限を切っています。期限というのは、来年の３月ですね。そ

れ以降をどうされるのか、お考えがあればお聞かせをいただきたい。答弁できなければ、

結構です。 

 そして、先ほど申し上げた施設整備に対する支援をしていく、これもちょっと難しいお

話になるかも分かりませんが、旧紀伊長島町、旧海山町で、20 億円相当の施設を建てて、

県の主導で造っていった。これが仮に、一つ残していくというお話だったんですが、二つ

を抱えているわけですね。解体費、１億円や２億円や３億円でないと私は思っています。

その辺を御答弁いただければと思います。もし御答弁いただけなければ、要望としてお伝

えしますので、御検討をよろしくお願い申し上げます。 

 

（安井晃環境生活部廃棄物対策局長） 

 まず、セーフティネットの仕組みでございますけれども、少し経緯を申し上げますと、

このセーフティネットの仕組みにつきましては、平成 22年度の時点で、令和２年度末まで

の事業の実施が三重県ＲＤＦ運営協議会総会で決まりましたが、その後、令和元年９月を

軸にＲＤＦを搬入停止することが決定されたということを踏まえまして、一旦令和２年度

末までに、ＲＤＦの製造を継続する市町に対しては支援をするということを目的につくら

れたものでございますので、その当時、県と関係市町が協議しまして、市町間の公平性に

も考慮して決まった仕組みということでありますので、なかなかこのセーフティネットの

延長、また、これに代わる新しい制度の創設というのは大変厳しいと考えておりまして、

県としましては、広域のごみ処理施設が早期に整備されるように、しっかりと必要な支援

を行っていきたいと考えております。 

 それから、施設整備の補助金につきましても、各団体１回限り上限１億円ということに

なっておりますので、その範囲内での支援になるというふうに現時点では考えております。 

 

（東豊議員） 

 セーフティネットの件と、それから、三重県ＲＤＦ運営協議会でのお決めは、この年度

末ですので、一旦終わるんだと思うんです。あとは知事部局に移って、セーフティネット

の件と、それから、今、２か所持っている紀北町については、御検討いただければと思い

ます。要望して終わります。ありがとうございました。 
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○令和３年定例会（討論：令和３年１１月１日） 

（山本里香議員） 

認定第３号の電気事業会計決算について申し上げます。 

昨年度は、ＲＤＦ焼却・発電事業が終了し、後処理の会計です。 

 これもまた、夢の事業との触れ込みで、国の誘導と強引な県の事業で、市町を巻き込ん

だなれの果て、死者を出す大事故をもたらし、業者との裁判でここに至りました。県政最

大の失政だと言われています。自らも痛い思いをした上、県が市町を支援するならともか

く、市町を翻弄してきた事実は消えません。 

 検証を求めていますが、全てが終了する時点でなされる 11月の中間報告の仕上げに入っ

ているということです。 

 私どもは、ＲＤＦ焼却・発電事業については、当初から未完成のもので、危険を伴うも

のと反対してまいりました。この検証において、しっかり総括されなければ、同じことが

繰り返されます。反省なきところに未来はありません。 

 反省ができてこその事業の意味があり、やっとそこで認定できることになると思います。

それまでは反対いたします。 

 

 

○令和３年定例会（一般質問：令和３年１２月６日） 

（山本佐知子議員） 

ＲＤＦ施設の跡地利用等についてです。 

 先般、桑名広域清掃事業組合が、服部副知事、そして正副議長に要望書を提出しました。 

 ＲＤＦ、今、撤去工事を進めておりますけれども、跡地利用について、そして、その後

の安全記念碑及び管理棟などの管理についての３点についての要望です。 

 まず、跡地利用についてですが、これは、今、企業庁が撤去作業している部分は、三重

県と桑名広域清掃事業組合が所有している共有地に囲まれています。 

 一般道路に面していないので、非常に複雑な使い勝手の悪い状況になっているんですけ

れども、将来的には三重県所有の跡地を民間に売却するにしても、やっぱりいろんな私道

整備等が必要になってきます。 

 こうした土地において、この周辺の地域は、今、桑名、もう道路整備が進んで、公共団

地も造成され、非常に企業誘致が活発化している地域なんですね。したがって、民間のス

ピード感を持って、この跡地利用については前に進めていただきたいなと思っております

が、その方向性をお聞かせください。 

 そして、申し訳ありません、ちょっと続けてまいります。 

 安全記念碑、管理棟の維持管理、安全祈願行事についてです。 
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 平成 15年、ＲＤＦ貯蔵槽が爆発しました。大変痛ましい事故でありました。この事故の

教訓を風化させず、安全への誓いを毎年祈念しています。 

 引き続き、企業庁が責任を持って安全祈願行事、そして記念碑の管理をいただく方針に

変わりはありませんか。また、管理棟については、維持管理、大変、年間数百万円かかっ

ていますけれども、どのような方向性なのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

（増田行信環境生活部廃棄物対策局長） 

それでは、私のほうからＲＤＦ施設の跡地利用について、共有地の取扱いを含めた方向

性についてお答えいたします。 

 令和３年１月から進められていますＲＤＦ焼却・発電施設の撤去工事は、令和５年１月

に完了する見込みであり、撤去後の跡地利用に関しましては、これまで桑名市や町村会の

ほか、桑名広域清掃事業組合議会などからも御要望をいただいたところでございます。 

 議員から御指摘いただきましたが、施設撤去後の跡地をごみ処理以外の用途で利用する

に当たりましては、県の所有地にあります、周辺にあります共有地の取扱いのほか、県の

所有地が直接公道に接していないことなど、また、都市計画法に基づく用途制限などがご

ざいまして、整理すべき課題が幾つかございます。 

 このため、共有地につきましては、共同所有者であります桑名広域清掃事業組合と、権

利関係の整理など具体的な協議を進めていくとともに、公道との接続や都市計画法上の課

題などにつきましても、同組合や桑名市の協力を得ながら調整を進めてまいります。 

 今後の跡地利用につきましては、関係市町等の意向を十分に聞き取りながら、これまで

の土地利用の経緯を踏まえました活用を図っていきたいと考えています。 

 跡地周辺では、今後、東海環状自動車道の開通やリニア中央新幹線の開業など、さらな

る良好な交通アクセスが見込まれていることから、産業用地としてのポテンシャルは非常

に高いと考えておりまして、地域の振興に加えまして環境政策にもつながるものとなるよ

う、関係機関と十分に連携しまして、機を逃さず取組を進めてまいります。 

 

（喜多正幸企業庁長） 

平成 15年８月 19日ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故により、お二人の貴い命が失われたことは痛

恨の極みであります。このような痛ましい事故を二度と発生させることのないよう、この

事故の反省と教訓は決して風化させてはならないと考えております。 

 御質問の安全記念碑につきましては、御遺族の御意向がまず第一と考えておりますので、

これを踏まえまして、現在の場所での保存を基本として、関係機関と協議していきたいと

考えております。そして、その管理につきましては、今後も企業庁の責任において行って

いきたいと考えております。 

 それから、安全祈願行事につきましては、今後も企業庁が安全で安定した事業運営を行

うことを誓う機会として、引き続き継続して実施していきたいと考えております。 
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 また、管理棟に関する課題については、関係する桑名広域清掃事業組合の意向を確認し

ながら、丁寧に協議してまいります。 

 

（山本佐知子議員） 

引き続き、やっぱりこの要望書が出た背景を考えますと、地元の桑名広域清掃事業組合

の皆さんとの引き続きのコミュニケーションを、もっと密に取っていただければと思いま

す。本当にありがとうございます。 

 今日の新聞でヤード条例のことが出ていました。一昨年、私、このことについて一般質

問しました。そのときに、このヤード条例は、初め県の皆さんからは歯牙にもかけられな

かったんですが、地元の方が一生懸命、取り組んで、訴えて、そして条例へとこぎ着けま

した。 

 やっぱり地元の皆さんの声が、こうやって政治家を通して、そして、県の政策に届くと

いうことを、本当に私、実感して感動したのを覚えております。 

 今日は本当に、拙いまた一般質問でしたけれども、以上、時間いただきましてありがと

うございました。終了します。ありがとうございます。 

 





県議会「ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会」での発言 
 

   

 

 

 

 

 

 

     

      

           

  

○設置    平成１５年 ８月２５日 

○開催経過 

第１回  平成１５年 ８月２８日 

  第２回  平成１５年 ９月 ５日 

  第３回  平成１５年 ９月１９日 

  第４回  平成１５年 ９月２９日 

  第５回  平成１５年１０月 ８日 

  第６回  平成１５年１１月２６日 

  第７回  平成１５年１２月 ３日 

  第８回  平成１６年 １月２６日 

  第９回  平成１６年 １月２７日 

  第 10回  平成１６年 ３月１０日 

○本会議での報告   

平成１６年 ３月１９日 

 

ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会 

○委員名（１６名） 

委員長  田中 覚 

副委員長 藤田 正美 

委員   日沖 正信 

委員   松田 直久 

委員   水谷 隆 

委員   岡部 栄樹 

委員   芝  博一 

委員   三谷 哲央 

委員   貝増 吉郎 

委員   木田 久主一 

委員   山本 勝 

委員   西塚 宗郎 

委員   萩野 虔一 

委員   西場 信行 

委員   岩名 秀樹 

委員   永田 正巳 

※三重県議会のホームページの「委員会会議録」から抽出した。 
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○平成１６年第１回定例会 委員会報告（平成 16 年 3 月 19 日） 

（田中覚ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員長）   

ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会における調査の経過等について御報告を申し上げます。 

 本委員会は、知事が「県政の一大汚点である」と発言されておりますように、事態の重

大さにかんがみ、議会としてＲＤＦ貯蔵槽の事故に関する原因究明及び再発防止策等につ

いて調査を行うため、８月 25日に設置いたしました。 

 以降、３月 10日までの間、計 10回開催し、知事や企業庁など、県当局に対する調査を

初め、発電所の建設・管理運営を委託している富士電機システムズ株式会社や北川前知事

を参考人として招致し、調査を行いました。 

 また、２月 17日から 18 日においては総務省消防庁、経済産業省、環境省に出向きまし

て、事故原因の究明及び事故後の対応策等について調査してまいりました。 

 更に、３月 18日には、三重ごみ固形燃料発電所の試運転の状況について現地調査を行い

ました。 

 この間、昨年 10月 10 日の第３回定例会においては、御遺族への対応、事故に伴う関係

市町村のごみ処理の問題、事故原因の究明等について、県当局に中間報告として要望や指

摘を申し上げ、また、去る３月 11日には、本委員会全委員の意見を集約し、知事及び企業

庁長に申し入れをいたしました。 

 現在、一番重要なことは、ＲＤＦ発電施設そのものが、当初の計画から事故を経て、安

全性が確保されたかどうか、また、県の失った信頼の大きさを重く受けとめ、いかに県民

の信頼を回復するかであります。 

 そのため、次の６点を重点的に申し入れました。 

 一つ、試運転終了後、直ちに運転を停止し、完成検査並びに施設の引き渡しを行った後、

試験調整状況を地元関係者、県議会等にその内容を説明すること。 

 二つ、機械施設のすべての安全性や改修効果を確認する試運転を行うこと。 

 三つ、人的・組織的危機管理訓練を行うこと。 

 四つ、契約相手方への損害賠償請求を含め、行政責任の早急な検討を行うこと。 

 五つ、ピット方式やカンバン方式、または関係市町村でのＲＤＦ保管体制に係る新たな

市町村の負担を解消すること。 

 六つ、県下７施設で製造されるＲＤＦ固形燃料の品質管理を徹底指導すること。 

 その申し入れを受けられ、昨日、３月 18日に知事及び企業庁長から回答がありました。 

 その回答内容につきましては、行政責任の所在が早期に明らかにならないなど、委員会

として完全に納得のいくものであるとは言えません。また、施設の完成検査や引き渡しに

ついて、当委員会に対し、その定義や位置付けについて今までの説明が不十分であり、誤

解を招いていた感も否めません。 

 しかしながら、企業庁が監視運転と説明していたものを含む試運転により機械施設の安

全性や改修効果を確認できた時点で運転を停止し、かつ、その状態で、試運転結果を含め

た安全確認の結果について県議会、地元関係者にその内容の報告を行うと回答するなど、

その姿勢には一定の理解を示します。 

 知事及び企業庁長からの回答内容を委員会として検討した結果、試運転については、改

修効果の確認に４カ月程度必要であること、つまり、最も湿気の多い時期や最も高温の時

期など、過酷な条件下でＲＤＦの性状を確認する必要があると認識しました。 

 したがいまして、８月中旬までには安全性や施設改修の効果が確認できるものと考えま

すので、委員会といたしましては、運転を停止し、かつ、停止した状態で地元関係者、県

議会等に、試運転結果を含めた安全確認の結果について報告することを求めます。 

 事故の際に消火活動に当たってこられた桑名市消防本部消防士のお二人の方が尊い命を

なくされた日は８月 19日であります。亡くなられたお二人の方に対し、深い哀悼の意を表

するために、また、残されました御遺族の方々に衷心よりお悔やみを申し上げるためにも、

８月 19 日までには一定の結果を求めたいと思います。 

 重ねて申し上げます。委員会としましては、８月 19日までには運転を停止し、停止した

状態で地元関係者、県議会等に、試運転結果を含めた安全確認の結果について報告するこ

とを求めます。 

 以上、御報告申し上げます。   
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